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『 人が輝き 地域と活きる “わ”のまち 犬山 』

　我がまち犬山市は、国宝犬山城に代表されるように、数多くの
歴史・文化資源や清流木曽川が流れる緑豊かな自然環境に恵まれ
た「人」と「歴史・文化」「自然」が調和する輝きあるまちです。
また、先人達のたゆまぬ努力と日々の改善により、市民の誰もが
誇れるまちへと着実に歩みを進めています。
　一方で、国の経済が依然として低迷する中、犬山市においても
厳しい財政状況が続いており、本格的な少子高齢社会の到来や人
口減少など、多くの課題に対応していかなければなりません。
　加えまして、地方分権の一層の進展に伴い、これまで以上に市政運営に対する自己責任、
自己決定の重要性が高まり、住民ニーズを的確に把握した、市民満足度の高いサービスの
提供が求められています。
　このような中、「暮らしの“ゆとり”」「地域の“つながり”」「郷土への“愛着”」を大切
にはぐくみ、日々の暮らしの中で幸せを実感できるよう、市民の皆さんと協働の心を持っ
てまちづくりを進めていくことが重要であると考えています。
　そのため、市民の皆さんと共有するまちづくりの行動指針として、平成 34 年度（2022
年度）を目標年次とする第５次犬山市総合計画を策定いたしました。
　この計画では、市民の皆さんが笑顔に溢れ、安らぎと潤いを感じていただけるよう、目
指すまちの姿を「人が輝き 地域と活きる “わ”のまち 犬山」といたしました。
　私は、今後、この計画を推進していく中で、市民の皆さんが生きがいを持っていきいき
と暮らしていけるよう「健康市民」をつくること、また、安定したサービスを将来にわたっ
て継続的に提供できるよう「財源確保」に努めることを重要テーマとして掲げ、「日々改
善 誇れるまち 犬山」の創造に向け全力投球していきたいと考えています。
　最後になりますが、計画策定にあたりまして、長期にわたりご尽力をいただきました総
合計画審議会委員の方々をはじめ、地区別懇談会、校区別まちづくり部会、中学生まちづ
くり会議、市民意識調査などで貴重なご意見やご提案をいただいた数多くの方々や関係各
位に対しまして、心からお礼申し上げます。

　平成 23 年３月
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１ 策定にあたって

本市は、平成 11 年度から平成 22 年度までの 12 年間を計画期間とする第４次犬山市総合計
画において、「木曽の流れに古城が映え　ふれあい豊かなもりのまち　犬山」を将来都市像とし
て定め、市民と行政が相互に協力し、自然や歴史など地域の個性を活かしたまちづくりを進めて
きました。

この間、平成 12 年には地方分権推進一括法※が制定され、地方分権が強く推し進められてき
ました。今後、地方自治体は、自らの選択と責任において地域の運営を推進し、住民との協働に
よる自立したまちづくりを進めていかなければなりません。

一方、わが国の経済が依然として低迷するなかで、本市においても厳しい財政状況が続いてお
り、少子高齢化や人口減少が抱える課題は目前に迫っています。

本市における 75 歳以上の後期高齢者は、平成 22 年 10 月現在で総人口の 9.5％を占めていま
すが、将来人口を推計すると、平成 34 年（2022 年）には総人口の 16.9％となり、市民の 6 人
に１人が後期高齢者になると予測されます。前期高齢者を合わせた 65 歳以上の高齢人口は、総
人口の 29.3％に達すると予測され、医療費など社会保障費の増加が見込まれます。

また、少子化の進行とともに子どもを産み育てる若い世代の人口減少が著しくなると予測され、
産業や教育、地域活動など様々な分野に影響を及ぼし、社会活力の低下が懸念されます。

こうした人口減少・少子高齢社会において、将来にわたり市民サービスの水準を維持し、市民
の暮らしを守っていくためには、これからの犬山を支える若者世代が定住の地として選択できる
環境づくりや地域産業の活性化などに積極的に取り組み、安定した自治体運営を支える財源の確
保に努めていかなければなりません。

また、市民一人ひとりが、世代を問わず、気軽に健康づくりに取り組み、生きがいを持ってい
きいきと暮らしている健康市民をつくり、市民同士のふれあいや支えあいによる活力にあふれる
地域づくりを進めることが求められています。

このような背景を踏まえ、市民が安心していつまでも住み続けたいと感じることのできる、活
気に満ちた魅力あるまちづくりを計画的に進めるため、「第５次犬山市総合計画」を策定しました。

地方分権推進一括法　正式名称は「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律」で、地方公共団体の事務
に関する記述のある法律のうち、改正が必要なもの 475 本の法律の改正部分を、１本の法律として改正したもの。

用語
解説
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２ 計画の概要

（１）策定の基本方針

これまで犬山市では、「市民憲章」と「総合計画」を市民とまちの共通の理念や目標・方向と
して掲げ、まちづくりを進めてきました。

“犬山市民憲章”は、輝かしい郷土犬山に誇りと責任を持ち、みんなで力を合わせ、明るく豊
かな住みよいまちづくりを進めていくため、昭和 59 年に制定したものであり、犬山市民が取り
組むべき共通の『目標』、『生活の規範』としてきました。

また、まちづくりの総合的な長
期計画である総合計画は、第１次
犬山市総合計画（昭和 49 年度～
昭和 60 年度）以降、豊かな自然
環境を活かした住みよさや歴史・
文化、学術や国際交流を中心とし
た将来像や目標を掲げ、これまで
４度の総合計画を策定してきまし
た。

第４次犬山市総合計画（平成 11
年度～平成 22 年度）では、『木曽
の流れに古城が映え　ふれあい豊
かなもりのまち　犬山』を将来の
都市像として定め、市民一人ひと
りが犬山という「もり」をつくる
木となり、自然や歴史など犬山市
の個性や地域の資源の一つひとつ
が木となって集まり共生し、その「もり」を大きく育てていくことを目指して、まちづくりを推進
してきました。

犬山市民憲章の理念と第４次犬山市総合計画に表されるまちの姿に込められた思いを受け継
ぎ、次代に引き継いでいくべき基本的な理念として、第５次犬山市総合計画策定にあたっての基
本方針としました。

　わたしたちのまち犬山市は、緑豊かな丘陵や木曽の清流と
古城に代表される歴史的な文化遺産にはぐくまれ、先人のたゆ
まぬ努力と勤勉により発展してきました。
　わたしたちは、この輝かしい郷土犬山に誇りと責任を持ち、
みんなで力を合わせ、明るく豊かな住みよいまちづくりをすす
めることを願って、この市民憲章を定めます。

１． 城と川と緑を守り、美しいまちをつくりましょう。
１． 教養を深め、文化のかおり高いまちをつくりましょう。
１． 力を合わせ、活力のある豊かなまちをつくりましょう。
１． いのちを大切にし、明るく住みよいまちをつくりましょう。
１． きまりを守り、心のかよう温かいまちをつくりましょう。

犬山市民憲章

木曽の流れに古城が映え　ふれあい豊かな　もりのまち　犬山

まちの姿
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（２）策定の重点方針

少子高齢化が進展するとともに、まちづくりにおける市民一人ひとりの役割が一層大きくなっ
ていくなか、まちの方向性を市民と行政が共有し、市民の主体的な参画のもとで市民と行政が協
働でまちづくりを進めることができるよう、第５次犬山市総合計画は、次の３つの重点方針に基
づき策定しました。

（３）総合計画の役割

第５次犬山市総合計画は、長期的な市政の方向性を示し、市民と行政が主体的かつ計画的にま
ちづくりを進めていくために、次の３つの役割を担います。

ともに
つくる計画

市政の
羅針盤

わかりやすい
計画

まちづくりの
行動指針

実効性の
高い計画

進行管理の
基準

意識調査、市民懇談会、校区別まちづくり部会や
中学生まちづくり会議など策定当初から、多くの
機会を通して、より幅広い市民が計画策定に関わ
ってもらい、市民の意見や提案を踏まえた計画と
しました。

市民とともにつくる計画

市で取り組むすべての施策の基本となり、市が目
指すまちの将来像を描き、その実現に向けた取組
みの方向性を指し示す「羅針盤」とします。

市の最上位計画であり犬山市政の道しるべと
なる“市政の羅針盤”

計画の評価・検証など進行管理を行うため、具体
的な目標と、その目標の達成度が確認できる指標
と数値目標を定めた「進行管理の基準」とします。

計画的なまちづくりの達成状況を測る“進行
管理の基準”

市民と行政が協働の心を持ち、対話や交流を重
ね、お互いへの理解と共感に基づき協力してまち
づくりを進めていくための共通目標や取組みの
方向性を示す「行動指針」とします。

市民の参画と行政との協働による“まちづく
りの行動指針”

犬山市が将来どのようなまちを目指すのかをで
きる限り具体的に示すとともに、その実現に向け
て取り組む施策や、その達成状況が確認できる指
標や数値目標を明らかにして、市民と行政で共有
できるわかりやすい計画としました。

市民がわかりやすい計画

犬山市の今後の取組みの方向性を明確にし、その
方向性に合致した施策の体系化や各種個別計画
と連動した施策の方針とともに、計画の評価・検
証など進行管理を前提とした、市政の根拠となる
実効性の高い計画としました。

実効性の高い計画



基
本
構
想

序
　
論

基
本
計
画

参
考
資
料

第５次犬山市総合計画　～人が輝き 地域と活きる “わ”のまち 犬山～

9

（４）構成と計画期間

第５次犬山市総合計画は、長期間にわたるまちづくりの方向性を明らかにし、目指すべきまち
の将来像の実現に向けた取組みを明確にするため、市政全般の施策を体系づけ、具体的な事業計
画を策定するものであり、「基本構想」、「基本計画」、「実施計画」の３つで構成します。

基本構想と基本計画は、長期的な展望のもとに計画を推進する必要があるため、計画期間を
12 年間（平成 23 年度（2011 年度）～平成 34 年度（2022 年度））とします。

 基本構想
基本構想は、犬山市がまちづくりを進める上で基軸におく考え方を明示するもので、長期的な

展望のもとで目指すまちの将来像を明らかにし、今後の市政運営の指針となるものです。

 基本計画
基本計画は、基本構想で掲げたまちの将来像を実現するための具体的な施策の方針や事業内容

を定めます。
時代の変化を捉えて一定年度で進捗状況を検証し、必要に応じて見直しを行います。

 実施計画
実施計画は、基本構想、基本計画に基づき、重点的に推進する事業を選択し、年度ごとの事業

計画を毎年度策定することで、予算編成の指針となるものです。
社会経済状況の変化などにも柔軟に対応するため毎年度、指標に基づいた評価結果をもとに、

見直しを行います。

平成 23 年度（2011 年度）から平成 34 年度（2022 年度）の 12 年間

平成 23 年度（2011 年度）から平成 34 年度（2022 年度）の 12 年間

基本構想

実施計画

基本計画

平成34年度
（2022年度）

平成28年度
（2016年度）

平成23年度
（2011年度）

実施計画は、毎年度見直しを行う
ローリング方式とします
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３ まちづくりの主要課題

犬山市のこれまでの取組みや社会の動向などを踏まえ、人口減少や少子高齢化などの社会経済
情勢の変化に対応し、市民の暮らしを守り、市民主体のまちづくりを進めるという視点から特に
留意すべき４つのまちづくりの主要課題を整理しました。

市内全域に広がる
歴史・文化資源の

保存・継承

● 地域の町並みと歴史的な風情・情緒、人々の活動が一体となっている“歴史
的風致”の維持向上を目的とした取組み

● 市民と行政の協働による城下町地区の町並み環境の整備（都市計画道路の見
直し・道路美装化・電線類地中化など）

子どもの健全な成長と
豊かな心を育む

教育の実践

● 心身の健全な成長と基礎学力の向上を目指した取組みを通じた「学びの学校
づくり」による特色ある独自教育の実践

● 幼児教育の充実、家庭の教育力・子育て力の再生・向上に向けた幼保一体化
構想の推進

地域コミュニティや
ボランティアなど
市民活動の促進

● 小学校区単位を基本とした住民主体の地区コミュニティ活動の展開
● 市民活動支援のための活動拠点（市民活動支援センター）や財政面での環境

整備

保健福祉ゾーンの
整備・活用

● 緑豊かな里山エリアにおける保健・医療・福祉の総合拠点施設である市民健
康館（さら・さくら）をはじめ各種施設の整備による保健福祉ゾーンの形成
と市民交流の推進

歴史や自然など
多彩な資源を活かした

観光の推進

● 名勝木曽川などの豊かな自然環境と犬山城や民間観光施設をはじめとした豊
富な観光資源を活かした観光施策の展開

● 鉄道事業者との連携や効果的な情報発信などによる観光客の誘致

水と緑に抱かれた
豊かな自然環境の

保全・再生

国際交流・都市間交流
の推進

● 犬山国際観光センターフロイデでの国際会議の誘致・開催
● 友好姉妹都市や愛知万博「愛・地球博」を契機として開始した各国との市民

レベルでの国際交流の展開

● 犬山市環境基本条例・環境で輝くまち犬山宣言・犬山市環境基本計画に基づ
く市民・事業者と行政が一体となった環境への取組み

● 犬山里山学センターを核とした市民ボランティアとの協働による里山保全活
動の展開

＜施策特性＞ ＜主な成果＞

犬山市のこれまでの取組み



基
本
構
想

序
　
論

基
本
計
画

参
考
資
料

第５次犬山市総合計画　～人が輝き 地域と活きる “わ”のまち 犬山～

11

社 会 の 動 向

人口減少と少子高齢化の進行

地方分権の進展

環境問題への意識の高まり

地域経済を取り巻く環境の変化

地域の歴史や文化を活かしたまちづくり

価値観や生活様式の多様化

安全・安心意識の高まり

市民参画・協働意識の高まり

教育や子育てに対する関心の高まり

情報通信技術の発展

社 会 の 動 向

主 要 課 題 １

人口減少・少子高齢
社会への対応

主 要 課 題 2

自主自立に向けた
地域活性化への取組み

主 要 課 題 3

毎日の暮らしにおける
安全・安心の確保

主 要 課 題 4

心の豊かさや
生活の質の重視
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地域における支え合いの充実
● 子どもからお年寄りまでが、住み慣れた地域で安心して暮らせるように、子育て支援や高

齢者福祉サービスなど、地域での支え合いを基本とした仕組みの充実が求められています。
高齢者の生活不安の解消
● 一人暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯が増加しており、見守り体制の強化など高齢者

の生活不安を解消する取組みを充実する必要があります。
安心して子どもを産み育てるための総合的な少子化対策
● まちの持続的な発展や地域活力を維持するため、安心して子どもを産み育てることがで

きる環境づくりや地域の子育て支援体制の充実など、総合的な少子化対策を講じていく
必要があります。

公共交通を中心とした日常生活の移動手段の充実
● 子どもや高齢者など車を使わない人も日常生活を不便なく過ごすことができるように、

コミュニティバス※など公共交通を中心とした日常生活の移動手段を充実するとともに、
名鉄線の各駅を核とした生活利便機能の充実を図り、歩いて暮らせるまちづくりの実現
が求められています。

市民に信頼される開かれた行政の推進
● 「地方分権」が進展し、地域のことは地域に住む住民が決める「地域主権」を実現するた

め、開かれた行政として、市民目線にたち、透明性が高く、市民に信頼される行政であ
ることが今後一層求められています。

持続可能な行財政基盤の確立と自主財源の確保
● 市民本位の実効性の高い施策を展開するため、継続して行財政改革に取り組み、持続可

能な行財政基盤を確立していく必要があります。また、安定した行財政基盤の確立に向
けて、まちの活力やにぎわいの向上、企業誘致などの産業振興により、自主財源を確保
することが必要です。水と緑の豊かな自然環境や歴史文化など地域固有の資源や個性を
活かした魅力あるまちづくりを進め、人口定住化や交流人口の増加に向けた取組みを進
めるなど、まちの活力やにぎわいを高めていく必要があります。

協働による住民自治の一層の推進
● 地域の自立を推進するためには、市民の市政への参画、市民と行政との協働によるまち

づくりが不可欠です。市民一人ひとりのまちづくりへの意識をさらに高め、まちを支え
る担い手となり、市民・地域・議会・行政が協働のパートナーとして連携した住民自治
の一層の推進が求められています。

主要課題の具体的な内容は次のとおりです。

コミュニティバス　自治体や地域共同体が、地域住民の移動手段を確保するために運行するバス。用語
解説

主要課題１　人口減少・少子高齢社会への対応

主要課題２　自主自立に向けた地域活性化への取組み
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用語
解説

自然災害や犯罪、交通事故などに対する市民の生活不安の解消
● 都市基盤の整備や地域の主体的な安全活動を推進し、自然災害や身近な地域で起きる犯

罪や交通事故など市民の安全・安心な暮らしを脅かす生活不安を解消していく必要があ
ります。

地域医療・緊急医療体制の充実
● 身近な地域での安心した暮らしを支えるためには、地域医療体制や緊急医療体制を充実

するとともに、保健・医療・福祉などの横断的な体制づくりの推進が求められています。
食の安全確保に向けた取組みの充実
● 市民の食の安全への関心や要請が高まっている一方で、市内農地の耕作面積は減少が続

き、有効に活用されているとはいえないため、地産地消や食育などと連携した農業振興
を図り、食の安全確保に向けた取組みの充実が求められています。

生活や雇用の不安を解消する仕組みづくり
● 景気の変動や雇用体系の変化などによる不安定な就業や経済格差の拡大などが問題とな

っており、関係機関などと連携した雇用機会の拡大や各種社会保障制度の適正な運用な
どにより、毎日の生活や雇用への不安を解消する仕組みづくりが求められています。

様々な交流や活動への参加機会の充実
● 個人の価値観の多様化や心の豊かさを重視する傾向が強まるなか、すべての市民がいつ

までも健康で、心のゆとりや生きがいを実感して暮らせるよう、スポーツ・健康・文化・
生涯学習など様々な交流や活動に参加できる機会の充実が求められています。

コミュニティを基本とした地域社会の活性化
● 地域の活力低下や市民同士のつながりの希薄化が心配されるなか、小学校区単位を基本

としたコミュニティを推進し、地域の担い手となる人材を育成することにより、市民生
活の基盤となる地域社会の活性化が求められています。

すべての市民が共生できる地域づくり
● 家庭や地域での交流や多文化共生※の重要性が高まるなか、世代や性別、国籍などを問

わずすべての市民が地域社会の一員として、お互いを尊重し、理解し合って暮らすこと
のできる地域づくりが求められています。

「学びの学校づくり※」を通した学校教育の一層の充実
● 次代を担う豊かな人間性や創造力をもった人材を育成するためには、家庭・地域・学校

が支え合い、自ら学ぶ力の育成を柱とする「学びの学校づくり」を通した学校教育の一
層の充実を図る必要があります。

多文化共生　国籍や民族などの違いにかかわらず、すべての人が互いの文化や考え方などを理解し、共に暮らすこと。
学びの学校づくり　学校を競争の場としてではなく、共生・協同の場として位置づけ、子ども同士、教師と子どもの人格と

人格とのふれあいを通して豊かな人間関係の中で、人格の形成と幅広い学力の形成に努める犬山市の学校づくりの考え方。

主要課題３　毎日の暮らしにおける安全・安心の確保

主要課題４　心の豊かさや生活の質の重視





まちづくりの考え方

まちづくり宣言３
まちの将来像２

まちづくりの達成指標4

１

基本構想2
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１ まちづくりの考え方

まちの活力は、これまでに培われた歴史、文化、自然など地域固有の資源をはじめ、そこに息
づく人の活力により生み出されます。

自治体を取り巻く社会動向は大きく変化しており、本市においても、まちづくりの担い手とし
て市民の役割は、今後ますます大きくなっていきます。

第５次犬山市総合計画では、将来に向けて、市民の暮らしを大切に守り、さらなるまちの活力
を創造し、満足度の高い魅力あるまちの実現を目指すため、“個人”、“地域”、“市全体”の視点から、
まちづくりの基本となる３つの考え方を定めます。

 ● 暮らしの“ゆとり”をはぐくむまちづくり
市民の暮らしを守り、生活の豊かさの向上を目指し、元気で自立した「健康市民づくり」と

市民がお互いに尊重し合い、支え合う「地域づくり」を通して、将来にわたって、誰もが安全・
安心を実感しながら、心豊かにいきいきと“ゆとり”ある暮らしを実現することができるまち
づくりを進めます。

 ● 地域の“つながり”をはぐくむまちづくり
まちづくりの主役は市民であり、一人ひとりが、地域への参画や行政との協働を通して、い

きいきと活動し、まちづくりの様々な場面で活躍することが重要です。市民が主体的に行動し、
家族や友人、地域の人たちとふれあい、つながりを深め、お互いに協力し、支え合うことがで
きるまちづくりを進めます。

 ● 郷土への“愛着”をはぐくむまちづくり
歴史、文化、自然、観光など豊かな資源を市民一人ひとりが郷土の誇りとして大切に守り育

て、まちへの愛着が深まるまちづくりを進めます。また、まちの魅力を広く発信し、より多く
の方に足を運んでもらい、もてなしの心で多くの方とふれあい、交流することで、市外から訪
れる人々にも、親しみを感じてもらうことができるまちづくりを進めます。
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２ まちの将来像

（１）目指すまちの姿

まちづくりの考え方に示す「暮らしの“ゆとり”」「地域の“つながり”」「郷土への“愛着”」
を大切にはぐくむことで、犬山で生まれ育った人も、犬山に移り住んだ人も、子どもからお年寄
りまで市民の誰もが、市民同士のふれあいや地域とのかかわりを通して、日々の暮らしの中で幸
せを実感することができるまちづくりを進めることが重要です。

市民一人ひとりが、犬山に「住んでよかった」「これからも住み続けたい」と思えるまちであ
るとともに、市外の人にも犬山の魅力が広く認知され、「行ってみたい」「住んでみたい」と思わ
れるまちとなるよう、目指すまちの姿を『人が輝き 地域と活きる “わ”のまち 犬山』とします。

人が輝き  地域と活きる
“わ” のまち  犬山

●「人が輝き」 市民一人ひとりが、健康
で生きがいを持って、ゆと
りある快適な暮らしを送っ
ている姿を表しています。

●「地域と活きる」 市民同士のふれあいや支
えあいの気運が定着し、地
域資源を活かした活発な地
域活動が展開されている姿
を表しています。

●「“わ”のまち」 市民同士のつながり（共生）、市民と行政のつながり（協働）、市民
と来訪者のつながり（交流）など、心のつながりを大切にして、歴史・
文化・自然などのまちの個性と都市の活力を兼ね備えた（調和）、魅
力あるまちをつくり、次世代につないでいくこと（継承）を表してい
ます。

人が輝き
地域と活きる
“わ”のまち

犬山

共生 協働

交流継承

調和
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（２）人口の目標
人口は、まちの活力を表す重要な指標の一つです。第５次犬山市総合計画では、目指すまちの

姿「人が輝き 地域と活きる “わ”のまち 犬山」が実現された姿を具体的な数値として示すもの
として、犬山市を日々の生活拠点として定住している“居住人口”とまちづくりや経済活動など
で大きな影響をもたらす観光、通勤・通学で本市を訪れる“交流人口”の目標を設定します。

①居住人口

77,000 人を目指し、目標人口を 80,000 人とします

平成 21 年 10 月１日時点の人口を基に、過去 10 年間の推移から将来人口を推計すると、平
成 23 年（2011 年）の 75,854 人をピークにその後はゆるやかに減少しはじめ、基本構想の目
標年度である平成 34 年（2022 年）には 73,677 人になると予測され、人口規模の縮小とともに、
年齢構成比の大幅な変化が見込まれます。

年齢４区分で、平成 21 年と計画の最終年度である平成 34 年（2022 年）の人口を比較した場
合では、年少人口（0 歳～ 14 歳）〔10,959 人（14.4％）から 7,292 人（9.9％） 〕、生産年齢人
口（15 歳～ 64 歳）〔48,025 人（63.3％）から 44,796 人（60.8％） 〕、前期高齢者人口（65
歳～ 74 歳）〔9,975 人（13.2％）から 9,151 人（12.4％） 〕のいずれも減少すると推計されます。

一方で、後期高齢者人口（75 歳以上）は、6,891 人（9.1％）から 12,438 人（16.9％）に推移し、
およそ 5,500 人増加すると推計されます。

年齢４区分別人口の見通し　　　　　　　　　　　  年齢４区分別人口構成比の変化の見通し

年齢区分
基準値 推計人口

平成 21 年 平成 34 年

0 歳～ 14 歳 10,959
(14.4％ )

7,292
(9.9％ )

15 歳～ 64 歳 48,025
(63.3％ )

44,796
(60.8％ )

65 歳～ 74 歳 9,975
(13.2％ )

9,151
(12.4％ )

75 歳以上 6,891
(9.1％ )

12,438
(16.9％ )

総人口 75,850 73,677

単位（人）

65歳以上
75歳未満

15歳以上
65歳未満

15歳未満
100％

75％

50％

25％

0％
平成21年

14.4％

12.4％

16.9％

63.3％

13.2％

9.1％

平成34年

75歳以上

9.9％

60.8％
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今後は、市街化区域内の低・未利用地の有効活用（定住化の促進）や空き家など既存住宅の活

用により新たな世帯が住みやすくなる住環境整備を進め、子どもを育て・産みやすい環境づくり
や生きがいをもっていきいきと暮らす健康な市民が増える施策を積極的に展開することにより、
平成 34 年（2022 年）には 77,000 人の居住人口を目指します。

さらに、新たな企業誘致などによる雇用機会の創出や市外からの転入、中でも子育て世代の定
住を促進する施策を総合的に実施することにより、目標人口を 80,000 人と設定します。

②交流人口

観光交流人口 600 万人を目標とします
通勤・通学人口の市外への流出超過を 1,000 人削減します

目指すまちの姿「人が輝き 地域と活きる“わ”のまち 犬山」を実現し、まちの活力を維持、
向上するためには、市内で暮らす居住人口とともに、日常的な観光や日々の通勤・通学などで市
外から訪れる「交流人口」の拡大を目指していくことが重要になります。

そのため、積極的に交流人口の拡大を図り、次のように交流人口の目標を設定します。

■観光交流人口
犬山城をはじめ、民間観光・レジャー施設を数多く有し、県内でも有数の観光都市である本市

にあっても、観光客数は年々減少を続けていましたが、近年は、観光集客の中心となる城下町
地区のまちづくりが進み、鉄道事業者との連携などにより増加傾向に転じ、平成 20 年には年間
548 万人にのぼっています。

今後は、まちの魅力発信を促進するとともに、本市固有の資源である豊かな歴史・文化、自然
を活かした施策展開により来訪者の増加を見込み、平成 34 年（2022 年）における観光交流人
口の目標を 600 万人と設定します。

■通勤・通学人口
平成 17 年国勢調査では、15 歳以上の通勤・通学者の犬山市からの流出人口は 22,504 人、

犬山市への流入人口は 19,262 人となっており、約 3,200 人の流出超過となっています。
今後は、既存企業の活性化や新たな企業誘致のほか、市内に立地する大学・高校についても産

学官の連携による魅力ある環境づくりを進め、平成 34 年（2022 年）には、通勤・通学人口に
よる流出超過人口の約 1,000 人を削減することを目標とします。
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（３）土地利用
土地は、市の貴重な財産であり、市民生活や産業活動の基盤です。土地利用は、将来のまちの

形成に大きな影響をもつため、地域特性や都市基盤の整備状況、社会経済動向などを踏まえ、計
画的な土地利用を図ります。

①現況と基本方針
本市は、シンボル的な景観である国宝犬山城などの歴史的資産と木曽川・東部丘陵地や里山な

どの水と緑の豊かな自然環境に恵まれています。
城下町地区や駅周辺、主要道路沿線には市街地が形成され、地域の特性に合わせ住宅地、工業地、

農地などがバランス良く配置されています。
将来に向けては、これまで守り、育んできた歴史資産や自然環境を保全するとともに、社会資

本ストック※を活かしたより良好な都市環境の形成を促進します。
また、少子高齢化が進む将来においても、市民の暮らしを支え、生活の豊かさの向上を図るため、

交通利便性の高い主要道路沿線を中心に、まちに活力をもたらす“人”や“産業”の集積を促す
新たな整備を、長期的な視野に立ち計画的に進めていきます。

②全体構想
「①現況と基本方針」を踏まえ、豊かな自然を保全しつつ市街地の秩序ある整備を進めていく

ため、市全体を３つのゾーン（生活交流ゾーン、水と緑の保全・活用ゾーン、自然共生ゾーン）
に区分し、各ゾーンの特性を活かした土地利用を進めていくとともに、将来にわたって、まちに
さらなる豊かさをもたらす源として豊かさ向上軸を設定します。

区　分 特　徴 ゾーンの現況 今後の方針

生活交流
ゾーン

市街地を形成
する平坦地

城下町地区、駅周辺や主要道
路沿線の商業エリア、都市基
盤整備が進んだ住宅地エリア、
工業団地などの工業エリアが
バランスよく位置する市西部
の市街地ゾーン

市街化区域内の一団のまとまった都市的低・未
利用地の活用や市街地での都市基盤の整備を優
先的に行い、市民がより安全・快適に生活でき
る良好な住環境づくりを進めます。
市内外から新たな定住を促進するための環境整
備による市街地の充実と主要道路沿いを中心と
した新たな土地利用の促進による市街地の拡大
を図ります。

水と緑の
保全・活用

ゾーン

豊かな自然に
恵まれた丘陵
地

豊かな緑であふれる丘陵地帯
や、名勝木曽川や入鹿池など
潤いある水辺空間を有する市
東部の自然ゾーン

健全な生態系が持続できるよう、新たな開発を
避け、自然環境の保全に努めるとともに、既存
の資源を活かした人と自然がふれあう空間とし
ての活用を図ります。
大規模農地の有効活用を促し、耕作放棄地の解
消を図ります。

自然共生
ゾーン

平坦地と丘陵
地の中間に位
置する農地・
里山・住宅地

優良な農地や農業用ため池、
里山に囲まれ安らぎとゆとり
ある空間に既存集落や大規模
な住宅団地が配置され、生活
交流ゾーンと水と緑の保全・
活用ゾーンの中間に位置する

“自然”と“人”とが共生する
ゾーン

優良な一団の田園地域や里山環境の保全に努
め、“自然”と“人”とが共生する環境の維持
を前提とします。その一方で、この環境を著し
く損なうことのないよう、産業用地などの新た
な土地利用を図るほか、里山に近接する既存の
集落では、自然と調和した生活環境の充実を図
ります。

社会資本ストック　既存の道路、上下水道、公園、公営住宅、学校など、産業や生活の基盤となる公共施設のこと。
用語
解説
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豊かさ向上軸の形成
　少子高齢化による社会構造の変化が進展するなか、まちの活力や市民の生活と心の豊かさの維持
のため、３つのゾーン（生活交流ゾーン、水と緑の保全・活用ゾーン、自然共生ゾーン）の特性を
活かし、既存の社会資本ストックなどを活用した、効率的なまちづくりや持続可能なまちの発展に
向けた土地利用が求められています。
　こうしたことから、さらなる豊かさをもたらす源を形成するため、人やものの交流空間であり、
まちと市民に安全・安心をもたらし、新たな経済活動や生活文化活動を創造する上で大いなる可能
性をもつ市内の主要道路を中心とした周辺部を豊かさ向上軸として設定します。

豊かさ向上軸

名鉄広見線名鉄広見線

犬山駅犬山駅

犬山口駅犬山口駅

犬山遊園駅犬山遊園駅

富岡前駅富岡前駅

善師野駅善師野駅

木曽川木曽川

入鹿池入鹿池

名鉄犬山線名鉄犬山線

羽黒駅羽黒駅

楽田駅楽田駅

国道41号国道41号

名鉄小牧線名鉄小牧線

生活交流ゾーン

水と緑の保全・活用ゾーン

自然共生ゾーン

■土地利用構想ゾーン図
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環境と調和した
まちをつくります！

市民一人ひとりが自然とふれあうことでその大
切さを認識し、豊かな緑や水辺環境、希少な動植
物を大切に守っていくとともに、ごみの減量化や
資源のリサイクルを進めるなど、環境への意識を
高め、地球にやさしい取組みを進めます。

宣言
７

自主財源の確保に向けた
行財政運営を進めます！

事業の選択と集中、事業手法の改善など行政
運営の効率化やコスト削減などの行政改革を進
めるとともに、自主財源の確保を図り、健全で
安定した財政基盤を確立することにより、地域
の自立を図り、将来にわたって市民が暮らしや
すい安定した自治体をつくります。

宣言
２

まちににぎわいと活力を
もたらす産業を盛り上げます！

新たな工業用地の確保や企業の誘致を通した
工業振興や多くの来訪者でにぎわいをもたらす
観光産業を一層推進するほか、商業、農業も含
めた新たな担い手の育成や既存事業者の活性化
を進め、まちを支え、さらなる活力をもたらす
産業の確立を目指します。

宣言
４

誰もが安心して暮らせる
まちをつくります！

次代を担う子どもを生み育てやすく、また、
子どもが健やかに成長でき、高齢者や障害者が
生活の不安を感じることがないよう、地域での
支え合いを通じて、誰もがいつまでも安心して
暮らせる環境を整えます。

宣言
５

災害や犯罪などに対する
地域の安全性を高めます！

コミュニティ活動など地域が一体となった取
組みを推進するとともに、自然災害や犯罪、交
通事故など市民生活を脅かす不安の解消を図る
ため、都市環境を整備、充実し、周辺市町との
広域的な連携も図りながら、消防や救急、救助、
医療などの安全体制を強化します。

宣言
６

３ まちづくり宣言

まちの将来像を実現するためには、市民と行政との協働が大変重要であり、それぞれがお互いの
役割を認識し、主体的にまちづくりに取り組んでいくことが大切です。

そうした取組みを一層推進していくため、具体的な方向性を明らかにし、まちづくりを推進する
上での決意として、市民と行政が共有する１０の“まちづくり宣言”を定めます。

この宣言は、まちの将来像の実現に向けたすべての施策の基本となる考え方であり、この宣言
に基づき市民と行政が協働で継続的にまちづくりを進めていきます。
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人が輝き 地域と活きる
 “わ”のまち 犬山

快適な暮らしを支える
都市基盤を整えます！

生活の基盤でありまちづくりの基本的な要素で
ある道路や上下水道などの計画的な整備による機
能充実と、良質な住環境の確保に向けた住宅施策
の展開や公共交通の充実を図るなど、快適な生活
空間の実現に向けた環境整備を進めます。

宣言
８

豊かな心と生きる力を
はぐくむ教育を実現します！

地域、家庭、学校の連携を深め、特色ある学
校教育を推進し、地域社会から国際社会まで幅
広い舞台で活躍できる人材を育成するととも
に、生涯学習やスポーツ活動などを通じて、市
民の豊かな心と生きる力を育みます。

宣言
９

誰もが愛着のもてる
まちをつくります！

歴史や伝統文化、自然などの郷土の資源を大
切に守り育て、後世に継承していくことで、子
どもからお年寄りまで、市民一人ひとりがまち
への誇りと愛着を持ちつづけるとともに、市外
在住の方にも魅力を伝えることのできるまちを
創造します。

宣言
１０

健康市民であふれる
まちをつくります！

心も体も健康を保ち、日々の暮らしをいきい
きと生きがいをもって送れるよう、市民一人ひ
とりが健康に対する意識を高め、人との交流な
ど様々な活動を通して、自ら進んで健康づくり
に取り組むことができる環境を整えます。

宣言
１

市民と行政が一体となり
まちづくりに取り組みます！

市民の発意と工夫による小学校区単位を基本と
したコミュニティ活動や市民が主体となった交流
や活動を推進し、性別や年齢、国籍などの枠にと
らわれない市民の市政への参画、市民と行政の協
働によるまちづくりを積極的に進めます。

宣言
３
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４ まちづくりの達成指標

まちの将来像が実現された姿を示すものとして、まちづくりの基本となる「住みよさ指標」と
３つのまちづくりの考え方に対応した「まちづくり指標」を設定します。

●住みよさ指標

今後も犬山市に住み続けたいと考える市民：９０％

平成 22 年度の市民意識調査では、67.7％の市民が今後も犬山市内に住み続けたいと回答して
います。

まちの将来像に基づく魅力あるまちづくりを進めることにより、市民がいつまでも住み続けた
いと思えるまちを実現し、平成 34 年度（2022 年度）には、「今後も犬山市に住み続けたい」と
考える市民が 90％になることを目標とします。
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●まちづくり指標

犬山市は安全・安心を実感して
心豊かに暮らせるまちだと思う市民：８０％

平成 22 年度の市民意識調査では、57.2％の市民が犬山市は安全・安心を実感して心豊かに暮
らせるまちだと思うと回答しています。

将来において誰もが安全・安心を実感し、心豊かに暮らすことができる、いきいきとした地域
社会を実現できるまちづくりを進め、平成 34 年度（2022 年度）には、「安全・安心を実感して
心豊かに暮せるまちだと思う」市民が 80％になることを目標とします。

地域でのつながり・支え合いを大切にしている市民：８５％

平成 22 年度の市民意識調査では、75.0％の市民が地域でのつながり・支え合いを大切にして
いると回答しています。

市民生活のあらゆる場面で、多様な「つながり」や「ふれあい」が生まれ、発揮されるまちづ
くりを進め、平成 34 年度（2022 年度）には、「地域でのつながり・支え合いを大切にしている」
市民が 85％になることを目標とします。

犬山のまちに愛着を感じている市民：９０％
犬山のまちに愛着を感じる市外住民（来訪者）：９０％

平成 22 年度の市民意識調査では、78.0％の市民が犬山のまちに愛着を感じていると回答して
います。また、平成 22 年度の来訪者意識調査では、88.7％の市外住民（来訪者）が犬山のまち
に魅力や親しみを感じていると回答しています。

犬山市固有の魅力を市民一人ひとりが認識し、まちに愛着を感じることができるまちづくりを
進め、平成 34 年度（2022 年度）には、「犬山のまちに愛着を感じている」市民が 90％になる
ことを目標とします。また、多くの来訪者が訪れる魅力あるまちづくりを進め、平成34年度（2022
年度）には、「犬山のまちに愛着を感じる」市外住民（来訪者）が 90％になることを目標とします。





基本計画3
基本フレーム

まちづくり宣言別の取組方針３
施策の全体像２

まちづくり宣言別計画4

１
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１ 基本フレーム

（１）基本計画の期間

基本計画の計画期間は、平成 23 年度（2011 年度）を初年度とし、平成 34 年度（2022 年度）
までの 12 年間とします。

なお、一定年度で進捗状況を検証し、必要に応じて見直します。

（２）人口の見通し

①総人口・世帯数
本市の人口は、大規模な住宅団地の造成などにより、近年まで増加を続けてきましたが、今後

は減少傾向に転じる見通しです。
しかし、本市では、将来にわたって市民の暮らしを守り、互いに支え合うまちの実現のため、

計画的な土地利用のほか、子育て、福祉、雇用などの若い世代を意識した人口増加・定住促進
策を総合的・積極的に展開することで、平成 34 年（2022 年）の人口は 77,000 人を目指し、
80,000 人を目標とします。

世帯数は、今後も出生数の減少が進み、単身世帯や夫婦世帯の増加など世帯の小規模化が進
むことが見込まれ、平成 34 年（2022 年）には、１世帯あたりの人数は 2.33 人／世帯となり、
世帯数はおおむね 33,000 世帯から 34,000 世帯になると見込まれます。

　　　　  人口・世帯数の見通し

※実績値（平成 16、21、22 年）は住民基本台帳及び外国人登録による 10 月 1 日時点の人口・世帯数

75,85074,230

25,854 28,689

16 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

100,000
（人、世帯）

実績値 推計値
 目標人口  （高位）
目指す人口（低位）

世帯数の見通し（低位）
世帯数の見通し（高位）

75,763

28,841

〈平成・年〉

高位：78,700人
低位：77,100人

平成28年
高位：80,000人
低位：77,000人

平成34年

高位：32,200世帯
低位：31,500世帯

平成28年 高位：34,400世帯
低位：33,100世帯

平成34年
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②年齢別人口
本市の年齢４区分別人口は、平成 22 年の住民基本台帳によると、年少人口（0 ～ 14 歳）が

10,962 人（総人口に対する構成比 14.5％）、生産年齢人口（15 ～ 64 歳）が 47,502 人（62.7％）、
前期高齢者人口（65 ～ 74 歳）が 10,064 人（13.3％）、後期高齢者人口（75 歳以上）が 7,235
人（9.5％）となっています。

今後は、出生数の減少や団塊の世代の加齢などにより、目標年度である平成 34 年（2022 年）
には、少子高齢化が現在よりも一層進むことが推計されていますが、快適な住環境の整備や、子
どもを育て・産みやすい環境づくりを展開することにより、特に子育て世代の転入・定住化と、
それに伴う子どもを合わせた定住人口の増加を見込みます。

目指す人口（77,000 人）では、年少人口が 7,900 人（10.3％）、生産年齢人口が 46,900 人
（60.9％）、前期高齢者人口が 9,400 人（12.2％）、後期高齢者人口（75 歳以上）が 12,800 人
（16.6％）になることを目指します。

さらに、目標人口（80,000 人）では、年少人口が 8,300 人（10.4％）、生産年齢人口が
49,500 人（61.9％）、前期高齢者人口が 9,400 人（11.8％）、後期高齢者人口（75 歳以上）が
12,800 人（16.0％）になることを目標とします。

　　年齢４区分別人口の見通し

※実績値（平成 16、21、22 年）は住民基本台帳及び外国人登録による 10 月 1 日時点の人口

16 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
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（12.8%）

〈平成・年〉
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〜実績値と推計値の比較〜

平成 22 年に 75,763 人であった総人口は、平成 34 年（2022 年）には 73,677 人まで減少
すると推計されています。

特に、生産年齢人口は、平成 22 年の 47,502 人（62.7％）から、平成 34 年（2022 年）に
は 44,796 人（60.8％）までの減少、年少人口についても、平成 22 年の 10,962 人（14.5％）
から、平成 34 年（2022 年）には推計人口で 7,292 人（9.9％）まで減少する見通しとなって
います。

子育て世代を対象とした人口増加・定住促進策を総合的・積極的に展開するほか、健康市民づ
くりなどの展開により、推計人口と比較した人口構成比率の向上を図るため、生産年齢人口・年
少人口については現状値からの減少を抑制し、さらには増加をも見込むことで、目標年度である
平成 34 年（2022 年）の目指す人口を 77,000 人、目標人口を 80,000 人としています。

　　　　年齢４区分別人口の比較

※実績値（平成 22 年）は住民基本台帳及び外国人登録による 10 月 1 日時点の人口
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（10.4%）
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（61.9%）
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（11.8%）
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（11.8%）

12,800
（16.0%）
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（16.0%）

12,800
（16.6%）

7,800
（10.3%）
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（60.9%）

9,400
（12.2%）
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（16.9%）
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（12.4%）
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（60.8%）

7,292
（9.9%）

10,962
（14.5%）
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（62.7%）

10,064
（13.3%）

7,235
（9.5%） 12,800

（16.6%）

7,900
（10.3%）

46,900
（60.9%）

9,400
（12.2%）

12,438
（16.9%）
9,151

（12.4%）

44,796
（60.8%）
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（9.9%）
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（14.5%）
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（62.7%）

10,064
（13.3%）

7,235
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75,763人 73,677人 77,000人 80,000人

（0～14歳）

生産年齢人口

前期高齢者人口

後期高齢者人口

年少人口

（15～64歳）

（65～74歳）

（75歳以上）

（人）

推計人口よりも
約4,700人増加

推計人口よりも
約1,000人増加

推計人口よりも
約600人増加

推計人口よりも
約2,100人増加
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③産業別就業人口
本市の就業人口は、平成 17 年の国勢調査では 37,365 人、15 歳以上人口に占める就業者数

の割合（就業率）は 58.6％となっています。
目標人口を目指す中で、就業者数の増加を見込みますが、少子高齢化が一層進むことにより、

就業割合の低い高齢者人口が増加するため、就業率は減少する見込みです。
目標年度である平成 34 年（2022 年）の就業者数（就業率）の見込みは、目指す人口（77,000

人）で 36,800 人（53.3％）、目標人口（80,000 人）では、38,600 人（53.8％）です。

　　  就業者数・就業率の見通し

※実績値（平成 17 年）は国勢調査による人口

産業別の就業者数は、過去 10 年間の傾向から、第１次産業と第２次産業では減少傾向、第３
次産業では増加傾向にあります。

こうした傾向は続くことが想定される一方で、目標人口の実現に向けた今後の取り組みを進め
ることにより、各産業の就業者数（産業別割合）は、目指す人口（77,000 人）では、第１次産
業が 500 人（1.4％）、第２次産業が 11,900 人（32.3％）、第３次産業が 24,400 人（66.3％）
となり、目標人口（80,000 人）では、第１次産業が 500 人（1.3％）、第２次産業が 12,500
人（32.4％）、第３次産業が 25,600 人（66.3％）になると想定しています。

　　　　  〔参考〕産業別就業者数の想定

※実績値（平成 17 年）は国勢調査による人口
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（３）土地利用計画

市民の暮らしを大切に守り、まちの活力を創造し、満足度の高い魅力あるまちの実現を目指し、
『人が輝き 地域と活きる “わ”のまち 犬山』にふさわしい都市機能の充実とまちの魅力創造を実
現するため、土地利用の基本的な考え方を以下のように整理します。

○社会資本ストックを有効に活用し、地域の特性に合わせた利便性の高い生活環境を整えます。
○市街化区域内の低・未利用地は、良好な住環境として新たな活用を促進します。
○市街化調整区域内の優良農地や自然環境の保全に努めます。
○市内外の人たちが交流を育むことのできる環境づくりを進めます。
○周辺環境と調和した経済活動の場を誘導します。

この考え方のもと、基本構想における３つのゾーン特性を踏まえ、バランスのとれた機能的で
良好な土地利用を進めるため、豊かさ向上軸を設定します。

また、豊かさ向上軸を中心に５つのエリアを設定し、新たな施設整備や高度利用を促進するな
ど、重点的な土地活用を計画的に進めます。

土地の用途を変更する場合においては、従前からの周辺環境や地域特性との調和に努め、長期
的な視野に立ち計画的な取組みを進めます。

①市中心エリア
市庁舎や鉄道駅、警察署などの公共施設が集積している特性を活かし、本市の拠点として良質な市街

地の整備と土地の高度利用を図ります。名鉄犬山駅を中心とした駅周辺地区や主要道路沿道においては、
商業機能などの都市機能の充実を図り、地域のにぎわいと活力をもたらす整備を促進し、本市の玄関口
としてふさわしいまちづくりを進めます。

②まちづくり拠点エリア
歴史・文化と自然が共存している地域特性を活かし、エリア内の住民が快適に生活しながらも、より

多くの来訪者でにぎわう拠点とするため、犬山城や城下町、木曽川などの地域資源を有効に活用したま
ちづくりを進め、人が行き来する活気ある空間や風光明媚な環境を活かした憩いの空間としての土地利
用を進めます。

③産業集積誘導エリア
自立した財政基盤を築き、将来にわたって安定した市民サービスを提供するため、 工業系の用途を中心

とした産業集積に向けた用地（新規・拡張）の確保と新たな企業誘致や市内企業の事業拡張などによる産
業活性化を図ります。

④市民交流促進エリア
市民が心も体も健康に、いきいきと暮らすことができる環境を整え、市域をこえた盛んな交流・ふれ

あいを育むことのできるスポーツ・文化・健康づくりの拠点として整備を進めます。

⑤農地活用促進エリア
エリア内に点在する耕作放棄地の解消と農地としての活用を図るため、時勢やニーズに合わせ、市民

農園をはじめとした多面的な活用方策も視野に入れ、地域特性に合わせた土地利用を進めます。
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豊かさ向上軸

名鉄広見線名鉄広見線

犬山駅犬山駅

犬山口駅犬山口駅

犬山遊園駅犬山遊園駅

富岡前駅富岡前駅

善師野駅善師野駅

木曽川木曽川

入鹿池入鹿池

名鉄犬山線名鉄犬山線

羽黒駅羽黒駅

楽田駅楽田駅

国道41号国道41号

名鉄小牧線名鉄小牧線

生活交流ゾーン

水と緑の保全・活用ゾーン

自然共生ゾーン

市中心エリア
まちづくり拠点エリア
産業集積誘導エリア
市民交流促進エリア
農地活用促進エリア
鉄道
道路

豊かさ向上軸の形成
　将来に向けて、まちと市民にさらなる豊かさをもたらす源を形成するため、市内の主要道路を中
心とした周辺部を、豊かさ向上軸として設定します。
　豊かさ向上軸では、重点的に道路整備を進め、まちとまちのつながりを強め、人やものの交流を
推進します。
　また、道路の周辺地域においては、関係者との調整を図りながら、「人が働く場（産業用地）」・「人
が集う場（体育施設）」を中心とした新たな土地利用を進め、駅周辺では、公共交通の利便性を活
かした良質で快適な「人が暮らす場（住環境）」の整備を誘導するなど、まちと市民に新たな豊か
さをもたらす源やにぎわいのある市街地を形成します。

■土地利用計画図



34

重
点
的
な
取
組
み

まちづくりの考え方

目指すまちの姿 人が輝き　地域と活きる　　“わ”のまち　犬山

宣言１

健康市民で

あふれるまちを

つくります！

宣言２ 宣言３ 宣言４ 宣言５

誰もが安心して

暮らせるまちを

つくります！

まちににぎわい
と活力を

もたらす産業を
盛り上げます！

市民と行政が
一体となり
まちづくりに
取り組みます！

自主財源の
確保に向けた
行財政運営を
進めます！

ま
ち
づ
く
り
宣
言

基
本
施
策

１ 健康
２ 医療

９ 農業
10 商業

６ 市民協働
７ 市民交流

３ 行政運営
４ 情報共有
５

14 地域福祉

８
15 高齢者福祉

11 16 子育て支援工業
17 障害者 ( 児 ) 福祉

平和 ･ 共生

18 社会保障
12 観光

財政運営

13 勤労

暮らしの“ゆとり”を
はぐくむまちづくり

２ 施策の全体像

基本施策や重点的な取組みに掲げた各
施策は、複数のまちづくり宣言の実現
に向けて重要な取組みですが、この図
の中では、その中でも特に関連の大き
な宣言に対応して掲載しています。

地域の“つながり”を
はぐくむまちづくり

○地域福祉推進体制の充実
地域支援ネットワ
ークの構築

○地域福祉施設の整備
福祉会館の移転
養護老人ホームの整備
○地域包括ケア体制の確立
高齢者あんしん相談
センターの機能充実

○障害福祉サービスの充実
障害福祉サービス
の充実

○福祉医療の充実
福祉医療制度の円
滑な実施

○雇用環境の向上
雇用の確保

○工業用地の確保と
企業誘致

工業用地の確保
企業の誘致

○観光宣伝・情報発
信の充実

「犬山ブランド」の
確立

○地産地消の推進
農業生産者の育成

○魅力ある商業地の整備
商店街の魅力づくり

○農地の活用
耕作放棄地の解消
と有効活用

○健康づくりの推進
健康づくり行動の
展開

○地域医療の充実
病診連携の推進

○感染症対策
予防接種の実施と
知識の普及推進 ○自主財源の確保・拡充

税収確保の推進
新たな財源確保

○公共施設の整備・管理
公共施設の整備・
管理

○組織・人事管理の適正化
人材育成の推進
組織・機構の弾力化

○広報・広聴活動の充実
市政情報の共有化
の推進

○市民参画と市民協
働の推進

市民協働の体系づ
くり

○コミュニティ活動の支援
コミュニティ組織
の育成

○多文化共生の推進
在住外国人の生活・コ
ミュニケーション支援

○平和活動の推進
平和教育の推進

○都市間交流の推進
市民グループ主体
の交流活動の支援

○国際交流活動の推進
海外都市交流の推進

○保育サービスの充実
幼保小連携の推進
○子どもを育む環境整備
児童館・児童セン
ターの利用促進

○保健サービスの充実
健康診査・教育・
相談の推進
妊婦・乳幼児の健診・
相談の推進
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人が輝き　地域と活きる　　“わ”のまち　犬山

宣言８ 宣言９ 宣言 10

誰もが愛着の

もてるまちを

つくります！

豊かな心と
生きる力を

はぐくむ教育を
実現します！

快適な暮らしを

支える都市基盤

を整えます！

宣言６ 宣言７

環境と調和

したまちを

つくります！

災害や犯罪
などに対する
地域の安全性を
高めます！

19 治山 ･ 治水
20 防犯 ･ 交通安全

31 上水道
30 住宅 ･ 宅地
29 公共交通
28 道路 ･ 橋りょう
27 市街地 ･ 景観

24 公園緑地 ･ 緑化
25 環境衛生
26 循環型社会

21 防災
22 消防 ･ 救急

32 下水道

33
34 社会教育

学校教育

35 スポーツ

36
37 文化

歴史 ･ 文化財23 自然環境

地域の“つながり”を
はぐくむまちづくり

郷土への“愛着”を
はぐくむまちづくり

まちの将来像を実現するために、10 まちづくり宣言に対応した、37 の基本施策と重点的な取
組みを掲げ、施策を総合的かつ計画的に推進します。

○文化活動の振興
文化活動の場の確保

○市街地の整備
市街化区域内都市的低
･ 未利用地の整備促進
○幹線道路の整備
都市計画道路等の整備
推進と適切な維持管理

○安全な道づくり
五条川左岸堤防を利
用した遊歩道の整備
○バスの利便性の向上
コミュニティバスの運
営・運行形態の点検と
新たなバス運行の検討

○水道施設の整備と維持管理
老朽管の布設替・浄配水
施設の更新改良の推進
○公共下水道の整備
五条川右岸処理区
の整備促進

○良好な住環境の形成
良好な住環境の形成

○歴史・文化財の理
解と意識の高揚

犬山の歴史と文化財を
知る・学ぶ機会の提供

○歴史・文化財の保
存・活用

歴史的風致の維持・
向上

○城下町地区の整備
伝統的建造物の保
護・保全

○義務教育の充実
特色ある学校づくり

○スポーツ施設の整
備 ･ 充実

新体育館の建設
新たなグラウンド
の確保

○生涯学習活動の活
性化

人材の育成と市民
講師の活用

○自然環境の保全と活用
希少動植物の保護
の推進

○公園の整備・管理
安全で利用しやす
い公園づくり
○水と緑のネットワ

ークの形成
拠点的緑の保全・
育成

○ごみの適正処理
新ごみ処理施設の
整備推進

○地球環境保全の対策
地球環境問題の意
識向上

○災害に強いまちづくり
都市施設の耐震化推進

○雨水排水対策
道路冠水発生への
対策促進

○防犯体制・環境の整備
全市的な防犯運動
の推進

○防災体制の充実
災害予防体制の充実

○交通環境の整備
交通安全事業の推進

○火災予防の充実
防火意識の高揚と
出火危険の排除

○消防体制の整備・充実
消防力の充実・強化

○救急・救助体制の充実
救急・救助業務の高度化

○里山文化の育成
里山を守る市民活
動の活性化
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３ まちづくり宣言別の取組方針
まちの将来像の実現に向けて、10 のまちづくり宣言に対応した基本施策、各基本施策の基本

方針、施策ごとに重点となる取組み（展開方向と重点事業）を示します。
また、各基本施策を他の基本施策とともに総合的かつ効果的に展開するため、関連する重点的

な取組みを合わせて示します。

心も体も健康を保ち、日々の暮らしをいきいきと生きがいをもって送れるよう、市民一人ひとりが
健康に対する意識を高め、人との交流など様々な活動を通して、自ら進んで健康づくりに取り組むこ
とができる環境を整えます。

宣言１　健康市民であふれるまちをつくります

医療
市民が安心して医療を受けることができるよう
に、医師会との協力のもとで、地域医療体制や
救急医療体制の充実を図ります。
■重点的な取組み
病診連携の推進
地域の医療機関と病院との連携を強化するとと
もに、かかりつけ医の定着化などを推進します。

　◎病診連携の推進事業

■関連する重点的な取組み
宣言５　地域支援ネットワークの構築
　　　　福祉会館の移転
　　　　養護老人ホームの整備
　　　　高齢者あんしん相談センターの機能充実
　　　　障害福祉サービスの充実
宣言７　里山を守る市民活動の活性化
宣言８　 五条川左岸堤防を利用した遊歩道の整備
　　　　コミュニティバスの運営・運行形態の点検
　　　　と新たなバス運行の検討
宣言９　新体育館の建設
　　　　新たなグラウンドの確保

■関連する重点的な取組み
宣言５　地域支援ネットワークの構築
　　　　福祉医療制度の円滑な実施
宣言６　救急・救助業務の高度化

p53

健康
市民自らの健康行動を促進するとともに、保健
サービスや感染症対策を充実し、市民の健康の
維持・増進を図ります。
■重点的な取組み
健康づくり行動の展開

「健康づくり応援参加宣言」を推進するとともに、
ライフステージに応じた健康づくり事業を実施
します。
　◎健康づくり事業
健康診査・教育・相談の推進
特定健康診査・がん健診などの健康診査を行う
ほか、健康教育・相談などの充実を図ります。
　◎特定健康診査事業
妊婦・乳幼児の健診・相談の推進
妊婦健康診査・乳幼児健康診査・赤ちゃん訪問
などを実施し、母子保健サービスを充実します。
　◎妊婦・乳幼児健康診査事業
予防接種の実施と知識の普及推進
法定予防接種や任意接種などの実施と、正しい
知識の普及・啓発に努めます。
　◎法定予防接種事業
　◎任意予防接種助成事業

p49

p50

p50

p52



37

基
本
構
想

第５次犬山市総合計画　～人が輝き 地域と活きる “わ”のまち 犬山～

序
　
論

基
本
計
画

参
考
資
料

事業の選択と集中、事業手法の改善など行政運営の効率化やコスト削減などの行政改革を進めると
ともに、自主財源の確保を図り、健全で安定した財政基盤を確立することにより、地域の自立を図り、
将来にわたって市民が暮らしやすい安定した自治体をつくります。

宣言２　自主財源の確保に向けた行財政運営を進めます

行政運営
地方分権社会に対応する自立した市政を実践
していくために、行政改革を継続的に実施す
るなど、効率的な行政運営を推進します。
■重点的な取組み
人材育成の推進
人材育成型人事評価制度の導入により、職員一
人ひとりの能力開発を進め、職員全体の資質を
向上します。
　◎トータル研修プログラムの活用
組織・機構の弾力化
市民ニーズに迅速かつ柔軟に対応できる横断的
な行政組織への転換を図ります。
　◎ワーキンググループ・プロジェクトチームの設置
公共施設の整備・管理
ファシリティマネジメントなどの手法を取り入
れることにより、効率的な施設の維持管理・整
備を行います。
　◎ファシリティマネジメント事業

財政運営
中長期的な展望に基づき、適正な財源配分
を行うとともに、自主財源の確保・拡充を
図り、持続可能で健全な財政運営を推進し
ます。
■重点的な取組み
税収確保の推進
課税客体を的確に把握し、適正な賦課を行うこ
とで、税の公平性を確保し、収納率を向上します。

　◎適正な賦課・徴収事業
新たな財源確保
企業振興や企業誘致の促進により、安定した税
収の確保を図るとともに、未利用の市有地の売
却など新規財源の確保に努めます。

　◎新規財源確保推進事業

■関連する重点的な取組み
宣言３　市民協働の体系づくり
宣言５　福祉会館の移転
　　　　養護老人ホームの整備
宣言８　都市計画道路等の整備推進と適切な維持
　　　　管理老朽管の布設替・浄配水施設の更新
　　　　改良の推進
宣言９　新体育館の建設

■関連する重点的な取組み
宣言４　工業用地の確保
　　　　企業の誘致
　　　　「犬山ブランド」の確立
宣言８　市街化区域内都市的低・未利用地の整備促進
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情報共有
情報公開や広報・広聴の充実などにより、
市民に対して市政情報を積極的に発信し、
市民と行政との情報の共有化を推進します。
■重点的な取組み
市政情報の共有化の推進
広報誌などの内容を、市民目線で捉えわかりや
すさに加え、情報の充実と共有化を図ります。
　◎市ホームページ機能充実事業

■関連する重点的な取組み
宣言３　市民協働の体系づくり
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市民の発意と工夫による小学校区単位を基本としたコミュニティ活動や市民が主体となった交流や活動
を推進し、性別や年齢、国籍などの枠にとらわれない市民の市政への参画、市民と行政の協働によるまち
づくりを積極的に進めます。

宣言３　市民と行政が一体となりまちづくりに取り組みます

市民協働
市民に市政への参画を促すとともに、市民
活動や地域活動を通した市民の主体的な活
動を支援し、市民と行政の協働によるまち
づくりを推進します。
■重点的な取組み
市民協働の体系づくり
市民と行政の協働による協働ルールブックや協
働ロードマップを作成し、市民協働を推進する
ための考え方や方針を明確にします。

　◎市民協働意識向上事業
コミュニティ組織の育成
自主的・主体的なコミュニティ活動を行う小学
校区単位を基本としたコミュニティ推進協議会
の設立や育成を推進します。

　◎コミュニティ推進地区助成事業
　◎コミュニティリーダー育成事業

平和・共生
平和都市宣言に基づく平和活動を推進する
とともに、男女共同参画や多文化共生など、
性別や言葉・文化の違いを問わずすべての
人が共生できる地域づくりを進めます。
■重点的な取組み
平和教育の推進
学校と連携した平和学習の充実に努め、子ども
たちが平和の尊さを学ぶ機会を整えます。
　◎平和教育推進事業
在住外国人の生活・コミュニケーション支援
日本の習慣に関するオリエンテーションの実施
や地域情報などの多言語化など、在住外国人の
生活やコミュニケーションを支援します。
　◎多文化共生推進事業

市民交流
姉妹都市や友好都市などとの都市間交流や
国際交流を促進し、市民が主体となった様々
な交流活動の活発化を図ります。
■重点的な取組み
市民グループ主体の交流活動の支援
姉妹都市などの情報を提供し、市民グループ主
体の交流活動を積極的に支援します。
　◎市民グループ主体の交流活動の支援事業
海外都市交流の推進
現在交流のある海外都市との交流を継続すると
ともに、幅広い海外都市との交流を拡大します。
　◎海外都市交流の推進事業

■関連する重点的な取組み
宣言２　人材育成の推進
　　　　組織・機構の弾力化
宣言５　地域支援ネットワークの構築
宣言６　全市的な防犯運動の推進
宣言９　人材の育成と市民講師の活用

■関連する重点的な取組み
宣言５　地域支援ネットワークの構築
宣言９　特色ある学校づくり

■関連する重点的な取組み
宣言９　特色ある学校づくり
宣言 10　犬山の歴史と文化財を知る・学ぶ機会　
　　　　の提供
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商業
魅力ある商業地づくりを推進するととも
に、既存の中小商業者の経営の合理化・安
定化を支援し、商業の振興を図ります。

■重点的な取組み
商店街の魅力づくり
活性化事業や空き店舗活用、商業団体などによ
る販促活性化事業などへの補助を活用し、地域
の特性を活かした魅力ある商店街づくりを進め
ます。
　◎空き店舗活用事業費補助事業
　◎商業団体等事業費補助事業

新たな工業用地の確保や企業の誘致を通した工業振興や多くの来訪者でにぎわいをもたらす観光産
業を一層推進するほか、商業、農業も含めた新たな担い手の育成や既存事業者の活性化を進め、まち
を支え、さらなる活力をもたらす産業の確立を目指します。

宣言４　まちににぎわいと活力をもたらす産業を盛り上げます

農業
農業生産基盤の保全や農地の活用を推進す
るほか、農業経営の安定化、地産地消の推
進などにより、農業の振興を図ります。

■重点的な取組み
耕作放棄地の解消と有効活用
耕作放棄地の実態を的確に把握し有効活用を図
ります。農地の多面的な有効活用策を検討する
ほか、民間企業による適正な農業参入を促進し
ます。

　◎耕作放棄地解消事業
農業生産者の育成
安全・安心な地元農産物の安定供給に向けて、
農業実践講座を実施するなど農業生産者の育成
や新規就農者の拡大を図ります。

　◎農業実践講座事業

勤労
性別や年齢を問わずに誰もが働きやすい雇
用環境を整備・確保するなど、勤労者福祉
の充実を図ります。
■重点的な取組み
雇用の確保
地元企業の振興とともに、企業誘致の促進や工
業団地の整備を推進し、雇用の場の確保に努め
ます。
　◎工業用地造成事業
　◎企業誘致推進事業

観光
観光協会を中心に市民・事業者と連携し、
既存の観光資源の整備・充実や宣伝・情報
発信の充実など誘客対策を強化し、観光振
興を図ります。

■重点的な取組み
「犬山ブランド」の確立
犬山観光のブランド力を高め、マスコミへの掲
載を拡大するなど、犬山の認知度や知名度を高
め、イメージアップを図ります。

　◎「犬山ブランド」推進事業

工業
既存の中小企業の経営の合理化・安定化を支
援するとともに、新たな工業用地の確保や企
業誘致を推進し、工業の振興を図ります。
■重点的な取組み
工業用地の確保
総合計画（土地利用計画）のもとに工業団地の
確保を図り、環境と調和した工業団地の整備を
進めます。
　◎工業用地造成事業
企業の誘致
地域の特性や強みを活かした優良企業の誘致を
促進するとともに、市内企業の工場拡張などを
支援します。
　◎企業誘致推進事業

■関連する重点的な取組み
宣言３　市民グループ主体の交流活動の支援
宣言 10　歴史的風致の維持・向上
　　　　伝統的建造物の保護・保全

■関連する重点的な取組み
宣言７　里山を守る市民活動の活性化

■関連する重点的な取組み
宣言８　都市計画道路等の整備推進と適切な維持管理
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高齢者福祉
高齢者の生きがいづくりや社会参加を促進
するとともに、高齢者が安心できる暮らし
を支える福祉サービスや介護保険サービス
の充実を図ります。

■重点的な取組み
高齢者あんしん相談センターの機能充実
高齢者あんしん相談センターを中心に、在宅介護
相談協力員との連携体制の強化や総合相談対応職
員の確保を進めます。また、地域の認知症サポー
ターを増やします。

　◎高齢者あんしん相談センター事業

次代を担う子どもを生み育てやすく、また、子どもが健やかに成長でき、高齢者や障害者が生活の
不安を感じることがないよう、地域での支え合いを通じて、誰もがいつまでも安心して暮らせる環境
を整えます。

宣言５　誰もが安心して暮らせるまちをつくります

地域福祉
市民一人ひとりの福祉意識の向上を図ると
ともに、地域の福祉活動を支える支援体制
や施設の整備・充実を図ります。

■重点的な取組み
地域支援ネットワークの構築
誰もが住み慣れた地域で安心して生活できるよ
う、行政、町内会、市民活動団体などとの協力
体制を構築します。

　◎災害時要援護者避難支援事業
福祉会館の移転
福祉会館内に混在する様々な業務や機能を目的別
に集約して複数の施設へ分散することも考えなが
ら、現在地からの移転を進めます。

　◎福祉会館移転事業
養護老人ホームの整備
入所者が必要とする機能を充実させるため、養
護老人ホームの整備について施設の複合化も含
め検討を進めます。

　◎養護老人ホームの整備

社会保障
国民健康保険や国民年金の適正な運営を図
るとともに、生活保護制度や福祉医療制度
を適切に推進し、市民の安心した生活を支
える社会保障を確保します。
■重点的な取組み
福祉医療制度の円滑な実施
社会情勢の変化にあわせて適切に制度を見直し、
子ども医療費の助成制度をはじめ、市民ニーズ
にあった医療費助成を実施します。
　◎子ども医療費助成事業

障害者（児）福祉
障害者の自立や社会参加を促進するととも
に、障害者の安心した暮らしを支える福祉
サービスの充実を図ります。

■重点的な取組み
障害福祉サービスの充実
障害者が安心して地域で生活することができる
よう障害福祉サービスなどを充実するとともに、
利用に必要な支援を行う体制を強化します。
　◎障害福祉サービスの充実

子育て支援
子育て支援サービスや保育サービスを充実
するなど、子どもを育む環境整備を推進し、
安心して子育てができる地域づくりを進め
ます。
■重点的な取組み
幼保小連携の推進
幼保共通のカリキュラムに基づく養護・教育を
実施するなど、幼保小の連携を進めます。
　◎幼保小連携推進事業
児童館・児童センターの利用促進
児童に関わる各種団体やボランティアなどと協
力し、子育て支援の核となる施設運営や施設整
備を図ります。
　◎楽田児童センター整備事業

■関連する重点的な取組み
宣言３　コミュニティ組織の育成
　　　　在住外国人の生活・コミュニケーション支援

■関連する重点的な取組み
宣言６　災害予防体制の充実

■関連する重点的な取組み
宣言９　特色ある学校づくり

■関連する重点的な取組み
宣言６　災害予防体制の充実

■関連する重点的な取組み
宣言１　健康づくり行動の展開
　　　　健康診査・教育・相談の推進
　　　　妊婦・乳幼児の健診・相談の推進
　　　　予防接種の実施と知識の普及推進
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コミュニティ活動など地域が一体となった取組みを推進するとともに、自然災害や犯罪、交通事故な
ど市民生活を脅かす不安の解消を図るため、都市環境を整備、充実し、周辺市町との広域的な連携も図
りながら、消防や救急、救助、医療などの安全体制を強化します。

宣言６　災害や犯罪などに対する地域の安全性を高めます

治山・治水
集中豪雨などの災害から市民生活を守るた
め、河川・ため池の保全・管理や雨水排水
対策を計画的に行うとともに、県との連携
により、治山対策や土石流・急傾斜地対策
を推進します。
■重点的な取組み
道路冠水発生への対策促進
道路冠水などが発生する地区に対して調査を行
い道路冠水などの発生を軽減するため対策を進
めます。

　◎雨水排水路対策事業

消防・救急
火災や災害など緊急時における的確な対応
を実施するため、消防・救急・救助・予防
の各分野における組織や人員、備品・機器
などの整備・充実を図ります。
■重点的な取組み
消防力の充実・強化
消防車両や消防水利の充実を図るとともに、老
朽化した消防施設の整備を推進します。
　◎消防自動車等購入事業
　◎消防水利整備事業
防火意識の高揚と出火危険の排除
住宅防火診断の実施や住宅用火災警報器の設置
促進などにより、火災予防の意識向上や出火危
険の排除を図ります。
　◎住宅防火対策推進事業
救急・救助業務の高度化
救急・救助業務において、高度救命処置及び高
度救助技術の習得を図るため、救急救命士の人
材確保及び様々な研修により専門的人材の養成
を進めます。
　◎救急救命士の育成事業
　◎救命講習・応急手当講習の普及事業

防災
都市施設の耐震化など災害に強いまちづく
りを進めるとともに、市民一人ひとりの防
災意識の啓発や地域の防災体制の充実を図
るなど、総合的な防災対策を推進します。

■重点的な取組み
都市施設の耐震化推進
主要な道路の橋りょうや上下水道施設をはじめ
とする都市施設について耐震化を進めます。
　◎橋りょう耐震補強事業
　◎水道施設耐震化事業
　◎下水道施設耐震化事業
災害予防体制の充実
避難路の確保をはじめとして、防災倉庫などの
充実とともに、防災ボランティア組織など関係
団体との連携による災害予防体制の充実・強化
を図ります。
　◎災害時要援護者避難支援事業

防犯・交通安全
防犯や交通安全に対する市民の意識やモラル
を啓発するほか、交通環境や防犯体制を整備
するなど、安全な地域づくりを進めます。

■重点的な取組み
交通安全事業の推進
交通安全施設などに関する住民の要望や事故多
発危険箇所を把握し、事故対策を講じます。
　◎交通安全運動事業
全市的な防犯運動の推進
地域住民とのコミュニケーションをとり、組織
力の強化を図り、自主防犯パトロールを行うな
どの防犯活動を推進します。
　◎防犯活動事業■関連する重点的な取組み

宣言７　里山を守る市民活動の活性化
宣言８　五条川右岸処理区の整備促進 ■関連する重点的な取組み

宣言３　市民協働の体系づくり
　　　　コミュニティ組織の育成
宣言９　特色ある学校づくり

■関連する重点的な取組み
宣言３　市民協働の体系づくり
　　　　コミュニティ組織の育成
宣言８　良好な住環境の形成
宣言９　特色ある学校づくり

■関連する重点的な取組み
宣言２　公共施設の整備・管理
宣言５　福祉会館の移転
　　　　養護老人ホームの整備
宣言８　市街化区域内都市的低・未利用地の
　　　　整備促進
　　　　都市計画道路等の整備推進と適切な
　　　　維持管理
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市民一人ひとりが自然とふれあうことでその大切さを認識し、豊かな緑や水辺環境、希少な動植物を大
切に守っていくとともに、ごみの減量化や資源のリサイクルを進めるなど、環境への意識を高め、地球に
やさしい取組みを進めます。

宣言７　環境と調和したまちをつくります

自然環境
東部丘陵や木曽川をはじめとする豊かな自
然環境と調和した里山の保全と里山文化の
創造を通して、自然を身近に感じられるま
ちづくりを進めます。
■重点的な取組み
希少動植物の保護の推進
本市に生息する希少な動植物を積極的に保護し
ます。定期的な外来魚駆除や絶滅危惧種である
ウシモツゴなどの在来種の保護・増殖などの取
組みを進めます。

　◎外来魚駆除事業
里山を守る市民活動の活性化
里山の自然への理解を深め、市民と協働による
環境保全の取組みを推進します。
　◎里山保全活動・活性化事業

循環型社会
ごみの減量化やリサイクルを推進するとと
もに、適正な処理を行うことにより、排出
されたごみを資源として利用する資源循環
型社会の構築を図ります。

■重点的な取組み
新ごみ処理施設の整備推進
新しいごみ処理施設の建設に向け、２市２町が
共同で事業推進に取り組みます。

　◎尾張北部地域ごみ焼却処理広域化事業

環境衛生
地球規模での環境問題への対応から地域の
環境対策まで、市民一人ひとりの環境意識
を啓発するとともに、環境の保全や美化、
公害対策などの取組みを推進します。

■重点的な取組み
地球環境問題の意識向上
市民の地球環境問題に対する意識の向上を図る
とともに、家庭や企業などにおける省エネ対策
や環境負荷の軽減に向けた取組みを促進します。
　◎環境イベント・講座開催事業

公園緑地・緑化
公園・緑地の整備や適切な維持管理、施設
相互のネットワーク化を形成するととも
に、まちの緑化を推進し、緑豊かな潤いの
ある地域づくりを進めます。

■重点的な取組み
安全で利用しやすい公園づくり
都市公園における公園長寿命化計画や更新計画
を策定し、老朽化に対する安全対策などを実施
し、安全で利用しやすい公園管理を推進します。
　◎公園施設長寿命化計画事業
拠点的緑の保全・育成
拠点的な公園の緑や河川敷などの桜並木や樹木
の緑を保全し、適切な維持管理を進めます。
　◎さくらねっと・うぉーく事業

■関連する重点的な取組み
宣言３　市民協働の体系づくり
宣言４　耕作放棄地の解消と有効活用
　　　　「犬山ブランド」の確立
宣言 10　歴史的風致の維持・向上

■関連する重点的な取組み
宣言３　市民協働の体系づくり
宣言９　特色ある学校づくり

■関連する重点的な取組み
宣言２　公共施設の整備・管理
宣言８　五条川左岸堤防を利用した遊歩道の整備
宣言 10　歴史的風致の維持・向上
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生活の基盤でありまちづくりの基本的な要素である道路や上下水道などの計画的な整備による機能充実
と、良質な住環境の確保に向けた住宅施策の展開や公共交通の充実を図るなど、快適な生活空間の実現に
向けた環境整備を進めます。

宣言８　快適な暮らしを支える都市基盤を整えます

市街地・景観
市民の暮らしを支え、生活の豊かさの向上を図
るため、計画的な土地利用に基づき、駅周辺地
区の整備や土地の有効活用を推進します。
■重点的な取組み
市街化区域内都市的低・未利用地の整備促進
市街化区域内の都市的低・未利用地における無
秩序な開発を防止し、一定規模以上の土地の宅
地化を促進するとともに土地の有効活用と公共
施設の整備を推進します。
　◎市街化区域内都市的低・未利用地の整備促進
　　の関連事業
　◎楽田東 346、347 号線道路改修事業

公共交通
鉄道やバスなど公共交通網の整備と利便性の向
上を図り、自動車を利用しなくても快適に移動
することができる地域づくりを目指します。
■重点的な取組み
コミュニティバスの運営・運行形態の点検
と新たなバス運行の検討
地域公共交通の運行を維持するとともに、交通
空白地域の実情に応じた運行を検証し、運行ル
ートを定めます。また、新たなバス運行の検討
も行います。
　◎コミュニティバスの運営 ･ 運行形態の見直し事業

上水道
安全でおいしい水を市民に安定的に供給するた
め、水道施設の整備や維持管理を行い、効率的
な事業を運営します。
■重点的な取組み
老朽管の布設替・浄配水施設の更新改良の推進
常に安定した給水が可能となるよう「犬山市水
道ビジョン」などに基づき、計画的な整備と改
良を進めます。
　◎老朽管の布設替・浄配水施設の更新改良事業

下水道
生活環境の改善と公共用水域の保全を図るた
め、公共下水道や農業集落排水の整備や維持管
理を推進するとともに、整備完了区域では接続
を促進し、事業を健全に経営します。
■重点的な取組み
五条川右岸処理区の整備促進
流域幹線の整備に合わせて下流域の上坂地区、
橋爪・五郎丸地区、上野地区、三笠地区の整備
促進を図ります。また、右岸処理区全域の事業
認可の取得を行います。
　◎五条川右岸処理区の整備事業

住宅・宅地
既存住宅地における住環境の向上や住宅団地の
開発を適切に誘導するとともに、市営住宅の有
効活用を図り、安心して住み続けられる住まい
づくりを推進します。
■重点的な取組み
良好な住環境の形成
民間木造住宅に対する耐震診断や耐震改修補助
を行い、耐震化の促進化を図るほか、「住宅相談」
を実施し、安全な家づくりの指導・相談を行い
ます。
　◎民間木造住宅耐震改修補助事業

道路・橋りょう
都市の骨格となる幹線道路や橋りょうの整備を
推進するとともに、安心・安全な市民生活を支
える生活道路の整備を推進します。
■重点的な取組み
都市計画道路等の整備推進と適切な維持管理
犬山富士線、富岡荒井線、大口桃花台線の整備
を推進するとともに、幹線道路の良好な道路環
境を維持します。
　◎犬山富士線道路整備事業
　◎富岡荒井線道路整備事業
　◎大口桃花台線道路整備事業
五条川左岸堤防を利用した遊歩道の整備
五条川の左岸堤防を利用した遊歩道の整備を推
進します。
　◎歩道整備事業（ウォーキングトレイル事業）

■関連する重点的な取組み
宣言２　公共施設の整備・管理

■関連する重点的な取組み
宣言２　公共施設の整備・管理
宣言６　都市施設の耐震化推進

■関連する重点的な取組み
宣言２　公共施設の整備・管理
宣言６　都市施設の耐震化推進

■関連する重点的な取組み
宣言２　公共施設の整備・管理
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地域、家庭、学校の連携を深め、特色ある学校教育を推進し、地域社会から国際社会まで幅広い舞
台で活躍できる人材を育成するとともに、生涯学習やスポーツ活動などを通じて、市民の豊かな心と
生きる力を育みます。

宣言９　豊かな心と生きる力をはぐくむ教育を実現します

学校教育
学校や幼稚園、家庭、地域の連携により、
子どもたちの豊かな心と基礎学力を育む学
校教育を推進します。
■重点的な取組み
特色ある学校づくり
学校、家庭、地域が一体となった特色ある学校
づくりを進めます。

　◎特色ある学校づくり事業

スポーツ
市民が気軽にスポーツに参加できる機会の
提供や指導者の育成など推進体制の充実を
図るとともに、体育館などの施設を整備し、
スポーツ振興を推進します。

■重点的な取組み
新体育館の建設
スポーツ関係者や学識者により構成された検討
委員会によって、市民が利用しやすい体育館を
建設します。

　◎犬山市スポーツ振興基金積立
　◎新体育館建設検討委員会
　◎新体育館建設事業
新たなグラウンドの確保
市民ニーズを把握し適地の選定を行い、計画的
な整備を進めていきます。

　◎グラウンド整備事業

社会教育
市民の学習ニーズに対応した生涯学習機会
の提供や学習活動の支援を行うとともに、
図書館をはじめとした地域の生涯学習推進
体制の充実を図ります。
■重点的な取組み
人材の育成と市民講師の活用
市民講師や地元企業の人材を積極的に活用する
とともに、地域の人材の育成と生涯学習活動へ
の有効活用を図ります。
　◎文化講座

■関連する重点的な取組み
宣言１　健康づくり行動の展開
宣言３　コミュニティ組織の育成
　　　　海外都市交流の推進
　　　　平和教育の推進
宣言５　幼保小連携の推進
　　　　児童館・児童センターの利用促進
宣言６　交通安全事業の推進
　　　　都市施設の耐震化推進
宣言 10　犬山の歴史と文化財を知る・学ぶ機会の提供
　　　　文化活動の場の確保

■関連する重点的な取組み
宣言２　市政情報の共有化の推進
宣言３　市民協働の体系づくり
　　　　コミュニティ組織の育成
宣言 10　犬山の歴史と文化財を知る・学ぶ機会の提供
　　　　文化活動の場の確保

■関連する重点的な取組み
宣言１　健康づくり行動の展開
宣言２　公共施設の整備・管理
宣言３　コミュニティ組織の育成
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歴史や伝統文化、自然などの郷土の資源を大切に守り育て、後世に継承していくことで、子どもか
らお年寄りまで、市民一人ひとりがまちへの誇りと愛着を持ちつづけるとともに、市外在住の方にも
魅力を伝えることのできるまちを創造します。

宣言１０　誰もが愛着のもてるまちをつくります

文化
市民が気軽に文化に触れることができる機
会の充実や市民が主体となった文化活動の
支援を推進し、犬山らしい文化の振興と創
造を図ります。

■重点的な取組み
文化活動の場の確保
多くの市民が文化活動に参加できるように、市
民展、市民ギャラリーなどの充実に努めます。
　◎文化活動の場の確保

歴史・文化財
犬山城や城下町をはじめとする歴史や文化
財に対する市民の意識を啓発するととも
に、計画的な保存や活用、施設を拠点とし
た歴史と文化のネットワーク化などによ
り、魅力の向上を図ります。

■重点的な取組み
犬山の歴史と文化財を知る・学ぶ機会の提供
犬山の歴史や文化を教材として地域の歴史や文
化財を学ぶ機会を設け、地域に愛着と誇りを持
つ市民をつくります。
　◎市民総合大学専門学部
歴史的風致の維持・向上
文化財の所有者・市民・事業者・行政などが連
携して歴史的風致の維持・向上を図るとともに、
建造物や城址などの歴史的風致の維持向上に寄
与する施設などの保全を図ります。
　◎犬山城城郭遺構調査事業
　◎犬山祭の車山行事の伝承保存事業
伝統的建造物の保護・保全
伝統的建造物群保存地区の指定を目指し、伝統
的建造物などの保存計画を検討していく中で、
城下町地区の伝統的な町並みや文化遺産などを
後世に伝えます。
　◎歴史的建造物整備活用事業
　◎伝統的建造物の保存・修理・活用

■関連する重点的な取組み
宣言２　公共施設の整備・管理
宣言３　市民協働の体系づくり
　　　　コミュニティ組織の育成
宣言４　商店街の魅力づくり
　　　　「犬山ブランド」の確立
宣言７　里山を守る市民活動の活性化
宣言８　良好な住環境の形成
宣言９　特色ある学校づくり

■関連する重点的な取組み
宣言９　特色ある学校づくり
　　　　人材の育成と市民講師の活用
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基本施策６　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（宣言 ）

市民協働
１　市民参画と市民協働の推進
２　市民活動の支援
３　コミュニティ活動の支援

１ 市民参画と市民協働の推進 施策 061

＜地域活動推進課＞

●現状・課題
本市では、平成 13年に犬山市市民活動の支援に関する条例を制定し、市民活動の拠点として市民活動

支援センター ｢しみんてい ｣を設置するなど、県内の市町村の中でも早くから、市民活動を推進するた
めの環境整備に取り組み、市民と行政が協働し、まちづくりを進めてきました。
市民がまちに誇りと愛着を持ち、住みよいまちづくりを進める上で、市民参画、市民協働は、欠かす

ことができないものです。
今後は、市民と行政が共に考え、共に活動する協働型のまちづくりが求められており、人材の育成や

まちづくり活動を支援していくための新しい仕組みづくりを積極的に進めていくことが必要となります。

●目指す姿と目標指標
市民が参画しやすい仕組みや機会が充実し、政策立案から事業推進に至る様々な場面で、多くの市民

がまちづくりに参画し、協働による取組みを実践しています。

目標指標 現状値
目標値

単位 2016年度 2022年度
◆市が実施したパブリックコメント※や意見
交換会などに参加したことがある市民の割合

％ 6.5 2010 年度 16.2 26.0

市民意識調査で『これまでに、市が実施したパブリックコメントや意見交換会などに参加したことがありますか。』の
設問に対し、「はい」と回答した市民の割合。市民参画しやすい環境を整備しパブリックコメントや意見交換会に参画
する市民割合の上昇を目指します。

●施策の展開方向
①市民参画の促進 審議会や委員会などの委員選出時における市民公募やパブリックコメントを行

うなど、市の政策立案や事業推進にあたって市民参画を積極的に推進します。

②市民協働の体系づくり 市民と行政が対等の立場で意見を出し合う機会を設け、協働への意識づけや
意識改革につなげるとともに、まちづくりにおける双方の役割や互いの約束
ごとを規定するための協働ルールブック※などを策定し、市民協働を一層推
進します。

●重点事業
市民協働意識向上事業 市民協働の考え方や方針を明確にするため協働ルールブックや協働ロードマップ ※

を作成し、市民協働について広く周知することで市民意識の向上を図ります。

パブリックコメント　行政が政策、制度などを決定する際に、公衆（国民、都道府県民、市町村民など）の意見を聞いて、
それを考慮しながら最終決定を行う仕組みのこと。

協働ルールブック　四者（市民、市民活動団体、事業者、行政）がそれぞれの権利と責任のもと、対等な立場で協働を行う
ためのルールをまとめたもの。

協働ロードマップ　行政、ＮＰＯを中心とした公共を担う各主体が、中長期的な視点に立ち、市政各分野における特定課題
をテーマに協議することにより、問題意識やビジョンを共有し、連携して公共サービスの向上を目指す方向性を示す行程書。

用語
解説

４ まちづくり宣言別計画

まちの将来像の実現に向けて、まちづくり宣言に基づく 37 の基本施策からなるまちづくり宣
言別計画を策定し、各部門において市民との協働により計画的に施策を推進します。

●まちづくり宣言別計画の見方
まちづくり宣言別計画は、まちづくり宣言ごとに、基本施策を構成をする中施策を１単位とし

て、次の項目を記載しています。

「基本施策」の名称と基本施
策を構成する「中施策」の名
称を記載しています。

「中施策」の名称と、「施策コー
ド」、主な「担当課」を記載
しています。

中施策に関連する本市を取り
巻く「現状・課題」を記載し
ています。

中施策の推進によって本市が
「目指す姿」と、その達成度
を測る「目標指標」を記載し
ています。

中施策に関する具体的な取組
みの方向を「施策の展開方向」
として記載しています。

特に重点的・優先的に取り組
む事業として「重点事業」の
内容を記載しています。

本文中の専門用語・外来語な
どについて「用語解説」を記
載しています。
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健康市民であふれるまちをつくります 宣言1

健康市民であふれるまちをつくります

宣言１

１

２ 医療

健康

宣言４

22 消防 ･ 救急

宣言６
18 社会保障

17 障害者 ( 児 ) 福祉
16 子育て支援

15 高齢者福祉
14 地域福祉

宣言５

25 環境衛生

24 公園緑地 ･ 緑化

23 自然環境

宣言７

29 公共交通

28 道路 ･ 橋りょう

宣言８

宣言２

３ 行政運営

５ 財政運営

宣言３

６ 市民協働

35 スポーツ

宣言９

34 社会教育

宣言 1

心も体も健康を保ち、日々の暮らしをいきいきと生きがいをもって送れるよう、市
民一人ひとりが健康に対する意識を高め、人との交流など様々な活動を通して、自ら
進んで健康づくりに取り組むことができる環境を整えます。

９ 農業
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基本施策１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（宣言１）

健　康 １　健康づくりの推進
２　保健サービスの充実
３　感染症対策

１ 健康づくりの推進 施策 011
＜健康推進課・建設課・社会教育課＞

●現状・課題
健康は、市民が生活を送る上で最も基本的なものであり、近年は健康への関心もますます高まってい

ます。健康を維持するには、運動・栄養・心の健康といった基本的な要素から環境づくりまで、毎日の
生活習慣が非常に重要になります。

本市では、平成 15 年度に策定した「みんなで進めるいぬやま健康プラン 21」（～平成 24 年度（2012
年度））に、平成 20 年度に「犬山市食育推進計画」を取り入れ、この計画の９分野に基づき、関係機関
と協働して健康づくりに関する様々な施策を推進しています。計画には、「市民一人ひとりの健康づく
り」・「地域全体の健康づくり」・「行政の役割」が盛り込まれ、市全体での健康づくりの推進を重視して
いますが、関係機関や市民に計画内容が十分に浸透しているとは言い難い状況です。

少子高齢社会や団塊の世代の大量退職を迎えるなか、人々がいきいきと暮らしていくには、一人ひと
りの心身の状態、人間関係、環境を含めて、より良い状態であることが重要です。「健康市民づくり」をキー
ワードに市民と行政、関係機関が一体となって、ライフステージ※に応じた健康づくりを推進していく
ことが求められています。また、市民の憩いの場として、市民健康館（さら・さくら）周辺の関連施設
の整備を検討していく必要があります。

●目指す姿と目標指標
子どもから高齢者まで市民一人ひとりが、健康に対する意識を高め、自ら進んで健康を保持する行動

を実践することにより、健康的な生活習慣を身につけ、明るくいきいきと生活しています。

目標指標 現状値
目標値

単位 2016 年度 2022 年度

◆健康であると思っている市民の割合 ％ 72.1 2010 年度 75.0 80.0

市民意識調査で『ご自分は、健康であると思いますか。』の設問に対し、「はい」と回答した市民の割合。60 歳以上の方が「は
い」と回答した割合が 66.1％と全体の 72.1％に比べ低いことから、今後改善を図り 80％を目標値として目指します。

◆ウォーキングを含み週２回 30 分以上
の運動をする人の割合 ％ 44.9 2010 年度 51.0 57.0

市民意識調査で『普段、運動（ウォーキングなども含む）をしていますか。』の設問に対し、「はい」と回答した市民の割合。
年代を問わず半数以上の方が継続的に運動習慣をつけることを目指します。

◆健康づくり応援参加宣言参加人数 人 2,584 2009 年度 5,000 8,000

健康づくりへの取組みを個人、企業、グループ、家族などで宣言してもらう「健康づくり応援参加宣言」への参加人数。
市民の 1 割の参加を目指します。

ライフステージ　人間の一生における幼年期、児童期、青年期、壮年期、老年期などのそれぞれの段階のこと。用語
解説
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健康市民であふれるまちをつくります 宣言1

⑧
人との
交流いきがいのもりいきがいのもりいきがいのもり

市民が考える健康づくりを進めるための取り組み

地域から健康づくりの輪を広げよう

⑦
子どもの
健康教育と
子育て環境

⑨ くらしやすい環境

①
運　動

②
職場の
健康づくり

③
飲酒と
喫煙

⑥
健康診査
等

予防事業

④
食生活と
歯の健康

⑤
こころの
健康

●施策の展開方向
①�健康づくり行動の�
展開

「健康づくり応援参加宣言」を推進するとともに、誰もが気軽に参加できる
ウォーキング事業や乳幼児、学童、妊産婦、成人、高齢者などライフステー
ジに応じた健康づくり事業を実施することにより、市民の健康意識を醸成し、
市民自らの健康づくり行動を促します。

②�市民ボランティアの
育成支援

健康づくり推進員や食生活改善推進員、さら・さくら会などをはじめ、地域
での健康づくり活動を支援するボランティアの育成と活動支援を行います。

③�市民の健康を支える
環境整備

市民の日常的な健康づくりの活動を支える拠点である市民健康館（さら・さ
くら）の利用促進に向けた駐車場の拡張や、ふれあい広場をはじめとした関
連施設の環境整備を進めるとともに、健康づくりにつながる活動の場である
遊歩道や体育館、グラウンドなどの整備を行います。

④�全庁的な推進体制の
確保

現在、市が各分野で実施している健康づくりに関連する事業を、「健康づくり
事業」として体系化し、全庁的に健康づくりに取り組む推進体制を確保します。

●重点事業
健康づくり事業 健康市民づくりを促進する事業を総合的に実施します。主には、子宮頸がん予防ワ

クチンと乳幼児・75 歳以上を対象とした肺炎球菌ワクチン、乳幼児用を対象とし
たインフルエンザ菌ｂ型（Hib ＝ヒブ）ワクチンの接種などの任意予防接種費用の
助成を行うほか、ウォーキングマップや案内看板の作製を行います。現在、本市が
各分野で実施している健康づくりに関連する事業を、「健康づくり事業」として体系
化して展開します。

（資料　健康推進課「みんなで進めるいぬやま健康プラン21」）
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２ 保健サービスの充実 施策 012
＜健康推進課＞

●現状・課題
本市では、保健センターを拠点とした母子保健や予防接種の取組み、市民健康館（さら・さくら）を

拠点とした成人保健や健康診査の取組みをはじめ、福祉や医療と連携を図りながら、総合的な保健サー
ビスを提供しています。

平成 19 年度からの乳児家庭全戸訪問事業※（こんにちは赤ちゃん事業）や、国による平成 20 年度
からの医療制度改革での特定健康診査 ※ の開始に加え、妊婦健康診査や予防接種の充実、生活習慣病※

予防のための保健指導の強化が求められるなど、少子高齢化に伴い、保健・医療・福祉の分野全体で制
度が目まぐるしく変化しています。そうした各種制度の動向や市民ニーズを見定め、本市の現状を分析
し、関係機関との連携を密にした効果的な保健サービスを提供していくことが求められています。

●目指す姿と目標指標
ライフステージ※に合わせた個々の健康診査や各種健康相談、健康教室が充実し、出生時から高齢期

に至るまで安心して健康的な生活を維持することができます。

目標指標 現状値
目標値

単位 2016 年度 2022 年度
◆特定健康診査受診率 ％ 43.2 2009 年度 65.0 65.0

特定健康診査受診者数／対象者数。国の目標値であり、本市の特定健康診査等実施計画（平成 20 年度～平成 24 年度
（2012 年度））の目標値でもある 65％を目指します。

◆がん検診受診率 ％ 21.7 2009 年度 50.0 50.0

がん検診の受診率。愛知県がん対策推進計画 ( 平成 20 年度～平成 24 年度（2012 年度））の目標値を目指します。

◆妊婦健康診査の平均受診回数 回 11.2 2009 年度 14 14

妊娠初期から出産までに受診する健康診査回数。国により健診を受けることが望ましいと示された回数を目指します。

●施策の展開方向
①�健康診査・教育・相談
の推進

成人から老年期における生活習慣病の予防やがんの早期発見に向けて、特定
健康診査・がん検診・歯科健康診査・緑内障検診などの健康診査を行うほか、
生活習慣病改善のための健康教育・相談などの充実を図ります。

②�妊婦・乳幼児の健診・
相談の推進

妊婦健康診査・乳幼児健康診査・赤ちゃん訪問・乳幼児健康相談を実施し、
妊娠期から出産、乳幼児に関する母子保健サービスを充実します。

乳児家庭全戸訪問事業　生後４か月までの乳児のいるすべての家庭を訪問し、様々な不安や悩みを聞き子育てに関する情報
提供などを行うとともに、親子の心身の状況や養育環境などの把握や助言を行う。

特定健康診査　糖尿病、高血圧症、脂質異常症などの生活習慣病予防のために、40 歳から 74 歳までを対象として実施さ
れる健診のこと。

生活習慣病　心臓病、高血圧症、糖尿病、がん、脂質異常症など、不適切な食事、運動不足、喫煙、飲酒などの生活習慣に
起因すると考えられる病気のこと。

ライフステージ　人間の一生における幼年期、児童期、青年期、壮年期、老年期などのそれぞれの段階のこと。

用語
解説
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健康市民であふれるまちをつくります 宣言1

●重点事業
特定健康診査事業 国民健康保険加入者の 40 歳から 74 歳までを対象として健康診査を実施すること

により、糖尿病、高血圧症、脂質異常症などの生活習慣病予防を図ります。

妊婦・乳幼児健康診査
事業

妊婦・乳幼児を対象として健康診査を実施することにより、母体や胎児の疾病の早
期発見並びに乳幼児の発育・発達の確認や異常の早期発見などに努め、妊婦・乳幼
児の健康保持の増進を図ります。

0
平成20年度

30.9 31.4
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特定健康診査受診率

（資料　健康推進課）

（資料　健康推進課）

休日急病診療所 保健センター

がん検診受診率
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３ 感染症対策 施策 013

＜健康推進課＞

●現状・課題
平成 21 年に新型インフルエンザが発生し、世界的な流行を引き起こしましたが、こうした感染症の

流行は市民生活に大きな影響を及ぼします。市民一人ひとりが正しい知識を持ち、予防に向けた行動を
とることができるよう情報提供や啓発を行い、感染症の発生予防やまん延防止に努め、疾病の流行を最
小限に抑えていくことが必要です。

現在、本市では、ポリオ、ＢＣＧ、ＭＲ（麻疹、風疹混合）、三種混合（ジフテリア、破傷風、百日咳混合）、
日本脳炎の５種類の予防接種を乳幼児期と学童期を中心に定期的に行っています。また、65 歳以上の
高齢者にはインフルエンザワクチン接種費用の一部助成を行っています。

感染症対策の中でも予防接種は最大の防御策であり、高い接種率を保つことが市民全体の免疫水準を
維持することにつながるため、接種機会を安定的に確保するとともに、接種を促し、予防接種を一層有
効なものにしていくことが求められています。また、感染症が流行したときには、迅速に行政や関係機
関が連携し、予防防災対策や市民への情報提供を実施することも求められています。

●目指す姿と目標指標
感染症に対する知識の普及が図られ、安心して検査や治療を受けられる体制が整っており、感染症全

般の拡大を防止するための備えができています。

目標指標 現状値
目標値

単位 2016 年度 2022 年度
◆ＭＲ予防接種率 ％ 94.1 2009 年度 95.0 96.0

生後 12 か月から 24 か月までと小学校就学前１年間を対象とする接種率。麻疹排除に向けて国の取組みでの目標接種
率を目指します。

◆高齢者インフルエンザ予防接種率 ％ 51.1 2009 年度 55.0 60.0

65 歳以上の高齢者のインフルエンザ予防接種率。高齢者インフルエンザ予防接種率は、平成 18 年度　50.9％で平成
21 年度は 51.1％と横ばいで推移しています。今後さらなる接種率の向上を図り、目標接種率 60％を目指します。

●施策の展開方向
①�予防接種の実施と知識
の普及推進

法定予防接種や任意接種などの区分に応じて、乳幼児期から老年期に至るま
での各種予防接種の実施と正しい知識の普及啓発に努めます。

②�任意予防接種費用の
助成

子宮頸がん予防ワクチンや肺炎球菌ワクチン、ヒブワクチンなどの任意予防
接種に係る接種費用の助成を実施することにより、各種感染予防対策の充実
を図ります。

③�感染症予防体制の確立 インフルエンザをはじめ伝染病やエイズなど各種感染症の予防知識の普及に
努めるとともに、感染症の流行など様々な状況に対応できるよう行政と関係
機関が連携を強化し感染症予防体制を確立します。

●重点事業
法定予防接種事業 対象年齢や接種方法が法律で定められた予防接種（ポリオ、ＢＣＧ、ＭＲ（麻疹、

風疹混合）、三種混合（ジフテリア、破傷風、百日咳混合）、日本脳炎）の接種率の
向上を図りながら適切に接種を実施します。

任意予防接種助成事業 法定予防接種以外に本市が独自に、子宮頸がん予防ワクチン、肺炎球菌ワクチン（乳
幼児）、肺炎球菌ワクチン（75 歳以上）、ヒブワクチン（乳幼児）の予防接種費用
を助成することにより、接種しやすい環境づくりを提供し、感染症対策の充実を図
ります。
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健康市民であふれるまちをつくります 宣言1

基本施策２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（宣言１）

医　療 １　地域医療の充実
２　救急医療の充実

１ 地域医療の充実 施策 021
＜健康推進課＞

●現状・課題
今日では、高齢者が増加傾向にあり、市民の健康寿命※を延ばしていくことが、地域の活力の源にも

つながる重要な課題となっています。健康寿命を延ばしていくためには、医療における人材不足を解消
し、地域の医療体制を充実していくことが不可欠です。看護医療を担う地元看護学校の尾北看護専門学
校は、管内就職率が 47.5％でしたが、平成 21 年度に定時制から全日制となったため、今後、さらに管
内医療機関への就職を推進し、地元医療の充実や人材不足の解消をしていくことが必要となります。ま
た、在宅医療を行う訪問看護ステーションの支援を強化するとともに、今後も社団法人尾北医師会と協
力しつつ、地域の診療所と専門医療や高度医療としての役割を担う病院との病診連携を強化し、救急医
療に関する第１次救急医療機関※ と第２次救急医療機関※による機能分担と連携を明確にすることによ
り、地域医療を充実させていくことが必要です。

●目指す姿と目標指標
社団法人尾北医師会による協力と指導のもとで、地域の診療所と病院が連携した地域診療システムが

確立し、市民が安心して医療を受けることができます。

目標指標 現状値
目標値

単位 2016 年度 2022 年度
◆尾北看護専門学校卒業生の管内就職率 ％ 47.5 2009 年度 55.0 60.0

年度ごとの尾北看護専門学校卒業生に占める管内医療機関への就職率。管内就職率が 47.5％であったが、平成 21 年度
に定時制から全日制となったため、管内就職率 60％を目標に目指します。

◆第２次救急医療機関数 病院 3 2009 年度 3 3

地域診療所の後方支援の役割を担う圏域での第２次救急医療機関の数。尾張北部地域では、医療法人社団志聖会犬山中
央病院、愛知県厚生農業協同組合連合会江南厚生病院、医療法人医仁会さくら総合病院が第２次救急医療機関として指
定されており、今後も医療機関の充実や病診連携の強化の継続を目指します。

●施策の展開方向
①病診連携の推進 社団法人尾北医師会との連携により、地域の医療機関と病院との病診連携を

強化するとともに、かかりつけ医の定着化などを進めます。

②看護師育成の支援 管内にある尾北看護専門学校の運営に係る支援を継続して行い、地域医療の
充実に欠かせない看護師育成を支援します。

③�尾北看護専門学校卒
業生管内就職の推進

尾北看護専門学校を卒業する看護師に対して、管内の医療機関への就職を促
進し、管内医療機関の充実や人材不足などの問題解消を図ります。

●重点事業
病診連携の推進事業 社団法人尾北医師会と連携し地域の医療機関の相互連携と機能分担を促進すること

で病診連携体制の強化を図ります。

健康寿命　平均寿命のうち、健康で活動的に暮らせる期間のことで、平均寿命から衰弱・病気・認知症などによる介護期間
を差し引いた寿命のこと。

第１次救急医療機関　軽いけが、かぜ、子どもの軽症の熱発患者など入院の必要がなく休日・夜間の時間外に自力により受
診可能な比較的軽症を診察（点滴、小処置、内服薬処方など）するとともに、手術や入院治療を要する重症救急患者を、
高次救急医療施設へ診療依頼する役割を担う救急医療施設。

第２次救急医療機関　事故や急病による傷病者に対して適切な医療行為が実施できる医療体制の整備された総合的な病院。
尾張北部地域においては、医療法人社団志聖会犬山中央病院、愛知県厚生農業協同組合連合会江南厚生病院、医療法人医
仁会さくら総合病院（平成 22 年 12 月現在）。 

用語
解説
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２ 救急医療の充実 施策 022

＜健康推進課・救急通信課・消防署＞

●現状・課題
本市では、休日（日曜・祝日）の急病患者に対する医療サービスとして、休日急病診療所で診療を施

しており、さらに休日の夜間（午後５時～午後８時）には、市内在住の当番医師が、引き続き自宅の診
療所で診療にあたっています。また、緊急入院や緊急手術が必要な急病患者については、第２次救急医
療機関※で対応するとともに、第２次救急医療機関の後方病院として、脳卒中、心筋梗塞その他特殊診
療を必要とする重篤な救急患者の救命を 24 時間体制で行う救命救急センターとしての第３次救急医療
体制※が構築されています。

今後も、このような休日、夜間などにおける急病患者や重篤患者に対して、各医療機関の役割分担の
もと、速やかに対応できる医療システムを維持していくことが必要です。また、救急車への救急救命士
の乗車数を増加するなどの救急搬送体制の充実を図っていくことも必要です。

●目指す姿と目標指標
社団法人尾北医師会の協力のもとで、休日急病診療所における医療機器、診療体制が充実し、休日や

夜間でも迅速に医療サービスを受けることができます。さらに、救急救命士数を増加し、３台ある救急
車に、常時２人の救急救命士が乗車している状態になっています。

目標指標 現状値
目標値

単位 2016 年度 2022 年度
◆休日急病診療所開設日数 日 70 2009 年度 70 118

年間の日曜日、国民の祝日、年末年始に休日急病診療所を開設した日数。土曜日の午後も開設することを目指します。

◆消防署の運用救命士の配置 人 14 2009 年度 18 20

救急搬送体制を担う救急救命士の数。３台の救急車に常時２人の救急救命士が乗車していることが可能となる数を目指
します。

●施策の展開方向
①休日急病診療所の充実 レントゲンをはじめとした医療機器・設備の充実を図るため、最新機材を導

入するほか、社団法人尾北医師会犬山支部の協力により、診療日に土曜日（午
後）も加え、開設日数の増加を促進することで診療サービスの向上を図ります。

②�第２次救急医療機関
の充実

第１次救急医療機関※の後方病院として、常時、救急医療の態勢をとり、緊
急入院や緊急手術を要する患者に対し、適切な処理ができるよう体制の整備
や医療サービスの向上を図ります。

③専門的人材の確保 常時２人の救急救命士が救急車に乗車可能となる救急救命士の確保を図りま
す。

第２次救急医療機関　事故や急病による傷病者に対して適切な医療行為が実施できる医療体制の整備された総合的な病院。
尾張北部地域においては、医療法人社団志聖会犬山中央病院、愛知県厚生農業協同組合連合会江南厚生病院、医療法人医
仁会さくら総合病院（平成 22 年 12 月現在）。

第３次救急医療体制　脳卒中、心筋梗塞、頭部損傷等における重篤な救急患者の救命を 24 時間行う医療体制。医療機関と
しては、尾張北部医療圏域では小牧市民病院（平成 22 年 12 月現在）。

第１次救急医療機関　軽いけが、かぜ、子どもの軽症の熱発患者など入院の必要がなく休日・夜間の時間外に自力により受
診可能な比較的軽症を診察（点滴、小処置、内服薬処方など）するとともに、手術や入院治療を要する重症救急患者を、
高次救急医療施設へ診療依頼する役割を担う救急医療施設。

用語
解説
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自主財源の確保に向けた行財政運営を進めます 宣言2
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自主財源の確保に向けた行財政運営を進めます

宣言２

３

４

５ 財政運営

情報共有

行政運営

宣言５

16 子育て支援
14 地域福祉

宣言９

34 社会教育

33 学校教育

宣言 10

36 歴史 ･ 文化財

宣言７

24 公園緑地 ･ 緑化

25 環境衛生

26 循環型社会

宣言６

21 防災

19 治山 ･ 治水

22 消防 ･ 救急

宣言８

28 道路 ･ 橋りょう

27 市街地 ･ 景観

32 下水道

31 上水道

宣言４

10 商業

11 工業

12 観光

宣言１

１ 健康

２ 医療

宣言３

６ 市民協働

７ 市民交流

８ 平和 ･ 共生

宣言 2

事業の選択と集中、事業手法の改善など行政運営の効率化やコスト削減などの行政
改革を進めるとともに、自主財源の確保を図り、健全で安定した財政基盤を確立する
ことにより、地域の自立を図り、将来にわたって市民が暮らしやすい安定した自治体
をつくります。

13 勤労

９ 農業

35 スポーツ
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基本施策３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（宣言２）

行政運営
１　行政改革の推進
２　組織・人事管理の適正化
３　窓口サービスの向上
４　消費者の保護・育成
５　電子自治体の推進
６　公共施設の整備・管理
７　広域行政・自治体連携の推進

１ 行政改革の推進 施策 031
＜総務課＞

●現状・課題
国と地方を通じた厳しい財政状況の中にあって、本市では、犬山市行政改革大綱を継続的に策定して

おり、現在は平成 21 年度から平成 23 年度の期間で、第５次犬山市行政改革大綱に基づく実施計画（集
中改革プラン）に沿って事務事業の見直しなどの具体的な取組みを進めています。

しかし、市民ニーズが多様化し、行政に求められるサービスも拡大する傾向にあり、また、地方分権
の推進と地方の自立が求められるようになり、自らの責任のもとで自らの進むべき方向を定めていくこ
とが一層求められるようになっています。

そのため、市民からの様々なニーズに適切に対応していくとともに、さらなる行政基盤の強化と行政
運営の効率化を図っていく必要があります。

●目指す姿と目標指標
行政資源※が積極的に活用され、市民と行政がそれぞれの長所を活かして相互に補完し合い、市民の

視点による行政サービスが提供されています。

目標指標 現状値
目標値

単位 2016 年度 2022 年度
◆行政改革実施計画における目標達成率 ％ 39.0 2009 年度 60.0 80.0

犬山市行政改革大綱に基づく実施計画の目標値への達成件数の割合。現在の大綱期間である３年間をベースに 10 ポイ
ント程度の上昇を目指します。

●施策の展開方向
①�行政改革のさらなる
推進

犬山市行政改革大綱とその内容に基づいた実施計画（集中改革プラン）の継
続的な見直し・策定を行い、大綱に基づく行政改革の取組みを推進します。

②�効率的な事業の見直
し

事務事業評価※を活用するとともに、外部評価の導入など行政評価への市民
参画を推進し、行政事務の一層のスリム化、効率化を図ります。

③行政資源の活用 職員の能力向上や施設の効果的な運営など行政資源の一層の有効活用を図り
ます。

行政資源　行政が保有する施設、資金、機器、人材、情報などすべてのもの。
事務事業評価　施策目標を達成するための手段となる事務事業について、有効性、効率性など様々な視点から評価し、改善

につなげるための手法。

用語
解説
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自主財源の確保に向けた行財政運営を進めます 宣言2
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２ 組織・人事管理の適正化 施策 032
＜総務課＞

●現状・課題
地方分権が進み、行政施策における市民との協働や市民参画がますます推進され、地方自治は成熟期

を迎えつつあります。こうした状況のなか、地域の特性や資源を活用し、市民の視点に立った行政経営
を進めていくためには、職員が常に目的意識を持ち、行政組織の慣例や前例にとらわれない柔軟な発想
を持つことが求められています。

また、それと同時に、市民ニーズの多様化・専門化・高度化に柔軟に対応していくためには、行政組織も、
従来の固定型・縦割り型から横断的な組織への転換が必要であり、新たな行政課題に柔軟に対応できる
組織づくりが求められています。

●目指す姿と目標指標
職員一人ひとりが自己啓発と意識改革により、企画立案や法制執務、政策形成にかかる能力を高める

とともに、住民ニーズに迅速かつ柔軟に対応していくことができる、スケールメリットを活かした横断
的行政組織へ転換し、市民の参画と協働のもとで、本市の特性を活かした独自の地域づくり、まちづく
りを展開しています。

目標指標 現状値
目標値

単位 2016 年度 2022 年度
◆犬山市の行政全般に対する市民満足度
（ＣＳ） ％ 67.1 2010 年度 80.0 90.0

市役所への来庁者に対するアンケートで『犬山市の行政全般について満足していただいていますか。』の設問に対して「は
い」と回答した市民の割合。現状値の上昇を目指します。

●施策の展開方向
①人材育成の推進 人材育成型人事評価制度※の導入により、職員に求められる能力を明確にす

るとともに、職員個々の強み・弱みを明らかにし、気づきを促し、職員一人
ひとりの能力開発を進めていくことで、職員全体の資質の向上を図ります。

②専門職制度の導入 行政課題の多様化・専門化・高度化に対応するため、特定の分野に精通した
専門職を養成する仕組みを確立するとともに、職場環境、人事管理制度を整
備します。

③組織・機構の弾力化 従来の固定型・縦割り型行政組織から、多様化・専門化・高度化する市民ニー
ズに迅速かつ柔軟に対応するため、スケールメリットの活かせる「部」単位
型の組織に変革するとともに、部を横断するワーキンググループ※・プロジェ
クトチーム※を組織し、横断的な行政組織への転換を図ります。

●重点事業
トータル研修プログラ
ムの活用

地域の特性や資源を活用し、市民の視点に立った行政運営、行政経営を進めていく
ため、人事評価制度と研修制度を連携させ、段階的に人材育成を推進します。

ワーキンググループ・
プロジェクトチームの
設置

多様化・専門化・高度化する市民ニーズに迅速かつ柔軟に対応するため、特定の施策・
テーマを「調査・研究」若しくは「遂行」していく部・課の枠を越えたワーキング
グループ・プロジェクトチームを設置し、組織・機構の弾力化を図ります。

人材育成型人事評価制度　職員個々の目標の進捗管理と能力分析を行うことで、職員のやる気（意欲）を高め、能力を最大
限に活かしていく評価制度。

ワーキンググループ／プロジェクトチーム　特定の施策・テーマを「調査・研究」するために、部・課の枠を越えて特別に
編成されたグループ／特定の施策を「遂行」するために部・課の枠を越えて特別に編成されたチーム。

用語
解説
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３ 窓口サービスの向上 施策 033
＜市民課＞

●現状・課題
地方分権が進展し、地方の自立や地域主権の確

立が一層求められるとともに、市民の行政に対す
るニーズが一層多様化・高度化する中にあって、
住民に最も身近な基礎自治体である市町村には、
市民ニーズを的確に把握し、迅速に良質な窓口サー
ビスを提供することが求められています。

そのためには、市民が利用しやすい、市民に親
しまれる市役所となるよう窓口サービスの向上に
取り組んでいくとともに、高齢社会に即応するた
め、市内４箇所にある出張所においてもその機能
を強化・拡充し、地域に密着した、地域に根ざし
た行政サービスを展開していく必要があります。

また、市政への市民参画や市民との協働によるまちづくりの重要性が一層高まるなか、市民により身
近で、より信頼される行政であり続けるため、今後も市民の目線で窓口サービスの充実を図っていくこ
とが求められています。

●目指す姿と目標指標
市職員が市民の視点に立ち、市民ニーズに応じた良質なサービスを提供しており、市民は不便を感じ

ることなく心地良く市庁舎、出張所などを利用し、行政が提供する窓口サービスに満足しています。

目標指標 現状値
目標値

単位 2016 年度 2022 年度
◆窓口での申請や手続きなどがしやすい
と感じている市民割合 ％ 65.0 2010 年度 80.0 100.0

市民意識調査で『市役所などでの申請や手続きはしやすいと感じますか。』の設問に対し、「はい」と回答した市民の割合。
申請書・案内などの工夫によって、市民にとってわかりやすいものとすることを目指します。

◆窓口での職員の応対や接遇に満足して
いる市民割合 ％ 94.6 2010 年度 100.0 100.0

市民意識調査で『市役所などでの職員の応対や接遇は良いと思いますか。』の設問に対し、「はい」と回答した市民の割合。
すべての市民が満足できる窓口の応対や接遇を目指します。

●施策の展開方向
①窓口機能の向上 多様化・高度化する市民ニーズに対応するため、相談窓口の充実、各種証明

書類の発行時間の短縮など窓口機能の向上を図ります。

②�出張所の機能強化、
拡充と適正配置

出張所における窓口機能の拡充を図り、平日窓口の時間延長や休日窓口を開
設することで地域に密着した行政サービスの推進を図ります。また、将来の
まちづくりを見据える中で、出張所の適正配置を検討します。
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４ 消費者の保護・育成 施策 034
＜商工企業振興課＞

●現状・課題
近年、社会の複雑化・高度化などを背景に、消費者を取り巻く環境が大きく変化しており、悪質商法

による高齢者などへの被害や電子商取引によるトラブルの増加、さらには、食品の偽装表示など食の安
全・安心を脅かす問題や身近な生活用品の製品事故や施設事故など、消費者を取り巻く問題は、ますま
す多様化し広範にわたっています。

本市では、このような状況に対し、消費者の利益と安全を守るため、商品・サービスの購入、契約等
についての疑問・トラブルなどの相談窓口として消費生活相談、多重債務や消費者金融、クレジット等
に関しては弁護士による消費生活法律相談、自立した消費者育成のための消費生活講座などを開催し、
消費者行政施策を推進しています。

今後も、迅速かつ効果的な消費者被害の救済を図るとともに、誰もが安心して安全で豊かな消費生活
を営むことができる環境を整えていくことが求められています。

●目指す姿と目標指標
県、市町村、消費者、関連団体などの相互の信頼と連携が図られ、消費者の権利が尊重され、安心し

て安全で豊かな消費生活が営まれています。

目標指標 現状値
目標値

単位 2016 年度 2022 年度
◆消費生活相談の開設日回数 回 94 2010 年度 100 150

消費生活相談の開設日の回数。近年、消費生活にかかる相談は多分野にわたり複雑化していることや相談業務の継続性
の対応の充実のため、現在の週２日の開催から順次回数を増やし、週３回の開催を目指します。

◆市が「消費生活相談窓口」を設置して
いることを知っている市民割合 ％ 39.1 2010 年度 57.0 76.0

市民意識調査で『市が「消費生活相談窓口」を設置していることを知っていますか。』の設問に対し、「はい」と回答し
た市民の割合。県消費生活モニターによる消費者啓発事業の認識率 75.6％の達成を目指します。

●施策の展開方向
①�消費生活相談体制の
整備

消費者の利益を守るため、消費生活相談員との消費生活相談や弁護士との消
費生活法律相談の体制を強化するとともに、的確かつ迅速な相談対応ができ
るよう消費生活相談員の資質の向上を図ります。

②�消費者被害の拡大防
止及び未然防止のた
めの啓発

国や県、他市町村、関係機関などとの連携により、消費者被害の情報収集や
掘り起こしを行うとともに、消費生活講座などの開催や各種広報などの活用
により消費者トラブルの事例を紹介するなどして、消費者被害の拡大防止及
び未然防止を図ります。

③消費者の自立支援 消費者が主体的かつ合理的な判断と行動に基づいて豊かな消費生活を営むこ
とができるよう、消費者と事業者との間の適正な取引を確保するための施策
を推進し、自立した消費者の育成を支援します。
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５ 電子自治体の推進 施策 035
＜情報管理課＞

●現状・課題
近年は、買い物や引越しの手続きなど日常生活に密着したサービスをインターネット経由で利用でき

るようになり、インターネットは市民生活に欠かせないものとなってきました。
本市では、市民サービスの向上につながる電子化への取組みとして、戸籍の電算化や住宅基本台帳ネッ

トワークシステムの構築などに取り組んできました。
今後は、インターネットをはじめとした情報技術をさらなる市民サービスの向上につなげていくため、

自治体内のみならず、自治体間、民間企業間での情報連携の仕組みづくりが求められています。また、
行政情報の処理、サービス提供という観点からは、市民サービスの向上はもとより、コスト面や機能面
を含めた高次元のバランスを保つとともに、継続性や安定性、安全性の確保にも留意した上で、より最
適な方法によるシステムの導入、運用を実現することが求められています。

一方、個人情報の漏洩も問題となっており、その多くは人的な要因により発生しています。
今後、さらに高度な自治体間、企業間の連携によるシステム構築を行うためには、システム上の個人

情報保護機能の強化と合わせて、職員の育成、資質の向上が必要です。

●目指す姿と目標指標
自治体内、自治体間、民間企業と連携したシステムが導入され、ワンストップ※で様々な市民サービ

スが利用できます。

目標指標 現状値
目標値

単位 2016 年度 2022 年度
◆基幹系システム※の再構築業務数 業務 － 2009 年度 12 16

基幹系システム再構築を完了し、官民連携の基盤が構築できた業務数。現在ホストコンピュータで運用している住民基
本台帳や住民税をはじめとした全 16 業務について新たな行政情報システムの基盤を構築することを目指します。

●施策の展開方向
①電子自治体の推進 国、県、近隣市町の動向を踏まえつつ、市民のニーズを的確に捉え、共同ア

ウトソーシング※や次世代の行政情報システムへの移行を視野に入れた最適
なシステム構築を進めます。

②�基幹系システムの�
再構築

基幹系システムをパッケージシステム※により再構築し、コストの削減と自
治体内や自治体間での業務システム間の連携基盤の構築を目指します。

③�セキュリティ対策と
個人情報保護の推進

自治体内だけでなく、他自治体や民間企業との連携を意識したセキュリティ
対策、個人情報保護の検討を進めます。

ワンストップ　一度の手続（単独の窓口）で、必要となる関連手続をすべて完了すること。
基幹系システム　住民基本台帳、住民税、固定資産税、国民健康保険など住民情報を扱う主な業務の電算システム。
共同アウトソーシング　複数の市町村などが共同で電子自治体業務の外部委託（アウトソーシング）を行うこと。
パッケージシステム　業務用にあらかじめ作成され、市販されている既製のソフトウェアによって構築されたシステム。

用語
解説
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６ 公共施設の整備・管理 施策 036
＜総務課・都市計画建築課＞

●現状・課題
少子高齢化が進行する中にあって、年齢や身体能力など様々な状況にある誰もが、社会に参画し、活

動できる環境を整えていく必要があります。そのため、ユニバーサルデザイン※を考慮した施設の整備
を進めていく必要があります。

また、市が管理する公共施設については、平成 21 年度に市役所庁舎が完成しましたが、老朽化が進
んでいる施設も多く、適切な維持管理や計画的に改修などを行っています。今後は、施設を適正に管理
することとあわせ、利用率や維持費用など多角的な視点に立ち、施設自体のあり方や機能の見直しも含
めた検討が必要となります。また、経営の視点から施設を戦略的に活用し、最小のコストで最大の効果
を得るための効率的な管理や適正配置も必要となります。

●目指す姿と目標指標
公共施設の効率的な管理や適正配置により、施設の長寿命化やコストの縮減などが図られるとともに、

誰もが使いやすい施設となっています。

目標指標 現状値
目標値

単位 2016 年度 2022 年度
◆犬山市は各種公共施設が利用しやすい
と思う市民割合 ％ 42.6 2010 年度 50.0 65.0

市民意識調査で『市の各種公共施設は利用しやすいと思いますか。』の設問に対し、「はい」と回答した市民の割合。年
齢性別などを問わず、誰にでも使用しやすい施設とするため、最も多くの人が『利用しやすい』と回答した 29 歳以下
の水準（60.9％）を上回ることを目指します。

●施策の展開方向
①�ユニバーサルデザイ
ンを考慮した施設�
づくり

すべての市民が快適に暮らせる環境を創造するため、道路など公共的な空間
においてバリアフリー化を進めるとともに、公共施設、交通、情報など様々
な面でユニバーサルデザインを取り入れた施設整備を進めます。

②�公共施設の整備・管理 既設公共施設のライフサイクルコスト※を把握し、ファシリティマネジメン
ト※などの手法を取り入れることにより、効率的な施設の維持管理・整備を
行います。

●重点事業
ファシリティマネジメ
ント事業

すべての公共施設を最適な状態（コスト最小、効果最大）で保有し、運営し、維持
するため、利用状況を考慮した質的・量的な見直しの検討を行い、総合的な管理手
法及びその推進体制について検討します。

ユニバーサルデザイン　文化・言語・国籍の違い、老若男女といった差異、障害・能力の如何を問わずに利用することがで
きる施設・製品・情報の設計（デザイン）。

ライフサイクルコスト　製品や構造物などの企画、設計に始まり、竣工、運用を経て、修繕、耐用年数の経過により解体処
分するまでを建物の生涯と定義して、その全期間に要する費用。

ファシリティマネジメント　土地、建物、建築物などすべてを経営にとって最適な状態（最小コスト、最大効果）で保有し、
賃借し、使用し、運営し、維持するための総合的な管理手法。

用語
解説
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７ 広域行政・自治体連携の推進 施策 037

＜秘書企画課＞

●現状・課題
本市では、行政サービスの一部を共同で行うことを目的に関係市町村を構成団体とした一部事務組合、

尾張北部広域行政圏協議会、各種期成同盟会などにより広域的な行政の推進を図っていましたが、地方
分権が進み、広域行政のあり方は変化しています。

近年では、国が地域の振興整備を進めるために展開してきた広域行政圏施策が、社会経済背景や市町
村合併をはじめとして市町村を取り巻く環境が変化していることを理由に廃止され、新たな施策である
定住自立圏構想※へと転換されています。これにより、本市においても、県知事により設定された圏域
により、昭和 55 年に設立した尾張北部広域行政圏協議会（春日井市・小牧市・犬山市・江南市・岩倉市・
扶桑町・大口町）を平成 22 年度に解散したところです。

今後は、市民の生活圏の拡大やニーズの多様化に対応していくため、広域というスケールメリットを
活かした新たな連携施策を構築する必要があります。

また、広域に係わる課題に対応していくため、近隣市町との総合的な調査・研究機会を設けるとともに、
さらなる連携を強化し、財政の効率化や市民サービスの向上を推進していくことも必要となります。

●目指す姿と目標指標
近隣市町との総合的な調査・研究機会を新たに設けるほか、目的を明確にした近隣市町との機能分担

や適切な連携が推進され、必要に応じてスケールメリットを活かした、効率的かつ効果的に広域事業が
展開されています。

目標指標 現状値
目標値

単位 2016 年度 2022 年度
◆近隣市町との総合的な調査研究機会 回 － 2010 年度 ６ ６

近隣市町との総合的な調査・研究や意見交換などを実施した回数。広域にわたる分野が特定できない総合的な課題への
対応を目的とするため、年間６回以上継続的（会議開催、情報共有など）に実施することを目指します。

●施策の展開方向
①自治体連携の推進 近隣市町と緊密な情報交換を行い、地域の実情に応じた弾力的な連携を推進

し、公共事業の効率化と市民サービスの向上に努めます。

②共同事業の推進 一部事務組合や協議会など周辺市町と共同で行っている事業の一層の効率化
に努めるとともに、広域による事業展開が必要な事業については、積極的に
推進します。

定住自立圏構想　一定要件を満たす「中心市」の都市機能と周辺市町村の自然環境、歴史、文化などそれぞれの魅力を活用し、
相互に役割を分担し、医療や商業、公共交通などについて総合的に連携・協力することにより、圏域全体で必要な生活機
能を確保し、地方圏への人口定住を促進する政策。

用語
解説
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基本施策４　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（宣言２）

情報共有 １　情報の公開
２　広報・広聴活動の充実

１ 情報の公開 施策 041

＜総務課＞

●現状・課題
本市では、市民の知る権利を最大限に尊重するため、国の法整備に先駆け、平成 11 年に犬山市情報

公開条例、犬山市個人情報保護条例を制定し、その適切かつ積極的な運用に努めています。
その一方で、個人情報の保護に関する法律の施行や、インターネットをはじめとした情報通信技術の

進歩・普及に伴い個人情報の保護に対する意識もまた同様に高まってきています。
そのため、今後も引き続き、個人のプライバシーに関する情報を最大限に保護しながら、市民の知る

権利を尊重し、行政情報の公開を請求する権利を明らかにすることにより、市民と行政との信頼関係を
構築し、市政への参画を促進させるとともに、市政の透明性を確保していくことが必要です。

●目指す姿と目標指標
個人情報が適正に管理され、市政の情報が速やかに公開されており、市政の透明性が確保されること

により、市民と行政の信頼関係が築かれています。

目標指標 現状値
目標値

単位 2016 年度 2022 年度
◆広報誌などによる市政運営状況の積極
的な発信 回 12 2009 年度 19 25

広報誌やホームページなどによる市政情報の発信。年間１回の増加を設定し、積極的な発信を目指します。

◆犬山市は市政情報がしっかりと公開さ
れていると思う市民割合 ％ 44.7 2010 年度 50.7 56.7

市民意識調査で『市民が知りたい市政情報がきちんと公開されていると思いますか。』の設問に対し、「はい」と回答し
た市民の割合。現状値の上昇を目指します。

●施策の展開方向
①情報公開の推進 行政運営の公正性の確保と透明性の向上を図り、市民が必要とする市政情報

を適切かつ迅速に市民に公開するため、情報公開制度を推進します。また、
広報誌やホームページなどを活用し、市政情報を積極的に発信します。
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２ 広報・広聴活動の充実 施策 042
＜秘書企画課＞

●現状・課題
広報活動は、市民に市政情報を伝達するために必要不可欠なものです。本市では、毎月２回の広報誌

の発行や市ホームページ、コミュニティＦＭ放送※を利用した市政情報の発信など、様々な媒体を活用
して市政情報の発信を行ってきました。特に、広報誌については、全国に先駆けて企画編集業務をＮＰ
Ｏに委託し、民間のノウハウや創意工夫を活かすことにより、市民に市政情報をわかりやすく、市民目
線に立ったわかりやすい情報提供に努め、開かれた市政を進めてきました。

広聴活動では、市民の身近な相談機会を確保するため市役所で各種市民相談を実施し、専門分野につ
いては、担当部署との連携や弁護士による法律相談、消費生活相談などの紹介を行い、課題の解決を図っ
ています。また、電子メールや文書での市民からの意見・提案・相談などに対しても速やかに対応して
います。

今後は、行政と市民の双方向での情報発信を実現するため、より多くの媒体を利用して広報活動の充
実を図るとともに、市民の声を幅広く把握するための広聴活動についても充実を図ることが求められて
います。

●目指す姿と目標指標
広報誌や市ホームページの内容が充実し、行政が伝えたい情報をいつでも市民が受け取れる仕組みが

確立しています。また、様々な媒体を活用し、市民の意見が市政に反映できるようになっています。

目標指標 現状値
目標値

単位 2016 年度 2022 年度
◆広報誌を読んでいる市民割合 ％ 89.0 2010 年度 95.0 100.0

市民意識調査で『「広報いぬやま」を読んでいますか。』の設問に対し、「はい」と回答した市民の割合。紙面を充実さ
せることによりすべての市民が広報誌を読んでいる状態を目指します。

◆市ホームページのアクセス件数�
（月平均） 件 25,127 2009 年度 25,800 26,400

市ホームページの年間アクセス件数を月数（12 か月）で割った数値。現状値に対して年間 100 件の上昇を目指します。

●施策の展開方向
①�市政情報の共有化の
推進

広報誌や市ホームページ、コミュニティＦＭ放送から発信する内容を、市民
目線で捉えわかりやすさに加え、情報の充実と共有化を図ります。

②�広報広聴活動のさら
なる充実

市民の声を市政に反映するため、市と市民が直接意見交換できるタウンミー
ティングなどの機会を充実させるとともに、携帯電話など新たな媒体を用い
て市民と行政とが、情報の送受信ができる環境整備を進めます。

●重点事業
市ホームページ機能�
充実事業

携帯サイトの充実や多言語対応などを積極的に進め、市ホームページの機能充実を
図り、市民の利便性を確保します。

コミュニティＦＭ放送　平成４年に制度化された超短波放送（ＦＭ放送）の一形態で、市町村の区域などを放送エリアとし
て情報発信するラジオ放送局。放送エリアが限定されるため、地域に密着した情報を素早く伝えることができる。

用語
解説
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自主財源の確保に向けた行財政運営を進めます 宣言2

基
本
構
想

序
　
論

基
本
計
画

参
考
資
料

基本施策５　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（宣言２）

財政運営 １　財政運営の適正化
２　自主財源の確保・拡充

１ 財政運営の適正化 施策 051
＜財政課＞

●現状・課題
急速な世界経済の悪化に伴い、日本経済についても景気は後退し、消費が落ち込み、さらに雇用情勢

が悪化するなど、国民生活にも大きな影響が出てきています。
本市における歳入の根幹となる市税においても、こうした景気悪化の影響を受け、平成 21 年度決算は、

前年度比約７億８千万円の減額となり、特に法人市民税については、約５億２千万円の減額（約 50％減）
と大きく落ち込み、財源は、非常に厳しい状況となっています。

また、歳出においては、少子高齢化の進展などにより、医療費をはじめとする扶助費など社会保障費
の増加や公債費の伸びなど、義務的経費の増加を想定せざるを得ない状況にあります。

適正な財政運営を推進するためには、限られた財源の中で、より良い市民サービスを効率的、効果的
に提供し、持続可能で健全な財政運営に努めていくことが必要です。

●目指す姿と目標指標
中長期的な視点で持続可能な財政運営が行われ、将来にわたり市民サービスが安定的に提供されてい

ます。

目標指標 現状値
目標値

単位 2016 年度 2022 年度
◆経常収支比率 ※ ％ 90.3 2009 年度 88.2 84.9

市の財政構造の弾力性を測定する比率。経常的に収入される一般財源の確保を推進するなど、長期的な取組みで比率の
低下を図り、県内の市町村平均値及び類似団体※の中での最上位を目指します。

●施策の展開方向
①�計画的かつ効率的な
財政運営

今後の財政需要を的確に把握するとともに、国や県の動向などを勘案した歳
入状況を見込み、毎年度策定する実施計画に即した中長期的な展望に基づく
財政計画を策定し、毎年度の予算編成や予算管理を行い、計画的かつ効率的
な財政運営に努めます。

②財政状況の公表 自治体の財政の健全度を示す健全化判断比率（実質赤字比率・連結実質赤字
比率・実質公債費比率・将来負担比率）をはじめとする各指標や、新公会計
制度※における財務諸表（貸借対照表、行政コスト計算書、資金収支計算書、
純資産変動計算書）の整備を行い、財政状況をわかりやすく公表します。

経常収支比率　市の歳出のうち、人件費や扶助費、公債費など、毎年経常的に支出される経費が、市税などの経常的に収入
される一般財源（使途が特定されないもの）に占める割合で、財政の硬直度を表す。

類似団体　総務省が人口と産業構造（産業別就業人口の比率）をもとに市町村を分類したもの ｡
新公会計制度　従来から各地方自治体で作成・公表されてきた財務諸表について、より詳細な管理と分析を求め、資産・負

債の状況をよりわかりやすく伝えるための財務書類の追加などを盛り込んだ会計制度 ｡

用語
解説
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２ 自主財源の確保・拡充 施策 052
＜財政課・税務課・収納課・都市計画建築課・建設課・商工企業振興課＞

●現状・課題
地方分権により、国と地方の役割が明確になることで、地方自治体は、自主性・自立性を持って、自

らの判断の下に、地域の実情に沿った行政を行うことができるようになりました。
しかし、世界経済の悪化に伴い、日本経済においても、依然として厳しい状況に変わりはなく、本市

における市税について、平成 20 年度決算額約 122 億円から平成 21 年度決算額約 114 億円と大幅に
落ち込むなど、回復には、一定期間が必要と考えられ、今後の行政運営に大きな影響を及ぼします。

市民生活において最も身近なサービス提供を担う地方自治体は、いかなる財政状況下においても、市
民ニーズに的確に対応し、将来にわたり持続可能な財政運営を進めていかなければなりません。これら
に対応し得る安定した財源の確保を図るため、市税をはじめとする自主財源を中心とした歳入基盤を確
立し、その確保・拡充を図ることが課題となっています。

今後においても、行政サービスを低下させることなく、効率的な財政運営を積極的に進めていくため、
事務事業の見直しや経費の削減による歳出の抑制を図ることが必要となります。一方、歳入の確保に向
けては、市税の安定的確保、受益者負担の見直し、未利用地の売却・賃貸、企業誘致や産業振興など新
たな取組みを積極的に実施していくことが必要になります。

●目指す姿と目標指標
安定した自主財源を確保することで、経済状況などに影響されることなく、行政需要に的確に対応し

た市民サービスを継続的に提供しています。

目標指標 現状値
目標値

単位 2016 年度 2022 年度
◆自主財源比率 ※ ％ 66.8 2009 年度 71.4 74.8

県自主財源比率及び県内の類似団体※の中での最上位を目指します。

●施策の展開方向
①税収確保の推進 市税の課税にあたっては、的確に課税客体※を把握し、税法に則った賦課を

行っていきます。また、納税者の利便性を高めるため、インターネットを活
用した税手続きや住民税にかかる給与からの特別徴収の推進、口座振替制度
の促進や新たな納付方法の導入検討などにより、収納率の向上を目指し、一
層の税収確保を推進します。

②新たな財源確保 将来にわたり安定した市税を確保するため、地元産業の振興や企業誘致活動
をその有効な手段の一つとして位置づけ、経済基盤の確立と新たな雇用創出
に向けた取組みを積極的に推進します。また、未利用地の売却や公共施設を
広告媒体とした広告収入事業など、市の資産を利活用する手法も積極的に導
入し、さらなる財源確保に努めます。

●重点事業
適正な賦課・徴収事業 税収による財源を確保するため、課税客体を的確に把握し、適正な評価、公平な課

税を進めるほか、インターネットを活用して申告や納税などの手続きを行う e －ｔ
ａｘ（国税）、ｅｌｔａｘ（地方税）の利用を促進します。また、市税の効率的な収
納を図るため、納税者の利便性を高める様々な納付方法の導入を推進します。

新規財源確保推進事業 新たな工業用地の確保に伴う企業誘致や産業振興のほか、新たな雇用創出に伴う人
口増加に対応する市街化区域内の低・未利用地の活用などを積極的に推進し、自主
財源の確保を図ります。その他、市ホームページや広報誌などの刊行物、公共施設
などを活用した広告収入事業の拡大や、未利用地の売却・賃貸などの推進や各種使
用料など受益者負担の見直しを図ります。

自主財源比率　市が自主的に収入することができる財源（自主財源）を歳入総額で割ったもの（自主財源：市税、分担金及
び負担金、使用料、手数料、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金、諸収入がこれにあたる）。

類似団体　総務省が人口と産業構造（産業別就業人口の比率）をもとに市町村を分類したもの。
課税客体　課税の対象となる物、行為または事実。

用語
解説
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市民と行政が一体となりまちづくりに取り組みます 宣言3
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市民と行政が一体となりまちづくりに取り組みます

宣言３

６

７

８ 平和 ･ 共生

市民交流

市民協働

宣言１

１ 健康

宣言４

10 商業
12 観光

13 勤労

宣言２

３ 行政運営

４ 情報共有

宣言５

16 子育て支援

14 地域福祉
15 高齢者福祉

17 障害者 ( 児 ) 福祉

宣言９

34 社会教育

宣言 10

37 文化

36 歴史 ･ 文化財

宣言８

30 住宅 ･ 宅地

29 公共交通

27 市街地 ･ 景観

宣言７

24 公園緑地 ･ 緑化

25 環境衛生

26 循環型社会

23 自然環境

宣言６

20 防犯 ･ 交通安全
21 防災

19 治山 ･ 治水

22 消防 ･ 救急

宣言 3

９ 農業

35 スポーツ

33 学校教育

市民の発意と工夫による小学校区単位を基本としたコミュニティ活動や市民が主体
となった交流や活動を推進し、性別や年齢、国籍などの枠にとらわれない市民の市政
への参画、市民と行政の協働によるまちづくりを積極的に進めます。
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基本施策６　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（宣言３）

市民協働 １　市民参画と市民協働の推進
２　市民活動の支援
３　コミュニティ活動の支援

１ 市民参画と市民協働の推進 施策 061
＜地域活動推進課＞

●現状・課題
本市では、平成 13 年に犬山市市民活動の支援に関する条例を制定し、市民活動の拠点として市民活動

支援センター ｢ しみんてい ｣ を設置するなど、県内の市町村の中でも早くから、市民活動を推進するた
めの環境整備に取り組み、市民と行政が協働し、まちづくりを進めてきました。

市民がまちに誇りと愛着を持ち、住みよいまちづくりを進める上で、市民参画、市民協働は、欠かす
ことができないものです。

今後は、市民と行政が共に考え、共に活動する協働型のまちづくりが求められており、人材の育成や
まちづくり活動を支援していくための新しい仕組みづくりを積極的に進めていくことが必要となります。

●目指す姿と目標指標
市民が参画しやすい仕組みや機会が充実し、政策立案から事業推進に至る様々な場面で、多くの市民

がまちづくりに参画し、協働による取組みを実践しています。

目標指標 現状値
目標値

単位 2016 年度 2022 年度
◆市が実施したパブリックコメント※や意見
交換会などに参加したことがある市民の割合 ％ 6.5 2010 年度 16.2 26.0

市民意識調査で『これまでに、市が実施したパブリックコメントや意見交換会などに参加したことがありますか。』の
設問に対し、「はい」と回答した市民の割合。市民参画しやすい環境を整備しパブリックコメントや意見交換会に参画
する市民割合の上昇を目指します。

●施策の展開方向
①市民参画の促進 審議会や委員会などの委員選出時における市民公募やパブリックコメントを行

うなど、市の政策立案や事業推進にあたって市民参画を積極的に推進します。

②市民協働の体系づくり 市民と行政が対等の立場で意見を出し合う機会を設け、協働への意識づけや
意識改革につなげるとともに、まちづくりにおける双方の役割や互いの約束
ごとを規定するための協働ルールブック※などを策定し、市民協働を一層推
進します。

●重点事業
市民協働意識向上事業 市民協働の考え方や方針を明確にするため協働ルールブックや協働ロードマップ ※

を作成し、市民協働について広く周知することで市民意識の向上を図ります。

パブリックコメント　行政が政策、制度などを決定する際に、公衆（国民、都道府県民、市町村民など）の意見を聞いて、
それを考慮しながら最終決定を行う仕組みのこと。

協働ルールブック　四者（市民、市民活動団体、事業者、行政）がそれぞれの権利と責任のもと、対等な立場で協働を行う
ためのルールをまとめたもの。

協働ロードマップ　行政、ＮＰＯを中心とした公共を担う各主体が、中長期的な視点に立ち、市政各分野における特定課題
をテーマに協議することにより、問題意識やビジョンを共有し、連携して公共サービスの向上を目指す方向性を示す行程書。

用語
解説



69

市民と行政が一体となりまちづくりに取り組みます 宣言3
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２ 市民活動の支援 施策 062
＜地域活動推進課＞

●現状・課題
本市では、犬山市民活動支援センター ｢ しみんてい ｣ を拠点として、環境美化、子育て支援、高齢者

のサポート、多文化共生※などの様々な取組みを行っている市民活動団体に対し相談・助言などの支援
を行い、市民活動の充実・拡大を推進しています。また、先進的な取組みに対して事業費の一部を支援
する目的で平成 13 年度より助成金事業を継続して実施するとともに、市民活動団体の育成を目的に事
業委託を積極的に進めています。

これからのまちづくりは、市民活動団体や企業などを含めた市民と行政がそれぞれの役割と責任を理
解し合い、共に考え、共に活動する協働の精神が重要となり、市民の主体的な活動を一層推進していく
ことが求められています。

今後は、市民自らが地域の課題やニーズに向けた取組みを実践していくため、協働社会形成に向けた
人材、団体の育成や関係機関の連携強化を図っていくことが必要となります。

●目指す姿と目標指標
子どもから高齢者まで市民一人ひとりの意見がまちづくりに反映されています。また、市民と行政が

お互いの立場を理解し、協働できる環境が整い、誰もがまちづくりのために個々の能力を活かすことが
できる社会になっています。

目標指標 現状値
目標値

単位 2016 年度 2022 年度
◆行政との協働事業数 事業 17 2009 年度 24 30

市民活動団体の育成を目的とした事業委託の総事業数。現状値に対して年間１事業の増加を目指します。

◆市民活動を行っている市民割合 ％ 10.4 2010 年度 16.0 22.0

市民意識調査で『現在、市民活動（ＮＰＯ・ボランティア活動など）を行っていますか。』の設問に対し、「はい」と回
答した市民の割合。市民活動支援センター「しみんてい」と協力をしながら啓発に力を入れ、市民活動を行っている市
民の増加を目指します。

●施策の展開方向
①�協働意識の向上と�
人材育成

市民協働についての職員研修会の開催や市民対象のフォーラムを開催するな
ど、市民と行政双方の協働意識を高めるとともに、協働社会にふさわしい人
材の育成に努めます。

②市民協働事業の推進 ＮＰＯをはじめとする市民活動団体との対等な協働関係を築くとともに、自
立した組織や団体を育成し、協働によるまちづくりの浸透を図るため、事業
委託を推進します。

③�犬山市社会福祉協議
会や市民活動支援�
センターとの連携

犬山市社会福祉協議会や犬山市民活動支援センター「しみんてい」と市民活
動団体が緊密な連携を図り、市民活動に関する横のつながりを広げるととも
に、研修などを行い各市民活動団体の能力向上に努めます。

多文化共生　国籍や民族などの違いにかかわらず、すべての人が互いの文化や考え方などを理解し、共に暮らすこと。用語
解説
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３ コミュニティ活動の支援 施策 063
＜地域活動推進課＞

●現状・課題
近年、都市化の進展、価値観の多様化、生活圏の拡大など、地域住民相互の交流機会は、減少し、地

域の連帯感や帰属意識はますます希薄化しています。
一方で、高齢者や子育て世代に対する支援、防災・防犯など住民生活に直結する様々な課題が地域で

発生しています。
これからのまちづくりは、地域の課題解決に向け地域住民が主体的に関わっていくことが求められて

います。
本市においては、町内会を単位としたコミュニティ※が形成されており、特に城東、楽田、羽黒の３

地区では、小学校区単位を基本としたコミュニティ推進協議会が組織され、夏まつりや地域でのふれあ
い運動会、青パトによる防犯活動、小学生の登下校時における見守り活動など、地域の課題解決に向け
た様々な取組みを実践しています。

今後は、既存のコミュニティ推進協議会のさらなる支援と小学校区単位を基本としたコミュニティ形
成に向けた人材育成、意識の醸成が求められています。

●目指す姿と目標指標
小学校区単位を基本としたコミュニティ活動が活発化し、自助・共助の精神に基づき、多くの人が地

域活動に参加することで、地域における人の輪が広がり、ふれあいと活気あふれる自立した地域社会に
なっています。

目標指標 現状値
目標値

単位 2016 年度 2022 年度
◆コミュニティ推進協議会への町内会�
加入率 ％ 79.1 2009 年度 89.0 91.0

コミュニティ推進協議会に加入している町内会の割合。広報誌などを活用したコミュニティ活動の情報提供やコミュニ
ティ活動の環境整備に努め、加入町内会の増加を目指します。

◆コミュニティ推進協議会の総数 団体 ４ 2010 年度 ５ 10

市内のコミュニティ推進協議会の総数。12 年後に基本となる小学校区全地区を対象にコミュニティ推進協議会の設立
を目指します。

◆地域（町内会など）の活動に参加して
いる人の割合 ％ 60.0 2010 年度 70.0 80.0

市民意識調査で『清掃活動やお祭りなど、地域（町内会など）の活動に日頃から参加していますか。』の設問に対し、「は
い」と回答した市民の割合。町内会などの活動へ自主的な参加を促しコミュニティ意識の高揚を図り、参加者の増加を
目指します。

●施策の展開方向
①�コミュニティ意識の
啓発

広報誌や研修会などを通して、コミュニティの目的や必要性を啓発するとと
もに、町内会などの住民組織や地域のボランティア活動などへの自主的な参
加を促し、コミュニティ意識の高揚を図ります。

②�コミュニティ組織の
育成

地域の実情に合った地域の特色を活かした地域づくりを展開するため、自主
的・主体的なコミュニティ活動を行う小学校区単位を基本としたコミュニティ
推進協議会の設立や育成を推進します。
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コミュニティ推進地区
助成事業

コミュニティを市民へ浸透させるため、助成金等の事業を展開し市民意識の向上を
図りながらさらなるコミュニティの自立の実現を図ります。

コミュニティリーダー
育成事業

コミュニティの発展を図るために、研修会や意見交換会を行い、次世代のリーダー
の育成を行います。

コミュニティ　地域における何らかの行事や活動に関わることで、それまでは知らない間柄だった人々が新たな協力関係を
築いたり、共通の目標を通した地域ネットワークが広がっていくこと。

用語
解説

羽黒夏まつり（羽黒地区等コミュニティ推進協議会）

ごみゼロ運動（楽田地区コミュニティ推進協議会）

ふれあい運動会
（城東小学校区コミュニティ推進協議会）
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基本施策７　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（宣言３）

市民交流 １　都市間交流の推進
２　国際交流推進体制の充実
３　国際交流活動の推進

１ 都市間交流の推進 施策 071

＜地域活動推進課＞

●現状・課題
都市間交流は、それぞれの地域が持つ、歴史、文化、自然、観光などの資源や人の営みなどの共通点

や相違点を共有することで、新たなまちづくりにつなげていく有効な取組みのひとつです。
本市は、昭和 48 年に富山県立山町と平成 12 年に宮崎県日南市と姉妹都市を締結し、ホームステイ

交流、少年野球、サッカーなど、様々な取組みを継続し、相互交流を深めています。また、沖縄県石垣
市や長野県松本市、京都府宇治市など、多くの市町と市民レベルの交流や観光、文化資源などを活かし
た物産展、国宝４城サミット、鵜飼サミットなどの取組みを積極的に実施しています。

今後も、市民レベルの交流を支援するとともに、地域、企業、行政レベルなど様々な分野で情報共有
を図り、新たな交流の枠組みや形態を検討し、市民同士の交流がさらに育まれていく仕組みづくりが求
められています。

●目指す姿と目標指標
市民グループ主導による都市間交流が行われ、それぞれの都市の観光資源などを活かした相互交流が

活発化しています。また、スポーツや文化交流による市民意識の向上、相互訪問による観光客増加、産
地直送の特産品による物産展開催など市民、企業、行政のそれぞれが都市間交流の利益を享受していま
す。

目標指標 現状値
目標値

単位 2016 年度 2022 年度
◆姉妹都市交流事業の実施 件 ６ 2009 年度 ８ 10

姉妹都市交流事業の数。市民グループ主体の新たな交流事業の増加を目指します。

●施策の展開方向
①市民グループ主体の
交流活動の支援

市民グループに対し、都市間（姉妹都市など）の歴史・観光・特産品・催事
など情報を提供し、市民グループが主体となった交流活動を積極的に支援し
ます。

②都市間交流の周知 姉妹都市をはじめとした都市間交流が幅広い世代の市民、企業など様々なレ
ベルでの交流となるように周知・啓発を行います。

●重点事業
市民グループ主体の�
交流活動の支援事業

国内の都市間交流（姉妹都市など）の中心となり活動する市民グループの設立を支
援するため、歴史・観光・特産品・催事などの情報を提供し組織化を図ります。
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２ 国際交流推進体制の充実 施策 072

＜地域活動推進課＞

●現状・課題
本市では、犬山国際観光センターの開設と犬山国際交流協会の設立以来、行政と協会が中心となって、

国際的に通用する人材の育成や国際理解交流推進に向け、語学講座や国際理解講演会などの事業を積極
的に展開してきました。その結果、市民の間にも国際交流の意識が浸透し、様々な国際交流グループが
活発に活動を展開しています。

現在、行政主導から市民主体の国際交流へと転換を進めていますが、今後は、行政と関係する組織が
協力しながら、関係組織の自立を推進し、犬山国際交流協会と各ボランティアグループとの協働事業が
推進できるような組織づくりを進めていくことが求められています。

●目指す姿と目標指標
犬山国際交流協会が自立し、行政との協力関係の中で独自の事業展開を進め、海外との交流、市民の

国際理解、地域在住外国人との多文化共生※、地域からの国際支援などの事業を各種ボランティアグルー
プと協働して行っています。

目標指標 現状値
目標値

単位 2016 年度 2022 年度
◆国際交流ボランティアグループ 団体 ６ 2009 年度 ７ ８

国際交流を行っているボランティアグループの数。ボランティアグループ数の増加を目指します。

●施策の展開方向
①�市民の国際理解の�
啓発

市民の声を将来の国際交流・異文化交流につなげるため、国際理解や多文化
共生に関するアンケートを実施するほか、広報誌や犬山国際交流協会の機関
誌などの発行を通して、国際理解の推進と国際人の育成に努めます。

②組織強化と自立支援
　

犬山国際交流協会をはじめとする各グループの連絡調整及び協働事業に対す
る支援を行いながら、犬山国際交流協会と市内国際交流グループの自立を促
進し、組織運営を強化します。

多文化共生　国籍や民族などの違いにかかわらず、すべての人が互いの文化や考え方などを理解し、共に暮らすこと。用語
解説
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（資料　地域活動推進課）
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３ 国際交流活動の推進 施策 073
＜地域活動推進課＞

●現状・課題

本市は、昭和 58 年に中国・襄
じょうよう

陽市（2010 年 12 月
に襄

じょうはん
樊市から改名）と、平成４年に独・ザンクト・ゴア

ルスハウゼン市と友好都市提携を結びました。当初は、
行政間での交流が主でしたが、平成 13 年に米・デービ
ス市と姉妹都市提携を結んだ頃から市民主体の交流が盛
んになってきました。平成 21 年度末現在、６団体の市
民グループが誕生し、米・ニューヨーク市、独・ハレ市、
ハイデンハイム市、台湾・草

そうとん
屯市、中国・内モンゴル・

ナイマン旗などと植林などを通じた自然環境保護や、ス
ポーツや音楽を通した市民交流などを積極的に実施して
おり、市民主体の海外都市交流が着実に定着しつつあり
ます。

今後は、市民グループを中心として、幅広い海外都
市との交流を広げていくとともに、環境問題をはじめ世
界で取り組むべき課題に対し、協力・支援を行っていく
必要性も高まっています。

●目指す姿と目標指標
市民主体の海外都市交流が積極的に行われ、世界共通の課題である地球温暖化や環境問題に対する充

実した取組みが行われ、大災害・飢饉などに対する支援を積極的に行っています。

目標指標 現状値
目標値

単位 2016 年度 2022 年度
◆国際交流や異文化交流事業の実施数 事業 10 2009 年度 16 22

国際交流や異文化交流などに関する事業の実施数。新たな国際交流グループの新設による事業の拡充を目指します。

◆国際協力・支援事業の実施数 事業 ３ 2009 年度 ４ ５

国際協力・支援事業に関する事業の実施数。災害復興支援事業の拡充を目指します。

●施策の展開方向
①海外都市交流の推進 現在交流のある海外都市との交流を継続するとともに、市民グループを中心

として、近隣諸国をはじめとする幅広い海外都市との交流を拡大します。また、
それぞれの交流グループが交流都市や国を市民に紹介する活動を支援します。

②�国際協力・支援事業
の実施

世界各地で発生した深刻な災害に対する復興支援及び環境に関する情報提供
や各種募金活動など国際支援事業を継続的に行うとともに、国際協力支援団
体の組織化や活動を支援します。

●重点事業
海外都市交流の推進�
事業

幅広い海外都市との多様な交流を図るため、海外都市の紹介などを通して新たな市
民グループの設立を支援します。

襄陽市（中国）

ザンクト・ゴアルスハウゼン市（ドイツ）
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基本施策８　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（宣言３）

平和・共生 １　平和活動の推進
２　男女共同参画の推進
３　多文化共生の推進

１ 平和活動の推進 施策 081
＜秘書企画課・学校教育課＞

●現状・課題
核兵器廃絶・軍縮に向けた国際世論が高まりを見せる中で、依然として世界各地で戦争や地域紛争・

テロ行為が続いており、多くの人々が悲しい思いをしています。
本市では、昭和 60 年に人類の平和を願い、非戦・核兵器廃絶のため全力を尽くすことを誓う「平和

都市宣言」を行い、平和を願うパネル展の開催や平和行進などへの哀悼の言葉を通した啓発、戦争体験
者の講演、子どもへの平和教育など、平和の重要性の啓発・教育に努めています。また、平成 21 年に
平和市長会議、平成 22 年には日本非核宣言自治体協議会に加盟しました。

しかし、平和活動の重要性が高まっているなか、戦争の悲惨さを知る戦争体験者が年々減少し、平和
の重要性を直接聞く機会も失われつつあります。今後も、戦争の悲惨さを風化させることのないように、
恒久平和の実現に向けて市民一人ひとりの平和意識の高揚を図るとともに、平和の重要性を次代につな
げる様々な取組みを継続的に展開していくことが求められています。

●目指す姿と目標指標
恒久平和の実現に向けた教育や啓発活動が継続的に展開され、平和都市宣言を基調とした平和意識が

市民に浸透しています。

目標指標 現状値
目標値

単位 2016 年度 2022 年度
◆平和を学ぶ取組みを推進する市内小中
学校の数 校 14 2010 年度 14 14

平和の尊さや大切さを学ぶ機会や取組みを推進する市内小中学校の数。市内の全小中学校で平和を学ぶ機会や取組みの
充実を図りながら、継続して行うことを目指します。

◆平和パネル展開催時における署名者数 人 100 2010 年度 200 300

市民に平和の尊さを訴えるパネル展における平和に関する署名数。現状値の３倍に増加することを目指します。

●施策の展開方向
①平和啓発の推進 平和都市宣言に基づき、平和パネル展や署名活動、さらには広報誌などを通

して平和を願う啓発活動を積極的に展開するとともに、平和活動を行う団体
との連携を図り、市民の平和に対する意識の高揚を図ります。

②平和教育の推進 次代を担う子どもたちが平和の尊さを学び、受け継ぐことができるように、
学校と連携して体験学習や講話会などの効果的な平和学習の充実に努め、子
どもたちが平和の尊さを学ぶ機会を整えます。

●重点事業
平和教育推進事業 平和教育の推進を図るため学校と連携し講話会などの開催や平和学習の充実を図り

ます。
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２ 男女共同参画の推進 施策 082
＜地域活動推進課＞

●現状・課題
本市では、平成９年度にボランティア団体などにより推薦された委員による男女共同参画推進懇談会

を発足し、この懇談会を中心に男女共同参画社会を実現させるために「男女の平等」と「男女の自立」
を基本理念とした犬山市男女共同参画プラン（平成 18 年度～平成 27 年度（2015 年度））を策定しま
した。平成 18 年度からは、策定したプランに基づき、男女共同参画社会の実現に向けた取組みを実践
していく目的で、男女共同参画推進懇談会が中心となり市民が主体となった男女共同参画市民会議を設
置しました。この市民会議では、広報誌やアンケート調査などによる広報広聴活動や女性映画祭・講演
会などのイベントを通じた普及啓発活動など、男女共同参画を推進する様々な活動を展開しています。

しかし、市民や社会全体を見ると、男女共同参画に対する意識は未だ十分ではありません。
今後、少子高齢化が進行するなか、政治家、企業の管理職などあらゆる分野において女性進出がめざ

ましい先進北欧諸国に見られるように、官民が一体となった男女共同参画社会の実現が、安定した労働
力の確保につながるため、将来の社会を支える基本となることを市民一人ひとりが十分に理解して、行
動することが求められています。

●目指す姿と目標指標
男女を問わず、安心して働くことのできるワーク・ライフ・バランス※の整った社会の中で、様々な

分野で活躍する女性とともに、家事や育児などに取り組む男性の環境も整っています。

目標指標 現状値
目標値

単位 2016 年度 2022 年度
◆性別に関係なく、平等な生活を送って
いると思う市民の割合 ％ 65.7 2010 年度 72.0 78.0

市民意識調査で『男女の性別に関係なく、平等な生活を送っていると思いますか。』の設問に対し、「はい」と回答した
市民の割合。男女共同参画社会づくりの推進と市民への一層の意識啓発を図り 78％以上を目指します。

◆審議会などへの女性の登用率 ％ 21.6 2009 年度 30.0 35.0

審議会などの委員として登用されている女性の割合。犬山市男女共同参画プランでは 30％の目標を設定しており、平
成 34 年度（2022 年度）には 35％以上を目指します。

●施策の展開方向
①�男女共同参画意識の
向上

社会における様々な組織や企業の管理職への女性の登用率など北欧を中心と
した先進国の状況を調査し、あらゆる機会を通して市民に紹介するほか、講
演会やフォーラム、映画祭などを通して男女共同参画社会に対する理解と必
要性に関する意識啓発に努めます。

②�女性の就労機会の確
保に向けた環境整備

男女共同参画社会の実現に向けて、託児所をはじめとした保育の施設整備や
サービスの充実、フレックスタイム※の導入など子育てや介護中であっても
仕事を続けることができるような支援や子育てなどによりいったん仕事を辞
めた人の再就職支援などを中心に、行政としてワーク・ライフ・バランスの
保てる環境整備を積極的に推進します。

③�性別にとらわれない
人材登用の促進

官民の各機関に対して性別にとらわれない人材登用のための環境づくりや女
性の雇用促進に対する提言活動を行い、企業や各種団体などに意識改革や環
境整備を進めるとともに、女性の登用率の目標値の設定と実施を啓発し、様々
な分野において女性の社会進出を促進します。

ワーク・ライフ・バランス　「仕事と生活の調和」の意味で、働きながら私生活も充実させられるように職場や社会環境を
整えること。

フレックスタイム　各人の１日の労働時間は一定（たとえば拘束 8 時間）とするが、出・退勤時間は、各自の職務内容と身
辺の都合を自己調整して自由裁量にゆだねる制度。

用語
解説
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市民と行政が一体となりまちづくりに取り組みます 宣言3
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３ 多文化共生の推進 施策 083
＜地域活動推進課＞

●現状・課題
少子高齢化や雇用環境の悪化など将来への不安を抱えるなか、働き盛りの世代が大半を占める在住外

国人は将来の日本にとってなくてはならない存在といえます。
本市では、平成３年に入国管理法が改正されたことを受け、在住外国人が次第に増加し、外国人登録

者数は、フィリピン人やペルー人をはじめとして、平成 22 年４月現在で 1,859 人にのぼり、増加した
在住外国人に対応した快適な居住環境の整備を進めていく必要があります。同時に、地域住民との多文
化共生※も大きな課題であるため、今後は国籍を超えた組織づくりを行い、国籍や民族などの異なる人々
がお互いの文化の違いを認め合いながら、共に生きる多文化共生の地域づくりが重要になっています。

在住外国人のための教育、医療、福祉、環境など、広範囲にわたる行政サービスを整え、快適な社会
生活が送れるようコミュニケーションや生活の支援を行うことが必要であり、幅広い分野における多文
化共生の地域づくりを推進していくための体制整備が求められています。

●目指す姿と目標指標
日本人と外国人が国籍の垣根をなくし、互いに個人を尊重しながら地域で共に生活しています。
また、外国人も市民として同じ市民サービスを受け、市民としての責任も担っています。

目標指標 現状値
目標値

単位 2016 年度 2022 年度
◆各種イベントへの外国人参加率 ％ － 2010 年度 10.0 20.0

各種イベントにおける外国人の参加者数の割合。市内で行われる交流イベントなどの外国人参加者の割合を 12 年後に
20％を目指します。

◆日常生活で外国人と接する機会のある
市民の割合 ％ 9.7 2010 年度 30.0 50.0

市民意識調査で『日常の生活の中で、外国人と話をするなど接する機会がありますか。』の設問に対し、「はい」と回答
した市民の割合。地域住民とのコミュニケーションを促し 12 年後に 50％を目指します。

◆広報誌の多言語化 言語 １ 2010 年度 ３ ５

広報誌における言語数。現状日本語のみでの作成に対して６年間で、居住者数が多いスペイン語と英語の２言語の増加
を目指します。

●施策の展開方向
①�在住外国人の生活・
コミュニケーション
支援

ＮＰＯや外国人の自助組織などと連携し、日本語教室や日本社会の習慣など
に関するオリエンテーションの実施、情報提供メディアの構築、通訳ボラン
ティアの育成などによる地域情報や行政情報の多言語化など、在住外国人の
生活やコミュニケーションの支援を図ります。

②�多文化共生の地域�
づくり

住民、企業、ＮＰＯなどと協力し、市内在住外国人との交流イベントなどを
開催することにより互いの文化を理解する多文化共生の意識啓発を行うとと
もに、コミュニティリーダーとしてのキーパーソンを発掘・育成し、自助組
織を構築するほか、在住外国人のグループ化・組織化、ネットワークづくり
などを支援し、在住外国人の地域社会への参画と自立を支援します。

③�多文化共生の推進�
体制の整備

行政の推進体制については、多文化共生推進委員会を中心として庁内の横断
的な連携を図るほか、地域社会の構成員である外国人市民自らが生活に関わ
る問題を話し合い、その生きた声を市政に取り入れることで ､ 外国人市民と
日本人市民のすべてにとって暮らしやすい「共生のまちづくり」を推進します。

多文化共生　国籍や民族などの違いにかかわらず、すべての人が互いの文化や考え方などを理解し、共に暮らすこと。用語
解説
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●重点事業
多文化共生推進事業 在住外国人の生活やコミュニケーションの支援を図るため、多文化共生ソーシャル

ワーカーの育成や行政情報の多言語化などの総合的な事業展開を行います。
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南アフリカ交流会
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まちににぎわいと活力をもたらす産業を盛り上げます 宣言4
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まちににぎわいと活力をもたらす産業を盛り上げます

宣言４

13 勤労

1211

10９ 農業 商業

工業 観光

宣言１

１ 健康

宣言３

６ 市民協働

７ 市民交流

８ 平和 ･ 共生

宣言５

16 子育て支援

15 高齢者福祉

宣言６

20 防犯 ･ 交通安全

宣言９

33 学校教育

宣言 10

36 歴史 ･ 文化財

宣言２

３ 行政運営

４ 情報共有

５ 財政運営

宣言７

24 公園緑地 ･ 緑化

25 環境衛生

26 循環型社会

23 自然環境

宣言８

28 道路 ･ 橋りょう
29 公共交通

27 市街地 ･ 景観

32 下水道

宣言 4

新たな工業用地の確保や企業の誘致を通した工業振興や多くの来訪者でにぎわいを
もたらす観光産業を一層推進するほか、商業、農業も含めた新たな担い手の育成や既
存事業者の活性化を進め、まちを支え、さらなる活力をもたらす産業の確立を目指し
ます。

17 障害者 ( 児 ) 福祉

34 社会教育
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基本施策９　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（宣言４）

農　業
１　農業生産基盤の保全
２　農業経営の確立
３　農地の活用
４　地産地消の推進

１ 農業生産基盤の保全 施策 091
＜農林治水課・道路維持課＞

●現状・課題
本市の農地は、市域の 20％弱を占めており、

これまでにほ場整備 ※により農業生産基盤の
整備を進めてきました。

近年、食に対する安全意識の高まりなどから、
農業の重要性が再認識されている一方、農業従
事者の減少や高齢化が問題となっており、今後
一層農業生産が健全に行われることが期待され
ます。

また、ほ場整備地区内に整備された道路や用
排水路などの公共施設は、今後も引き続き維持
管理が必要となっています。具体的には、資材の搬入や農産物の搬出のために、車両走行に適した道路
舗装や草刈りなどの地区要望に基づいた整備が必要となっています。用排水路やため池も、地元要望に
基づき草刈りや浚

しゅんせつ
渫、老朽施設の修繕などの対策が必要となっています。

●目指す姿と目標指標
ほ場整備地内の道路整備や用排水路などの維持に市民参加による管理が進み、農業生産基盤が整って

います。

目標指標 現状値
目標値

単位 2016 年度 2022 年度
◆地元要望により整備した用排水路・た
め池などの実施率 ％ 55.4 2009 年度 60.0 60.0

地元から要望のあった用排水路・ため池などを整備した実施率。地区により要望内容にばらつきがあるが一定水準を保
つのに必要な実施率の維持を目指します。

●施策の展開方向
①�用排水路・ため池な
どの維持管理

用排水路やため池などの維持管理に対する地元要望を的確に把握し、地元土
木常設員との施設管理や維持に関する協議を行い、市民参加により事業を推
進します。草刈りなどの実施については、積極的に市民に参加してもらえる
よう補助制度を検討します。

②�ほ場整備地内道路の
整備

ほ場整備地区内における道路の現状を的確に把握し、計画的な整備を推進し
ます。

ほ場整備　農地の基盤整備事業で、区画の規模・形状の変更、用排水、道路などの整備のほか、農地の利用集積や非農用地（道
路や水路など）の創出による土地利用の秩序化などを行う。

用語
解説
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まちににぎわいと活力をもたらす産業を盛り上げます 宣言4
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２ 農業経営の確立 施策 092
＜農林治水課＞

●現状・課題
本市の農業は、水稲や桃・柿などの果樹を中心に行われています。兼業農家が多く、農家全体の

94.7％を占めています（平成 17 年農林業センサス）。また、本市農業を今後推し進めていくことが期
待される担い手については高齢化や後継者の他産業への流出などが進み、その減少が懸念されています。

優良農地での水田耕作は、徐々に専業農家や大規模農家に移りつつあります。そうしたなか、本市で
は、健全な農業経営を促進するため、農業近代化資金等利子補給補助※などにより財政面で農家の支援
を行っています。

農業は国の政策に大きく左右されますが、本市としても、効率的かつ安定的な農業経営を目指して、
農用地の利用集積、認定農業者※や大規模経営者の育成、農産物ブランドの商品化などを推進し、魅力
ある農業を育成していくことが求められています。

●目指す姿と目標指標
犬山産農産物のブランドが確立され、認定農業者や大規模経営者を中心として農業経営が健全に行わ

れています。

目標指標 現状値
目標値

単位 2016 年度 2022 年度
◆認定農業者数 人 11 2009 年度 14 17

認定農業者の数。２年間で１人の認定農業者の育成を目指します。

◆農産物ブランド対象種数 件 ２ 2009 年度 ３ ４

ブランド化できそうな農産物の種類の数。現状の２種類（桃、じねんじょ）から倍増の４種類を目指します。

●施策の展開方向
①�認定農業者・大規模
経営者の育成

水稲、野菜、果樹、花卉園芸などの認定農業者を育成し、未利用農地の斡旋な
どを行い、農地の利用集積化の推進と大規模経営者の健全経営を支援します。

②農業の担い手育成 農家の後継者の確保・育成や新規就農者の養成に努め、野菜農家育成に向け
たより実践的な農業講座を開催するなど、農業の担い手を育成します。

③�農産物ブランドの�
推進

果樹ジャムやじねんじょ「夢とろろ」をはじめとした犬山産の農作物を活用（加
工）した農産物のブランド化を推進します。

農業近代化資金等利子補給補助　農業者などが生産性の向上や農業経営の合理化に必要な施設資金などを融資機関から借り
た農業近代化資金及び農業一般資金に係る利子の補給補助を行う制度。

認定農業者　農業経営基盤強化促進法に基づく制度により農業者の農業経営改善計画が市の基本構想などの基準に適合した
農業者として、市が認定した者。

用語
解説
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３ 農地の活用 施策 093
＜農林治水課＞

●現状・課題
市内の農業振興地域内農用地は、ほ場整備※がほぼ完了した集団的な優良農地となっています。
しかし、農業従事者の減少や高齢化により農業の担い手が不足し、耕作放棄地や管理不十分な農地が

増加しています。また、今井地区で昭和 52 年に実施された今井開拓パイロット事業により 70ha 余り
の果樹園が造成され、ブドウや柿の栽培が行われていましたが、採算性や後継者不足などの理由から農
家も撤退し、現在では、大部分が耕作放棄地となっています。

このようななか、近年では野菜づくりを楽しむ人が増えてきており、また、平成 21 年の農地法改正
により企業も農業参入しやすくなり、農業を取り巻く環境も変わってきたことから今井開拓パイロット
を活用する新たな方策を打ち出す必要があります。

●目指す姿と目標指標
農業振興地域内の農用地が、食料の安定供給のための優良農地として、また、都市における貴重な緑

地空間や保水空間として役割を発揮し、有効に活用されています。

目標指標 現状値
目標値

単位 2016 年度 2022 年度
◆農用地内耕作放棄地 ha 65.3 2010 年度 57.5 49.7

農地パトロール（現地調査）による耕作放棄地の面積。毎年現状値の２％（1.3ha）の耕作放棄地の解消を目指します。

●施策の展開方向
①�耕作放棄地の解消と
有効活用

耕作放棄地の実態を的確に把握し、耕作できる人に斡旋するなど有効活用を
図ります。また、体験学習を通して、生命あるものを育てる仕事を知り、食
の大切さに気づき、自分自身の成長に気づく場となる教育ファームや観光農
園としての利用なども含め、農地の多面的な有効活用策を検討するほか、民
間企業による適正な農業参入を促進します。

②�今井開拓パイロット
の利活用

アンケートなどにより農地の利活用意向を把握し、グリーン・ツーリズム ※

や観光農園、市民農園としての活用を含め、長年にわたって耕作放棄されて
いる今井開拓パイロット内の農用地の利活用を図ります。

●重点事業

耕作放棄地解消事業 農地情報の電子化、農地基本台帳及び農地地図のシステム化を図ることで、耕作放
棄地の実態を的確に把握し、耕作できる人へ情報発信し、耕作放棄地を解消します。

ほ場整備　農地の基盤整備事業で、区画の規模・形状の変更、用排水、道路などの整備のほか、農地の利用集積や非農用地（道
路や水路など）の創出による土地利用の秩序化などを行う。

グリーン・ツーリズム　農山漁村地域において自然・文化、農林漁業とのふれ合いや人々との交流を楽しむ滞在型の余暇活動。

用語
解説
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まちににぎわいと活力をもたらす産業を盛り上げます 宣言4

基
本
構
想

序
　
論

基
本
計
画

参
考
資
料

４ 地産地消の推進 施策 094
＜農林治水課＞

●現状・課題
近年、食の安全・安心に対する意識が高まり、食料需給や環境問題なども含めて、地産地消※の重要

性が一層認識されています。これまで本市では、地元農産物を市内小中学校の給食に納入するためのシ
ステムづくりを行ってきました。納入量も増えて（平成 18 年度 2,686kg －平成 21 年度 12,916kg）
きていますが、小中学校の給食に使用する全体量からするとわずかな量にとどまっています。他にも朝
市の振興のための支援、農業講演会や農業実践講座の開催などを行ってきました。

このようななか、農業を取り巻く環境は一層厳しくなっており、農業経営においては機械を導入し大
規模に作付けしないと採算がとれなくなってきています。また、犬山の土地は畑作に向いていないとこ
ろが多く、農業者も高齢化してきています。このため、犬山特有の地産地消の推進や農産物の直売所の
設置などが求められています。

●目指す姿と目標指標
地域の生産者によって安全・安心な農産物が作られ、朝市や農産物直売所を通して地域の消費者に届

けられています。

目標指標 現状値
目標値

単位 2016 年度 2022 年度
◆学校給食での地元農産物使用量 ㎏ 12,916 2009 年度 13,800 14,600

学校給食における市内の朝市出店農家が生産・納品した地元農産物の使用量。毎年１％の増加を目指します。

◆農業実践講座の修了者数 人 274 2010 年度 520 760

野菜づくりの実践者を育成するための農業実践講座の修了者数。講座カリキュラムなどの充実を図り、毎年、過去８年
間の平均値以上の農業実践講座修了者数を目指します。

●施策の展開方向
①農業生産者の育成 安全・安心な地元農産物の供給に向けて、野菜農家の育成を目的とした農業

実践講座を実施し、農業生産者の育成や新規就農者の拡大を図ります。

②�地元農産物の消費�
促進

地場の農産物を地域の消費者に届けるため、直売所の設置を検討し、生産者
の販売場所の確保や朝市の活性化を支援します。また、小中学校の給食食材
として、地元農産物の利用を促進します。

③�農業に触れる機会の
確保

市民が自ら農産物の生産を行い、農業に触れることができ、農業の楽しさを
認識することができる市民農園の設置を進めるとともに、農業講演会や農業
実践講座を開催するなど、農業者と消費者や学校、行政などが一体となって、
市民が気軽に農業に触れることができる機会の確保・充実を図ります。

●重点事業

農業実践講座事業 安全・安心な地元農産物の安定供給に向けて、野菜農家を育成するための農業実践
講座を実施します。

地産地消　地域で作られた農産物・水産物をその地域で消費すること。用語
解説
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基本施策 10　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（宣言４）

商　業 １　魅力ある商業地の整備
２　中小商業者の育成

１ 魅力ある商業地の整備 施策 101
＜商工企業振興課＞

●現状・課題
商業は、都市を形成する重要な要素の一つです。しかし、モータリゼーション※の進行や郊外型大型

店舗への顧客の集中などにより、既存の商店街は衰退が進んでいます。
本市では、平成 12 年度から商店街の販売促進事業や街路灯電灯料などの支援、平成 13 年度より城

下町地区における空き店舗の活用への支援に取り組んでいます。
より魅力ある商店街づくりのため、市民と商店街、関係団体との協働によりまちの活性化を図り、既

存商店街のにぎわい創出に取り組むとともに、大型店舗の立地に対しては、地域商業の活性化・共存共
栄が図られるよう努める必要があります。

●目指す姿と目標指標
地域資源の魅力を活かした商業機能とともに、子育てや介護などの保健・医療・福祉サービスやコミュ

ニティ活動などの市民交流機能も備えた、集客性の高い魅力ある商業地が形成されています。

目標指標 現状値
目標値

単位 2016 年度 2022 年度
◆市内の商店（店舗）で買い物をする人
の割合 ％ 58.0 2010 年度 63.0 68.0

市民意識調査で『市内の商店（店舗）で買い物をしていますか。』の設問に対し、「はい」と回答した市民の割合。全世
代で市内の商店（店舗）で買い物をする人の割合を高めるため、年齢別の集計結果のうち最も高い世代（70 歳代 67.8％）
を上回ることを目指します。

◆市内の商店が魅力あると思う人の割合 ％ 21.5 2010 年度 30.0 39.0

市民意識調査で『市内の商店街には、商品（品揃えや価格など）だけでなく、お店の人や雰囲気、人が交流する場（子
育て、介護、コミュニティなど）としての魅力があると思いますか。』の設問に対し、「はい」と回答した市民の割合。
全地区で市内の商店が魅力あると思う人の割合を高めるため、地区別の集計結果のうち最も高い地区（池野地区 38.9％）
を上回ることを目指します。

●施策の展開方向
①商業機能の充実 おもてなしの心のある商業機能の充実に向けて、城下町地区を中心とした中心市街地や駅

周辺地区ではにぎわいの核を形成するとともに、地域では生活拠点として市民の交流や生
活サービス提供の場の導入を図ります。

②商店街の魅力づくり 県や犬山まちづくり株式会社、犬山商工会議所をはじめとする関係機関との連携のもと、
地域イベントなどとタイアップした活性化事業や空き店舗活用、商業団体等による販促活
性化事業などへの補助を活用し、地域の特性を活かした魅力ある商店街づくりを進めます。

③�犬山らしい特色ある
商業の振興

犬山市商工特産品協会をはじめとする関係機関と連携し、地酒や和菓子などの飲食料品、
犬山焼などの伝統工芸品、犬山の農産物など地場産品の流通拡大と地域ブランド化を促進
します。また、観光を含めた他産業と連携したイベントの開催による地場産業の普及啓発
や新たな地場産品の開発などを進め、犬山らしい特色ある商業を振興します。

●重点事業

空き店舗活用事業費�
補助事業

城下町地区の 10 指定地域における空き店舗などを活用する事業で、その経費の一
部の補助を実施します。

商業団体等事業費補助
事業

商業、サービス業を営む中小企業者を主たる構成員とする法人格を有する団体など
が実施する事業に要する経費の一部の補助を実施します。

モータリゼーション　自動車が大衆に広く普及し、生活必需品化する現象。用語
解説
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まちににぎわいと活力をもたらす産業を盛り上げます 宣言4
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２ 中小商業者の育成 施策 102
＜商工企業振興課＞

●現状・課題
本市の商業は、平成 19 年の商業統計調査によると商店数 642 で従業者数 3,947 人、年間商品販売

額 739 億 6,576 万円となっており、事業所の 66.5％が従業者数５人未満の小規模企業者となっていま
す。

これまで、融資資金の預託や信用保証料・融資利子補給などの助成制度や中小企業相談所の運営費補
助などに努めていますが、近年の景気悪化や地域間の競争が激しくなり、商業を取り巻く環境は厳しさ
を増しています。大型店や量販店など郊外型・沿道型の店舗の進出などにより顧客の流出が進むなど、
商店数は平成９年には 752 ありましたが、その数は減少を続けています。

商業の振興は、市民に豊かな生活をもたらすだけではなく、まちの魅力や活力をつくる重要な要素で
す。地域全体が活力あるまちになるように、国・県や犬山商工会議所などの関係機関との連携のもと、
社会経済の動向に合わせた取組みを推進し、中小商業者の育成を進めることが求められています。

●目指す姿と目標指標
中小商業者の経営の安定化・合理化が図られ、魅力ある商店づくりが進み、まちの産業が活性化し元

気あふれる地域となっています。

目標指標 現状値
目標値

単位 2016 年度 2022 年度
◆商店数 事業所 642 2007 年度 650 650

「商業統計調査」による商店数。現在、商店数が減少している実態に加えて、これからの超高齢社会の進展の中において、
生産年齢人口の増加による現状値の維持を目指します。

◆商工業融資件数 件 105 2010 年度 160 160

商工業振興資金の融資件数。社会経済の動向の影響が大きいため、過去５か年の融資件数の平均値を目指します。

●施策の展開方向
①�経営の安定化・合理
化の推進

中小企業の経営の安定化・合理化を進めるため、中小企業相談所の運営費補
助を行い、犬山商工会議所をはじめ関係機関と連携して、魅力ある商店経営
のための経営診断、指導、研修などの充実を図ります。

②融資制度の活用促進 国・県や関係機関との連携のもと、中小商業者の運転資金及び設備資金のた
めの融資資金の預託や信用保証料などの助成制度など、有効に活用できる取
組みを展開するとともに広く周知し、中小商業者の基盤強化並びに活性化を
図ります。

③中小商業者の育成 県や犬山まちづくり株式会社、犬山商工会議所をはじめとする関係機関との
連携や財政的な支援・協力のもと、経営・技術改善支援、創業者支援、ソーシャ
ルビジネス※支援、空き店舗活用支援、イベントの企画開催や交流の支援な
どを通して、中小商業者の育成を図るとともに、商店街などの組織基盤を強
化します。

ソーシャルビジネス　少子高齢化や環境など様々な社会的課題を、ビジネスとしての事業性を確保しながら解決しようとす
る活動。

用語
解説
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基本施策 11　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（宣言４）

工　業 １　中小企業の振興
２　工業用地の確保と企業誘致

１ 中小企業の振興 施策 111
＜商工企業振興課＞

●現状・課題
本市の工業は、平成 20 年の工業統計調査によると事業所数 250 で従業者数 12,877 人、製造品出荷

額等 4,515 億 5,934 万円となっており、事業所の 66.4％が従業者数 20 人未満の小規模企業者となっ
ています。

そのような中で、融資資金の預託や信用保証料・融資利子補給などの助成制度や中小企業相談所の運
営費補助などを行い、中小企業の振興に取り組んできました。

世界経済の国際化が進み、経済活動の機会が拡大する一方で、国際間・地域間の競争は激しさを増し
ており、また、平成 20 年の世界同時不況により経済情勢は大きな打撃を受け、本市でも事業所数が平
成 10 年には 309 事業所ありましたが、現在の事業所数まで減少し、今後の景気の先行きは不透明な状
況であり、工業を取り巻く環境は厳しさを増しています。

しかし、工業の振興は、地域経済の活性化のために重要な役割を担っており、中小企業の経営の安定化・
合理化を強化していくことが求められています。

●目指す姿と目標指標
設備の近代化や高度化などを含め、中小企業の経営力や技術力が向上し、まちの産業が活性化し元気

あふれる地域となっています。

目標指標 現状値
目標値

単位 2016 年度 2022 年度
◆事業所数 事業所 250 2008 年度 250 250

「工業統計調査」による事業所数。現在事業所数が減少している実態に加えて、これからの超高齢社会の進展の中にお
いて、生産年齢人口の増加による現状値の維持を目指します。

◆商工業融資件数 件 105 2010 年度 160 160

商工業振興資金の融資件数。社会経済の動向の影響が大きいため、過去５か年の融資件数の平均値を目指します。

●施策の展開方向
①�経営の安定化・合理
化の推進

中小企業の経営の安定化・合理化を進めるため、中小企業相談所の運営を補
助し、犬山商工会議所をはじめ関係機関と連携して、企業相談・指導体制の
充実を図るとともに、市内事業所への経営支援や技術改善のための支援など
に努めます。

②融資制度の活用促進 国・県や関係機関との連携のもと、中小企業者の運転資金及び設備資金のた
めの融資資金の預託や信用保証料などの助成制度など、有効に活用できる取
組みを展開するとともに広く周知し、中小企業者の基盤強化並びに活性化を
図ります。

③�伝統産業の振興・�
活性化支援

犬山焼や犬山の地酒をはじめとした地域産業資源を活用することにより、業
界や関係機関との農商工連携や創業支援、観光産業との連携の強化などに努
め、地域ブランド化を促進するなど伝統産業の振興・活性化に取り組みます。
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まちににぎわいと活力をもたらす産業を盛り上げます 宣言4
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２ 工業用地の確保と企業誘致 施策 112
＜商工企業振興課＞

●現状・課題
本市の工業は、昭和 30 年代後半から急速な発展をとげてきました。これは、名古屋内陸工業地帯の

外延化がこの時期に波及してきたことや、本市が昭和 34 年頃から積極的な企業受け入れ体制を整えて
きたことによるものです。

市内の工業用地としては、県企業庁の協力を得て、昭和 41 年から羽黒・楽田地区において、また、
平成 15 年から高根洞地内において工業用地の分譲を開始し、企業立地を積極的に促進しています。羽黒・
楽田地区の犬山市工業団地では 38 企業、高根洞地内の犬山高根洞工業団地では 10 企業が操業しており、
安定した雇用と地域経済の活性化につながっています。

地域経済を取り巻く環境が大きく変化し、地方分権が進展する中にあって、各自治体においては自立
に向けた健全な行財政基盤の確保が必要とされています。

将来に向けさらなる地域経済基盤の確立と雇用の確保のため、環境と調和した工業用地の確保と優良
な企業の誘致をしていくことが求められています。

●目指す姿と目標指標
新たな工業用地が確保され、優良企業の誘致や市内企業の工場の拡張などが進み、地域経済を支える

工業の振興が図られています。

目標指標 現状値
目標値

単位 2016 年度 2022 年度
◆公共により整備された工業用地面積 ha 92 2009 年度 92 122

県及び市により整備された工業用地と地区計画 ※ の算定により整備された工業用地の合計面積。これまでの製造出荷額
の伸び率を今後も確保するため必要な新しい工業用地の確保を目指します。

◆工業用地に立地した事業所数 事業所 48 2009 年度 48 54

工業用地に立地した事業所の数。新たに拡大した工業用地や、既存の工業用地で未利用な用地へ新しい事業所を誘致す
ることで、製造出荷額伸び率の確保を目指します。

●施策の展開方向
①工業用地の確保 総合計画（土地利用計画）のもとに工業用地の確保を図り、環境と調和した

工業団地の整備を進めます。

②企業の誘致 県や関係機関との連携のもと、地域の特性や強みを活かした優良企業の誘致
を促進するとともに、市内企業の工場拡張など地元企業の基盤強化を支援し
ます。また、企業誘致においては、国、県や関係機関との連携のもと有効な
助成制度の活用を図ります。

●重点事業

工業用地造成事業 新しい優良な企業を誘致するため、環境と調和した工業用地の整備を行います。

企業誘致推進事業 新たに拡大する工業用地や既存の工業用地で未利用な用地などへ、国や県との連携
のもと有効な助成制度の活用を図りながら、企業誘致を進めます。

地区計画　都市計画法に定められた制度で、地区の課題や特徴を踏まえ、住民と市町村が連携しながら、地区の特性にふさ
わしいまちづくりを誘導するための手法。

用語
解説
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基本施策 12　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（宣言４）

観　光 １　観光資源の整備・充実
２　観光宣伝・情報発信の充実
３　観光推進体制の充実

１ 観光資源の整備・充実 施策 121
＜観光課＞

●現状・課題
本市の観光客は、その約 60％が県内から、約 80％が中部地方からの観光客が占めており、その多く

が日帰りで訪れています。観光客による市内の経済効果を高めるには、名古屋から電車で 25 分、中部
国際空港から 55 分という交通の利を活かして、国内外を問わず宿泊客をいかに獲得するかが重要な課
題となっています。

そのためには、犬山城を中心とした歴史文化や自然、さらには公共施設・民間を問わず既存の多彩な
観光資源を活用した振興策の創造や新たな観光資源もさらに発掘し、観光客が市内の多くの観光施設を
訪れることにより滞在時間を延ばすなど、宿泊客を増やしていくための取組みを進めていくことが求め
られています。

●目指す姿と目標指標
それぞれの観光資源の魅力が増し、観光資源をめぐる滞在型の観光が定着しており、犬山城を中心と

した城下町地区が観光客でにぎわっています。

目標指標 現状値
目標値

単位 2016 年度 2022 年度
◆犬山城登閣者数 人 330,573 2009 年度 400,000 400,000

犬山城の年間登閣者数。年間 40 万人の水準を目指します。

◆木曽川うかい観覧者数 人 21,373 2009 年度 28,000 30,000

木曽川うかいの年間乗客数。年間３万人の水準を目指します。

●施策の展開方向
①�観光資源の魅力向上
と新たな資源の活用

犬山城を中心とした城下町地区の町並み、歴史、文化、伝統を活かした観光
客増加を図ります。新たな観光振興として、整備が進んだ電線類等の地中化
や道路の美装化により歩きやすくなった城下町地区や犬山遊園駅から犬山城
への桜並木の遊歩道など、歩いて楽しむことができるまちづくりを進めるほ
か、1300 年の歴史をもつ伝統文化である「木曽川うかい」や伝統的建造物
など「本物」を求めて訪れる人が増えるまちづくりを進めます。なお、鵜飼
については、老朽化した鵜管理事務所の改築にあわせ、鵜飼実演の機会や場
を設ける検討を行います。

②滞在型観光の推進 木曽川を軸とする広域観光連携により犬山での滞在時間を延ばすことで宿泊
客の増加を図ります。

③�観光地を結ぶ交通�
体系の整備

関係機関等と連携し、来訪者が犬山城を拠点として博物館明治村、野外民族
博物館リトルワールドや日本モンキーパークなど市内各地に点在している多
彩なテーマパークや四季折々の豊かな自然を楽しむことができ、円滑に観光
地間を移動できる環境の充実を図ります。また、駐車場が不足している場所
については、観光客用駐車場の充実を図ります。
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犬山城登閣者数の推移

木曽川うかい観覧者数の推移

（資料　観光課）

（資料　観光課）
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犬山城 木曽川うかい
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２ 観光宣伝・情報発信の充実 施策 122
＜観光課＞

●現状・課題
現在、市や犬山市観光協会では、主にパンフレットやホームページ、観光宣伝キャンペーンなどを通

して、観光宣伝の情報発信を行っています。
また、名古屋圏観光宣伝協議会や犬山・各務原広域観光推進協議会、木曽川夢空間事業連絡会など、

複数の市町で広域観光圏を形成することで、遠方都市や近隣市町への宣伝活動を行ってきました。近年
では、行政だけでなく、企業とも連携し犬山の宣伝を行っており、こうした活動によって徐々に認知度
は高まり、新規の観光客も増加傾向にあります。

しかし、都市間競争が激しさを増しており、他の観光地との差別化を図り、二度、三度と犬山を訪れ
たくなるように、多くの人々の注目を惹きつける新しい企画や、観光ＰＲ方法などの検討が課題となっ
ています。近年は、観光ニーズが多様化し、情報媒体も多様化・高度化しており、また、犬山へ観光に
訪れる人々の多くは、本市が平成 22 年度に実施した観光実態調査や市民意識調査によると、テレビ・
ラジオの紹介や旅行雑誌、インターネットなど様々な方法で事前に調べて訪れています。今後は、観光
客が求めるニーズを的確に把握するとともに、多様なメディアを有効に活用した効果的な情報発信が求
められています。

●目指す姿と目標指標
効果的に観光地犬山の宣伝や情報発信が行われており、新規の観光客も増加し、近隣、遠方を問わず

多くの観光客が訪れる観光地となっています。

目標指標 現状値
目標値

単位 2016 年度 2022 年度
◆ホームページ閲覧者数 人 6,392 2009 年度 9,000 12,000

市観光情報（犬山市観光協会）ホームページの１日の平均閲覧者数。携帯電話用ホームページによる情報発信の充実を
図ることで、年平均５％増のアクセス数を目指します。

●施策の展開方向
①�観光宣伝・情報発信
の充実

犬山観光に関するホームページを拡大、充実したり、多様なメディアを活用し、
より積極的な情報発信に努めます。また、ビジットジャパンキャンペーン ※

の目標に向け、外国人観光客の誘致に向けた海外への情報発信などインバウ
ンド誘致活動※を推進します。

②�広域観光圏における
誘客活動

名古屋圏観光宣伝協議会、犬山・各務原広域観光推進協議会、木曽川夢空間
事業連絡会などの広域観光圏による事業の実施を通して、観光客の集客や海
外でのインバウンド誘致活動を積極的に進めます。

③�「犬山ブランド」の
確立

犬山観光のブランド力を高めるとともに、効果的に新しい企画を実施するこ
とでマスコミへの掲載を拡大するなど、県外での犬山の認知度や知名度を高
め、イメージアップを図ります。

●重点事業

「犬山ブランド」推進
事業

県外での認知度や知名度を高めるため、新たな企画を実施することでマスコミへの
掲載を増強し、犬山の歴史、文化を活かした観光ＰＲを国内外に向けて実施します。

ビジットジャパンキャンペーン　国（国土交通省）が主導する外国人旅行者の訪日推進キャンペーン。
インバウンド誘致活動　外国人旅行者の訪日推進活動全般を指す。

用語
解説
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３ 観光推進体制の充実 施策 123
＜観光課＞

●現状・課題
本市が実施した観光実態調査（平成 22 年度）の結果から、観光のきっかけとなるのは、家族や友人・

知人からの紹介のほか、前回訪問時の印象が大きく影響していることがわかります。
また、訪問時の印象として、目的地の周辺まではたどり着くことができても、駐車場の場所がわから

なかったり、入口が目立たなかったり、道路や建物などの形状が変わっていたりなどで、迷うことが多々
あるとの意見も多く、効果的な案内看板の設置や観光案内所でのきめ細かい対応をしていくことが必要
です。

また、専門性が高いボランティアガイドの育成や、城下町地区などを散策する際に課題となっている
観光客向けの休憩・食事場所の確保なども求められています。

●目指す姿と目標指標
案内看板や観光案内所を利用して、観光客が不便を感じることなく犬山観光を楽しむことができます。

また、質の高い観光案内をいつでも聞くことができるようになっています。

目標指標 現状値
目標値

単位 2016 年度 2022 年度
◆観光案内所の利用者数 人 75,006 2009 年 12,000 12,000

市内２箇所（犬山駅構内・城前広場）に設置されている観光案内所の利用者数。観光案内所の利便性を高めることによ
り利用者の拡大を図り、城下町地区を訪れる観光入込客数の 30％を目指します。

◆ボランティアガイドに対する満足度 ％ 80.0 2009 年 85.0 100.0

来訪者意識調査で『ボランティアガイドを利用した感想』に関する設問に対し、「満足」又は「どちらかといえば満足」
と回答した来訪者（ボランティアガイド利用者）の割合。ボランティアガイドの育成により、観光客の満足度 100％を
目指します。

●施策の展開方向
①�わかりやすい看板の
設置

文字の大きさや色、絵や図の挿入、多言語表記などの工夫を行い、高齢者や
障害者、外国人にもわかりやすい統一した案内看板を効率的に設置します。

②観光案内所の充実 様々な観光客の要望に応えられる、きめ細かな対応ができるように観光案内
所の機能の強化やスタッフを増員するとともに、観光マップの充実を図りま
す。

③�ボランティアガイド
の充実

ボランティアガイドの知識や話術の向上を図ることに加え、海外からの観光
客にも満足していただけるように、通訳ボランティアガイドを育成し、受入
れ態勢を充実させます。

④接客術の向上 犬山に来訪した観光客へのおもてなしを強化するため、観光業に携わる人々
の接客マナーの向上を図り、観光客による口コミ宣伝の効果を引き出します。

⑤�休憩・食事場所の�
充実

城下町地区における休憩・食事場所を掲載したマップ作成や雑誌、ホームペー
ジを通じた様々な店舗紹介のほか、飲食店とタイアップしたサービスを行い、
様々な方法での各店舗への誘客に努めます。また、来訪者が増加するキャン
ペーン時などには臨時の店舗を設置するなど、来訪者の利便性を高める休憩・
食事場所づくりを進めます。
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基本施策 13　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（宣言４）

勤　労 １　雇用環境の向上
２　勤労者福祉の充実

１ 雇用環境の向上 施策 131
＜商工企業振興課＞

●現状・課題
市内の事業所に従事している従業者は、事業所・企業統計調査によると平成８年度 33,918 人から平

成 18 年度 33,296 人となっており、大幅な増減はありませんが、将来的には超高齢社会が進み、労働
者人口の減少が予測されています。

また、近年、グローバリゼーション※ や情報化の進展などによる産業構造の変化、フリーター※やニー
ト※の増加、非正規雇用や外国人労働力の増加など雇用形態の多様化による賃金格差の拡大など、雇用
環境は大きく変化しています。

本市では、こうした環境の変化の中にあっても、誰もが安心して働くことができる雇用環境を確保す
るため、雇用情報の提供やキャリア形成※機会の創出、勤労者一般退職金共済などの加入促進の支援な
どに努めてきました。

これからも安定した雇用の確保と勤労者福祉に関する制度の周知・啓発を図るとともに、仕事と生活
の調和を確保するワーク・ライフ・バランス※の推進などにより、市民一人ひとりが働きやすい環境整
備をしていくことが求められています。

●目指す姿と目標指標
性別や年齢を問わず市民の勤労意欲に応じて、誰もが働きやすい雇用環境が整っています。

目標指標 現状値
目標値

単位 2016 年度 2022 年度
◆従業者総数 人 33,296 2006 年度 33,500 35,000

「事業所・企業統計調査」による従業者総数。工業用地の拡大などにより新しい事業所を誘致することで従業者数の増
加を目指します。

◆仕事と生活の調和がとれていると思う
市民割合 ％ 54.8 2010 年度 62.5 70.0

市民意識調査で『仕事と生活の調和がとれていると思いますか。』の設問に対し、「はい」と回答した働いている市民の
割合。全世代で仕事と生活の調和を高めるため、年齢別の集計結果のうち最も高い世代（29 歳以下 ･69.6％）を上回
ることを目指します。

●施策の展開方向
①雇用の確保 地元企業の振興を図るとともに、企業誘致の促進や工業団地の整備を推進す

ることにより、雇用の場の確保に努めます。

②雇用の支援 関係機関や企業との連携のもと、フリーターやニートなど、若年者や女性、
高齢者、障害者などへの雇用情報の提供やキャリア形成機会の創出など、雇
用の支援に取り組みます。

③雇用環境の整備 事業者に対する人材活用や継続雇用制度、育児・介護休業制度の周知と啓発
を図るとともに、ワーク・ライフ・バランスを推進し、雇用環境の向上に取
り組みます。
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グローバリゼーション　経済、文化、政治、環境問題など人類の活動とその影響が、国家や地域の境界を超え、地球規模で
一体化していく現象のこと。

フリーター　日本で正社員以外の就労形態（アルバイトやパートタイマーなど）で生計を立てている人を指す言葉。和製の
造語（「フリーランス・アルバイター」の略称）。

ニート　「仕事につかず、就学もしていないし、就労のための訓練も受けていない人」Not in Employment, Education 
or Training の略称。

キャリア形成　労働者が自らの職業生活設計に即して必要な職業訓練などを受ける機会が確保され、必要な実務経験を積み
重ね、実践的な職業能力を形成すること。

ワーク・ライフ・バランス　「仕事と生活の調和」の意味で、働きながら私生活も充実させられるように職場や社会環境を
整えること。

用語
解説

●重点事業

工業用地造成事業 新しい優良な企業を誘致するため、環境と調和した工業用地の整備を行います。

企業誘致推進事業 新たに拡大する工業用地や既存の工業用地で未利用な用地などへ、国や県との連携
のもと有効な助成制度の活用を図りながら、企業誘致を進めます。

事業所数 従業者数

0

1,000

2,000
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4,000
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6,000

7,000

0

6000

12,000

18,000

24,000

30,000

36,000

42,000
（人）

3,134
2,891

29,840

平成8年 平成11年 平成13年

3,061

平成16年

2,724

29,871

平成18年

2,817

33,918 33,097 33,296

事業所数及び従業者数の推移

（資料　事業所・企業統計調査）
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２ 勤労者福祉の充実 施策 132
＜商工企業振興課・社会教育課＞

●現状・課題
本市では、企業、勤労者、行政が一体となって、勤労者福祉の取組みを推進するための指針となる愛

知県勤労者福祉推進ビジョンに基づき、継続雇用制度等の普及や効果的な福利厚生制度の充実・支援な
どの取組みを進め、勤労者の就業環境の向上に努めてきました。

一方、平成 18 年の事業所・企業統計調査によると、本市においては、従業者数 10 人未満の事業所
が全体の 79.4％を占めており、このような小規模事業所は大規模事業所と比べると景気動向の影響を
受けやすく、また、福利厚生など勤労者福祉の面でも格差が大きいと言われています。

このため、市民が働きやすい環境を整備し、ゆとりある生活が実現されるよう、勤労者福祉を一層充
実していくことが求められています。

また、勤労青少年ホームでは、勤労青少年の余暇活動の充実をサポートするため、料理、着物の着付け、
茶道、華道などの教養講座やクラブ活動などを開催していますが、全体の利用では勤労青少年の利用割
合が低く、特に男性の利用が少ない状況となっているため、施設の活用促進を図ることが必要です。

●目指す姿と目標指標
勤労青少年ホームが勤労者や青少年の余暇活動に有効に活用されるなど、勤労者福祉が充実し、勤労

者が働きがいや生きがいを実感しています。

目標指標 現状値
目標値

単位 2016 年度 2022 年度
◆労働相談の開設日回数 回 12 2010 年度 12 24

勤労者福祉に関する労働相談の開設日の回数。現在の月１回の開催から、従業者数の増加に伴う相談実態に合わせて月
２回の開催を目指します。

◆勤労青少年ホーム教養講座開催日数 日 90 2009 年度 100 110

勤労青少年を対象に実施する教養講座の開催日数。お茶やお花など文化的な講座以外に、新たな講座の充実を図り、講
座開催日数 110 日を目指します。

●施策の展開方向
①�勤労者融資制度の�
活用

勤労者生活資金や住宅資金融資制度などの勤労者融資制度の活用に取り組み
ます。

②�勤労者福祉制度の�
周知と啓発

関係機関や企業と連携し、各種共済事業の充実や中小企業退職金共済制度の
加入など、勤労者福祉制度の充実を図るとともに、制度の有効活用に向けた
周知・啓発に取り組みます。

③�勤労青少年ホームの
有効活用

勤労青少年のニーズを反映した教養講座やクラブ活動の充実に努めるなど、
勤労青少年ホームの有効活用を図ります。中でも、男の料理教室、スポーツ
系の教室など男性が参加しやすい講座を開催していきます。
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誰もが安心して暮らせるまちをつくります

宣言５

14
15

16
17

18 社会保障

障害者 ( 児 ) 福祉

子育て支援

高齢者福祉

地域福祉

宣言１

１ 健康

２ 医療

宣言４

宣言３

６ 市民協働

８ 平和 ･ 共生

宣言９

宣言 10

宣言７

24 公園緑地 ･ 緑化

25 環境衛生

宣言８

28 道路 ･ 橋りょう

30 住宅 ･ 宅地

29 公共交通

宣言２

３ 行政運営

５ 財政運営

宣言６

20 防犯 ･ 交通安全

21 防災

22 消防 ･ 救急

宣言 5

次代を担う子どもを生み育てやすく、また、子どもが健やかに成長でき、高齢者や
障害者が生活の不安を感じることがないよう、地域での支え合いを通じて、誰もがい
つまでも安心して暮らせる環境を整えます。

９ 農業

12 観光

34 社会教育

33 学校教育

35 スポーツ
37 文化



96

基本施策 14　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（宣言５）

地域福祉 １　福祉の心の醸成
２　地域福祉推進体制の充実
３　地域福祉施設の整備

１ 福祉の心の醸成 施策 141
＜福祉課＞

●現状・課題
少子高齢化の急速な進行、家族形態の多様化、価値観の変化などにより、地域福祉の基盤となる地域

における人と人とのつながりや、助け合い、支え合いは弱体化しています。
一方、地域における社会貢献活動などへの参画意識の高まりから、ボランティアなど市民の自主的な

活動が活発になってきています。
こうした状況のなか、犬山市社会福祉協議会をはじめ福祉関係団体などが福祉の心の醸成に向けた普

及・啓発活動に取り組んでおり、各種講座やボランティア活動、体験活動などを通して、福祉の心を育
む機会を市民に提供しています。

また、学校においても、社会奉仕体験活動や総合的な学習の時間の中などで施設訪問やボランティア
活動など福祉の心を養う学習や実習に取り組んでおり、その重要性は一層高まっています。

地域社会は、高齢者や障害者、子どもなど、多様な人々で構成されています。
誰もが安心して生活できる環境にしていくためには、助け合い、支え合う思いやりの心を醸成し、豊

かな福祉社会を創造していくことが必要です。

●目指す姿と目標指標
高齢者や障害者などわけへだてなく共に生きる心情と理念を育むことにより、福祉活動について関心

を持ち、実践する人が多くいます。

目標指標 現状値
目標値

単位 2016 年度 2022 年度
◆福祉教育参加延べ人数 人 2,135 2009 年度 2,440 2,700

犬山市社会福祉協議会が行う福祉実践教室と福祉体験学習の参加延べ人数。福祉実践教室など福祉教育の充実や啓発を
推進し、過去４年間の実績における最高参加者数を上回る 2,700 人を目指します。

◆福祉ボランティア登録人数 人 1,033 2009 年度 1,240 1,420

犬山市社会福祉協議会のボランティアセンターに登録している福祉ボランティアの人数。過去３年間の平均増加人数を
上回る毎年 30 人程度の増加で合計 390 人増を目指します。

●施策の展開方向
①福祉教育の推進 学校教育でも福祉の心の醸成が必要であるため、各小中学校での福祉実践教

育への講師派遣などに力を入れ、福祉教育を支援します。また、大学生など
を対象とした福祉ボランティア学習についても関係機関と連携して実施しま
す。

②�ボランティアの確保・
養成

犬山市社会福祉協議会によるボランティアセンターの活動支援や手話及び要
約筆記、点字などの福祉ボランティアを養成する事業などを実施します。また、
今後の有力な地域福祉の担い手として期待される団塊の世代の中から、ボラ
ンティアリーダーの育成に努めます。

③�犬山市社会福祉協議
会との連携

「福祉の心の醸成」を中核的に担う犬山市社会福祉協議会とより一層連携して
事業を進めます。
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２ 地域福祉推進体制の充実 施策 142

＜福祉課・長寿社会課＞

●現状・課題
本市では、犬山市高齢者福祉計画（平成 21 年度～平成 23 年度）や犬山市障害者基本計画（平成 19

年度～平成 23 年度）などの策定を通して、保健・医療・福祉の連携を図り、市民と行政の協働による
福祉推進ネットワークの確立に向けた取組みを進めています。

地域でのつながりが希薄となる中で、自助・共助・公助の考え方に基づき、家族や地域で支え合い、
助け合っていくことの大切さも一層認識されてきています。そのため、行政、犬山市社会福祉協議会、
民生児童委員、町内会などとの協力体制を構築するとともに、市民一人ひとりに自助・共助・公助の考
え方をさらに浸透させながら、市民同士が支え合い、身近な地域で多様な福祉サービスを利用でき、安
心とぬくもりを感じながら暮らしていける体制づくりを進めていくことが求められています。

●目指す姿と目標指標
市民が地域福祉活動に主体的に参加・協力し、みんなで支え合って暮らしています。

目標指標 現状値
目標値

単位 2016 年度 2022 年度
◆民生児童委員による相談・支援延べ�
件数 件 2,825 2009 年度 3,000 3,200

民生児童委員の活動記録票の集計数。過去５年間の平均増加件数を上回る毎年 30 件程度の増加で合計 380 件増を目指
します。

◆災害時要援護者台帳登録人数 人 ― 2009 年度 1,900 2,150

犬山市災害時要援護者支援計画に基づく台帳に登録した人数。地域の支援者との連携を進め、支援体制の強化を図りな
がら、先進自治体の登録率を参考とし、平成 22 年度対象者の半数にあたる 2,150 人を目指します。

●施策の展開方向
①�地域支援ネットワー
クの構築

誰もが住み慣れた地域で安心して生活ができるように、行政、犬山市社会福
祉協議会、民生児童委員、町内会、ボランティア、市民活動団体などとの協
力体制の構築に努めます。また、高齢者や障害者など災害時に自力で避難す
ることが困難な人に対して、地域支援者と連携しながら支援する体制をつく
り、登録者を広げていきます。

②�犬山市地域福祉計画
の策定

市民の主体的な参加により、地域福祉を総合的に推進する上で基本となる犬
山市地域福祉計画の策定を目指します。

●重点事業

災害時要援護者避難�
支援事業

災害時に自力で避難することが困難な人を事前に把握しながら台帳を作成し、台帳
登録者の増加を目指します。また、制度内容の見直しを行うとともに、その情報を、
行政、関係団体、地域などが共有することにより一体となって支援します。
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３ 地域福祉施設の整備 施策 143
＜福祉課・長寿社会課＞

●現状・課題
福祉会館は、城下町地区に昭和 45 年に建築され、各種市民団体などの福祉活動や学習・集会の場を

はじめ、犬山市社会福祉協議会や中央児童館、長寿館が併設され、デイサービス事業や各種相談事業な
ど幅広いサービスを提供する施設として使用されています。また、地域の避難所としても位置づけられ
ています。近年は、設備の老朽化が進行し、施設の維持管理が困難になっています。また、城下町地区
を訪れる観光客の増加に伴う交通渋滞の発生や駐車場の不足、景観的な問題などの視点からも福祉会館
の移転が提案されています。

また、養護老人ホームは、昭和 51 年に移転建築された施設であり、便所や浴室をはじめ施設内のバ
リアフリー化がされておらず、空調などの設備も改修が必要となっています。

そのため、それぞれの施設の利用者や入所者のニーズに応えた機能を組み込んだ複合的な福祉施設の
整備に向けて検討を進めていくとともに、年齢や身体能力など様々な状況にある誰もが、社会に参画し、
活動できる環境を整えていく必要があり、ユニバーサルデザイン※に配慮した施設の整備や改修を進め
ていくことが求められています。

●目指す姿と目標指標
新たな福祉施設が整備されるなど地域福祉を支える環境整備が進み、市民誰もが快適に福祉サービス

を受けることができるようになっています。

目標指標 現状値
目標値

単位 2016 年度 2022 年度
◆福祉会館の移転 ％ － 2010 年度 － 100.0

福祉会館の多様な業務や機能を目的別に集約し、利用者の利便性を向上するための機能の分散移転を目指します。

◆養護老人ホームの整備方針の決定 ％ － 2010 年度 － 100.0

平成 34 年度（2022 年度）までに養護老人ホームの整備方針を決定することを目指します。

●施策の展開方向
①福祉会館の移転 施設利用者の意向などへも配慮しながら、福祉会館内に混在する様々な業務

や機能を目的別に集約して複数の施設へ分散することも考えながら、現在地
からの移転を進めます。

②�養護老人ホームの�
整備

養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を基に、入所者が必要とする機
能を充実させるため、養護老人ホームの整備について、施設の複合化も含め
検討を進めます。併せて、高齢者福祉サービスの充実や世代間交流の促進を
図るため周辺の保育施設などとの連携を強化するなど、エリアの整備を検討
していきます。

●重点事業

福祉会館移転事業 建築後 40 年を経過した建物で、老朽化も進んでいます。加えて、城下町地区を訪
れる観光客の増加による駐車場の不足や景観的な問題などの視点からも、現在地か
らの移転を進めます。

養護老人ホームの整備 昭和 51 年に建築された養護老人ホームの老朽化に対応するため、施設の複合化も
含めた整備を検討します。

ユニバーサルデザイン　文化・言語・国籍の違い、老若男女といった差異、障害・能力の如何を問わずに利用することがで
きる施設・製品・情報の設計（デザイン）。

用語
解説
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基本施策 15　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（宣言５）

高齢者福祉
１　高齢者の生きがいづくりと社会参加
２　高齢者福祉サービスの充実
３　地域包括ケア体制の確立
４　介護保険サービスの提供

１ 高齢者の生きがいづくりと社会参加 施策 151

＜長寿社会課＞

●現状・課題
今後、ますます高齢化が進展する中で、団塊の世代の大量退職なども進み、高齢者が持つ豊かな知識

や技術、経験などを有効な社会資源として活用していくことが重要です。こうした資源の活用の場を提
供することが、高齢者の生きがいづくりと社会参加につながり、自立した高齢者の増加も期待できます。

また、生涯学習やスポーツなども、高齢者の生きがいづくりにつながる重要なものです。生きがいを
持つことで、心身ともに健康を保持・増進することができ、介護予防にもつながります。

そのため、社団法人犬山市シルバー人材センターや老人クラブの円滑な運営のための支援や、各地区
の老人クラブの活動に対し、指導や援助を行っています。

今後も、高齢者の生きがいづくりと社会参加への支援や、生涯学習やスポーツの促進を積極的に行っ
ていくことが求められています。

●目指す姿と目標指標
就労対策、社会参加への支援、生涯学習やスポーツの促進など総合的な取組みが進められ、高齢者が

生きがいを持って地域で安心して暮らしています。

目標指標 現状値
目標値

単位 2016 年度 2022 年度
◆社団法人犬山市シルバー人材センター
会員数 人 975 2009 年度 1,060 1,080

高齢者への就業の提供及び健康増進と社会交流を図る社団法人犬山市シルバー人材センターの会員数。平成 21 年度の
加入率（会員／ 60 歳以上人口）4.2％を維持することで、会員数の増加を目指します。

◆老人クラブ会員数 人 3,021 2009 年度 3,350 3,400

犬山市老人クラブ連合会加入の老人クラブ会員数。平成 21 年度の加入率（会員／ 60 歳以上人口）13.3％を維持する
ことで、会員数の増加を目指します。

●施策の展開方向
①�高齢者の生きがいづ
くりの支援

社団法人犬山市シルバー人材センターや老人クラブが円滑に事業運営できる
よう援助し、就労機会の提供や社会奉仕活動の推進などを通して、高齢者の
生きがいづくりを支援します。

②�高齢者の社会参加の
促進

市民活動団体などとも協働し、高齢者自らが積極的に学んだり、個性や能力
を伸ばしたり、地域社会において豊富な知識や経験を活かして活躍できる場
や機会を確保して、高齢者の社会参加を促進します。

③�高齢者の生涯学習・
スポーツの促進

市民総合大学を中心とする生涯学習事業や、さくら工房におけるものづくり
講座など、高齢者の生きがいづくりの一助として参加を促進します。また、
身近な地域で、年齢を問わず誰もができるスポーツを楽しめるようスポーツ
教室への参加を推進します。
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２ 高齢者福祉サービスの充実 施策 152
＜長寿社会課＞

●現状・課題
高齢者が住み慣れた地域で生活していくためには、日常生活上の不安解消に向けた支援や介護予防の

取組みが必要であるとともに、要介護状態に陥った場合にも、介護保険のサービス以外で、在宅介護の
負担を軽減することができる支援などが必要とされています。

そのためには、高齢者が、それぞれの身体状況や生活状況に応じた適切な支援を受けることができる
よう、高齢者福祉サービスの一層の充実を図っていくことが求められています。

今後、高齢化が急速に進み、ひとり暮らし高齢者や高齢者のみ世帯の増加が見込まれるため、高齢者
福祉サービスの内容や利用対象者、事業の効果的な周知方法などについての検討と、地域における見守
り体制の強化を進めていく必要があります。

●目指す姿と目標指標
各種の高齢者福祉サービスの利用と、地域コミュニティやボランティアなどによる見守り体制の強化

により、高齢者が住み慣れた地域で安心して生活しています。

目標指標 現状値
目標値

単位 2016 年度 2022 年度
◆高齢者食事サービス※利用者数 人 52 2009 年度 60 65

65 歳以上のひとり暮らし高齢者又は高齢者のみ世帯に食生活の改善と安否確認のため昼食を配達する高齢者食事サー
ビスの利用人数。過去３か年の最高値の水準を目指します。

◆ひとり暮らし高齢者安否確認対象者 人 159 2009 年度 200 240

虚弱なひとり暮らし高齢者で安否確認申請がなされ対象となった人数。過去３か年の最高値の水準を目指します。

●施策の展開方向
①�ひとり暮らし高齢者
などの生活支援の�
充実

高齢者食事サービスやひとり暮らし高齢者安否確認事業※、緊急時に消防署
へ通報できる緊急通報事業※などの高齢者福祉サービスについて、広報周知
を進め、利用の促進を図ります。併せて、高齢者一人ひとりに合ったサービ
スを提供することで、安心して自立した生活を営めるように、サービスの内
容などについて随時見直しを進め、充実を図ります。

②�高齢者の見守り体制
の強化

民生委員や高齢者あんしん相談センター職員が訪問する安否確認調査の充実
を図るとともに、高齢者の生活を地域で支えるため、高齢者あんしん相談セ
ンターが中心となって、近隣住民、町内会、ボランティア、市民活動団体な
どと連携し、高齢者それぞれの状況に応じた見守り支援体制を強化します。

高齢者食事サービス　食生活への援助や見守りが必要な方に、食事の提供と安否確認、配達時の声かけ等のふれあいによる
孤立感の解消のため、昼食を配達するサービス。

ひとり暮らし高齢者安否確認事業　虚弱なひとり暮らし高齢者の安否確認のため、週３回牛乳などを配達する事業。
緊急通報事業　身近に協力者を確保した方に対して、緊急時に消防署へ通報が可能な機器を貸与する事業。

用語
解説
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３ 地域包括ケア体制の確立 施策 153
＜長寿社会課＞

●現状・課題
高齢期になっても安心して在宅で生活するためには、地域で保健・医療・福祉・介護のサービスが切

れ目なく提供され、地域ぐるみで高齢者の生活全般を支えていく地域包括ケアシステムの整備が必要と
なります。

現在、地域ケアの核として設置している地域包括支援センターに、平成 22 年度からはこれまでの在
宅介護支援センターが培ってきた総合相談支援業務や、緊急時に 24 時間対応できる機能を統合し、市
民にわかりやすい機関とするために「高齢者あんしん相談センター」と愛称をつけ、地域住民の保健・
医療・福祉の向上や、虐待防止、介護予防マネジメントなど総合的な支援を行っています。

今後も、高齢者あんしん相談センターを中心としたワンストップ※ によるケアマネジメント※や総合
相談の体制を強化するとともに、地域にある社会資源と相互にネットワークされた支援体制を確立して
いくことが求められています。

●目指す姿と目標指標
高齢者あんしん相談センターを中心としたワンストップによるケアマネジメントや総合相談体制とと

もに、地域の保健・医療・福祉に関する各資源とのネットワーク化による支援体制が確立され、高齢者
が安心して在宅で生活しています。

目標指標 現状値
目標値

単位 2016 年度 2022 年度
◆高齢者あんしん相談センター相談件数 件 4,428 2009 年度 4,960 5,180

来所・電話・訪問の相談援助実績。過去３か年の相談割合（相談件数／高齢者人口）24％から目標値を設定し相談体制
の充実を目指します。

◆認知症サポーター※の人数 人 805 2009 年度 2,070 3,080

認知症サポーター養成講座を受講した人数。サポーター１人当たりの高齢者人口の目標値を平成 28 年度（2016 年度）
は 10 人、平成 34 年度（2022 年度）は７人として目標値を設定し認知症サポーターの養成を目指します。

●施策の展開方向
①�保健・医療・福祉サー
ビスの連携の充実

高齢者の相談などに適切に対応するため、地域の医師会、歯科医師会、薬剤
師会や、介護保険・高齢者福祉サービス関係者などとの協力・連携体制を強
化し、早期段階の認知症の発見に加え、相談時に的確な対応や支援ができる
体制を確立します。

②�高齢者あんしん相談
センターの機能充�
実

認知症高齢者や高齢者虐待などの問題に適切に対応するため、介護予防ケア
マネジメント業務、総合相談支援事業、虐待防止・権利擁護業務や包括的・
継続的ケアマネジメント支援事業などを実施する高齢者あんしん相談セン
ターを中心に、在宅介護相談協力員との連携体制の強化や総合相談対応職員
の確保を進めます。また、地域において認知症を理解し、認知症の人や家族
を見守る認知症サポーターを増やします。

●重点事業
高齢者あんしん相談�
センター事業

高齢者が住み慣れた地域で安心して生活できるよう、高齢者あんしん相談センター
の機能を強化し、医療や福祉、介護などの生活支援サービスが包括的・継続的に提
供できる体制づくり（地域包括ケア）の実現を図ります。

ワンストップ　一度の手続（単独の窓口）で、必要となる関連手続をすべて完了すること。
ケアマネジメント　利用者や家族が必要とする各種サービスを組み合わせ、評価・調整・管理をすること。
認知症サポーター　認知症について正しい知識を持ち、認知症の人や家族を見守ることで暮らしやすい地域をつくっていく人。

用語
解説
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４ 介護保険サービスの提供 施策 154
＜長寿社会課＞

●現状・課題
高齢化の進行に伴い、介護を必要とする高齢者が増加している中で、介護保険サービスについては、

特別養護老人ホームや地域密着型サービス※の整備を進めてきました。
高齢者が住み慣れた地域で安心して生活を送るためには、要支援認定者など介護状態の比較的軽い高

齢者の状態が悪化、重度化しないように、身体能力の維持と改善に向けた介護予防の取組みや、増加す
る認知症高齢者への対応が重要となります。

状態が悪化した場合でも、可能な限り生きがいやゆとりを持った生活を送ることができるようにする
ため、引き続き介護保険サービスの必要量を的確に把握して、基盤整備を進めていく必要があります。

また、利用者の安心を確保するために、介護保険サービスの質の向上への取組みも重要となっていま
す。

●目指す姿と目標指標
介護保険サービスについて量も質も充実し、高齢者が住み慣れた地域で安心してゆとりを持った生活

を送っています。

目標指標 現状値
目標値

単位 2016 年度 2022 年度
◆介護保険サービス利用者数 人 1,614 2009 年度 1,885 2,155

介護認定を受けサービスを利用する人数。平成 20 年度と平成 21 年度の伸び率（2.8％）から目標値を設定し、サービ
スの充実を目指します。

◆介護相談員受入事業所数 箇所 42 2009 年度 45 50

市内の介護保険サービス事業所のうち介護相談員の派遣を受入れた事業所数。犬山市介護保険事業計画に基づき整備を
進め、８箇所の新規受入れを目指します。

●施策の展開方向
①�介護保険サービスの
充実

利用者の増加に対応できるよう、３年ごとに策定する犬山市介護保険事業計
画において、介護保険事業の枠組みや目標について、市民ニーズを踏まえな
がら適切に設定し、介護保険サービスの充実を図ります。

②�介護保険サービスの
質の向上

相談員が介護保険サービス事業所を訪問し、利用者からの疑問、不満及び不
安の解消を図る介護相談員派遣事業により、介護保険サービスの質の向上を
図ります。また、介護保険サービス事業者を対象に介護保険に関する知識や
質の向上を目的とした介護サービス事業者協議会を設置し、介護保険制度に
関する情報提供を行い、事業者間の連携の強化を図るとともに、事業所を訪
問して、介護保険サービス内容などの調査や指導を実施します。

地域密着型サービス　住み慣れた地域での生活を支えるためのサービスで平成 18 年４月に創設され、原則市民のみが利用
でき、市が指定・指導監督の権限を持つ。

用語
解説
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誰もが安心して暮らせるまちをつくります 宣言5

基
本
構
想

序
　
論

基
本
計
画

参
考
資
料

基本施策 16　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（宣言５）

子育て支援 １　地域における子育て支援
２　保育サービスの充実
３　子どもを育む環境整備

１ 地域における子育て支援 施策 161
＜子ども未来課＞

●現状・課題
本市では、子育て支援センターを開設し、子育て相談の実施や子育て情報の提供など子育て支援の取

組みを進めてきました。
しかし、核家族化や地域の連帯意識の希薄化が問題視されるようになって久しく、子育て家庭におい

ては、子育てに対する不安や負担感が増しています。
子育てと仕事が両立でき、子どもたちが地域で健やかに育つためにも、地域と行政が連携して、子育

てがしやすい地域環境づくりを進める必要があります。具体的には、地域における人的・物的な資源を
活かした子育て支援を展開することにより、子育てへの不安や負担を軽減し、誰もが安心して子育てが
でき、子どもが健全に育成される環境を確保していくことが求められています。

●目指す姿と目標指標
地域と行政との連携により、子育てに関する支援体制が充実し、子育て家庭が孤立や負担を感じるこ

となく、安心してゆとりを持って子育てをしています。

目標指標 現状値
目標値

単位 2016 年度 2022 年度
◆地域子育て支援拠点施設利用者数 人 45,211 2009 年度 45,500 45,500

子育て支援の拠点となる 10 施設の年間延べ利用者数。乳幼児数は年々減少していくことが予測されるが、利用者数は
直近の利用実績数の維持を目指します。

◆ファミリー・サポート・センター※援
助会員数 人 546 2009 年度 580 610

ファミリー・サポート・センター事業の援助会員数。年度により依頼件数は増減するものの、いつでも対応できるよう
にするため、直近の登録者数から算出した５人程度の増加を毎年目指します。

●施策の展開方向
①�子育て支援の拠点�
機能の充実

児童館・児童センターの子育て広場ぽんぽこや犬山市子育て支援センターな
どの拠点施設において、子育て親子の遊び場・交流の場の提供、子育てに関
する相談・情報提供、講習会などを実施するほか、出張型の地域子育て支援
拠点事業の拡充に努めます。また、利用者の意見を反映し、ニーズに合った
内容を実施します。

②相互援助活動の拡充 援助会員・依頼会員のニーズ把握に努め、ファミリー・サポート・センター
事業の時間の延長や活動内容の拡大を図ります。また、援助会員のさらなる
確保に努め、依頼に対応できるサポート体制の充実に努めます。

③活動の世話人の確保 児童館や児童センター、児童クラブ、子供会など、子どもの育成に関わる活
動に対し、地域住民の力を活かした子育て支援ができるようボランティアに
よる世話人の養成、確保に努めます。

ファミリー・サポート・センター　保育園などの送迎や保護者の急用時の預かりなど、子育ての援助をして欲しい人（依頼
会員）と援助をしてもよい人 ( 援助会員）が会員となり、子育てに関し助けたり助けられたりできるよう、会員相互間を
つなぐ仕組み。

用語
解説
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２ 保育サービスの充実 施策 162
＜子ども未来課＞

●現状・課題
少子化や核家族化の進行、女性の就業率の高まりの中で、子育て支援に対する保護者のニーズは高ま

り、多様化しています。
本市では、「犬山の子は犬山で育てる」を視点に子どもの自律「子育ち」、親の子育て力向上「親育ち」

の支援、充実を図るとともに、就学前から中学校までの一貫した教育の実現を目指し、幼保共通のカリ
キュラム※を実践しています。平成 19 年度には、幼保一体化を総合的かつ効果的に推進するため、子
ども未来センターを設置しました。

また、待機児童をつくらないよう０歳児保育の拡充、保育時間の延長など子育て支援施策を推進し、
さらに園舎の耐震・大規模改修工事を計画的に実施し、安心・安全な保育環境づくりに努めてきました。

一方で、３歳未満の入園児や長い時間保育が必要な園児が増加していることから、長時間保育を実施
する園の増加など、園児の受け入れ体制を充実していくことが課題となっています。

今後も、保護者の多様なニーズに応えられるよう、職員の資質向上や保育内容の充実を図り、子ども
の生活の場としてふさわしい保育環境を確保していくことが求められています。

●目指す姿と目標指標
多様な保育ニーズに対応した保育環境が整備され、充実した保育サービスが提供されています。また、

保護者は、子育てと仕事を両立することができ、安心して子どもを産み、ゆとりを持って子育てをして
います。

目標指標 現状値
目標値

単位 2016 年度 2022 年度
◆長時間保育（11時間を超える保育）実
施園数 園 6 2010 年度 9 9

11 時間を超える保育を実施している子ども未来園（公立の保育園）の数。市内の４地区すべてに複数の長時間保育実
施園を設置することを目指します（犬山地区　３園、城東・羽黒・楽田地区　各２園）。

◆子ども未来園入園児数（０～２歳） 人 315 2009 年度 320 320

低年齢（０～２歳）の園児数。乳幼児数は年々減少していくことが予測されるが、社会的な要因などを踏まえて、現状
値と同程度の乳幼児の受け入れ継続を目指します。
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●施策の展開方向
①�多様な保育サービス
の提供

乳幼児保育の拡充や保育時間の延長など保育サービスの充実を図ります。ま
た、一時保育の拡充、病後児保育の推進など緊急時の保育サービスの提供を
進めます。さらに、地域の未就園児と保護者、お年寄りなどとの交流を進め
ます。

②幼保小連携の推進 子ども未来園、犬山幼稚園（公立の幼稚園）では、幼保共通のカリキュラム
に基づき、すべての園児に同一内容の養護・教育を実施し ､ 発達や学びを小
学校教育へつなげていきます。また、公立・私立の保育園、幼稚園及び小学
校が合同で研修を行ったり、相互に情報交換を行ったりするなど、幼保小の
連携を進めます。

③子育て力の向上 地域住民の知識や技能など地域の子育て力を活用するなど、園児の保護者や
地域の子育て家庭に対する支援を行い、家庭の子育て力の向上を図ります。

④保育士の資質向上 保育に関する研究や研修などに参加し、保育の専門知識や技術の習得に積極
的に取り組み、保育士の一層の資質向上を図ります。

●重点事業
幼保小連携推進事業 子ども未来園、犬山幼稚園で実践している共通のカリキュラムについて、内容を検

証・改訂しながら、発達や学びを小学校教育へつなぐために、幼児教育と学校教育
の連携を図り、教育・保育・子育て支援のさらなる充実に努めます。

幼保共通のカリキュラム　幼稚園と保育園の一体化を推進するにあたり、子ども未来園、犬山幼稚園が「乳幼児期の教育」
という観点から共通の教育・保育の指導目標、内容をまとめたもの。

用語
解説
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３ 子どもを育む環境整備 施策 163
＜子ども未来課・公園緑地課＞

●現状・課題
子どもの豊かな心や丈夫な身体を育むためには、家庭・地域・学校など多くの人との交わりの中で、様々

な体験・経験をしていくことが必要です。
しかし、都市化や少子化の進行、遊び方の変化などにより、子どもたちが年齢の異なる友だちと集団

で遊んだり、世代を超えた人たちと交流したりする機会が減少しています。
子どもの健全な発育を支援していくためには、交流・ふれあい・体験機会の拡充や放課後児童クラ

ブ※の活動内容の充実、また、子どもの遊び場である児童遊園等の計画的な修繕や児童センターの整備
などが求められています。

また、子育て家庭への様々な支援が求められる中で、増加傾向にあるひとり親家庭に対しては、自立
を促進するための経済的負担の軽減、就労相談などを適切に行っていく必要があります。

●目指す姿と目標指標
子どもの成長・発達に寄与する「遊び」・「集い」・「交流・ふれあい」の機会や環境が整い、子どもたちが、

地域での様々な体験活動を通して社会性を身につけています。

目標指標 現状値
目標値

単位 2016 年度 2022 年度
◆地域交流事業実施回数 回 49 2009 年度 60 70

児童館・児童センターが地域と連携して行う行事の開催回数。７つの児童館・児童センターが年間 10 回程度の交流事
業を継続して実施することを目指します。

◆放課後児童クラブ設置箇所数 箇所 13 2010 年度 14 14

放課後児童クラブの設置箇所数。既存クラブの活動内容を充実するとともに、１クラブの登録人数が 40 人程度となる
よう、羽黒小学校区での増設（１箇所）を目指します。

●施策の展開方向
①�児童館・児童セン
ターの利用促進

放課後児童クラブの利用者ばかりでなく、一般児童の利用拡大を図ります。
また、児童に関わる各種団体やボランティアなどと協力し、子育て支援の核
となる施設運営や施設整備を図り、さらなる地域との交流を推進します。

②�乳幼児との交流・ふ
れあい機会の充実

子どもを生み育てることや生命の大切さを学ぶことができるよう、中学生を
はじめとして次代の親となる若い世代を対象に、乳幼児とのふれあい体験や、
助産師・保健師・乳児を持つ母親などから直接話を聞く機会を設けるなどの
拡充を図ります。

③子育て家庭への支援 子育てに関する情報提供の機会や出張型家庭児童相談室など各種相談機会を
拡充するほか、子ども手当・児童扶養手当など諸手当の適正な支給に努めます。
また、ひとり親家庭の自立に向けた支援の推進を図ります。その他、児童虐
待につながる養育不安のある家庭に対しては、特別な援助が必要なため、関
係機関による見守り・支援を継続実施していきます。

④�児童遊園・ちびっこ
広場の維持管理

遊具や植栽などの設置状況や維持管理状況を台帳により管理し、定期的な点
検と適切な修繕を行うとともに、ＰＴＡなどの地域ボランティアの協力を得
ながら、安心して利用できる子どもの遊び場を整備します。草刈りやごみ拾
いなどの日常管理は地元町内会などに管理委託し、地域住民の愛園精神の向
上を図るとともに、子どもへの見守り意識を高めます。

●重点事業
楽田児童センター整備
事業

施設の充実と利便性を向上させ、子どもを育む環境機能の強化を図るため、現在、
楽田出張所に併設されている楽田児童センターを移転新築します。

放課後児童クラブ　授業後や土曜日など、保護者が就労等の理由により不在となる家庭の児童（小学校に就学している概ね
10 歳未満の児童）を対象に、児童館・児童センターの１室や学校の空き教室などを利用して適切な遊びや生活の場を与
えて児童の健全育成を図る事業。

用語
解説
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　子ども未来園・児童館・児童センター位置図

13

10

11

12

14
9

3

4

7

5

6

8

1

2

番号 センター名
中央児童館
楽田児童センター
城東児童センター
羽黒児童センター
犬山西児童センター
東児童センター
犬山南児童センター

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦

番号 園　　名
五郎丸子ども未来園
上木子ども未来園
城東子ども未来園
今井子ども未来園
羽黒子ども未来園
楽田子ども未来園
羽黒北子ども未来園
楽田西子ども未来園
丸山子ども未来園
城東第２子ども未来園
羽黒南子ども未来園
楽田東子ども未来園
橋爪子ども未来園
白帝保育園
犬山さくら保育園

15

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

①

⑤ ⑦ ③

名鉄広見線

名鉄犬山線

名鉄犬山線

名鉄小牧線

国道
41号

⑥
④

②
入鹿池

（資料　子ども未来課）
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基本施策 17　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（宣言５）

障害者 (児 ) 福祉 １　障害者の自立と社会参加の推進
２　障害福祉サービスの充実

１ 障害者の自立と社会参加の推進 施策 171
＜福祉課＞

●現状・課題
障害者が地域で自立した生活を送るためには、障害者の適性や能力に応じた就労や地域活動、スポー

ツ・文化活動などへの社会参加ができる機会が必要です。
本市では、障害者の就労や地域活動などへの参加を支援するため、屋外での移動が困難な障害者に対

して、外出時の援助を行う移動支援事業や手話通訳者の派遣事業などを行ってきました。
また、企業への就労について、民間企業には、障害者の雇用の促進等に関する法律により、障害者の

雇用率 1.8％の確保が義務付けられています。犬山公共職業安定所管内における就業中の障害者数は、
年々確実に増加していますが、平成 21 年の雇用率は 1.51％と、全国、県と比較するとやや低くなって
おり、法定雇用率達成企業の割合も 54.5％にとどまっています。

そのため、今後も、障害者の雇用については、企業への啓発を進めるとともに、障害者自身の自立を
助長するためのサービスとしては、移動手段や情報伝達の向上を工夫しながら障害者が社会参加しやす
い環境を整備する必要があります。

●目指す姿と目標指標
障害者がそれぞれの能力に応じた活動を行い、地域で生きがいを持って自立し、安心して暮らしてい

ます。

目標指標 現状値
目標値

単位 2016 年度 2022 年度
◆就業中の障害者数（犬山公共職業安定
所管内） 人 683 2010 年度 740 800

犬山公共職業安定所の登録者の就業人数。過去３年間における就業中の障害者数の増加は 10 人程度であるため、毎年
10 人ずつの増加を見込み、800 人を目指します。

◆移動支援利用延べ時間数 時間 2,780 2009 年度 3,270 3,700

移動支援利用延べ時間数。平成 25 年（2013 年）には、障害者自立支援法が廃止され、新たな総合福祉法が制定され
る予定であるため、利用状況の変化も考えられるが、現時点での利用時間数の３割増を見込み、年平均 70 時間の増加
で 3,700 時間を目指します。

●施策の展開方向
①就労支援の充実 障害者の雇用については、犬山公共職業安定所や関係機関と連携し、障害者

の適性に合致した働く場を斡旋できるように支援します。

②�社会活動への参加�
促進

地域活動支援センターの利用を通じて、障害者が生きがいを見つけられるよ
う機能訓練や創作活動を行い、自立した日常生活又は社会生活を営むことが
できるように支援し、社会参加できる機会や情報の伝達手段を充実します。

③�外出支援（交通手段
などの確保）

社会生活上必要不可欠な外出や障害者が安心して社会参加できるよう、移動
支援の充実やタクシー料金の助成及びコミュニティバス※の利用促進を図る
など、交通手段などの確保に努めます。

コミュニティバス　自治体や地域共同体が、地域住民の移動手段を確保するために運行するバス。用語
解説
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２ 障害福祉サービスの充実 施策 172
＜福祉課・子ども未来課＞

●現状・課題
障害者の福祉サービス利用については、身体障害者及び知的障害者では、行政がサービス内容を決定

する「措置制度」から、利用者が事業者と対等な関係に基づいて、自らサービス提供者を自由に選択し、
契約によってサービスを利用する「支援費制度」に平成 15 年度から移行しました。

また、平成 18 年度からは、２障害に加え精神障害者も含めた障害者自立支援法に基づくサービスの
利用へと抜本的な改正が行われました。

この改正に伴い、利用者の相談内容やニーズに応じた生活の場の確保とサービスの提供が一層重要に
なっています。

しかしながら、この障害者自立支援法は、平成 25 年（2013 年）までに廃止され、新たな総合福祉
法が制定される予定であり、加えて障害者権利条約の批准を視野に入れた障害者施策全般の改正も掲げ
られており、その動向を注視しながら適切に対応していくことが必要となります。

本市では単独事業として、在宅で生活する重度の知的障害と重度の肢体不自由を併せ持つ重症心身障
害者が通所する、心身障害者更正施設「いぶき」を開設しており、利用者の症状や健康状態に応じて身
体介護や食事の提供、入浴介助などを提供しています。

市町村が設置した重症心身障害者の施設は全国的にも少なく、障害者の地域移行が進むなか、在宅で
生活する重度の障害者の日中の生活の場として重要な役割を担っています。

また、心身の発達に何らかの援助が必要な児童と保護者が親子で通園するこすもす園（犬山市児童デ
イサービスセンター及び心身障害児通園施設）では、日常生活の基本的な動作の指導や集団生活への適
応訓練など、遊び等を通して成長・発達を促す取組みを行っています。このような子どもたちへの対応は、
何より早期療育につなげることが大切であり、子どもの発達の遅れなどを保護者の気持ちに配慮して伝
え、理解してもらい、関係機関との連携を密にし、切れ目のない支援を行っていくことが求められてい
ます。

●目指す姿と目標指標
障害のある人が、必要なときに必要なサービスが利用でき、地域で安心して生活をしています。また、

保護者自身が子どもの障害や発達の遅れなどを受け止め、速やかに必要な療育を受けています。

目標指標 現状値
目標値

単位 2016 年度 2022 年度
◆障害福祉サービス利用延べ件数 件 3,807 2009 年度 4,430 4,950

障害福祉サービスの延べ利用件数。平成 25 年（2013 年）には、障害者自立支援法が廃止され、新たな総合福祉法が
制定される予定であるため、利用状況の変化も考えられるが、現時点での利用延べ件数の３割増を見込み、年平均 90
件の増加で 4,950 件を目指します。

◆児童デイサービス月平均利用延べ回数 回 266 2009 年度 360 360

児童デイサービスの月平均の利用延べ回数。平成 22 年度からの施設増築により、月平均利用延べ回数の３割強程度の
増加を見込み、360 回を目指します。
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●施策の展開方向
①�障害福祉サービスの
充実

地域の関係機関やサービス提供事業所と連携し、障害者が安心して地域で生
活することができるよう、障害福祉サービスなどを充実するとともに、利用
に必要な支援を行う体制の強化を図ります。

②�グループホーム・ケ
アホーム※の確保

知的障害者や精神障害者の入所施設利用者の地域移行を図るため、グループ
ホームなどひとり暮らしが困難な知的障害者や精神障害者の生活の場の確保
に努めます。

③�児童デイサービスの
推進

心身の発達に何らかの援助が必要な子どもたちに対し、その発達を助長する
ことができるよう個別又は集団での療育や、集団生活に適応することができ
るよう訓練などを行う児童デイサービスを推進します。また、療育備品・図
書の充足、保育士等のスキルアップなど療育環境の充実を図ります。

●重点事業
障害福祉サービスの�
充実

障害福祉サービスには、障害者の地域生活や就業を支援するため、障害者自立支援
法で定められた介護給付と訓練等給付の２つのサービスと市が行う地域生活支援事
業があり、障害者のニーズに合わせたサービスが提供できる体制等を整えるととも
にサービスの充実を図ります。

障害者手帳所持者数の推移（各年３月末）

（資料　福祉課）

グループホーム・ケアホーム　障害者などが援助を受けながら共同生活を営む施設。特に、少人数の知的障害者や精神障害
者が就労しつつ、日常生活の援助を受けて共同で生活する施設をいう。グループホーム（共同生活援助）は、地域で共同
生活を営む障害者に、住居において共同生活を営むための相談や日常生活上の援助を行う。ケアホーム（共同生活介護）は、
障害者が共同生活している住居において、主に夜間の入浴・排泄・食事の介護を行う。

用語
解説
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基本施策 18　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（宣言５）

社会保障
１　低所得者への支援
２　国民健康保険の運営
３　国民年金の運営
４　福祉医療の充実

１ 低所得者への支援 施策 181
＜福祉課＞

●現状・課題
生活保護制度は、憲法第 25 条に規定された「生存権」の理念に基づき、健康で文化的な最低限度の

生活を保障し、自立を助長するための制度です。
本市の生活保護世帯は、景気後退で、派遣社員や期間従業員など非正規雇用の労働者が契約解除され

るなどの経済雇用情勢の悪化や高齢化の進展に伴い、急激に増加しています。また、生活保護を受ける
に至らない低所得者についても経済的にゆとりがなく、不安定な状況となっています。

そのため、犬山市社会福祉協議会や犬山公共職業安定所などと連携しながら、生活困窮者や低所得者
の生活の安定と自立に向けた相談や指導などの支援体制をより一層強化していくことが求められていま
す。

●目指す姿と目標指標
支援が必要な人に必要な援助と自立のための支援が行われており、低所得者などの生活の安定と向上

が図られています。

目標指標 現状値
目標値

単位 2016 年度 2022 年度
◆生活保護率 ‰ 2.7 2009 年度 3.3 3.3

人口 1,000 人当たりの生活保護者数。‰（パーミル）※で表示。本市の保護率は国及び県よりも著しく低い数値であり、
低所得者の自立支援を推進することで、平成 22 年 11 月時点での保護率の維持を目指します。

●施策の展開方向
①�要保護世帯の実態�
把握

民生児童委員、犬山市社会福祉協議会、犬山公共職業安定所など関係機関と
の連携をより一層強化し、要保護世帯の実態把握に努めます。

②�相談・援助・指導の
充実

生活保護システムを活用することにより、事務の効率化を図るとともに、経
験を有した相談職員の適正配置に努め、自立に向けた相談・援助・指導の充
実を図ります。

③�低所得者の自立支援
の促進

本人の自立意欲を大切にしながら相談事業を展開するとともに、犬山市社会
福祉協議会や犬山公共職業安定所などの関係機関との連携を図り、生活福祉
資金の活用や就労支援員による就労相談及び就労援助などを行い、自立に向
けた適切な支援活動を推進します。加えて、保健・医療などの関係機関との
連携を強化します。

‰（パーミル）　1,000 分の１を１とする単位（千分率）。用語
解説
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２ 国民健康保険の運営 施策 182
＜保険年金課＞

●現状・課題
国民健康保険は、国民皆保険※実現のため昭和 36 年から始まった制度であり、これまでにも様々な

制度改正が行われてきましたが、平成 20 年度に後期高齢者医療制度※の創設を核とする大規模な医療
制度改正が実施されました。

このため、本市の国民健康保険の加入状況は、平成 20 年度当初には、後期高齢者医療保険へ 5,562
人が移行し、19,851 人と激減しましたが、平成 21 年度末では 20,056 人であり、ほぼ横這いで推移
しています。

また、この改正により、保険加入者の生活習慣病※予防の自主的な取組みを促進する目的で、特定
健康診査※の実施も定められました。本市における受診率は、平成 20 年度が 35.5％、平成 21 年度が
43.2％と向上しています。

しかしながら、この改正に伴い、国民健康保険は非常に複雑な制度になるとともに、負担金や交付金
の組み立ても大きく変わり、財政的に先行きの見えない状態が続いています。

当面、現在の国民健康保険を円滑に運営することが求められるとともに、平成 25 年度（2013 年度）
を目指して国が進める後期高齢者医療制度の廃止とそれに代わる新しい医療制度の創設に向けて、市と
して適切な準備と市民周知を実施していく必要があります。

●目指す姿と目標指標
後期高齢者医療制度廃止後の新しい保険制度が円滑に運用され、すべての人々が医療を安心して受け

られる社会になっています。

目標指標 現状値
目標値

単位 2016 年度 2022 年度
◆国民健康保険加入者数 人 20,056 2009 年度 26,700 27,800

国民健康保険の加入者数。平成 25 年度（2013 年度）からの新しい高齢者医療制度により、75 歳以上の高齢者が国民
健康保険に加入することが見込まれるなか、加入者数の増加に対応した体制を目指します。

◆特定健康診査受診率 ％ 43.2 2009 年度 65.0 65.0

特定健康診査受診者数／対象者数。国の目標値であり、本市の特定健康診査等実施計画（平成 20 年度～平成 24 年度
（2012 年度））の目標値でもある 65％を目指します。

●施策の展開方向
①�国民健康保険の円滑
な財政運営

医療費の動向を常に把握し、国民健康保険税や国、県などの負担金・交付金
の状況と照らし合わせ、被保険者や医師などから構成する国民健康保険運営
協議会で協議を行いながら、円滑な財政運営に取り組みます。

②予防医療の推進 メタボリックシンドローム※に着目した特定健康診査の受診率を高め、その
後に実施する保健師による保健指導と併せて予防医療を推進し、健康市民づ
くりに寄与します。

③�新制度の情報収集と
市民周知

国の進める新しい医療制度の情報を収集し、市民への周知に努めます。

国民皆保険　国民誰もが、何らかの医療保険に加入し、一定の自己負担で必要な医療を受けることができる制度。この制度
の根幹を支えるものが国民健康保険制度である。

後期高齢者医療制度　高齢者の医療費を社会全体で支え、医療保険制度を持続可能なものとしていくことを目的に、平成
20 年度から導入された新しい医療保険制度。75 歳以上の高齢者はすべてこの制度に加入しているが、現在、平成 25 年
度（2013 年度）に向けて見直しが進められている。

生活習慣病　心臓病、高血圧症、糖尿病、がん、脂質異常症など、不適切な食事、運動不足、喫煙、飲酒などの生活習慣に
起因すると考えられる病気のこと。

特定健康診査　糖尿病、高血圧症、脂質異常症などの生活習慣病予防のために、40 歳から 74 歳までを対象として実施さ
れる健診のこと。

メタボリックシンドローム　内臓脂肪型肥満によって、様々な病気が引き起こされやすくなった状態。

用語
解説



113
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３ 国民年金の運営 施策 183
＜保険年金課＞

●現状・課題
国民年金制度は、すべての国民が安定した生活を送

ることができるよう、世代間でお互いに助け合う仕組
みであり、少子高齢化が進むなか、老後の生活を支え
る制度として大きな役割を果たしています。

しかし、年金記録問題による制度に対する信頼感の
低下や長引く景気の低迷、若年者の年金離れなどによ
り、国民年金を取り巻く状況は厳しさを増しています。
本市においても、未加入者や保険料未納者が増え、県
全体の保険料納付率も、平成 18 年度の 68.7％から平
成 20 年度には 64.4％まで低下しており、年金制度の
あり方が根本から問われています。

このため、国による年金記録問題の解決に向けた様々な取組みに加え、年金相談や広報啓発活動など
の実施により、市民の制度に対する正しい理解を深め、信頼を回復していくことが求められています。

●目指す姿と目標指標
国民年金制度に対する不安や不信の解消が図られたことにより、未加入者や保険料未納者が減少し、

制度が安定的に運営され、市民は老後の心配をすることなく安心して暮らしています。

目標指標 現状値
目標値

単位 2016 年度 2022 年度
◆年金相談件数 件 1,161 2009 年度 1,300 1,500

各種年金相談の利用件数。今後増加していく相談件数（死亡時の相談が多いため、平成 21 年度の実績値に過去５年間
の死亡者数の伸び平均２％を設定）に対応するため、相談体制の充実を目指します。

◆保険料納付率 ％ 66.7 2009 年度 68.4 70.6

国民年金保険料の納付率。これまで低下し続けている納付率に歯止めをかけ、平成 21 年度の実績値から、毎年 0.5％
程度の向上を目指します。

●施策の展開方向
①相談体制の充実 市民の国民年金制度に対する理解を深め、加入者の受給権を確保するため、

年金相談員による相談、一宮年金事務所による出張相談を開設するなど相談
窓口の充実に努め、専門的な相談にも対応できる態勢を確保し、市民の利便
性の向上を図ります。

②�年金加入・保険料�
納付の推進

年金への未加入や保険料の未納を防ぐため、広報誌、市ホームページやパン
フレットなどを活用して周知に努めるとともに、年金事務所との協力体制を
強化し、国民年金制度の啓蒙・啓発活動を推進します。また、納付困難者に
対して、申請免除や納付猶予などの制度を周知します。

年金相談
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４ 福祉医療の充実 施策 184
＜保険年金課＞

●現状・課題
福祉医療制度は、社会的・経済的に弱い立場にある心身障害者や子ども、ひとり親家庭・高齢者に対し、

医療費の一部を助成することにより、経済的負担を軽減し、心身の健康保持と生活の安定を図るもので
す。

急速に進む少子高齢化や大規模な医療制度改革など社会情勢は大きく変化し、対象者のニーズも多様
化しており、こうした状況に対応するため福祉医療制度の適切な運用と一層の充実が求められています。

また、今後も厳しい財政状況のなか、医療費は年々増加すると見込まれることから、福祉医療制度を
将来にわたり安定的に継続できるように給付と負担の均衡を考慮し、対象者に一部の負担を求めていく
など助成のあり方を検討することも必要です。

●目指す姿と目標指標
市民ニーズにあった福祉医療費助成が実施され、市民誰もが経済的な心配をすることなく、医療機関

を受診することができ、安心して暮らしています。

目標指標 現状値
目標値

単位 2016 年度 2022 年度
◆福祉医療助成対象者数 人 8,756 2009 年度 17,500 15,300

障害者、子ども、母子家庭等、精神障害者、後期高齢者福祉医療の対象者数の合計。平成 21・22 年度の助成拡大を踏
まえ、人口の増減率や障害者手帳発行数の伸び率などを加味して目標値を設定し、福祉医療の充実を目指します。

◆福祉医療助成額 千円 520,468 2009 年度 913,000 977,000

障害者、子ども、母子家庭等、精神障害者、後期高齢者福祉医療の助成額の合計。平成 21・22 年度の助成拡大を踏まえ、
人口の増減率や障害者手帳発行数の伸び率などを加味して目標値を設定し、福祉医療の充実を目指します。

●施策の展開方向
①�福祉医療制度の円滑
な実施

医療制度改革など社会情勢の変化に合わせて適切に制度を見直し、市民ニー
ズにあった医療費助成を実施します。高校３年生までを対象とした子ども医
療費の助成制度を安定的、継続的に実施するとともに、他の福祉医療助成制
度と併せて国に補助制度の創設を要望していきます。また、平成25年度（2013
年度）から創設される新しい高齢者医療制度の枠組みに合わせ、現行の後期
高齢者福祉医療費助成事業の円滑な移行を図ります。

②�福祉医療制度の広報
啓発

適正な適用や受付事務を進めるとともに、制度の周知に努めます。

●重点事業
子ども医療費助成事業 医療費の負担を軽減し、子どもたちの健全育成を支援するため、高校３年生までを

対象とした子ども医療費助成を継続して実施します。
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災害や犯罪などに対する地域の安全性を高めます

宣言６

19

20

21

22 消防 ･ 救急

防災

防犯 ･ 交通安全

治山 ･ 治水

宣言１

２ 医療

宣言４

12 観光

宣言２

３ 行政運営

宣言３

６ 市民協働

７ 市民交流

宣言５

16 子育て支援

14 地域福祉
15 高齢者福祉

17 障害者 ( 児 ) 福祉

宣言９

34 社会教育

33 学校教育

宣言７

24 公園緑地 ･ 緑化

25 環境衛生

23 自然環境

宣言８

28 道路 ･ 橋りょう

30 住宅 ･ 宅地
29 公共交通

27 市街地 ･ 景観

32 下水道
31 上水道

宣言 6

コミュニティ活動など地域が一体となった取組みを推進するとともに、自然災害や
犯罪、交通事故など市民生活を脅かす不安の解消を図るため、都市環境を整備、充実し、
周辺市町との広域的な連携も図りながら、消防や救急、救助、医療などの安全体制を
強化します。
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基本施策 19　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（宣言６）

治山・治水
１　河川・ため池の保全・管理
２　雨水排水対策
３　治山対策
４　土石流・急傾斜地対策

１ 河川・ため池の保全・管理 施策 191
＜農林治水課＞

●現状・課題
河川改修は、現在、県により砂防河川伏屋川、虎熊川、落洞南池川において、環境の保全・再生に配

慮した改修工事が行われています。平成 20 年度には、自然環境や桜並木の景観の再生を取り入れた郷
瀬川圏域の河川整備計画も策定されました。今後も、引き続き県による河川整備の推進を働きかけてい
く必要があります。

また、本市には、農業用ため池として全国でも最大規模である入鹿池をはじめ市内に約 150 箇所の
ため池があり、その数は県内で最も多い状況です。そうしたなか、平成 21 年度には、ため池の持つ多
面的な機能を保全、整備するため、犬山市ため池保全計画を策定し、計画に基づき整備を進めてきました。

河川、ため池の中には、地域住民活動によって、周辺のごみ拾い、除草作業などの保全活動を行って
いるところもありますが、漏水点検や草刈りなどの河川やため池の通常管理は、施設の老朽化や農業関
係者の高齢化により困難になってきており、今後の適切な管理方法の検討を進めていく必要があります。

●目指す姿と目標指標
環境の保全・再生に配慮された河川が整備され、集中豪雨時でも安全に暮らせるまちになっています。

また、ため池が適切に維持・管理され、緊急時の水源としての機能や豪雨時の保水・遊水機能を持つと
ともに、市民の憩いの場となっています。

目標指標 現状値
目標値

単位 2016 年度 2022 年度
◆河川工事件数 件 ６ 2009 年度 ８ 10

県による河川工事の件数。未整備箇所について現状値を上回る整備を目指します。

◆ため池の耐震対策必要箇所数 箇所 ５ 2009 年度 ２ ０

耐震対策が必要な市内のため池の数。安全・安心の生活を築くため、改修工事を行い、耐震性に不安のあるため池を解
消することを目指します。

◆新郷瀬川の整備進捗率 ％ 30.0 2009 年度 65.0 100.0

郷瀬川と新郷瀬川の合流地点から富士橋までの整備延長（4.4km）に対する実施率。平成 34 年（2022 年）までの完
成を目指します。

●施策の展開方向
①�河川・ため池の適正
な維持管理

県管理河川は、県と連携して、適正な河川改修や維持管理に努めるほか、市
管理の河川やため池についても、地元関係者との調整を図りながら、計画的
な維持管理を実施します。

②協働による維持管理 河川やため池に必要な改修工事を実施するとともに、草刈りなどの通常管理
については、地区住民との協働による管理を推進します。
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２ 雨水排水対策 施策 192
＜農林治水課＞

●現状・課題
本市の雨水排水は、新郷瀬川を境に木曽川流域と木津用水などを経由して流れる新川流域に大別され

ます。平成 12 年の東海豪雨による水害の発生により、新川流域では、様々な対策が取られています。
木津用水路は下流に一級河川の合瀬川や五条川と合流する区間が存在しており、農業用水路と雨水排水
路としての両方の機能を有しており、国営新濃尾農地防災事業に基づく改修事業を実施することにより、
流下能力が 28.16 トン／秒まで確保できることになりました。現在は、木津用水路の下流にあたる合瀬
川の改修を行っています。

しかし、近年、突発的で局地的に激しい雨が降るゲリラ豪雨の発生が増加しており、市内各地におい
て道路冠水などの問題が発生しています。

今後は、雨水排水対策として、新川流域では木津用水の下流にあたる合瀬川などの河川改修が県によっ
て進められるとともに、市内における雨水排水路や雨水貯留施設などの整備を計画的に進める必要があ
ります。また、市内各地で発生する道路冠水などへの対策がされ、問題が解消されることも求められて
います。

●目指す姿と目標指標
新郷瀬川や合瀬川、新木津用水の改修が完成し、計画どおりに雨水の放流ができ、雨水貯留対策も進

んでいます。市街地では、局地的な道路冠水が発生せず、安心して暮らせるまちになっています。

目標指標 現状値
目標値

単位 2016 年度 2022 年度
◆道路冠水発生区域対策数 地区 ２ 2009 年度 ６ 10

市内で雨水排水状況が悪く道路冠水などが発生する地区への対策数。これらの地区へ計画的に対策措置を実施すること
で目標値である 10 地区での実施を目指します。

●施策の展開方向
①�木津用水路・新郷瀬
川の整備促進

木津用水の流下能力を十分に発揮するため、下流にある合瀬川の改修、新郷
瀬川の改修及び郷瀬川の改修を早期に完了するよう県に要望していきます。
また、荒井堰で分流される新木津用水路の排水能力を向上させるため、新木
津用水路改修の事業化に向けて取り組みます。

②�雨水排水路などの�
整備促進

新濃尾農地防災事業や合瀬川改修計画に合わせた雨水貯留施設と排水路の具
体的な整備計画を策定し、雨水排水路などの整備を推進します。

③�道路冠水発生への対
策促進

市内で雨水排水状況が悪く、道路冠水などが発生する地区に対して調査を行
い道路冠水などの発生を軽減するための対策を進めます。

④�雨水貯留浸透施設の
普及推進

大雨による浸水被害からまちを守るため、各家庭に雨水浸透貯留槽・浸透桝
の設置を呼びかけ、普及に努めます。

●重点事業
雨水排水路対策事業 雨水排水状況が悪く、ゲリラ豪雨で道路冠水などが発生する地区（西図師、五郎丸、

橋爪、内田、羽黒地区など）に対して調査を行い、対策措置を行います。
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３ 治山対策 施策 193
＜農林治水課＞

●現状・課題
治山対策は、山地災害の発生の危険

性が高い集落や市街地などの地域に対
し、治山施設の設置や森林の整備を行
い、山地災害から市民の生命・財産を
守るために実施するものです。本市は
約 45％が森林であるため、治山対策が
必要な箇所が多く存在し、これまで森
林の整備や山崩れを防ぐ施設設置など
の対策を進めてきています。

また、平成 12 年の東海豪雨や、近
年の突発的で局地的に激しい雨が降る
ゲリラ豪雨による災害発生などから、
山地災害を防止する治山対策の重要性
は高まっており、地元からの治山対策
に対する要望も増えています。

今後は、山地災害の発生の危険性が高い地域周辺住民の生命・財産を守り、安心して生活できるよう
地元要望や現地調査を通して治山対策が適切に実施されていくことが求められています。

●目指す姿と目標指標
森林が守り育てられ、山崩れなどを防ぐ治山施設が設置され山地災害を防ぎ、住民の生命・財産が守

られています。

目標指標 現状値
目標値

単位 2016 年度 2022 年度
◆地元要望危険箇所数 箇所 14 2010 年度 ７ ０

地元から要望のあった治山工事対象となる危険箇所数。これらの箇所に治山対策を実施することで地元から要望のあっ
た危険箇所を無くすことを目指します。

●施策の展開方向
①治山事業の推進 住民の生命・財産を守るため、地元との協議を踏まえ要望を的確に把握し、

県への要望を行い、危険箇所の解消を早急に図るよう治山対策を推進します。
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４ 土石流・急傾斜地対策 施策 194
＜建設課・防災安全課＞

●現状・課題
平成 13 年に施行された土砂災害防止法に基づき、県において、土砂災害の恐れがある箇所を航空測

量などにより調査を行った結果、市内には、警戒すべき箇所である「急傾斜地崩壊危険箇所※」が 371
箇所（人家あり：151 箇所）、「土石流危険渓流※箇所」が 107 箇所（人家あり：51 箇所）ありました。
県では平成 17 年度から、これらの箇所を詳細に把握するための基礎調査が行われ、その中で土砂災害
の恐れのある区域を「土砂災害警戒区域」、住宅などが損壊し住民の生命又は身体に著しい危害が生じ
る恐れのある区域を「土砂災害特別警戒区域」に順次指定しています。

市内には「急傾斜地崩壊危険箇所」及び「土石流危険渓流箇所」が数多くあるため今後も継続して基
礎調査を実施するよう県に要望していきます。また、その結果については速やかに住民へ周知するとと
もに、地域の警戒避難態勢を見直し、住民の防災意識を高めるよう住民と協働し進める必要があります。

さらに、基礎調査により「土砂災害警戒区域等」に指定された箇所については、要支援者施設がある
地域を優先して対策事業を実施するよう国及び県に要望し、事業の推進を図ることが求められています。

●目指す姿と目標指標
「土砂災害警戒区域等」が明確にされ、周辺住民が警戒区域の危険性を把握した上で警戒避難体制な

どが整備され、また、危険箇所の対策工事が実施され住民が安心して暮らしています。

目標指標 現状値
目標値

単位 2016 年度 2022 年度
◆急傾斜地崩壊危険箇所における基礎調
査実施割合 ％ 16.7 2010 年度 42.6 68.5

市内の「急傾斜地崩壊危険箇所」（371 箇所：（人家あり：151 箇所））における現地調査の実施状況の割合。災害が発
生する危険性の高い箇所や人家が周辺にある箇所を優先に行い年間 16 箇所程度の実施を目標に、目標値の達成を目指
します。

◆土石流危険渓流箇所における基礎調査
実施割合 ％ 26.2 2010 年度 48.6 71.0

市内の「土石流危険渓流箇所」（107 箇所：（人家あり：51 箇所））に対する現地調査の実施状況割合。災害が発生する
危険性の高い箇所や要支援者施設、人家が周辺にある箇所を優先に行い年間 4 箇所程度の実施を目標に、目標値の達成
を目指します。

●施策の展開方向
①�急傾斜地崩壊危険箇
所・土石流危険渓�
流箇所の基礎調査�
の推進

土砂災害防止法により県が実施する危険箇所等の基礎調査実施を支援し、市
内の危険箇所について詳細を明確にします。

②�土砂災害警戒区域等
における防災体制�
の確立

土砂災害警戒区域等に指定された地区住民に対して、危険箇所の周知及び警
戒避難体制の整備を重点的に実施し、防災体制の確立を図ります。

③�土石流・急傾斜地対
策事業の推進

国及び県は、土砂災害警戒区域等に指定された区域のうち、人家があり危険
性の高い箇所、特に要支援者施設がある箇所から順次整備する方針であるた
め、本市として土石流・急傾斜地の対策が早期に実現できるよう国及び県へ
要望していきます。

急傾斜地崩壊危険箇所　傾斜度 30 度以上、高さ５メートル以上の急傾斜地。
土石流危険渓流　土石流の発生の危険がある渓流。

用語
解説
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基本施策 20　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（宣言６）

防犯・交通安全 １　交通安全意識の高揚
２　交通環境の整備
３　防犯体制・環境の整備

１ 交通安全意識の高揚 施策 201
＜防災安全課＞

●現状・課題
車は、私たちが生活するうえで必要不可欠なものであり、より便利で快適な社会の実現を要望すれば、

今後ますますその依存度が高まります。このようななか、交通事故や交通渋滞などの社会問題も深刻化
してきました。

本市では、反射鏡設置などの安全対策工事や継続的な啓発事業を行った結果、増加傾向であった交通
事故件数も平成 16 年度をピークに減少傾向にあります。

しかし、自動車台数や運転免許人口の増加、生活様式の夜型・レジャー志向型への移行、高齢ドライバー
の増加、自転車利用者の増加などに加え、運転者の基本的な交通ルール違反や、交通マナーやモラルの
欠如を改善するために、市民の交通安全意識の高揚が不可欠です。一瞬にして尊い命を奪い、平和な暮
らしを奪う交通事故を撲滅するためには、交通安全教育、啓発活動を推進し、今後も市民の交通安全の
意識を高めていく必要があります。

●目指す姿と目標指標
市民一人ひとりが他人を思いやる意識を持ち、運転者の交通マナーの向上と歩行者や自転車の交通

ルールの遵守により、路上駐車や放置自転車などがなくなり、交通事故の少ない安全なまちになってい
ます。

目標指標 現状値
目標値

単位 2016 年度 2022 年度
◆交通事故 (人身 ) 発生件数 件 379 2009 年度 350 320

犬山警察署の発表による交通事故（人身）の発生件数。様々な交通安全運動を実施することで現状値に対して約 15％
発生件数を減らすことを目指します。

◆交通事故による死亡者数 人 ２ 2009 年度 ０ ０

犬山警察署の発表による交通事故による死亡者数。交通安全対策を推進し、死亡者０を目指します。

●施策の展開方向
①�交通安全運動と教育
の推進

警察や事業所、町内会などと連携して官民一斉大監視やシートベルト・チャ
イルドシート関所を実施するなど交通安全運動を展開し、交通ルールの遵守
と身の回りの危険箇所の点検などを通して市民の交通安全意識の高揚に努め
ます。交通事故死ゼロの日や交通安全運動期間中には、市民と協働で街頭監
視や広報活動を行い啓発に努めます。

②�交通安全運動推進�
組織の育成

交通安全運動を展開するにあたり、愛知県交通安全協会犬山支部や犬山安全
運転管理協議会に交通事故の発生状況や特徴に基づいた交通安全教育などを
進めます。

③監視活動の充実 良好な生活環境を阻害しないよう、交通ルールや駐車マナーの啓発に努める
とともに、ボランティアと協働で放置自転車の監視に努め、駐輪場の利用を
促進します。

④救済対策の充実 犬山市民交通災害見舞金制度により、被害者救済の強化に努めます。また、
県の被害者支援制度との連携を図ります。
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災害や犯罪などに対する地域の安全性を高めます 宣言6
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２ 交通環境の整備 施策 202
＜防災安全課・建設課＞

●現状・課題
本市では、交通環境の向上のため、生活道路を中心にカーブミラーや交通安全灯の設置、道路の区画

線の設置工事などを地元と協議しながら進めてきました。その結果、平成 16 年度をピークに交通事故
発生件数は減少傾向にあります。

こうした交通環境の整備を進めてきた一方で、放置自転車による通行の妨げの問題も発生してきてお
り、引き続き自転車の駐輪場対策を実施する必要があります。

また、近年は、これまでの車を中心とした道づくりから、歩行者が安全に歩くことができ、潤いを感
じることのできる道路空間づくりが求められるようになってきました。そのため、都市計画道路の歩道
部についても、歩行者・自転車などが安全に通行できる幅員の確保や道路整備に伴う修景に配慮した植
樹帯の設置など、沿道の良好な景観づくりや安全な交通環境に配慮した道づくりが求められています。

●目指す姿と目標指標
都市計画道路の歩車道分離や生活道路の危険な箇所へのカーブミラーの設置など、安全で快適な交通

環境が整備され、さらには放置自転車もなく安全・安心に人々が行き交っています。

目標指標 現状値
目標値

単位 2016 年度 2022 年度
◆都市計画道路における歩道整備率 ％ 52.9 2009 年度 59.0 65.0

都市計画道路の歩道整備済延長／整備計画延長（68,030m ／ 22 路線／都市計画道路）。都市計画道路の整備を進める
とともに歩道整備を進めることで現状値の上昇を目指します。

◆放置自転車数 台 346 2009 年度 240 150

16 箇所の駐輪場における放置自転車の数。交通指導員が毎週駐輪場の整理を実施することにより毎年 15 台ずつの減少
を目指します。

◆反射鏡設置 箇所 1,639 2009 年度 1,740 1,830

反射鏡の設置数。地元要望を調整しながら毎年 15 基程度の設置を目指します。

●施策の展開方向
①交通安全事業の推進 交通安全施設などに関する住民の要望や事故多発危険箇所を把握し、事故防

止対策を講じます。また、駅周辺の歩行者や車両の通行環境の向上を目指し、
自転車駐輪場を整備し、安全確保に努めます。

②登下校時の安全確保 登下校時の危険箇所には交通指導員やボランティアによる見守りを行い、小
学生の登下校時の安全対策を充実します。

③�都市計画道路等の�
整備推進

犬山富士線、富岡荒井線、大口桃花台線などの道路整備を推進することで、
修景に配慮した植樹帯の設置などにより、潤いを感じることのできる歩道空
間づくりに努めます。

●重点事業
交通安全運動事業 交通事故を防止するため、反射鏡や通学路標識などの交通安全施設を整備するとと

もに、駅周辺の歩行者や車両の通行環境を向上するため、自転車駐輪場の整備を進
めます。
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３ 防犯体制・環境の整備 施策 203
＜防災安全課＞

●現状・課題
社会構造の変化に伴い、犯罪も多様化しており、防犯活動も時代に即したものでなければなりません。

本市は、警察と連携を図りながら、自助、共助を基本に、各町会長宅を防犯連絡所とする自主防犯組織、
市内事業所などが加入している犬山防犯協会連合会、愛知県防犯協会連合会との協働のもと防犯活動を
展開しています。活動内容は、犯罪の防止、青少年の健全な育成、暴力の追放キャンペーンなどの啓発
活動を積極的に推進しています。

これらの活動により、刑法犯の発生件数は平成 15 年をピークに減少傾向にありますが、自転車盗や
車上ねらいは増加傾向にあります。

今後は、従来の防犯活動に加え、高齢者をターゲットとする新たな犯罪などの防止も課題となり、市民、
行政、警察、学校、事業所などが連携し、地域が一体となって犯罪や非行のない安全・安心なまちづく
りを推進することが求められてきます。

●目指す姿と目標指標
市民、行政、警察、学校、事業所が一体となって、防犯活動を行い、誰もが安全に安心して暮らせる

まちになっています。

目標指標 現状値
目標値

単位 2016 年度 2022 年度
◆自主防犯パトロール団体数 団体 23 2009 年度 34 46

愛知県の発表による自主防犯パトロール団体数。犬山警察署と連携して、毎年２団体程度の増加を目指します。

●施策の展開方向
①�全市的な防犯運動の
推進

防犯対策には地域の ｢ 住民の目 ｣ が有効であり、共助の力を大きくするために、
地域住民とのコミュニケーションをとり、組織力の強化と地域住民の協力を
得て、青色回転灯を装備した自動車（青パト）で自主防犯パトロールを行う
などの防犯活動を推進します。また、防犯灯の設置などハード面からの安全
対策の強化も推進します。

②救済対策の充実 犬山市民犯罪被害者見舞金制度により、被害者救済の強化に努めます。また、
県の被害者支援制度との連携を図ります。

●重点事業
防犯活動事業 自助 ･ 共助の精神を基本に犯罪の少ないまちづくりを推進するため、警察・地域・

行政が連携して行う防犯教室や地域住民の協力を得た自主防犯パトロールなどの防
犯活動を実施します。

平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年
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（資料　防災安全課）
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基本施策 21　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（宣言６）

防　災 １　災害に強いまちづくり
２　防災体制の充実
３　防災意識の高揚と防災組織の育成強化

１ 災害に強いまちづくり 施策 211
＜防災安全課・建設課・道路維持課・水道課・下水道課＞

●現状・課題
近い将来、発生が予想される東海地震、東南海地震などの大規模地震に備え、市民の生命や財産を守

るため、防災関係機関と連携し危険箇所の整備など、防災対策を進めてきました。また、小中学校や子
ども未来園（公立の幼稚園）の耐震化、民間木造住宅の耐震診断や耐震改修補助などの取組みも推進し
てきました。

しかし、昨今の地球環境の変化に伴い、これまで以上の防災体制の強化と対策が求められています。
今後は、予測のつかない災害に対し、被害を最小限に食い止め、迅速に対応できる災害に強いまちを

目指すため、防災計画を整備し、市民や防災関係機関との連携を深め、自助・共助・公助の意識の向上
を図る必要があります。

また、災害時に必要となる物資などを運搬する輸送路や避難場所まで安全に移動できる避難路を確保
するため、都市計画道路のさらなる整備を推進するとともに、安全な避難場所の確保、被災者生活に密
着した重要なライフライン※である上下水道施設の耐震化などを推進していく必要があります。

●目指す姿と目標指標
災害時でも緊急輸送路や安全な避難路、避難場所が確保され、多くの避難所において上下水道も使用

できる災害に強いまちになっています。

目標指標 現状値
目標値

単位 2016 年度 2022 年度
◆橋りょうの耐震率 ％ 87.0 2010 年度 100.0 100.0

平成６年度実施の橋りょう点検及び平成８年度実施の道路防災点検に基づき耐震対策が必要な橋りょうに対する整備割合。
耐震整備が完了している橋りょう 34 基に対して、整備を必要とする残りの４つの橋りょうすべての整備を目指します。

◆水道施設の耐震化率 ％ 0.0 2010 年度 17.0 25.0

耐震済主要水道施設／主要水道施設（12 施設）。平成 28 年度（2016 年度）目標の犬山配水場をはじめとした主要水
道施設の耐震化を進め、目標年次の平成 34 年度（2022 年度）においては耐震化率 25％の達成を目指します。

◆下水道管きょ重要路線の耐震率 ％ 23.5 2010 年度 41.0 77.0

重要路線耐震延長／重要路線。犬山市下水道地震対策基本計画（平成 23 年度～平成 35 年度（2023 年度））に基づき、
重要路線の耐震化率 77％の達成を目指します。

●施策の展開方向
①�都市施設の耐震化�
推進

主要な道路の橋りょうや上下水道施設をはじめとする都市施設について、震
災時においても安全・安心に利用できるよう耐震化を進めます。

②�都市計画道路等の�
整備推進

犬山富士線（上野字大門交差点から扶桑町行政境）、富岡荒井線（羽黒字高見
交差点から字上小針交差点）、大口桃花台線（主要地方道春日井各務原線から
市道富岡荒井・春日井犬山線間）の整備を推進します。

●重点事業
橋りょう耐震補強事業 災害時などに安全な橋として耐震調査の結果、対策が必要な道路橋の耐震補強工事を実施します。

水道施設耐震化事業 災害時においても安定した給水を確保するため、水道施設の耐震化を実施します。

下水道施設耐震化事業 重要な下水道施設の耐震化を図り（防災）、被害の最小化を図る（減災）総合的な地
震対策を実施します。

ライフライン　生活の維持に必要な、電気・ガス・水道・電話・道路などの総称。用語
解説
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２ 防災体制の充実 施策 212
＜防災安全課＞

●現状・課題
身の回りに起こる災害には、地震やゲリラ豪雨のように被害が予測できないもの、台風や長雨などの

あらかじめ雨量などが予測できるもの、インフルエンザのような感染症の流行が想定されます。
本市では、地震やゲリラ豪雨、台風や長雨などの対策に関しては、犬山市地域防災計画を策定し、各

種の防災対策を計画的に実施し、防災体制の充実を図ってきました。総合防災訓練や土砂災害防災訓練
の実施、災害時においては迅速な災害情報の発信や応急復旧活動など、市民の安全・安心の確保に努め
てきました。

今後も、新たな避難所の指定、非常食などの防災備蓄品を継続的に確保することや、防災関係機関と
の連携を強化していくことが必要です。

また、インフルエンザなどの感染症対策に関しては、初動マニュアル※を作成し、日頃から市民への
情報提供に努めるなど、感染症の流行予防対策の推進が求められています。

●目指す姿と目標指標
災害時には、テレビ、ラジオ、携帯電話、ファックス、コミュニティＦＭ放送※、アマチュア無線な

どのメディアを使用し、住民へ災害情報が迅速かつ的確に提供されています。また、住民が避難所へ避
難した際には、隣接した防災倉庫から食料、毛布などが配給できるまちになっています。

目標指標 現状値
目標値

単位 2016 年度 2022 年度
◆防災倉庫の設置数 箇所 16 2009 年度 23 30

主に避難所、広域避難場所に隣接した防災倉庫の設置箇所数。毎年１箇所ずつ増加を目指します。

◆防災備蓄食料数 食 15,000 2009 年度 19,000 22,500

市が備蓄する非常食（主食）の数。人口 10％の３日分の非常食備蓄を目標に毎年 500 食ずつ増加を目指します。

●施策の展開方向
①�防災関係機関と連携
した防災力の向上

総合防災訓練や土砂災害防災訓練など、災害の特性や地域性に応じた防災訓
練を市民と一体となって行うことにより防災力の向上を図ります。また、企
業や防災関係機関などと連携した防災体制の構築に努めます。

②災害予防体制の充実 避難路の確保をはじめ、新たな避難所の指定や、飲料水や食料などの物資、
資機材の備蓄、防災倉庫の整備・充実に努めるとともに、防災ボランティア
組織や市民組織など関係団体との連携による災害予防体制の充実・強化を図
ります。また、高齢者や障害者など災害時に特に支援を必要とする人の援護
が地域一帯で行えるよう、支援体制を充実します。

③�情報の収集伝達体制
の確立

地震災害や風水害の状況及び避難などに関する情報を市民に迅速に提供でき
るよう、市のホームページからの情報発信や災害時緊急メール提供サービス
の登録利用者の拡大、携帯電話やテレビ、ラジオなどを活用した防災情報の
収集・伝達体制を確立します。

初動マニュアル　災害は発生直後に対応すれば、被害拡大を最小限にとどめることができるため、災害発生の可能性が高い
場合や災害発生直後のとるべき行動をまとめたもの。

コミュニティＦＭ放送　平成４年に制度化された超短波放送（ＦＭ放送）の一形態で、市町村の区域などを放送エリアとし
て情報発信するラジオ放送局。放送エリアが限定されるため、地域に密着した情報を素早く伝えることができる。

用語
解説



125
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●重点事業
災害時要援護者避難�
支援事業

災害時に自力で避難することが困難な高齢者や障害者が災害の被災者にならないよ
うに、地域と連携して援護を行うための避難支援計画を作成します。

非常持出品

備蓄品

災害が発生し避難するときに、最初に持ち出すものです。
避難しやすいよう、できるだけコンパクトにまとめましょう。

災害復旧までの数日間を自活するための備蓄品です。
最低でも 3日分、できれば 5日分を準備しましょう。

その他

衣類、食器類、生理用品、
携帯電話の充電器など。

非常食
保存期間が長く、火を通
さないで食べられるもの
が便利。

飲料水

赤ちゃんがいる場合は粉ミ
ルクなども用意。

非常食
そのまま食べられるか
簡単な調理で済むもの
が便利。

水

飲料水の目安は 1 人 1 日
3 リットル程度。

懐中電灯

夜間の必須アイテム。
予備の電池も準備。

携帯ラジオ

FM と AM 両 方 が 聞 け る 
もの。予備の電池も準備。

生活用品

アウトドア用品などが便
利。燃料やコンロなども。

救急薬品・常備薬

応急手当ができる薬品類
や、持病の常備薬など。

貴重品
現金（10 円硬貨も）、通帳、
健康保険証、免許証、印鑑
など。

BA
NK

BA
NK

非常持出品を準備しよう

（資料　防災安全課）
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３ 防災意識の高揚と防災組織の育成強化 施策 213
＜防災安全課＞

●現状・課題
平成 22 年４月現在、市内の 315 の町内会の中で 270 の町内会において自主防災組織が設置され、

設置率は約 86％となっています。非常時において迅速な応急復旧活動を行うためには、地域における
自主防災組織による共助が不可欠です。

国の地震調査研究推進本部の発表によると今後 30 年以内に本市が震度５弱以上の強い揺れに見舞わ
れる確率は低いとされていますが、揺れの強弱に関わりなく、家具の転倒防止など地震による被害を未
然に防ぐための自助の取組みは大切なことです。

平常時から自主防災訓練を実施するとともに、防災備蓄品の拡充などを行うことで、さらなる防災意
識や危機管理意識の高揚を目指し、自主防災組織の育成を図っていく必要があります。

●目指す姿と目標指標
市民一人ひとりが高い防災意識と危機管理意識を持ち、日頃より自主防災組織が主体となって行う防

災訓練などに積極的に参加しています。

目標指標 現状値
目標値

単位 2016 年度 2022 年度
◆自主防災組織設立町内会数 町内会 270 2009 年度 280 290

市内全町内会のうち自主防災組織を設立している町内会数。毎年２町内会程度の増加を目指します。

◆防災用倉庫設置補助団体数 団体 ５ 2009 年度 ９ 12

防災用倉庫設置補助金交付要綱に基づく防災用倉庫設置補助団体数。２年に１箇所ずつの設置を目指します。

◆家庭で災害への備えをしている市民の
割合 ％ 39.5 2010 年度 50.0 60.0

市民意識調査で『家庭で防災グッズ（非常持ち出し品）の備えをしていますか。』の設問に対し、「はい」と回答した市
民の割合。現状値の上昇を目指します。

●施策の展開方向
①�防災意識の高揚と�
防災啓発

総合防災訓練を毎年開催し、住民や防災関係機関との連携を推進することで、
防災意識の高揚と防災啓発の向上に努めます。

②自主防災組織の育成 既設自主防災組織に対し、消防署員や防災担当職員のほか、防災リーダーが
自主防災訓練において指導・協力を行うことで組織の育成強化を図るととも
に、未設立の町内会には組織化を促進します。新設の際には、担架、ヘルメッ
ト、懐中電灯などの防災備蓄品の現物支給を行うほか、既存組織に対しては、
防災用倉庫の設置助成を行い、自主防災力・地域防災力の向上に努めます。

③�総合防災マップによ
る危機管理意識の�
高揚

地震、台風、洪水、土砂災害、豪雨などの様々な災害に対して市民が日頃か
ら対応できるよう、災害への対策方法、避難場所や病院、さらには、災害時
における危険箇所を示した総合防災マップを作成し、自助による危機管理意
識の向上を図ります。
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基本施策 22　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（宣言６）

消防・救急 １　消防体制の整備・充実
２　火災予防の充実
３　救急・救助体制の充実

１ 消防体制の整備・充実 施策 221
＜消防本部庶務課＞

●現状・課題
近年、災害などの緊急事案の様相が複

雑かつ多様化する中で、発生する災害も
昼夜を問わず多岐にわたる傾向が顕著に
なっています。

このような状況のもと、本市では本署、
北出張所を拠点に市民が安全・安心に生
活できるように、ソフト面においては地
域防災力の要となる消防団員の確保を行
い、ハード面では市南部方面の消防力強
化を図るため、平成 23 年度に南出張所
を開設させたほか、消防車両の購入、消
防水利（防火水槽又は消火栓）の設置な
どに取り組んできました。

今後は、災害時の防災拠点となる消
防庁舎などの消防施設が、常時機能でき
るように老朽化した建物の整備を行うほ
か、現状では、県市町消防本部の平均値に達していない消防水利の設置を計画的に進めるとともに、既
存の消防水利についても常時使用できる状態にしておく必要があります。

さらに、大規模な災害が発生した場合にも十分な消防活動を行うため、近隣市町との連携による消防
広域体制の確立などの検討を行い、より一層の消防力の強化・充実を図ることが必要です。

●目指す姿と目標指標
災害対策が強化され、災害時には、消防署と消防団が緊密に連携し、迅速かつ的確に活動をしています。

大規模災害時には、近隣市町と連携し適切に対応ができるまちになっています。

目標指標 現状値
目標値

単位 2016 年度 2022 年度
◆消防水利の充足率 ％ 77.0 2009 年度 83.0 87.0

現有消防水利数／基準数（消防水利の基準により算出した市街地に必要な消防水利数 670 基）。消防水利（防火水槽・
消火栓）を年５基以上設置し、既存の消防水利についても、常時使用できるように維持管理、更新などを行います。愛
知県市町消防本部の充足率の平均 ( 平成 21 年度 79％ ) を早期に上回ることを目指します。

◆消防団員の充足率 ％ 99.0 2009 年度 100.0 100.0

現有消防団員数／条例定数（168 人）。地域防災力の要となる消防団員を常に確保することを目指します。

消防署　南出張所



128

●施策の展開方向
①消防力の充実・強化 最新の装備を搭載した消防車両を計画的に購入します。さらに消防水利の充

足率向上のため、防火水槽は、公園や公共施設の駐車場などに、消火栓は、
水道部水道課と連携した設置を計画的に行い、既存の消防水利については、
常に使用できるように維持管理に努めます。また、消防庁舎などの消防施設が、
常時機能できるように、老朽化した消防施設については、建替えなども視野
に入れた整備を図ります。

②消防団の充実・強化 地域防災力の要となる消防団員の人員確保に努め、さらには、地域の消防・
防災リーダーの担い手として市民の信頼に応えられる人材の育成を図ります。
また、消防団施設の整備・充実及び消防団員の技能・知識向上を目的とした
訓練・研修などを実施するなど消防団組織の強化に努めます。

③消防広域体制の推進 愛知県消防広域化推進計画に基づく消防広域化及びデジタル無線の共同化・
通信指令施設の共同運用について、近隣市町との連携、協議を進め、大規模
災害などの対応ができるよう消防広域体制の確立を図ります。

●重点事業
消防自動車等購入事業 消防活動が円滑に行えるよう消防本部・消防団の消防自動車や救急自動車などを計

画的に購入（新規・更新）します。

消防水利整備事業 火災による被害を最小限に抑えるため、消防水利（防火水槽・消火栓）を計画的に
整備します。

出初式（消防団）赤バイ（消防活動二輪車）

犬山市楽田婦人消防クラブ
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２ 火災予防の充実 施策 222
＜予防防災課・消防署＞

●現状・課題
全国で発生する建物火災による死者数のうち、住宅火災によるものが９割を占め、その半数以上が

65 歳以上の高齢者で、原因の７割が逃げ遅れとなっています。本市の過去 10 年（平成 13 年～平成
22 年）における建物火災による死者（放火自殺者を除く）の発生状況は、火災件数８件に対し、死者
は 11 名でありました。そのうち、７名（63.6％）は、逃げ遅れによるものであり、また、死者 11 名
のうち、６名（54.5％）は、65 歳以上の高齢者、10 歳以下又は身体障害者などの身体弱者であり、全
国と同様な傾向が見られています。

火災による被害者を抑制していくためには、住宅への火災警報器の設置の普及促進に加え、婦人消防
クラブや少年消防クラブといった民間消防組織による効果的な啓発を図り、地域防災力を強化するとと
もに、防火管理者や防災管理者の養成、専門知識を有する予防技術資格取得者などの育成をしていく必
要があります。

また、本市では、約 86％の町内会で自主防災組織（270 町内（平成 22 年４月現在））が設置され、消防署・
防災担当職員や防災リーダーの指導による訓練を行っている組織もあります。

今後、地域の防災力をさらに向上させていくためには、地域の自主防災組織が創意工夫し、自主的な
運営活動ができるように、行政と消防機関がその体制づくりをサポートしていく必要があります。

●目指す姿と目標指標
火災の未然防止と被害を軽減するための予防対策が充実し、火災から市民生活の安全が確保されたま

ちになっています。また、自主防災組織が自主的に防災訓練などを実施し、地域に密着した防災組織と
して活動できるまちになっています。

目標指標 現状値
目標値

単位 2016 年度 2022 年度
◆住宅用火災警報器設置普及率 ％ 85.0 2010 年度 100.0 100.0

設置世帯／全世帯（平成 20 年６月条例義務化以降の設置普及率）。すべての一般住宅、併用住宅、共同住宅などに設置
が義務づけられており、出火危険排除のため早期に 100％を目指します。

◆自主防災訓練指導実施率 ％ 55.0 2009 年度 60.0 65.0

訓練実施町内数／町内数。自主防災組織の 65％での実施を目指します。

●施策の展開方向
①�自主防火管理体制の
強化

火災などの災害を未然に防ぐため、予防技術資格取得者による防火対象物や
危険物施設の査察を充実し、防火避難施設の点検の励行、防火・防災管理者
や危険物保安監督者を中心に自主防火管理体制の強化を促進します。

②�防火意識の高揚と�
出火危険の排除

住宅防火推進町内の防火指導及びアンケートによる住宅防火診断を実施する
とともに、住宅用火災警報器の効果をＰＲすることで設置世帯の増加を図り、
住宅火災による身体弱者などの死傷事故防止と、住民一人ひとりの火災予防
の意識向上を図ります。また、平成５年から実施している住宅防火推進町内
の設置を継続するとともに、市内全域での防火意識の高揚を図ることにより、
出火危険の排除に努めます。

③�市民・民間組織との
連携による地域防�
災力の強化

地域防災の担い手となる婦人消防クラブや少年消防クラブ、民間消防組織な
どと連携し、市民と一体となった初期消火体制の確立や地域防災における災
害弱者の安全対策を図ります。また、専門知識の習得、訓練の実施などを通
して、自主防災組織の一層の防火・防災意識の向上を図り、災害時の組織的
な初動体制を確立します。
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●重点事業
住宅防火対策推進事業 住宅防火対策を推進するため、各種住宅での住宅用火災警報器設置の促進・啓蒙を

行うほか、住宅防火推進町内の設置拡充（地区町内を一定期間指定して、集中して
防火などに関係する指導を行い、地区の防火意識・知識の高揚を図る）や高齢者な
どの住宅防火診断によって、火災発生などの危険排除の助言指導を実施します。

火災発生件数の推移

（資料　予防防災課）
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３ 救急・救助体制の充実 施策 223
＜救急通信課・消防署＞

●現状・課題
救急・救助出場時における人命救助には、専門知識や技能を有した救急隊員、救急救命士及び救助隊

員が不可欠であることから、その養成を計画的に実施しています。今後も、救急救命士の行う特定行為
の処置が拡大されるため、救急資器材の高度化とそれに対応できる人材の育成が必要です。

本市における救急業務は、傷病者の生命の危険が予想される場合や３階以上の建物で発生した救急事
故等に対して、消防隊と連携して活動し、迅速・的確な処置や搬送を行っています。

近年の救助事案は、複雑・多様化しており、その対応策として都市型救助、交通救助などの新技術の
導入や救助資機材の充実、救助隊員の知識・技術の強化を進める必要があります。

また、突然の心停止に対応するため、公共施設や事業所などにＡＥＤ（自動対外式除細動器）の設置
が進められていますが、設置箇所の増加や消防車両への積載を進めていく必要もあります。

●目指す姿と目標指標
救急救命士数を増加し、３台ある救急車に、常時２人の救急救命士が乗車している状態になっている

など、人材の確保と養成が進んでいるほか、救急・救助及び基幹病院、さらには防災ヘリコプター、ド
クターヘリコプター※、ＤＭＡＴ（災害医療援助チーム）※が連携し、専門性を活かした救急・救助体
制が確立されています。

目標指標 現状値
目標値

単位 2016 年度 2022 年度
◆運用救命士（消防署に配備され、現場
に出場する救急救命士） 人 14 2009 年度 18 20

実際に救急車に搭乗する救急救命士の人数。３台の救急車に常時２人の救急救命士が乗車していることが可能となる数
を目指します。

●施策の展開方向
①�救急・救助業務の�
高度化

高度救命処置及び高度救助技術の習得を図るため、救急救命士においては、
一層の人員確保を図り、特定行為（薬剤投与・気管挿管）認定者の養成を、
救助隊員においては、消防学校等関係機関で都市型救助、交通救助などの研
修により専門的人材の養成を進めます。また、メディカルコントロール協議
会※や病院などでの研修、救急搬送時の処置及び救助活動に関する検証など
を基に、救急・救助技術レベルの向上に努めます。加えて、救急車両などへ
のＡＥＤ搭載を積極的に進めます。

②�応急手当の指導・�
啓発

救急車適正利用のあり方について、市民に対する周知・啓発を行うとともに、
救急隊到着までの間に市民が適切な処置を行えるよう、定期的に実施してい
る上級・普通救命講習や応急手当講習会、公民館などでの地域住民に対する
随時講習会及び学校の授業としての救急講習会を積極的に行います。

ドクターヘリコプター　医師、看護師がヘリコプターに搭乗して救急現場などに向かい、現場での救急医療、必要に応じて
医療機関への搬送を行う。病院間の搬送も行う。本市では、毎年 10 件程度要請している。

ＤＭＡＴ（災害医療援助チーム）　医師、看護師などで構成され、大災害・事故現場に迅速に駆けつけ、救急医療を行うた
めの専門的な訓練を受けた医療チーム。愛知県は、平成 20 年に、県内 12 医療機関と協定締結。

メディカルコントロール協議会　医学的観点から救急隊員が行う応急処置などの質を保証する機関。

用語
解説
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●重点事業
救急救命士の育成事業 救急救命士の新規養成に併せて、現任の救急救命士を再教育し、高度救命処置（薬

剤投与、気管挿管）の認定を取得させます。

救命講習・応急手当�
講習の普及事業

突然のケガや病気が発生した場合、そばに居合わせた人が積極的に救命処置や応急
手当ができるよう講習会を開催します。

救急出場件数

普通救命講習

（資料　救急通信課）

1,500

2,000

2,500

3,000
（件）

13年平成 14年 15年 16年 17年 18年 19年 20年 21年 22年

1,779

1,984
2,018

2,312

2,299

2,363

2,359

2,603

1,873

2,426
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環境と調和したまちをつくります 宣言7
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環境と調和したまちをつくります

宣言７

23

24

25

26 循環型社会

環境衛生

公園緑地 ･ 緑化

自然環境

宣言１

１ 健康

宣言３

６ 市民協働

宣言４

９ 農業

11 工業

12 観光

宣言２

３ 行政運営

宣言５

16 子育て支援

14 地域福祉

17 障害者 ( 児 ) 福祉

宣言 9

宣言 10

36 歴史 ･ 文化財

宣言８

28 道路 ･ 橋りょう

30 住宅 ･ 宅地
29 公共交通

27 市街地 ･ 景観

32 下水道

宣言６

19 治山 ･ 治水

宣言 7

市民一人ひとりが自然とふれあうことでその大切さを認識し、豊かな緑や水辺環境、
希少な動植物を大切に守っていくとともに、ごみの減量化や資源のリサイクルを進め
るなど、環境への意識を高め、地球にやさしい取組みを進めます。

34 社会教育
33 学校教育



134

基本施策 23　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（宣言７）

自然環境 １　自然環境の保全と活用
２　里山文化の育成

１ 自然環境の保全と活用 施策 231
＜公園緑地課・農林治水課＞

●現状・課題
市域の６割を占める東部の丘陵地は、自然公園法による国定公園や森林法による保安林指定などの法

制度による規制に加え、国有林や大学林としての公的な監視により乱開発が防がれてきました。これら
の自然資源は、本市の貴重な財産であり、市民の誇りとなっています。この豊かな自然を保全し、共有
の財産として次世代に引き継いでいくため、自然を活かした健康づくりの場としての機能も含めて、将
来的な利活用を検討していく必要があります。

市民一人ひとりがその大切さや尊さを正しく認識するとともに、行政と市民による適正な役割分担を
進める中で、人と自然が調和した豊かな自然環境を保全していくことが求められています。

●目指す姿と目標指標
犬山市の自然の実態と利活用に関する方針が明らかにされ、豊かな自然が健全な状態に保たれていま

す。

目標指標 現状値
目標値

単位 2016 年度 2022 年度
◆自然環境が、大切に保全されていると
感じている市民割合 ％ 62.9 2010 年度 65.0 70.0

市民意識調査で『犬山市の自然環境は、大切に保全されていると思いますか。』の設問に対し、「はい」と回答した市民
の割合。現状値の上昇を目指します。

◆外来魚駆除実施 回 １ 2009 年度 ２ ３

外来魚駆除事業を実施した回数。実施回数の上昇を目指します。

●施策の展開方向
①里山の実態の把握 犬山里山学センターを拠点として、ＮＰＯや市民ボランティアが協働して里

山の樹木相や健康度、里山に生きる希少な動植物の系統的な実態調査を行い
ます。

②�希少動植物の保護の
推進

希少な動植物を、次世代へ引き継ぐ自然資産として積極的に保護します。定
期的な外来魚駆除や絶滅危惧種であるウシモツゴなどの在来種の保護・増殖
などの取組みを進めます。

③自然環境の活用 豊かな自然環境の保全に留意しながら、環境学習の場として、また、自然散策、
遊歩道ウォーキング、エコツーリズム※などの観光・レクリエーション・健
康づくりの場として、積極的に活用します。

●重点事業
外来魚駆除事業 ため池での外来魚の駆除を行うことにより、従来の生態系を取り戻し後世につなげ

ます。

エコツーリズム　地域ぐるみで自然環境や歴史文化など、地域固有の魅力を観光客に伝えることにより、その価値や大切さ
が理解され、保全につながっていくことを目指していく仕組み。

用語
解説
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２ 里山文化の育成 施策 232
＜公園緑地課＞

●現状・課題
本市の緑豊かな丘陵地は、古くから地域の農業生産の場や薪炭という形で日常の暮らしでも利用され、

その中で多様な生き物も育まれてきました。しかし、江戸時代後期から戦後まもなくまでは一面のはげ
山となり、洪水と干ばつが繰り返されていました。そこで、地元住民と国や東京大学が協力して植林を
行って管理してきた結果、現在の緑豊かな姿となっています。このように地域で育まれてきた里山の保
全と、生物多様性条約第 10 回締約国会議（ＣＯ P10）で示された「ＳＡＴＯＹＡＭＡイニシアティブ
※」が目指す里山文化の育成に取り組んでいます。拠点となる犬山里山学センターでは、環境ボランティ
アの育成と環境教育の普及を行い、ボランティアによる里山保全活動も行っています。

今後も、犬山里山学センターを中心として、里山文化の保全・創造に向けた活動の一層の拡大と活動
内容の充実が求められています。

●目指す姿と目標指標
市民・行政・ＮＰＯ・企業が協働した維持管理体制により、市民が直接ふれあえる里山が守られてい

ます。

目標指標 現状値
目標値

単位 2016 年度 2022 年度
◆環境学習・人材育成講座などの開催 回 34 2010 年度 40 52

環境学習や人材育成講座の実施回数。週１回の学習講座などの実施を目指します。

●施策の展開方向
①�里山学センターの�
機能充実

市民が自然を身近に感じ、動植物の健全な生態系の維持により豊かな環境が
保たれていることを実感できるような学習・展示機能を充実させることによ
り利用者の拡大を図ります。

②�自然資源のネット
ワーク化

木曽川、東部丘陵、入鹿池などの自然環境と地域に点在する歴史・文化資源
をつなぐ散策道を整備し、自然資源のネットワーク化を進めます。

③�里山を守る市民活動
の活性化

環境フェアや里山自然学校を通して、子どもからお年寄りまで幅広い市民に
対して、里山の自然への理解を深めるとともに、自然環境の保全に自主的に
取り組むボランティアの育成に努め、市民との協働による環境保全の取組み
を推進します。また、学校などへの出前講座により、子どもたちの環境意識
を高めるとともに、子どもを中心とした自主的な環境保全活動を支援します。

●重点事業
里山保全活動・活性化
事業

先人が育ててきた里山という自然の重要性を理解し、自らの財産として守っていく
市民活動を支援します。

ＳＡＴＯＹＡＭＡイニシアティブ　古来から受け継がれてきた農業と天然資源の持続的な管理により地域の生態系の恩恵を
引き出してきた日本の里山文化を国際的な生物多様性保全活動の中に取り込んでいこうという考え。また、この考えが先
のＣＯ P10 の場で提案され、日本の里山をモデルに人と自然の共生を目指す国際組織が設立された。

用語
解説
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基本施策 24　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（宣言７）

公園緑地・緑化 １　公園の整備・管理
２　水と緑のネットワークの形成
３　緑の創造と緑化の推進

１ 公園の整備・管理 施策 241
＜建設課・公園緑地課＞

●現状・課題
公園は、潤いある地域コミュニティや市民の健康維持、身近な自然とのふれあいの増進などの役割を

担うものであり、本市においても、都市公園・緑地のほか、地域の子どもたちの身近な遊び場としての
ちびっ子広場などが整備されています。

しかし、多くは宅地開発に伴って整備された小規模で画一化された街区公園であることに加えて、鎮
守の森や丘陵地の豊かな自然空間自身が地域の憩いの場所として位置づけられてきたこともあり、本市
の１人当たりの都市公園面積 4.9 ㎡／人は、県平均の 7.16 ㎡／人に比べ、低い水準にあります。

少子高齢化の進行や健康意識の高まりなどの中で、市民がゆとりを持って生活していくための憩いの
場となる公園を整備していくことが一層求められています。

今後、遊具など公園施設の老朽化に伴い、不良箇所の増加が予測されますので、利用者の安全確保を
図るためには、定期的に点検を行い、計画的な修繕や改修を行っていく必要があります。併せて、健康
増進のための遊具の見直しなど地域の実状や市民のニーズを視野に入れた計画的な施設の更新が重要と
なり、特に、犬山ひばりヶ丘公園など利用者が多い公園は、広域的な利用も視野に入れた魅力ある公園
としての整備が求められています。

●目指す姿と目標指標
自治会長や町会長を中心とした地域役員との連携により、清潔で魅力ある公園としての維持管理が行

われ、高齢者には生活のゆとりと憩いの場として、児童などには健全に活動・運動のできる場として、
また、災害時には避難場所として利用されています。

目標指標 現状値
目標値

単位 2016 年度 2022 年度
◆新しく整備する公園の数 箇所 ０ 2010 年度 ３ ５

市内に新しく整備する公園の数。新しく公園を５箇所整備することを目指します。

◆点検による遊具などの修繕率 ％ 70.0 2010 年度 100.0 100.0

前年度の点検における修繕が必要と判断される遊具の修繕率。安全に安心して遊具を利用できるよう修繕率 100％を目
指します。

●施策の展開方向
①公園の整備推進 五条川で進めているウォーキングトレイル事業に合わせた休憩などの中継場

所として、また、各地区における潤いや憩いの場、スポーツ・レクリエーショ
ン活動の場として、計画的に地区公園※などの整備を推進します。また、木
曽川犬山緑地については、国に対して木曽川上流域公園整備促進期成同盟会
などを通じて国営木曽三川公園としての新たな整備を要望していくとともに、
木曽川沿いの他市町緑地への広域的なネットワークの形成を図り、緑地の利
活用に努めます。

②市民協働の維持管理 街区公園やちびっこ広場などの日常管理を地元町内会や市民ボランティアと
協働して行うことを通して、住民の公園に対する愛着を高めます。また、地
域と行政が連携しながら、維持管理ができる連絡体制を確立します。

③�安全で利用しやすい
公園づくり

都市公園として指定された公園施設については、公園長寿命化計画や更新計
画を策定し、老朽化に対する安全対策や適切な維持補修を計画的に実施し、
安全で利用しやすい公園管理を推進します。
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●重点事業
公園施設長寿命化計画
事業

公園内の施設を安全に利用ができるよう長寿命化計画を策定し、計画的な修繕を行
います。

地区公園　主として徒歩圏内に居住する者の利用に供することを目的とし、誘致距離１km の範囲内で１箇所当たり面積４
ha を標準として配置される公園。

用語
解説

凡例

公園・緑地配置図

街区公園
近隣公園
地区公園
都市緑地
緑道

都市公園の現状

公園種別

街区公園 69ヶ所

3 4.90 3

1

5

1

37.02

3.43

13.82

4.70

4.90

77

4.70

4.20

47.80

72.77

1

1

79

5

67ヶ所 中山公園、林崎公園他

犬山ひばりヶ丘公園

尾張広域緑道

国営木曽三川公園（木曽川犬山緑地）・犬山丸の内緑地他

山の田公園、石作公園、上坂公園

11.17 ha 10.17ha

近隣公園

地区公園

都市緑地

緑　　道

小　　計

都市公園

箇所数 面積 箇所数 面積 主な公園

開　　設（H23.3.31現在）

名鉄広見線

名鉄犬山線

名鉄犬山線

名鉄小牧線

国道 41号

入鹿池

（資料　公園緑地課）
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２ 水と緑のネットワークの形成 施策 242
＜公園緑地課・建設課＞

●現状・課題
近年、市民の健康意識が高まり、身近な場所で自ら健康づくりを行う市民も増えてきており、ネット

ワーク化された遊歩道など、歩行者空間の整備が求められています。
本市においては、市民生活に潤いをもたらす水辺や森林などの自然資源として東部に広がる丘陵地や

木曽川、五条川、新郷瀬川といった自然によって結ばれる軸と、犬山城・入鹿池・木曽川犬山緑地・犬
山ひばりヶ丘公園などの拠点的施設があります。これらの軸や拠点をネットワーク化するため、平成
19 年度に歩行者ネットワーク構想「犬山さくらねっと・うぉーく」を策定しました。構想に基づき、
犬山市西古券地内の尾張広域緑道整備や五条川左岸の堤防を利用した遊歩道整備が順次完了する予定で
す。

一方で、自然歩道は急な階段や斜路も多く、さらに、降雨や車両の通行によるわだちや路面崩壊、雑
草木の繁茂などもあり、歩行者が安全に利用できる状況にはない箇所もあります。

今後は、歩行者ネットワーク構想に基づいた新たなルート整備に向けて、土地所有者や河川、道路な
どの管理者との調整を行い、東海自然歩道や尾張広域緑道、河川敷の整備などを円滑に実施し、ネット
ワークの形成を進めていく必要があります。

●目指す姿と目標指標
緑道・自然歩道・河川などによるネットワークが形成され、市民が生活スタイルに合わせて水辺や緑

の中で心の潤いを実感しながら、緑道や遊歩道を歩くことができるまちになっています。

目標指標 現状値
目標値

単位 2016 年度 2022 年度
◆ウォーキングトレイル事業整備率 ％ 3.0 2009 年度 100.0 100.0

ウォーキングトレイル事業（五条川左岸堤防を利用した遊歩道 2.82km）の整備済延長／整備計画延長。整備計画延長
すべての整備完了を目指します。

◆緑道整備率（犬山地内） ％ 78.0 2009 年度 100.0 100.0

犬山地内の緑道（尾張広域緑道 2.82km）の整備済延長／整備計画延長。整備計画延長のすべての整備完了を目指します。

●施策の展開方向
①�河川堤防を利用した
遊歩道の整備

新郷瀬川と五条川の分流地点から大口町との市境までを結ぶ五条川の左岸堤
防や半ノ木川、新郷瀬川などの河川堤防を利用した遊歩道の整備を推進しま
す。

②�拠点的緑の保全・�
育成

拠点的な公園の緑や河川敷などの桜並木や樹木の緑を保全するため、桜・モ
ミジの植樹や剪定、また、市民組織による保全体制の整備などを実施するさ
くらねっと・うぉーく事業を推進し、適切な維持管理を進めます。

●重点事業
さくらねっと・うぉーく
事業

豊かな自然を健全な状態にし活用を図るため、市の花でもある桜の維持管理、植樹、
樹木診断を市民組織と協働して計画的に行います。
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３ 緑の創造と緑化の推進 施策 243
＜公園緑地課・都市計画建築課・建設課・道路維持課＞

●現状・課題
緑は、環境保全や災害防止機能など多くの公益的機能を有しており、市街地の緑の整備・保存には、

街路樹を充実させることが効果的です。
しかし、植樹されてから長い期間が経過していることに加えて、街路という厳しい生育環境の中で病

害虫に侵されたりして、倒れやすくなっている街路樹も増えています。
また、市街地では冬季の落葉樹による落ち葉の問題や樹木を住み家とする野鳥の糞や羽毛などの苦情

も増えています。
市街化調整区域の住宅団地などにおいては、地区計画※を活用し、周辺自然環境と調和した良好な住

環境を保全していくため、生け垣や在来種など地域の自然環境に配慮した植栽を誘導し、緑化推進に努
めています。また羽黒・楽田地区の犬山市工業団地などの大規模な工業地においては造成当時から緑地
協定※が結ばれ、良好な環境整備が進められてきました。しかし、既成市街地においては緑地協定を結
ぶことは難しく、緑化推進が進んでいない状況です。

そのため、街路樹の適切な更新を計画的に進めていくとともに、市民一人ひとりの緑化に対する理解
を深め、公空間・私空間を合わせて、緑化を推進していく必要があります。

●目指す姿と目標指標
道路や河川、公園などの公共施設においては、豊かで健全な緑が創出され、潤いと憩いが感じられる

快適な生活環境と緑の空間が創り出されています。また、民有地についても市民の緑化意識が高まり、
市内各地で緑を感じることのできるまちになっています。

目標指標 現状値
目標値

単位 2016 年度 2022 年度
◆民有地緑化の推進 件 ０ 2009 年度 ６ 12

あいち森と緑づくり補助事業に基づいて緑化などがされた民地の件数。新たな施策の展開により年１箇所の拡大を目指
します。

●施策の展開方向
①街路樹の整備・保全 市街地における快適な生活環境と緑の空間の確保のため、既存の街路樹の実

態把握を行い、地域の特性に応じた緑の整備・保全を推進します。

②民有地の緑化推進 森と緑が有する環境保全や災害防止などの公益的機能の維持増進のために導
入されたあいち森と緑づくり税により設立された基金を活用した、あいち森
と緑づくり補助事業による生け垣や壁面・屋上緑化など、民有地の緑化を広
報誌などでＰＲし、住民の協力を得て進めていきます。また、新規の住宅団
地や工業団地の整備にあたって、地区計画制度や緑地協定などを活用し、緑
化推進を図ります。

地区計画　都市計画法に定められた制度で、地区の課題や特徴を踏まえ、住民と市町村が連携しながら、地区の特性にふさ
わしいまちづくりを誘導するための手法。

緑地協定　都市緑地法に定められた制度で、住民の自主的な緑化の意思を尊重しながら地域の緑化を推進しようとするもの。

用語
解説
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基本施策 25　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（宣言７）

環境衛生
１　環境の保全と美化
２　地球環境保全の対策
３　公害対策の推進
４　し尿・生活排水の適正処理

１ 環境の保全と美化 施策 251
＜ごみ減量推進課・道路維持課＞

●現状・課題
本市では、散乱するごみの問題に対して、環境パトロール員による市内巡回や監視カメラによる不法

投棄の監視、不法投棄抑制看板の設置などにより、生活環境の保全を図ってきました。
しかし、空き缶などのポイ捨てをはじめ、粗大ごみや家電４品目などの不法投棄は依然として多い状

況です。
そのため、自ら出したごみについては、自らが責任を持って、決まった方法により排出するといった、

ごみの排出についてのモラルの向上を促していくことが必要です。
近年、環境に対する意識が高まるなか、町内会や子ども会、ボランティアグループによる清掃活動、

アダプトプログラム※による道路美化が活発に行われており、今後も市民と協働したきれいなまちづく
りを進めていく必要があります。

●目指す姿と目標指標
環境に対する市民意識が向上し、ごみの不法投棄が少なくなり、より多くの市民が身近な道路をはじ

めとした公共空間を管理する、快適なまちになっています。

目標指標 現状値
目標値

単位 2016 年度 2022 年度

◆クリーンタウン犬山推進事業※の参加
者 人 17,990 2009 年度 18,550 19,000

地域などの美化活動への参加延べ人数。現状値に対して年間 80 人の上昇を目指します。

◆アダプトプログラムの参加者 団体 51 2009 年度 63 75

清掃活動への参加延べ人数。現状値に対して年間 2 団体程度の上昇を目指します。

●施策の展開方向
①不法投棄の発生抑制 監視カメラの設置や環境パトロールを通して、不法投棄の発生抑制、早期発

見に努めます。中でも、不法投棄多発地区において不法投棄発生状況を分析
し、最適な抑制及び監視体制を整え、町会長やクリーンキーパー、郵便配達員、
タクシードライバーなどからの不法投棄発見通報に対して、迅速な対応対処
を実施していきます。また、家電リサイクル法に基づいた処理方法や適正な
ごみ処理方法について、広報誌や市のホームページ、チラシの作成などを通
じ普及啓発を推進します。

②�地域力を活かした�
生活環境の保全

クリーンタウン犬山推進事業としてボランティアによる清掃活動など地域の
美化活動を支援し、また、地域住民によるアダプトプログラムによって身近
な道路の美化活動や維持管理などを進めるなど、地域力を活かした生活環境
の保全を推進します。

アダプトプログラム　親が子どもを大切にするように“まち”の世話をする制度。アダプト（adopt）とは、養子にするこ
との意味。

クリーンタウン犬山推進事業　市民などが行う自主的な地域環境美化活動を認定し、活動の奨励と必要な支援を行う事業。

用語
解説
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２ 地球環境保全の対策 施策 252
＜公園緑地課・学校教育課＞

●現状・課題
本市は、これまで地球環境問題に対する市民の意識を高めていくため、地球温暖化をテーマとしたイ

ベント、環境学習出前講座、環境フェアなどの様々な機会を通して多くの市民に対して環境意識の向上
に向けた啓発を行ってきました。

しかし、生活実態の違いなどにより、市民や事業者における環境への意識や関心には違いがあるため、
今後は、さらに市民ボランティアと連携した環境教育システムを充実させ、広く市民に啓発を行ってい
くとともに、身近な生活の中での温暖化対策を進めていく必要があります。

また、犬山市地球温暖化対策実行計画（平成 21 年度～平成 25 年度 (2013 年度 )）に基づく、市庁
舎における地球温暖対策の取組みを推進し、ＣＯ２の排出削減目標の達成に向けた取組みを一層推進し
ていくことが必要です。

●目指す姿と目標指標
地球温暖化をはじめとした地球環境に対する市民一人ひとりの意識が向上し、地球環境問題を地域の

課題として捉え、市民が課題の解決に対して自主的に取り組み、地球環境にやさしい快適なまちになっ
ています。

目標指標 現状値
目標値

単位 2016 年度 2022 年度
◆環境フェアなどの地球環境に関するイ
ベントに参加した市民 人 500 2009 年度 650 800

地球環境に関係する催事への参加延べ人数。環境フェアに加え、市民ボランティアなどとの協働による啓発講座を開設
し、現状値に対して年間 25 人の上昇を目指します。

●施策の展開方向
①�地球環境問題の意識
向上

環境フェアなどのイベントや講座を通して市民の地球環境問題に対する意識
の向上を図ります。また、あいち森と緑づくり事業などを活用した市民によ
る植樹活動や公共施設・家庭・事業所などでの緑のカーテンの設置など、家
庭における省エネ対策や環境負荷の軽減に向けた取組みを促進するとともに、
事業者やボランティア団体などとの協働による取組みができる体制づくりを
推進します。

②�犬山市地球温暖化対策
地域推進計画の検討

地球温暖化対策をより実効性のあるものにするため、行政だけでなく市民や
事業者も含めた全市が一体となった取組みを推進し、地域推進計画の策定を
検討します。また、環境学習のメニュー化を図り、地球温暖化対策推進員な
どの市民ボランティアと協働した環境教育システムの充実を図ります。

③�太陽光発電システム
の推進

地球温暖化防止を目的とした住宅用太陽光発電システム設置費補助事業や小
中学校への太陽光発電設備の設置を推進します。

●重点事業
環境イベント・講座開
催事業

市民や事業者の地球環境に対する意識の向上を図り、地球温暖化対策を進めるため、
各種の環境イベントや出前講座などを実施します。
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３ 公害対策の推進 施策 253
＜公園緑地課＞

●現状・課題

本市では、市内の主要な工場・事業所と公害防止協定※を締結し、公害の事前防止に努めています。
また、市内の河川、道路などで環境測定を実施し、監視に努めるほか、公害苦情に対しては、聞取調査、

現地調査など原因調査を実施し、公害の除去、解決を図っています。
今後も引き続き、主要な大手事業所との公害防止協定の締結を進めるとともに、地域ごとに騒音・振動・

水質などの環境項目について、継続的に調査を実施し、市民が快適に暮らせる環境を守るための監視体
制を充実させることが求められています。

●目指す姿と目標指標
事業所の公害対策が充実し、主要箇所での水質・騒音調査が定期的に行われており、市民が安心して

生活できる環境が保たれています。

目標指標 現状値
目標値

単位 2016 年度 2022 年度
◆公害防止協定の締結事業所数 事業所 22 2010 年度 23 28

公害防止協定を締結した事業所数。新たな工業立地への事業者との締結を行うとともに、水質などへの影響が指摘され
ている事業所との協定締結に向けた協議を進めることにより、締結事業所数の増加を目指します。

◆環境調査結果で基準を満たしている割
合 ％ 90.0 2009 年度 95.0 100.0

主要河川水質調査、主要道路交通騒音調査の調査結果に基づく環境基準を満たしている箇所の割合。すべての箇所で環
境基準を達成することを目指します。

◆公害苦情申し立て件数 件 64 2009 年度 58 52

公害苦情に対する申し立て件数。近年、近隣での生活騒音などの苦情が増加傾向にあり、今後、工業団地造成実現後に
事業所が増加することなども勘案した上で、現状に対して年間１件の減少を目指します。

●施策の展開方向
①発生源対策の推進 道路交通騒音や主要河川などの水質、底質の分析調査をはじめとする環境調

査を実施することにより、環境基準を満たしていない地点を明確にし、県と
の連携を図りながら発生源対策を推進します。

②�協定推進と内容の�
充実

工業団地に参入する事業所をはじめとする大手事業所と公害防止協定を締結
するとともに、過去に締結した事業所についても定期的に内容を見直します。

③�公害監視体制整備と
意識の高揚

市民ボランティアと協働した身近な環境の監視体制を整えるとともに、市民
生活に起因する公害苦情や近隣苦情の防止について啓発に努めます。

公害防止協定　公害防止の手法として自治体又は、住民と企業との間で締結される協定。法令による規制基準を補完し、地
域に応じた公害防止のための目標値を設定して、定期的な公表などを行っていくもの。

用語
解説
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４ し尿・生活排水の適正処理 施策 254
＜ごみ減量推進課＞

●現状・課題
河川や海の汚染原因の一つは、生活雑排水であるといわれていますが、浄化槽のうち、平成 12 年ま

で製造されていた単独浄化槽は、生活雑排水を処理しない構造になっていたため水環境に影響を及ぼす
要因の１つとなっています。

この単独浄化槽の新規設置は既に禁止されていますが、今後は、既設の単独浄化槽から、し尿と生活
雑排水を合わせて処理できる合併浄化槽への切替えを一層推進していく必要があります。

設置された浄化槽についても、定期的な点検や清掃を適切に実施していないことにより、浄化槽の機
能低下による悪臭などの問題を引き起こす恐れがあるため、浄化槽の適正な維持管理について、市民へ
の周知・徹底を図っていく必要があります。

また、公共下水道計画区域では、平成元年 10 月に供用を開始して以降、五条川左岸処理区の市街化
区域から順次整備を進めており、整備完了区域では、各世帯への接続促進を図っています。

今後は、住宅が密集する五条川右岸処理区の汚水管きょの早期整備を進めていく必要がありますが、
その一方で、計画区域外については、合併浄化槽の普及と浄化槽の適正な管理を推進しています。

●目指す姿と目標指標
公共下水道計画区域外では、合併浄化槽の設置が進み、浄化槽管理者は責任を持って維持管理を実施

しており、悪臭がなく、河川や海にも汚れた水が流れ込まない、きれいな水環境が保たれています。

目標指標 現状値
目標値

単位 2016 年度 2022 年度
◆合併浄化槽の普及率 ％ 21.7 2009 年度 25.0 27.5

下水道接続以外の合併処理浄化槽の設置割合（合併浄化槽設置基数／（くみ取り戸数＋単独基数＋合併基数）× 100）。
下水道接続以外の区域において、合併浄化槽の占める割合をし尿処理全体の１/ ４以上を目標とし、年間約 0.5％の上
昇を目指します。

●施策の展開方向
①�水環境の保全 浄化槽からの排水先となっている側溝の掃除について、土のう袋を支給し清

掃後の回収など地域の清掃活動を引き続き支援します。また、川や海の汚れ
の原因が生活雑排水であることを再認識できるよう、効果的なＰＲと意識改
革に取り組みます。

②�浄化槽の適切な維持
管理の推進

ホームページや広報誌を有効活用し、浄化槽の維持管理の重要性を啓発しま
す。10 月１日の「浄化槽の日」に合わせて特集チラシを作成し、周知・徹底
を図っていきます。

③�浄化槽設置補助制度
の周知

単独浄化槽の撤去工事に対する補助など制度の見直しの検討も含めて、合併
浄化槽への切替え工事に対する補助制度を充実するとともに、利用率の向上
に向けて制度の周知を図ります。
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基本施策 26　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（宣言７）

循環型社会 １　ごみの適正処理
２　ごみの減量化とリサイクル

１ ごみの適正処理 施策 261
＜ごみ減量推進課＞

●現状・課題
昭和 58 年に稼働を開始した本市のごみ処理施設である都市美化センターは、その老朽化に伴い、平

成 18 年度から大規模補修工事を実施し、ごみの安定的な処理ができるように、施設の適正な管理を行っ
ています。

しかし、大規模補修工事は老朽化問題を根本的に解決するものではなく、新施設の建設には長期の年
数が必要になることも考慮して、早急に将来の方向性を確定していく必要があります。

本市では、これまで単独でごみ処理施設の運営を行ってきましたが、新たなごみ処理施設建設を検討
する上では、ごみ処理の効率化や、建設費用や維持管理費用などの財政的な側面などから、複数の自治
体が協力して事業実施をすることが有効な方法です。これまでにも国からの施設整備に関する指針や県
のごみ焼却処理広域化計画においてブロック区割（本市を含む４市２町）が決められています。

現在は、２市２町（犬山市・江南市・大口町・扶桑町）で一つのブロックを形成し、共同で事業推進
に取り組んでおり、今後も着実に事業を継続していく必要があります。

また、事業系ごみについても、適正処理を促していくため、関係機関と連携し、その周知に努めてい
く必要があります。

●目指す姿と目標指標
エネルギー循環型の施設が隣接する広域処理施設で、適正かつ合理的にごみが処理されており、環境

に配慮したまちとなっています。

目標指標 現状値
目標値

単位 2016 年度 2022 年度
◆ごみ処理による熱エネルギー回収率 ％ 0.0 2010 年度 0.0 10.0

ごみの焼却により供給する熱量に対する有効利用される熱量の割合。平成 30 年度（2018 年度）の新ごみ処理施設の
供用開始以降、毎年度 10％以上の回収率を目指します。

●施策の展開方向
①�新ごみ処理施設の�
整備推進

新ごみ処理施設の建設に向け、尾張北部地域の２市２町（犬山市、江南市、
大口町、扶桑町）が共同で事業推進に取り組みます。

②�現有施設の包括的�
管理運営

都市美化センターの運転管理を民間企業に包括的管理委託※することで、工
事に係る費用や薬品、光熱水費などの用役費の削減と安定した施設の運転管
理の実現に取り組みます。また、管理委託の業務についてモニタリングしな
がら健全な運転業務を監視していきます。

③事業者への普及啓発 事業系一般ごみに関するパンフレットを作成し、市内事業者に配布すること
により適正な処理を促すとともに、犬山商工会議所などの関連機関と連携し、
周知・徹底に取り組みます。

●重点事業
尾張北部地域ごみ焼却
処理広域化事業

ごみ質の均一化による安定した燃焼で、ダイオキシン類の排出削減、ごみ焼却施設
の集約化によるごみ発電などの余熱利用、広域的なごみ処理における公共事業のコ
スト縮減を図るため、２市２町（犬山市・江南市・大口町・扶桑町）が一つのブロ
ックとなって、ごみ処理事業に取り組みます。

包括的管理委託　施設の維持管理にかかる業務委託の範囲を運転管理からユーティリティ管理（設備消耗品、薬品、燃料等
の調達）や補修まで拡大した性能発注に基づく施設管理運営委託。

用語
解説
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２ ごみの減量化とリサイクル 施策 262
＜ごみ減量推進課＞

●現状・課題
本市のごみの中で最も多いごみは、家庭から排出される可燃ごみとなっており、その量は平成 20 年

度で 12,685 ｔにのぼり、全体のごみ収集量の約 52％を占めています。
このようななか、本市では、昭和 53 年度以降、分別収集を実施し、平成 17 年度からは 18 分別に

よる収集を実施し、ごみの減量とリサイクルを推進しています。平成 21 年度には、ごみの減量とリサ
イクルの促進、ごみ処理費用負担の公平性のため、家庭系可燃ごみの指定ごみ袋制度を導入しています。

また、家庭から出る剪定樹木は、可燃ごみとして焼却処分するのではなく、チップ化し、堆肥やマル
チング材※として有効活用するよう家庭用樹木粉砕機の貸出を実施しており、都市美化センターに搬入
される剪定樹木についても、チップ化事業として委託し、可燃ごみの減量と樹木のリサイクルをしてい
ます。

しかしながら、家庭から排出される可燃ごみについては、資源物が混入するなど分別が徹底されずに
処理されている状況であり、今後も、市民のごみ問題に対する意識の向上とともに分別リサイクルにつ
いて市民への啓発を積極的に行い、ごみ分別の習慣づけを徹底し、ごみの減量化、資源のリサイクルを
一層推進していくことが求められています。

●目指す姿と目標指標
市民一人ひとりの環境意識が高まり、ごみの適正な分別が行われ、排出量が少なくなるとともに、ご

み総排出量中の資源物としての回収量の割合が増加しリサイクルが進んでいます。

目標指標 現状値
目標値

単位 2016 年度 2022 年度
◆市民１人当たりの家庭系可燃ごみ排出
量 kg 163 2009 年度 157 153

人口当たりの都市美化センターに搬入される可燃ごみの量。県内で 1 人当たりのごみの量が本市より少ない自治体の平
均値（本市の約 93％の量）（県の廃棄物処理事業実態調査平成 21 年度実績より算出）を目標とし市民 1 人当たり 10
㎏の減量を目指します。

◆資源物のリサイクル率 ％ 25.0 2009 年度 29.0 32.0

ごみ総排出量中の資源物としての回収量の割合（県の廃棄物処理事業実態調査に基づく数値）。ごみ総排出量の 30％以
上のリサイクル率の達成を目指します。

●施策の展開方向
①�ごみ問題への理解の
向上

市民が自発的にごみの減量に向けて行動するよう、出前講座の実施、広報誌
やホームページの有効活用、わかりやすいチラシの作成・配布などにより、
ごみの諸問題に関して様々な情報発信をするとともに、分別方法の周知・徹
底を図ります。

②�リサイクル事情の�
周知徹底

リサイクルの現状をわかりやすく周知するため、企業に協力を得て、リサイ
クル工場の施設見学を取り入れた市民講座を開催します。

③�ごみの減量化とリサ
イクルの推進

市民に対する剪定樹木粉砕機貸出、剪定樹木のチップ化事業や生ごみ堆肥へ
の補助事業を継続し、減量とリサイクルに結び付く施策を検討し、市民と協
働して取り組める体制づくりを推進します。

マルチング材　雑草の防除、地温の安定、病害虫の発生抑制などを目的に、植物の周囲や遊歩道などに敷設する土壌被覆材。用語
解説
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市民 1人当たりの家庭系可燃ごみの推移

資源物のリサイクル率
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リサイクル工場見学 ワン丸エコステーション
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快適な暮らしを支える都市基盤を整えます

宣言８

宣言１

１ 健康

宣言３

６ 市民協働

宣言４宣言５

16 子育て支援

14 地域福祉
15 高齢者福祉

17 障害者 ( 児 ) 福祉

宣言９

33 学校教育
35 スポーツ

宣言 10

36 歴史 ･ 文化財

宣言７

24 公園緑地 ･ 緑化

25 環境衛生

宣言２

３ 行政運営

５ 財政運営
宣言６

20 防犯 ･ 交通安全

21 防災

19 治山 ･ 治水

27 市街地 ･ 景観

29 公共交通

31 上水道
32 下水道

30 住宅 ･ 宅地

28 道路 ･ 橋りょう

宣言 8

生活の基盤でありまちづくりの基本的な要素である道路や上下水道などの計画的な
整備による機能充実と、良質な住環境の確保に向けた住宅施策の展開や公共交通の充
実を図るなど、快適な生活空間の実現に向けた環境整備を進めます。

９ 農業
10 商業

11 工業
12 観光

13 勤労

市民 1人当たりの家庭系可燃ごみの推移

資源物のリサイクル率
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基本施策 27　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（宣言８）

市街地・景観 １　駅周辺地区の整備
２　市街地の整備
３　地域特性を活かした景観づくり

１ 駅周辺地区の整備 施策 271
＜都市計画建築課・建設課・商工企業振興課・歴史まちづくり課＞

●現状・課題
本市においても、車社会の進展や郊外型大型店舗の出店などにより、駅周辺の既存の商店街では、一

時の賑わいが失われつつあります。こうしたことから、駅周辺は、今後とも地域の拠点として地域交通
の利便性の向上を図るなど効果的な整備を進めていくことが求められています。

近年では、犬山駅改札口からホーム及び駅西口から駅連絡通路へのエレベーターを、犬山遊園駅西口
に公衆トイレを設置したほか、楽田駅では駅前広場整備に着手するなど各種整備を実施していますが、
今後一層、駅を核とした魅力あるまちづくりを進めるためには、市民と協働でまちの活性化を図り、に
ぎわい創出に取り組む必要があります。

中でも、城下町地区を含む犬山駅西地区は、市の玄関口として犬山祭や犬山城のほか登録有形文化財
など歴史的資源が数多く残っており、今後も歴史的なまちなみを保全することが必要です。

また、城下町地区の最寄り駅である犬山駅や犬山口駅から城下町地区に至る動線には来訪者などが安
全に行き交うことのできる歩道や案内看板が統一されていないなど設備面が不十分な箇所もあるため、
地域住民と合意形成を図りながら、来訪者を迎え入れるための適切な動線確保や誘導対策が求められて
います。

さらに、羽黒駅、楽田駅、犬山口駅周辺においても、駅周辺地区の活性化や市民の利便性の向上、歩
行者などの安全確保に向け、住民との協働による整備を進める必要があります。

●目指す姿と目標指標
各駅が地域特性を活かした拠点施設としての機能を十分に発揮した利便性の高い駅となり、活力とに

ぎわいあふれる地域となっています。

目標指標 現状値
目標値

単位 2016 年度 2022 年度
◆駅前広場の整備箇所数 箇所 ２ 2009 年度 ４ ５

駅前広場が整備されている箇所数（市内駅数７箇所）。整備箇所の拡大を目指します。

●施策の展開方向
①駅周辺の魅力づくり 商業地をにぎわいの核とするために、商業機能の充実を図るとともに、地域

住民との協働によりまちづくりの課題などを検討しながら、生活拠点として
市民交流の場や生活サービス提供の場の導入を進め、駅周辺の魅力づくりに
取り組みます。

②�来訪者に対応した駅
周辺の整備推進

犬山駅前通りの歩道整備や犬山駅、犬山口駅から城下町地区、犬山城への道
路上の案内看板の整備など、来訪者を意識した駅周辺の整備を進めます。

③�駅前広場及び駅周辺
の整備推進

楽田駅や羽黒駅などにおいて、駅前広場の整備や周辺の基盤整備を推進しま
す。楽田駅については、広場、道路、歩道、駐輪場、調整池、修景施設など
の整備ならびに新しい改札口を設置し、広場整備に伴う周辺道路の新設など
も推進します。
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２ 市街地の整備 施策 272
＜都市計画建築課・建設課・道路維持課・商工企業振興課＞

●現状・課題
本市の市街化区域は、住居系用途地域が約 66％、商業系用途地域が約 11％、工業系用途地域が約

23％の割合となっています。市街化区域における都市的低・未利用地※は市街化区域全体の約 10％と
なっています。

また、本市の人口は平成 20 年をピークに減少傾向にあります。そのため、土地利用ニーズに対応し
つつ、拡大型から集約型まちづくりへの転換が求められています。

また、今後は、少子高齢化の一層の進展が見込まれることから、財源の確保に向けた地域経済基盤の
確立と雇用機会の確保が重要であり、本市においても、現在分譲を開始している羽黒・楽田地区（昭和
41 年～）、高根洞地内（平成 15 年～）の工業用地のほか、環境と調和した新たな工業用地の確保が求
められています。併せて、まちの魅力向上に伴う新たな定住人口向けの宅地化などを想定した市街化区
域内の都市的低・未利用地の有効活用も求められています。

また、市民が安全で快適な生活を送ることができるよう、既存市街地における地区計画※区域内での
計画的な一路線ごとの道路整備計画の立案、展開が必要です。

●目指す姿と目標指標
既成市街地の公共施設や生活利便施設などの既存ストックを活用し、その機能を維持、向上させつつ、

計画的な都市基盤整備や土地利用が図られ、市民が安全・快適で住みやすい生活を送っています。また、
新たな工業用地が確保され、優良企業の誘致や市内企業の工場拡張などが進み、活力のあるまちになっ
ています。

目標指標 現状値
目標値

単位 2016 年度 2022 年度
◆公共により整備された工業用地面積 ha 92 2009 年度 92 122

県及び市により整備された工業用地と地区計画の算定により整備された工業用地の合計面積。これまでの製造品出荷額
の伸び率を今後も確保するために必要な新しい工業用地の確保を目指します。

◆地区計画区域内道路の整備率 ％ 0.0 2008 年度 5.0 12.0

地区計画区域内における道路の整備計画延長（5,772 ｍ）に対する整備済み延長の割合。整備済み延長の上昇を目指し
ます。

都市的低・未利用地　道路、鉄道、水面などの公共空間以外で、駐車場、農地などのように、宅地などの都市的土地利用の
かたちで有効利用されていない土地。

地区計画　都市計画法に定められた制度で、地区の課題や特徴を踏まえ、住民と市町村が連携しながら、地区の特性にふさ
わしいまちづくりを誘導するための手法。

土地区画整理事業　公共施設が未整備な地域などにおいて、ある一定の区域を定めて、その区域内のそれぞれの土地から道
路や公園などの公共施設用地や事業費に充当することにより、残りの土地の利用価値を高め、健全な市街地を整備するこ
と。

用語
解説
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●施策の展開方向
①工業用地の確保　 土地利用計画のもとに新たな工業用地の確保を図り、環境と調和した工業団

地の整備や企業誘致を進めます。

②�市街化区域内都市的
低・未利用地の整�
備促進

市街化区域内の都市的低・未利用地における無秩序な開発を防止し、特に一
定規模以上の土地の宅地化を促進するとともに、貴重な緑などの保全も含め
た土地の有効活用と公共施設の整備を推進します。また、計画的な面的整備
が必要な地区においては、土地区画整理事業※により公共施設が適切に配置
され、安全性・快適性を高めるとともに、土地の有効利用を図ることができ
る整備を検討します。

③�計画的な土地利用の
推進

地域の特性、住民ニーズに応じて、適切な用途地域や地区計画の活用などを
検討し、計画的な土地利用を図っていきます。

●重点事業
市街化区域内都市的
低・未利用地の整備促
進の関連事業

土地区画整理事業により面的整備を図ることが困難であると判断される市街化区域
内農地などについて、無秩序な開発を防止し、土地の有効利用と公共施設の整備を
図るため「市街化区域内農地等の整備促進に関する指導要綱」に基づく申請による、
面積が 0.5ha 以上１ha 未満で、農地などを概ね 70％以上有している地区の公共施
設の整備を図ります。

楽田東 346、347 号
線道路改修事業

道路改修により本郷地区、薮畔地内市道への接続がスムーズになるため延長 78 ｍ
の道路整備と区域内の路舗装面積 1,400 ㎡の整備を図ります。

用途地域別面積・構成比（平成22年12月末現在）

用途地域区分 建ぺい率／容積率

13.2％

1.6％

7.1％

3.2％

32.3％

6.3％

2.8％

5.9％

4.9％

4.5％

6.1％

12.1％

100.0％

－ 　

－ 　

140ha

17ha

75ha

34ha

341ha

67ha

30ha

62ha

52ha

47ha

64ha

128ha

1,057ha

6,440ha

7,497ha

60/100、30/50

60/100

60/150、60/200

60/200

60/200

60/200

60/200

80/200

80/400

60/200

60/200

60/200

－

－

比率面積

第 1 種低層住居専用地域

第 2 種低層住居専用地域

第1種中高層住居専用地域

第2種中高層住居専用地域

第 1 種 住 居 地 域

第 2 種 住 居 地 域

準 住 居 地 域

近 隣 商 業 地 域

商 業 地 域

準 工 業 地 域

工 業 地 域

工 業 専 用 地 域

市 街 化 区 域

市 街 化 調 査 区 域

計

（資料　都市計画建築課）
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３ 地域特性を活かした景観づくり 施策 273
＜都市計画建築課・歴史まちづくり課＞

●現状・課題
本市は、平成５年に犬山市都市景観条例を制定し、良好な景観形成のために独自の取組みを行ってき

ました。平成 17 年に景観行政団体※となり、平成 19 年に犬山市景観条例を施行し、犬山市景観計画（平
成 20 年度～）を策定しました。さらに、平成 21 年に、地域における歴史的風致※の維持及び向上に
関する法律（歴史まちづくり法）に基づく犬山市歴史的風致維持向上計画（平成 20 年度～平成 29 年
度（2017 年度））の認定を受けるなど、景観に対する取組みを進めてきました。

その一方で、歴史的価値の高い建造物と周辺市街地の良好な環境形成を図る城下町地区において、歴
史的風致の観点から景観阻害要因となっている公共施設が立地しているなどの課題もあります。

今後も、犬山市景観計画の積極的な推進や良好な景観形成への取組みを通じ、市内のすべての地域が
美しく、市民が将来にわたって住み続けたいと思えるようなまちになるように、市民・事業者、行政が
協働で景観形成に取り組むことが求められています。

●目指す姿と目標指標
犬山らしい良好な景観を創るため、市民や来訪者をはじめとした誰もが、市全域に拡がる歴史的風致

が市の共有財産であることを認識し、市民・事業者、行政などが一体となりそれぞれの役割を担いながら、
景観を創り、守り、育て、これを後世に引き継いでいます。

目標指標 現状値
目標値

単位 2016 年度 2022 年度
◆景観地区※数 地区 ０ 2009 年度 ０ １

景観地区に指定された地区数。景観形成促進地区※に指定された地区において、さらに積極的に良好な景観の形成を図
っていくため１地区の指定を目指します。

◆景観形成促進地区数 地区 ６ 2009 年度 10 15

景観形成促進地区に指定された地区数。犬山市景観計画に定める城下町ゾーンにおいて期限を定め意欲的に良好な景観
形成を推進する地区の増加を目指します。

●施策の展開方向
①�地域の特性を活かした
景観づくり

犬山市景観条例、犬山市景観計画に基づき、それぞれの地域の特色や景観的
特性を活かし、景観地区などの指定や良好な景観形成に著しく寄与する建造
物の修景などに対する助成を行うなど、まちづくりを通した景観づくりを進
めます。また、犬山市歴史的風致維持向上計画を推進し、重点区域の拡大や
見直しのほか、歴史的風致維持向上施設（道路、公園、歴史紹介施設などの
公共施設）の整備を行います。

②�城下町地区の景観�
保全と創造

城下町地区の景観保全と創造を図るため、歴史的建物の保全や復元整備、公
共施設の移転・整備を促進します。

③�市民参加の景観づくり 地域住民が誇りと愛着をもてるまちづくりを進めるため、市民組織の育成・
支援に努めます。

景観行政団体　景観法により定義される景観行政を司る行政機構。景観法に基づいた項目に該当する区域に景観計画を定め
ることができる。

歴史的風致　歴史まちづくり法では「地域におけるその固有の歴史及び伝統を反映した人々の活動とその活動が行われる歴
史的価値の高い建造物及びその周辺の市街地とが一体となって形成されてきた良好な市街地環境」とされており、地域に
ある城、神社などの歴史的な建物や町屋などの町並みと、祭礼行事などの歴史や伝統を反映した活動といった地域の歴史
的な風情、情緒などが一体となったもの。

景観地区　都市計画法で定める地域地区のひとつであり、一定の区域内の建築物の姿、かたち、高さなどの制限を定めて、
良好な景観の形成を図ろうとするもの。

景観形成促進地区　犬山市景観計画の城下町ゾーンにおいて土地所有者等の合意を受けて、計画的かつ重点的に景観を創造
し、又は保全する必要があると市長が認める区域。

用語
解説



152

基本施策 28　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（宣言８）

道路・橋りょう
１　幹線道路の整備
２　生活道路の整備
３　安全な道づくり
４　橋りょうの整備

１ 幹線道路の整備 施策 281
＜都市計画建築課・建設課・道路維持課＞

●現状・課題
経済の活性化、都市の健全な発展や市民生活の利便性向上に必要不可欠な役割を担っているのが道路

であり、本市は主要幹線道路の国道 41 号が東西に横断し、南北に都市間連絡道として主要地方道春日
井各務原線が縦断しています。

また、都市計画道路は、29 路線が決定されており、現在は犬山富士線や富岡荒井線などの整備を積
極的に進めています。現在の都市計画道路整備率（平成 20 年度末）は、区画道路及び歩行者専用道路
は 100％となっている一方で、幹線道路については、整備率が約 53％に留まっており、一部で朝夕に
渋滞が恒常的に発生しています。

そのため、市街地への通過交通の流入軽減対策、鉄道との立体交差の整備を図るなど、さらなる道路
整備が必要です。

また、車社会の進展と大型車両の増加により幹線道路の舗装の傷みが顕在化してきており、今後ます
ます幹線道路の適正な維持管理の推進が必要となります。

●目指す姿と目標指標
市街地内環状線や地域間交通軸など幹線道路が整備され、また、維持管理が行き届き、市民がより快

適かつ安全で安心して移動でき、市民生活の利便性が高いまちになっています。

目標指標 現状値
目標値

単位 2016 年度 2022 年度
◆都市計画道路（幹線道路）の整備率 ％ 52.5 2009 年度 59.0 65.0

都市計画道路（幹線道路）の総延長に対する整備済み延長の割合。整備済み延長の上昇を目指します。

●施策の展開方向
①�都市計画道路等の�
整備推進と適切な�
維持管理

犬山富士線（上野字大門交差点から扶桑町行政境）、富岡荒井線（羽黒字高見
交差点から字上小針交差点）、大口桃花台線（主要地方道春日井各務原線から
市道富岡荒井・春日井犬山線間）の整備を推進することで、市街地への流入
軽減や渋滞の解消を図るとともに幹線道路の適切な維持管理に努め、良好な
道路環境を保持します。また、必要に応じて、まちづくりの観点等から都市
計画道路の見直しを検討します。

②�広域的な交通軸の�
整備

名濃バイパス建設促進期成同盟会を通じて国への要望を行い、広域幹線道路
である国道 41 号の拡幅事業や、地域高規格道路である名濃道路（自動車専用
道路）の建設を促進します。また、国道 21 号と接続するため、木曽川に新し
い架橋を要望していきます。

③都市間連絡道の整備 愛知県への要望を行い、市の南北軸となる主要地方道春日井各務原線及び岐
阜県多治見市とを結ぶ主要地方道多治見犬山線などの建設を促進します。
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●重点事業
犬山富士線道路整備�
事業

城下町地区への日常的な通過交通の進入を防止するとともに、国道 41 号へのアク
セス性を高めるため、名鉄犬山線との立体交差事業の整備を実施します。

富岡荒井線道路整備�
事業

市の南北市街地を連絡する本路線の羽黒高見交差点から県道大県神社線に至る区間
を整備し、消火活動困難地域の解消や交通の緩和及び地域の発展を図ります。

大口桃花台線道路整備
事業

市南部地域の交通需要に対応するため、主要地方道春日井各務原線と市道富岡荒井・
春日井犬山線間の東西交通軸である大口桃花台線を整備し、渋滞緩和や歩行者など
の安全を確保します。

都市計画道路網図（平成22年12月現在）

整備済

未整備

凡　例

①

②

③
⑧

⑧

⑨ ⑩

⑪

㉓

⑧

⑦

⑥

⑤

⑫

④

⑬

⑬

入鹿池

⑬

⑭⑰
⑮⑯ ⑱

⑲

⑲

⑳

⑳

⑳

㉑

㉑

㉔
㉒

㉕

名鉄広見線

名鉄犬山線

名鉄犬山線

名鉄小牧線

国道 41号

㉖

㉗

㉘

㉙

図番号 路線番号 路線名 市内延長 幅員
① 3.5.72 草 井 犬 山 線 2,130 12
② 3.4.10 一 宮 犬 山 線 4,770 16
③ 3.4.360 橋 爪 高 雄 線 480 16
④ 3.2.5 国 道 4 1 号 6,410 30
⑤ 3.4.351 犬 山 公 園 小 牧 線 4,690 16
⑥ 3.4.77 五 郎 丸 前 原 線 2,410 16
⑦ 3.5.352 川 端 線 2,750 12
⑧ 3.4.18 犬 山 富 士 線 3,280 16
⑨ 3.4.78 斎 藤 羽 黒 線 1,210 16
⑩ 3.4.353 蝉 屋 長 塚 線 630 16
⑪ 3.4.357 高 岡 線 1,530 16
⑫ 3.4.356 城 前 線 740 16
⑬ 3.3.44 成 田 富 士 入 鹿 線 9,170 23
⑭ 7.7.351 新 町 線 390 4
⑮ 3.3.57 犬 山 駅 東 線 880 25

図番号 路線番号 路線名 市内延長 幅員
⑯ 3.4.355 浄 心 線 1,170 16
⑰ 7.7.352 本 町 通 線 600 4
⑱ 3.4.354 犬 山 口 通 線 740 16
⑲ 3.4.58 犬 山 大 橋 線 3,510 16
⑳ 3.4.41 名 古 屋 犬 山 線 7,040 18
� 3.5.358 富 岡 荒 井 線 6,430 12
� 3.5.63 大 口 楽 田 線 780 12
� 3.4.361 楽 田 線 1,630 16
� 3.5.109 楽 田 桃 花 台 線 1,230 12
� 3.4.17 犬 山 春 日 井 線 1,270 16
� 3.5.53 明 治 村 桃 花 台 線 430 14
� 3.6.59 犬 山 富 岡 線 1,790 10
� 8.7.351 小 杉 線 510 6
� 3.5.359 中 切 線 360 12

合計 29 路線 68,960

都市計画道路の概要 （単位：m）

（資料　都市計画建築課）
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２ 生活道路の整備 施策 282
＜建設課・道路維持課・防災安全課＞

●現状・課題
生活道路は、市民生活の日常を支える最も身近で重要な生活基盤であり、災害時などは安全な避難路

への動線となっています。
しかし、既成市街地内においては、道路境界まで建物が建ち並び、災害時に建物が倒壊し通行できな

い恐れのある地域もあり、緊急車両が通行可能な道路幅員を確保することが求められています。
また、災害時だけでなく、日常生活を送る上でも、歩道の設置など人にやさしい街づくりに対する要

望は高く、道路の拡幅や歩車道分離など利便性の向上や街路灯の設置など安全・安心で快適な環境空間
の形成に向けた道路整備の推進が求められています。

●目指す姿と目標指標
市民生活に密着した身近な道路として安全性確保のための良好な維持管理とともに、歩行者や自転車

と自動車が共存し安全かつ快適に利用できるよう、歩道・車道を新設、拡幅するなど道路環境が整って
います。

目標指標 現状値
目標値

単位 2016 年度 2022 年度
◆犬山市の道路は徒歩や自転車で安全・
快適に通行できると思う市民割合 ％ 20.9 2010 年度 27.0 30.0

市民意識調査で『市内の道路は、徒歩や自転車で安全・快適に通行できると思いますか。』の設問に対し、「はい」と回
答した市民の割合。現状値の上昇を目指します。

◆ＬＥＤ街路灯の整備率 ％ 10.2 2009 年度 20.0 30.0

現在設置済みの街路灯総数（2,503 基）に対して今後新設するＬＥＤ街路灯の整備割合。ＬＥＤ街路灯の整備割合の上
昇を目指します。

●施策の展開方向
①�生活道路の新設・�
拡幅の整備

地区の要望に基づき、生活道路の現状と課題を把握し、地区にあった生活道
路の新設・拡幅整備を推進します。

②交通安全施設の整備 ＬＥＤ街路灯、反射鏡や区画線などの交通安全施設を整備するとともに、必
要に応じて信号機の設置や交通規制の実施を関係機関に要請します。

拡幅工事施工前 施工後
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３ 安全な道づくり 施策 283
＜建設課・道路維持課・防災安全課＞

●現状・課題
本市では、急速に高齢化が進んでいるなか、高齢者や障害者はもちろん、歩行者の誰もが安全で安心

して歩くことができるような環境が求められています。そのため、反射鏡などの安全施設が設置された
交差点や段差が解消された歩道など、歩行者が安全で安心して通行できる歩行空間を目指し整備を進め
ています。

また、近年は、歩くことを通じた健康維持などのための遊歩道の設置や潤いある道路空間なども求め
られるようになってきています。そのため、歩車道が分離された都市計画道路の歩道など、歩行者空間
のネットワーク化の形成とともに修景に配慮した道づくりが必要となっています。

●目指す姿と目標指標
通学路をはじめ市民生活に密着した身近な道路の安全性が確保され、歩行者や自転車と自動車が共存

する安全かつ快適に利用できる道路環境が整っています。また、駅や公共施設周辺道路が、ネットワー
ク化され、景観に配慮された歩行者空間として整備され、市民が散策しています。

目標指標 現状値
目標値

単位 2016 年度 2022 年度
◆ウォーキングトレイル事業整備率 ％ 3.0 2009 年度 100.0 100.0

ウォーキングトレイル事業（五条川左岸堤防を利用した遊歩道 2.82km）の整備済延長／整備計画延長。整備計画延長
すべての整備完了を目指します。

●施策の展開方向
①�歩行空間の創出と�
バリアフリー化の�
推進

歩行空間が確保されていない道路や市街地での歩行空間としての用地確保が
困難な箇所においては、路側帯のカラー化など簡易的な手法により歩行空間
を視覚的に創出するとともに、道路から歩行者の通行に障害をなくすなどバ
リアフリー化を進めます。

②交通安全施設の整備 街路灯や反射鏡、区画線などの交通安全施設を整備するとともに、必要に応
じて信号機の設置や交通規制の実施を関係機関に要請します。

③�五条川左岸堤防を�
利用した遊歩道の�
整備

新郷瀬川と五条川の分流地点から大口町との市境までを結ぶ五条川の左岸堤
防を利用した遊歩道の整備を推進します。

●重点事業
歩道整備事業 ( ウォー
キングトレイル事業 )

健康づくりをするための遊歩道を、新郷瀬川と五条川の分流地点から大口町との市
境までの総延長 2.82km の五条川沿い左岸堤防を整備します。
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４ 橋りょうの整備 施策 284
＜建設課・道路維持課＞

●現状・課題
市民生活の日常を支える最も身近で重要な道路施設の一つである橋りょうは、拡幅及び歩車道分離な

ど利便性の向上や安全性の向上はもちろんのこと、災害時などには安全な避難路としての重要な施設で
あり、本市では地震時に落橋せず緊急車両などが安全に通行できるよう耐震化が必要な橋りょうについ
てこれまで耐震対策を進めています。

今後、10 年後には市内の 15 メートル以上の橋りょうの約 14.5％が建設後 50 年以上となるため、個々
の橋りょうに対して最も効率的・効果的な修繕計画を立て、計画的に実施することで、橋りょうの延命
化や修繕・架け替えに係る費用の縮減につなげていくことが必要です。

また、県が実施する災害対策事業の新郷瀬川などである河川改修工事に併せて市管理の橋りょうにつ
いて計画的に改築することで万一の災害時においても安全・安心な避難路として利用できることが求め
られています。

●目指す姿と目標指標
市民生活に密着した身近な生活道路の新設・拡幅に伴う橋りょうの新設・改築や橋りょうの長寿命化

計画による定期的な点検に基づく修繕・改築（架け替え）が実施され、橋りょうの安全性が確保され、
万一の災害時においても安全・安心な避難路として利用できるまちになっています。

目標指標 現状値
目標値

単位 2016 年度 2022 年度
◆改築計画橋りょうの整備率 ％ 6.0 2009 年度 80.0 100.0

県が実施する新郷瀬川などの改修工事に伴う改築計画における改築済み橋りょうの割合。計画的に改築を実施すること
で 100％を目指します。

◆長寿命化修繕計画による修繕率 ％ － 2009 年度 10.0 30.0

長寿命化修繕計画を策定した橋りょうに対する修繕済み橋りょうの割合。建設後 50 年以上を経過した橋りょうの修繕
を計画通り実施することで、市内 15 メートル以上の橋りょう（48 橋）における修繕済み割合 30％を目指します。

●施策の展開方向
①橋りょうの改築 車が通れないような狭い生活道路の拡幅及び道路新設改良に伴う橋りょうの

改築・新設、また、県管理の一級河川（新郷瀬川・郷瀬川・合瀬川）や砂防
河川（虎熊川 外）の改修工事に伴う橋りょうの改築などで整備の推進を図り
ます。

②�橋りょうの長寿命化
対策の推進

橋長 15 メートル以上の橋りょうにおいて長寿命化修繕計画を策定し、計画に
基づいた定期点検や修繕などの維持管理を実施し、延命化を図ります。

星和橋 瓦坂橋
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基本施策 29　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（宣言８）

公共交通 １　鉄道の利便性の向上
２　バスの利便性の向上

１ 鉄道の利便性の向上 施策 291
＜防災安全課＞

●現状・課題
車社会が定着し、子どもや高齢者など車を利用できない人にとって、公共交通は日常生活を支える重

要な役割を担っています。また、地球環境への負荷軽減といった環境面からも、公共交通の重要性はま
すます高くなっています。

本市は、名古屋鉄道の３路線（犬山線・小牧線・広見線）が通り、便数も多く、小牧線の一部は単線
であるものの、その他の路線は全線複線化になっており、名古屋市や岐阜市へ大変至便な環境にありま
す。また、市内には７つの駅が設置されていますが、中でも犬山駅はターミナル（結節点）として、鉄
道のみならず、バス、タクシーの拠点でもあることから年間約 570 万人にも及ぶ利用者があり、利便
性向上のため、平成 22 年にはエレベーターの設置が完了し、駅のバリアフリー化にも努めています。

今後は、羽黒駅、楽田駅、犬山口駅の駅周辺地区の活性化や歩行者などの安全確保などのため、駅前
広場や駅周辺の整備を推進するとともに、引き続き、鉄道交通の利便性を活かした輸送能力の強化や輸
送サービスの向上を図っていくことが必要です。

●目指す姿と目標指標
名鉄小牧線が全線複線化されるなど、鉄道交通の輸送機能や輸送サービスが強化され、利便性が高く、

多くの市民が鉄道を利用するまちになっています。

目標指標 現状値
目標値

単位 2016 年度 2022 年度
◆鉄道利用者（乗降人員） 人 25,838 2009 年度 26,000 26,200

市内全駅での１日当たりの鉄道利用者（乗降人員）数。現在、名鉄小牧線では毎年２％程度の割合で利用者数が減少し
ている状況がありますが、各駅周辺の活性化や輸送サービスの向上などを図ることで、現状値 26,000 人前後の維持を
目指します。

●施策の展開方向
①主要駅の機能強化 羽黒駅、楽田駅、犬山口駅の駅周辺地区の活性化事業に合わせて、バリアフリー

化を推進するとともに、駐輪場の整備を進めます。

②�輸送機能の強化や�
輸送サービスの向上

本市をはじめ、江南市、小牧市など４市２町で構成される尾北地区広域交通
網対策連絡協議会などを通じて、国や県などの関係機関への要望を行い、名
鉄小牧線全線複線化を促進します。
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２ バスの利便性の向上 施策 292
＜防災安全課＞

●現状・課題
バス交通は、住民の最も身近な交通手段としての役割と鉄道を補完し市内の公共交通網を構成する

役割を併せて担ってきましたが、近年は、車社会の定着などにより、利用者が減少し、民間事業者も路
線バス事業から撤退していくようになりました。そのため、本市においては、平成 12 年度より、既存
の公共交通機関が存在しない交通空白地に在住する高齢者や自ら交通手段を持たない交通弱者に対する
サービスとして、主要な公共施設や市街地などへ移動する手段となるコミュニティバス※の運行を４路
線から開始しました。

運行開始後には、より良い事業を続けていくため、定期的にアンケートや意識調査を行っていますが、
利用者から運行ルートや運行本数の増便の要望が多く寄せられたことから、小学校区単位で意見交換会
を開催しました。そこで出された意見をコミュニティバス検討委員会で諮り、意思決定機関である地域
公共交通会議で協議・審査し、事業の改善を図っています。

今後は、時代の変化や市民ニーズを反映しやすい運営組織を目指し、サービスと公費負担のバランス
のとれたコミュニティバスの運行が求められています。

●目指す姿と目標指標
効率的、効果的にコミュニティバスが運行され、交通空白地が解消し、誰もが安心して利用できる親

しみ深い移動手段になっています。また、必要に応じて新たなバス運行の検討や導入も進んでいます。

目標指標 現状値
目標値

単位 2016 年度 2022 年度

◆コミュニティバスの車輌数 台 ２ 2009 年度 ３ ３

コミュニティバス車輌のリース台数。バス１台の増加を目指します。

◆コミュニティバスの利用者数 人 22,514 2009 年度 37,100 40,800

コミュニティバスの年間利用者数。バスが３台体制になり利用者が 1.5 倍となり、併せて７年間で利用者が 10％程度
増加することを目指します。

●施策の展開方向
①�コミュニティバスの
効果的な運行

現行運行に対する様々な意見や要望に対してアンケートや意識調査を行い、
利便性の向上に向けてダイヤ、運行路線、運行形態などを常に見直し、市民ニー
ズに合った運行を図るほか、広報誌などでコミュニティバスの運行をＰＲし、
利用者の拡大を図ります。

②�コミュニティバスの
自己財源の確保

健全な運営を図るため、運賃収入だけでなくラッピングバス※や広告付きバ
ス停の採用により広告収入の確保を目指します。

③�コミュニティバスの
運営・運行形態の�
点検と新たなバス�
運行の検討

運行を維持するとともに、交通空白地に対して地域の実情に応じた地域公共
交通運行を検証し、運行ルールを定めます。また、市民ニーズを捉え、自己
財源の確保と公費負担のバランスを考慮し、新たなバス運行の検討も行いま
す。

●重点事業
コミュニティバスの�
運営･運行形態の見直し
事業

高齢化が進展する中で、交通弱者の移動手段として使いやすいコミュニティバスの
運行を目指し、利用実績やアンケート調査などによるニーズ把握を行い、常に見直
しを実施します。

コミュニティバス　自治体や地域共同体が、地域住民の移動手段を確保するために運行するバス。
ラッピングバス　車体に企業広告を貼り付けたバスのこと。

用語
解説
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基本施策 30　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（宣言８）

住宅・宅地 １　住宅・宅地の供給
２　良好な住環境の形成

１ 住宅・宅地の供給 施策 301

＜都市計画建築課＞

●現状・課題
本市では、これまでに８箇所の土地区画整理事業※の施行により約 140ha が整備され、また、市街

化調整区域では大規模住宅団地が造成され、多くの宅地を供給してきました。
しかし、少子高齢社会の進展の中で、宅地需要の高い年齢層の著しい人口増加が見込めない状況にお

いては、土地区画整理事業などによる宅地供給の可能性は低くなるものと考えられます。
しかしながら、近年でも市街化区域内の都市的低・未利用地※を活用した民間宅地開発は実施されて

いることから、今後の人口動向によっては、市内全域を対象として民間事業者による宅地造成や団地開
発などを誘導していくことも必要に応じて求められます。

一方で、低廉な家賃で住宅を供給するため、昭和 25 年～昭和 34 年に建築した９箇所の市営住宅を
維持管理していますが、建設から 50 年以上を経過した木造住宅であり、老朽化が著しいため、市営住
宅の今後の方針について平成 18 年３月に策定した「公営住宅の取り組み」に基づいて、団地別に活用
方策を推進していくことが求められています。

●目指す姿と目標指標
適切に配置された公営住宅の耐震化やバリアフリー化が推進され、誰もが安心して生活できる住宅が

供給されています。

目標指標 現状値
目標値

単位 2016 年度 2022 年度
◆再整備した市営住宅団地数 団地 ０ 2009 年度 ０ １

改善・再整備した市営住宅の団地数。「公営住宅の取り組み」に基づき市営住宅の集約を図るため、一団地を選定し再
整備することを目指します。

●施策の展開方向
①�市営住宅の適切な�
維持管理と建替えの�
推進

市営住宅の適切な維持管理により長寿命化を図るとともに、老朽化した市営
住宅については、将来需要を見据えて、建替えや複合化などにより質の向上
を図ります。小規模な団地は、縮小、集約、移転、廃止し、それらの用地は、
公共施設用地などへの活用を計画的に実施します。

②団地開発の誘導 市街化調整区域の住宅団地開発については、市全体のまちづくりの中で検討
を行い、駅などの既存ストックの活用、周辺地域の環境保全などができる地
域に誘導します。

土地区画整理事業　公共施設が未整備な地域などにおいて、ある一定の区域を定めて、その区域内のそれぞれの土地から道
路や公園などの公共施設用地や事業費に充当することにより、残りの土地の利用価値を高め、健全な市街地を整備するこ
と。

都市的低・未利用地　道路、鉄道、水面などの公共空間以外で、駐車場、農地などのように、宅地などの都市的土地利用の
かたちで有効利用されていない土地。

用語
解説
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２ 良好な住環境の形成 施策 302
＜都市計画建築課・建設課＞

●現状・課題
本市では、大規模住宅団地において、事業者や住民の合意形成により地区計画※制度を導入し、建築

物の高さや用途制限などを実施し、良好な住環境の保全、形成を図っています。住宅団地以外の地区計
画区域においても、区域内道路について、一路線ごとの道路整備計画を立案し、道路拡幅を進めていく
ことなどの取組みを引き続き進めていく必要があります。

また、地震への対策としては、平成 19 年度に犬山市耐震改修促進計画（～平成 27 年度（2015 年度））
を策定し、既存住宅・建築物の耐震診断及び耐震改修に関する施策の基本的な方針を示し、耐震化を進
めています。中でも、昭和 56 年５月末以前に建築された民間木造住宅は、地震による建物倒壊の恐れ
があることから、特に耐震化率の向上を図っていく必要があります。

さらに、本市では、犬山市建築設計事務所協会との連携により「住宅相談」を行っており、今後も、
このような連携により、市民への住宅耐震化の啓発や安全な家づくりの相談を続けていく必要がありま
す。

●目指す姿と目標指標
地区計画制度の誘導などにより、豊かでゆとりある住まいと、良好で安全な住環境づくりが進んでい

ます。また、市内建築物の耐震化が進み、災害に強いまちになっています。

目標指標 現状値
目標値

単位 2016 年度 2022 年度
◆住宅の耐震化率 ％ 82.3 2010 年度 88.0 90.0

住宅の耐震化率。犬山市耐震改修促進計画に基づき、耐震性を満たす住宅が 90％となることを目指します。（参考：平
成 19 年現在　住宅総数 24,295 戸）

●施策の展開方向
①�地区計画による住環
境形成

新規の大規模住宅団地において、事業者や住民との合意形成による地区計画
制度の導入を促進し、建築物の高さや用途制限などを実施します。既存の住
宅団地以外の地区計画区域においては、住宅などの建替え時における用地の
取得を引き続き行い、地区計画内の道路拡幅整備工事を推進し、良好な住環
境の保全、形成に努めます。

②良好な住環境の形成 住宅の安全性の向上を図るため、市内の住宅事業関係者との連携により、民
間木造住宅に対する耐震診断や昭和 56 年５月末以前に着工した民間木造住宅
を対象とした耐震改修補助を行い、耐震化の促進を図るほか、関係機関と連
携した「住宅相談」を実施し、市民の安全な家づくりの指導・相談を行います。

●重点事業
民間木造住宅耐震改修
補助事業

住宅の安全性の向上を図るため、昭和 56 年５月末以前に着工した耐震性の低い民
間木造住宅を対象に耐震改修補助を行い、耐震化を促進します。

地区計画　都市計画法に定められた制度で、地区の課題や特徴を踏まえ、住民と市町村が連携しながら、地区の特性にふさ
わしいまちづくりを誘導するための手法。

用語
解説
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基本施策 31　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（宣言８）

上水道 １　水道施設の整備と維持管理
２　安全でおいしい水の供給
３　効率的な事業運営

１ 水道施設の整備と維持管理 施策 311
＜水道課＞

●現状・課題
本市の上水道は、昭和７年に給水を開始して以来、使用者に良質な水を安定的に供給するために、昭

和 26 年より５期にわたる水道施設の拡張や統合を行って今日に至っています。一方、既存の水道施設は、
簡易水道から引き継いだものに加え、昭和 40 年代から 50 年代にかけて造成された大規模住宅団地の
管路についても老朽化が進んできています。現在は、犬山市水道ビジョン※（平成 21 年度～平成 30
年度（2018 年度））などに基づいて、災害時においても常に安定して給水ができるように耐震化も含め、
老朽化した管路の布設替を毎年実施しているほか、浄配水施設の更新改良事業なども行っています。

しかし、今後、管路及び浄配水施設の老朽化が急速に進行することから、今まで以上に、老朽管布設
替事業や浄配水施設の更新改良事業を進めていく必要があります。

●目指す姿と目標指標
老朽化した管路及び浄配水施設の更新改良が進み、市民に対して安全な水が安定して供給されていま

す。

目標指標 現状値
目標値

単位 2016 年度 2022 年度
◆年間配水管布設替延長 ㎞ 5.9 2009 年度 7.5 7.5

年間の配水管布設替延長。水道ビジョンの目標値を上回る 7.5km を目指します。

●施策の展開方向
①�老朽管の布設替・浄
配水施設の更新改�
良の推進

日常生活だけでなく、災害時であっても常に安定した給水が可能となるよう、
「犬山市水道ビジョン」などに基づき、計画的な整備と改良を進めます。

●重点事業
老朽管の布設替・浄配
水施設の更新改良事業

水道水を安定して供給し続けるために、老朽化した管路及び浄配水施設の計画的な
更新を行い、災害時においても安全な水が安定して供給できるよう更新改良事業を
進めます。

水道ビジョン　水道の現状と将来見通しを分析・評価し、水道のあるべき将来像について、その実現のための具体的な施策
や工程を包括的に示したもの。

用語
解説
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２ 安全でおいしい水の供給 施策 312
＜水道課＞

●現状・課題
本市の水道供給は、自己水 ※であ

る羽黒、城東、楽田、楽田東部の各地
下水系及び木曽川表流水の白山水系と
愛知県営水道から受水する県水系から
なっています。

これらの水道供給施設については、
平成 14 年度に水質に関する危機管理
マニュアルを策定し、平成 20 年度に
は水道供給施設への侵入防止を目的と
したセキュリティ設備を設置しまし
た。また、厚生労働省の登録機関によ
る詳細な水質検査の実施や浄水場等運
転管理業務委託業者による日常的な管
理によって、安全な水を供給できる施
設として維持管理を行っています。

市民がいつでもおいしく安心して利用できる水道水を安定的に供給することは、市民の健康を維持す
る上で最も重要です。

今後も、水質検査計画に基づき、水質管理の強化を図り、水源から給水栓に至るまでの水の安全性を
確保し、また、地下水系や白山水系など自己水の効率的な活用をさらに進めることが求められています。

●目指す姿と目標指標
市民がいつでもおいしく安心して水道水を利用できるまちになっています。

目標指標 現状値
目標値

単位 2016 年度 2022 年度
◆自己水率 ％ 42.7 2009 年度 43.0 45.0

年間自己水配水量／年間総配水量。給水区域の見直しにより自己水率を高め、目標年次において 45％を目指します。

●施策の展開方向
①水質管理の強化 水質管理は、市民の健康を維持する上でも最も重要なことであり、水質検査

計画に基づき、市民がいつでもおいしく安心して利用できる水道水を供給す
るため、適切な水質検査に努めます。

②自己水の有効活用 災害時においても安定した給水ができるよう、自己水の維持管理を適切に行
い、最大限の有効活用を図ります。

自己水　犬山市が自前で生産した上水道。

木曽川

用語
解説
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快適な暮らしを支える都市基盤を整えます 宣言8
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３ 効率的な事業運営 施策 313
＜水道課＞

●現状・課題
本市の水道事業は、水道使用者からの水道料金により事業運営を行っており、常に効率的な経営を行っ

ております。その１つとして、平成 12 年度から浄水場などの運転管理業務、平成 15 年度から料金徴
収業務について外部委託を進め、経費の削減に努めています。

一方、施設や管路については老朽化が進み、今後の施設更新や耐震化事業が、将来の水道事業に影響
を及ぼすことが懸念されています。

そのため、今後の施設などの更新や耐震化が計画的に実施できるよう、将来を見据えた効率的な事業
運営と安定的な経営が求められています。

●目指す姿と目標指標
計画的な施設などの更新や耐震化と安定的な経営がされ、効率的に水道事業が運営されています。

目標指標 現状値
目標値

単位 2016 年度 2022 年度
◆年間有収率 ※ ％ 88.6 2009 年度 90.2 92.6

年間有収水量／年間配水量。水道ビジョン ※ の計画値を目指します。

●施策の展開方向
①�有収率の向上及び�
環境への配慮

経営基盤の強化を図るため、市内を計画的に調査し、漏水箇所の修繕により、
有収率の向上を図り、水道事業の効率化に努めます。また、この取組みによ
り電力消費量の抑制をし、地球温暖化防止など環境改善も推進します。

②業務の効率化 水道事業は水道料金で運営していることから、無駄を省いた経営を行う必要
があり、システムなどの改善や民間への一部業務委託の継続などにより、効
率的な経営を図ります。

③�水道施設整備の計画
的な更新

計画的に施設などの更新や耐震化を図るとともに、将来の水需要や経済性な
どを勘案し、効率的な水道施設の更新を図ります。

有収率　給水する水量と料金として収入のあった水量との比率。
水道ビジョン　水道の現状と将来見通しを分析・評価し、水道のあるべき将来像について、その実現のための具体的な施策

や工程を包括的に示したもの。

用語
解説

※）●：水道施設，―：主要管路

水道施設位置図

（資料　水道課）
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基本施策 32　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（宣言８）

下水道 １　公共下水道の整備
２　公共下水道施設及び農業集落排水施設の適切な維持管理
３　下水道事業の健全経営

１ 公共下水道の整備 施策 321
＜下水道課＞

●現状・課題
本市の公共下水道は、平成元年に供用

を開始して以降、整備を進め、五条川左
岸処理区については、平成 21 年度末で
882.8ha を整備し、市街化区域の整備は完
了しました。

また、五条川右岸処理区については、全
区域が 258.0ha あり ､ 平成 17 年度より事
業着手し、平成 21 年度末までに 57.8ha の
整備を行いました。

しかし、下水道人口普及率は、57.4％に
留まっており、全国平均の 73.7％を下回っ
ています。

下水道整備は生活環境の改善と、公共用
水域の水質保全を図るための重要な都市基
盤であることから、特に全域が市街化区域
であり、住宅が密集する五条川右岸処理区
については、汚水管きょの早期整備を進め
る必要があります。

●目指す姿と目標指標
五条川右岸処理区の 70％（180ha）の整備が完了し、既に整備が完了している五条川左岸処理区（市

街化区域）と合わせ、約５万人の市民が下水道を使えるまちになっています。

目標指標 現状値
目標値

単位 2016 年度 2022 年度
◆五条川右岸下水道人口普及率 ％ 19.7 2009 年度 47.0 74.0

右岸処理区の全人口に対する右岸処理区整備完了区域内の人口割合。人口普及率を全国平均 73.7％の達成を目指しま
す。

●施策の展開方向
①�五条川右岸処理区の
整備促進

流域幹線の整備に合わせて下流域の上坂地区、橋爪・五郎丸地区、上野地区、
三笠地区の整備促進を図ります。また、右岸処理区全域の事業認可の取得を
行います。

②流域幹線の整備促進 県への働きかけを行い、犬山４号接続点（上野大門交差点）より上流域の流
域幹線の早期整備を図ります。

●重点事業
五条川右岸処理区の�
整備事業

流域幹線の整備が完了した上坂地区 39ha の整備を行います。流域幹線の整備に合
わせて橋爪・五郎丸地区 56ha、上野地区 23ha、三笠地区７ha の整備を行います。
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（資料　下水道課）

下水道整備面積の推移
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２ 公共下水道施設及び農業集落排水施設の適切な維持管理 施策 322
＜下水道課＞

●現状・課題
本市では、公共下水道施設及び農業集落排水施設の円滑な機能を保持するために、平成 10 年度か

ら平成 21 年度にかけて、維持管理工事（更生工事 4,000m、部分補修工事 600 箇所、人孔補修工事
100 箇所）や管きょの清掃を実施し施設の適切な維持管理を行っています。また、点検を毎年６月から
７月にかけて実施することで、日常生活に影響を及ぼすような大きな事故、トラブルはほとんど発生し
ていません。

しかし、楽田地区においては、管きょの建設後 30 年を迎え、長者町団地地区においては、管きょの
建設後 40 年を迎えようとしています。これらの老朽管については、調査を実施し、必要に応じて、更新、
補修工事を行っていく必要があります。

公共下水道施設及び農業集落排水施設に起因する道路陥没や、マンホールポンプの機能停止による事
故などは市民生活に直接影響を及ぼします。そこで、汚水処理機能の保持を図るため、公共下水道施設
及び農業集落排水施設の計画的な点検・管理を行うことにより、施設の長寿命化を図り、管きょ破損な
どに起因する事故を未然に防止することが必要です。

また、接続後の事業場排水の定期水質検査を実施し、適切な水質基準での排水を指導していく必要が
あります。

●目指す姿と目標指標
公共下水道施設及び農業集落排水施設の適切な管理、計画的な補修が行われ、管きょ破損などによる

汚水処理機能の停止がなく、市民が快適に下水道を使用しています。

目標指標 現状値
目標値

単位 2016 年度 2022 年度
◆不明水率 ％ 26.0 2009 年度 23.0 20.0

地下水、雨水などの下水道管きょへの侵入率。国の下水道設計指針に基づき、不明水率 20％の達成を目指します。

●施策の展開方向
①�修繕計画に基づく�
計画的な維持管理

管きょやマンホールの点検、調査を行い、不良箇所については、計画的に修
繕工事を実施し、道路陥没事故や管きょ閉塞による機能停止を未然に防ぎま
す。また、マンホールポンプの長期修繕計画を作成し、計画的に修繕を行う
とともに、保守・点検を定期的に行います。

②排水への意識啓発 有害物質を排水する事業所については、排除基準に基づき、除外施設の設置
を指導し、毎月水質検査を実施します。特に水質基準を上回る事業所につい
ては、指導勧告を行います。

③�入鹿浄化センターの
適切な維持管理

入鹿浄化センターの運転業務を委託し、定期的に保守・点検を行い適切に運
転管理します。また、長期修繕計画を作成し、計画的に修繕工事を行い、浄
化センターの延命化を図ります。

入鹿神尾地区浄化センター
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３ 下水道事業の健全経営 施策 323
＜下水道課＞

●現状・課題
下水道事業を継続的に行っていくためには、健全な経営状態を維持することが不可欠となります。下

水道事業の健全経営に向けては、整備を行った地区の水洗化率を上げ、安定した使用料収入を得ること
が必要です。本市における水洗化率をみると、平成 21 年度末で 84.1％となっており、約 15％程度の
世帯や事業所が、下水道に接続していない状況です。今後、未接続の世帯や事業所に対しては、面談や
チラシ配布によるＰＲ活動を積極的に進め、接続促進を図っていく必要があります。

一方で、近年の節水型機器の普及や節水意識の向上により、１世帯当たりの下水道使用量は減少傾向
にあり、接続件数が増加しても使用料収入は伸びにくい状況になっています。使用料収入は、下水道施
設の修繕工事や県への維持管理負担金にあてられることから、これらの収入が著しく不足すると、下水
道施設の適切な維持管理に支障をきたす恐れもあります。

そのため、下水道使用料の着実な徴収を実施するとともに、市の財政に負担が少なくなるよう適正な
事業計画において事業を進めていくことが求められています。

●目指す姿と目標指標
下水道事業が健全に経営され、下水道施設の維持管理が計画的に実施されています。

目標指標 現状値
目標値

単位 2016 年度 2022 年度
◆水洗化率 ％ 84.1 2009 年度 86.0 87.0

下水道整備区域内人口に対する下水道へ接続し水洗化した人口の割合。同等規模人口の全国平均 87％の達成を目指し
ます。

●施策の展開方向
①�未接続世帯、事業所
の接続促進

長期未接続世帯や供用開始後３年を経過した世帯、事業所に接続依頼を行い、
接続を促進することにより収入原資を増やします。

②下水道使用料の徴収 下水道使用料について、支払い方法の簡略化や、未収納な世帯への督促の強
化を図るなどすることで着実な徴収を行い、収納率の向上を図ります。
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豊かな心と生きる力をはぐくむ教育を実現します 宣言9
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豊かな心と生きる力をはぐくむ教育を実現します

宣言９

33

34

35 スポーツ

社会教育

学校教育

宣言１

１ 健康

宣言４

宣言３

６ 市民協働

７ 市民交流

８ 平和 ･ 共生

宣言５

16 子育て支援

14 地域福祉
15 高齢者福祉

17 障害者 ( 児 ) 福祉

宣言６

20 防犯 ･ 交通安全

21 防災

宣言 10

37 文化
36 歴史 ･ 文化財

宣言８

28 道路 ･ 橋りょう

27 市街地 ･ 景観
宣言７

25 環境衛生

26 循環型社会

23 自然環境

宣言２

３ 行政運営

４ 情報共有

宣言 9

地域、家庭、学校の連携を深め、特色ある学校教育を推進し、地域社会から国際社
会まで幅広い舞台で活躍できる人材を育成するとともに、生涯学習やスポーツ活動な
どを通じて、市民の豊かな心と生きる力を育みます。

９ 農業

13 勤労



168

基本施策 33　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（宣言９）

学校教育 １　幼児教育の充実
２　義務教育の充実
３　教育施設の整備・充実

１ 幼児教育の充実 施策 331
＜学校教育課＞

●現状・課題
幼稚園は、学校教育の始まりの幼児期を担う教育施設です。とりわけ幼児教育は、生涯にわたる人格

形成の基礎を培う大切な時期と位置づけ、教育内容を一層充実していくことが求められています。市内
には私立４園・公立１園の幼稚園があり、中でも、公立の幼稚園である犬山幼稚園と子ども未来園（公
立の保育園）が連携し同じカリキュラムで保育をするなど教育内容の充実を図っています。私立幼稚園
では、それぞれの特徴を活かしながら、教育内容の充実を図っています。

近年、幼稚園においても保護者の経済自立や自己発揮のため、就労する母親が増えており、預かり保
育（延長保育）を実施している園もあり、保護者の労働時間に合わせて対応しています。

しかし、家族の介護や授業参観などによる就労以外の預かり保育利用者も増えており、様々なニーズ
に合わせた受入れができるように、預かり保育の拡充が求められています。また、保護者の要望に応じ
て特別支援教育※を実施している園もありますが、今後も一人ひとりに合わせた支援計画を作成するな
ど、特別支援教育の充実を図ることが必要です。

●目指す姿と目標指標
整備された施設で、質の高い幼児教育が実践されているとともに、園行事などに保護者や地域の人が

計画的に参加できる環境が整い、子どもたちが多くの人に見守られ心豊かに成長しています。また、預
かり保育や特別支援教育の充実が図られ、保護者が安心して子育てをしています。

目標指標 現状値
目標値

単位 2016 年度 2022 年度
◆預かり保育利用者数（犬山幼稚園） 人 839 2009 年度 920 1,010

預かり保育利用者の年間延べ人数。利用者が増加傾向にあるため、保護者の様々なニーズに合わせ利用しやすい条件を
整えて積極的に受け入れ、子育てを支援していくために利用者の増加を目指します。

◆特別支援児受入れ数（犬山幼稚園） 人 １ 2010 年度 ３ ４

実際に特別支援児として受入れている園児の数。対象児の入園希望者が増加傾向なので、保護者の要望に応え、条件を
整えて受け入れの枠を広げ、入園児の増加を目指します。

●施策の展開方向
①保育サービスの充実 預かり保育の拡充、特別支援教育の充実を図ります。育児相談を受ける際の

慎重な対応や専門機関との連携強化、未就園児親子への園庭開放など保育サー
ビスの充実を図ります。

②教師の資質向上 幼児一人ひとりの発達過程に即した教育内容を充実するため、課題研究への
取組みや研修などへの参加、専門知識や保育技術の習得を支援するなど、教
師の一層の資質向上を図ります。

③幼保小連携の推進 子ども未来園、犬山幼稚園では、幼保共通のカリキュラム※に基づき、すべ
ての園児に同一内容の養護・教育を実施し ､ 発達や学びを小学校教育へつな
げていきます。また、公立・私立の保育園、幼稚園及び小学校が合同で研修
を行ったり、相互に情報交換を行ったりするなど、幼保小の連携を進めます。

特別支援教育　障害のある子どもの自立などに向けた主体的な取組みを支援するという視点に立ち、子ども一人ひとりの教
育的ニーズを把握し、その持てる力を高め、生活上などの困難を改善又は克服するため、適切な指導又は必要な支援を行
うもの。

幼保共通のカリキュラム　幼稚園と保育園の一体化を推進するにあたり、子ども未来園、犬山幼稚園が「乳幼児期の教育」
という観点から共通の教育・保育の指導目標、内容をまとめたもの。

用語
解説
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２ 義務教育の充実 施策 332

＜学校教育課＞

●現状・課題
義務教育のねらいは「教育の機会均等」と「教育水準の維持向上」にあります。本市では、「自ら学ぶ力」

を重要な柱と位置づけ、「犬山の子は犬山で育てる」という考えのもとで、すべての子どもの人格形成
と学力保障を目指し、少人数学級や少人数授業、ティーム・ティーチング※、副教本の作成・活用、２
学期制の導入、学び合いの授業づくりなど、様々な取組みを進めてきました。

こうしたなか、小学校では平成 23 年度、中学校では平成 24 年度（2012 年度）から新学習指導要
領が実施され、学習内容と学習時間が増え、「生きる力」を育み確かな学力の確立がより一層図られます。
また、小学校５・６年では外国語活動が必修となり言語活動が充実されます。

こうした新しい学習指導要領に対応しながら、これまでの犬山の教育を深化・発展させていくことが
求められます。

●目指す姿と目標指標
学校に学びの文化が根づき、子ども同士、教師と子ども、教師相互の豊かな人間関係が地域社会と一

体となって育まれ、幅広い人間性と学力の形成、教師の資質・能力の向上が図られることにより、学校
が活性化しています。

目標指標 現状値
目標値

単位 2016 年度 2022 年度

◆保護者の学校教育に対する満足度 ％ 小 65.7
中 66.4 2009 年度 75.0 85.0

抽出の保護者に対するアンケートで『学校教育に対して満足していますか。』の設問に対し、「はい」と回答した保護者
の割合。現状値の上昇を目指します。

◆学校を楽しいと感じる児童・生徒の割
合 ％ 小 74.7

中 73.1 2009 年度 85.0 95.0

抽出の児童・生徒に対するアンケートで『学校を楽しいと感じますか。』の設問に対し、「はい」と回答した児童・生徒
の割合。現状値の上昇を目指します。

●施策の展開方向
①特色ある学校づくり 保護者や地域の理解を得ながら、学校、家庭、地域が一体となった教育活動

を展開するとともに、学校内、学校間の授業研究を深め、教師の資質向上と日々
の学び合いの授業を充実し、特色ある学校づくりを進めます。

②�特別支援教育※の
　充実

学校と特別支援教育に関わる関係機関との連携を密にし、特別支援教育支援
員を配置するなど障害を持つ児童生徒の自立を図る支援を進めます。

●重点事業
特色ある学校づくり�
事業

英語指導講師や常勤講師・非常勤講師を配置し、少人数学級、少人数授業・ティーム・
ティーチングを展開するとともに、副教材の作成・活用などを通して、学び合いの
授業を中心にした子どもを主体とした授業づくりを図り、地域と一体となった特色
ある学校づくりを進めます。

ティーム・ティーチング　複数の教師が協力して行う授業方式の一つ。
特別支援教育　障害のある子どもの自立などに向けた主体的な取組みを支援するという視点に立ち、子ども一人ひとりの教

育的ニーズを把握し、その持てる力を高め、生活上などの困難を改善又は克服するため、適切な指導又は必要な支援を行
うもの。

用語
解説
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３ 教育施設の整備・充実 施策 333
＜学校教育課＞

●現状・課題
本市には、現在公立の小学校 10 校、中学校４校、幼稚園１園の 15 施設があり、校舎（園舎）、体育

館、給食室、運動場、プール、クラブハウス、遊具、給排水設備、電気設備など、その施設は多岐にわたっ
ています。それらの施設は、昭和 30 年代から 50 年代に建設されたものが多く、築後 30 年から 50 年
が経過し老朽化が著しくなっています。

今後、大規模な地震による被害が懸念されますが、体育館や校舎については、羽黒小学校を除き耐震
補強が完了しており、羽黒小学校についても平成 22 年度から改修・改築事業を進めています。その他
の施設については、様々な故障や不具合が報告されており、建物については、雨漏りや壁の亀裂などが
多くなっています。

今後は、教育ニーズや情報の高度化に伴う学習環境の多様化といった課題と照らし合わせながら、こ
れら施設の維持・整備を進めていくことが必要です。

また、近年子どもの体力低下が叫ばれるなか、体育施設の維持、充実についても重要となってきてい
ます。

●目指す姿と目標指標
老朽化した校舎や施設の全面的な改修や改築が行われ、園児や児童生徒が安全に教育を受けることが

でき、地域住民も快適に利用できる環境が整っています。

目標指標 現状値
目標値

単位 2016 年度 2022 年度
◆老朽校舎改修箇所数 箇所 ０ 2009 年度 ３ ９

耐用年数を超えているなど老朽化が進んでいる校舎を対象に、羽黒小学校の改修・改築工事が終了後、施設の状況に合
わせて年間１校舎ずつ計画的に改修等を実施し目標値の達成を目指します。

◆老朽付属建物等改修箇所数 ( 体育館 ･
プールなど ) 箇所 ０ 2009 年度 ６ 13

耐用年数を超えているなど老朽化が進んでいる付属建物（体育館・プール・給食室・クラブハウス）を対象に、施設の
状況に合わせて年間１施設ずつ計画的に改修を実施し目標値の達成を目指します。

◆太陽光発電設備設置箇所数 箇所 ４ 2010 年度 ７ 14

太陽光発電設備が未設置な小学校（９施設）を対象に、年間１校を目途に設置し目標値の達成を目指します。

●施策の展開方向
①教育施設の整備 園児や児童生徒が１日の大半を過ごす学習の場、生活の場である小中学校や

幼稚園の施設は、学習環境の多様化に適応できるよう、耐用年数などの状況
に応じて整備を行います。

②�環境に配慮した施設
づくり

太陽光発電設備や、学校建物の外側に植物を生育させ、建築物の温度上昇抑
制を図る事業を実施するなど、子どもが学校生活の中で身近に自然科学を学
べる環境を整備します。

③�時代に合った学校の
利用

少人数授業や総合学習など様々な授業形態に即した教室の利活用を推進し、
きめ細かな学習を目指します。また、調理室や会議室を地域に開放し利用を
促進することで、生涯学習の支援を図ります。
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基本施策 34　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（宣言９）

社会教育
１　生涯学習機会の充実
２　生涯学習活動の支援
３　生涯学習活動の活性化
４　青少年の健全育成
５　図書館の充実

１ 生涯学習機会の充実 施策 341
＜社会教育課＞

●現状・課題
情報社会、高齢社会の到来により、生涯学習に対する市民ニーズはこれまで以上に多様化、高度化し

ています。こうした状況に対応するため、本市では、大学の学部制度にならった「市民総合大学」（一
般教養学部、専門学部（歴史文化学部、環境学部、教育学部、社会学部）を展開）をはじめ、料理や茶道、
華道のほか太極拳やヨガなど幅広い講座を展開する「公民館講座」など成人を対象にした各種講座を実
施しています。特に市民総合大学歴史文化学部は、全市博物館構想を具体化したもので、受講生が地域
の歴史・文化を学び、学んだことを地域に持ち帰り活かしてもらうよう実施しています。

また、一方では小中学校の週休２日制への移行に伴う、学校の授業以外に子どもたちの生きる力を育
む「放課後子ども教室」を推進する国の方針に合わせ、実験や自然体験、日本の伝統文化に触れる講座
などを展開する「子ども大学」を実施しています。

学習に対する市民のニーズは、今後ますます多様化していくものと予想されることから、より多くの
市民が参加しやすい日時や会場での開催に努めるほか、これまで以上に専門的な分野の講座や郷土の歴
史、文化に根ざした特色ある講座を開設するなど、一層学習機会の充実を図っていくことが求められて
います。

●目指す姿と目標指標
時代のニーズにあった学習機会が提供されており、子どもからお年寄りまで誰もが意欲的に学ぶこと

ができる学習環境が整っています。

目標指標 現状値
目標値

単位 2016 年度 2022 年度
◆各種講座の参加者数 人 5,110 2009 年度 5,750 6,400

市民総合大学、公民館講座などの各種講座の延べ参加者数。現状値から約 1,300 人増の 6,400 人を目指します。

◆各種講座の実施数 講座 16 2009 年度 18 20

市民総合大学、公民館講座などの各種講座の実施数。現状値から４講座増の 20 講座を目指します。

●施策の展開方向
①�全市博物館構想の�
推進

市内各地域の学校や学習等供用施設などで、地域の歴史や資源を市民に周知
し、研究、調査、学習できるよう施設の整備をしていきます。また、全市民
が郷土に誇りと愛着を持ち、歴史と文化によるまちづくりの担い手となれる
よう、これまで以上に市民総合大学を充実させ、地域を理解し学習する機会
を設定していきます。

②�次代を担う子どもや
若者を対象にした�
事業の充実

将来の犬山市を担う子どもたちに豊かな情緒と生きる力を身につけてもらう
ため、現在、実施している「子ども大学」をより充実していきます。また、
大学などとの連携を強化し、若者世代を対象にした魅力ある参加型の講座を
開設します。

③�時代や地域のニーズ
に沿った事業の実�
施

市民のニーズや地域のニーズを的確に把握し、市民総合大学や公民館講座な
ど成人向講座を拡充していきます。
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２ 生涯学習活動の支援 施策 342
＜社会教育課＞

●現状・課題
市内には、各種生涯学習事業を展開する市民団体として、犬山市婦人会連絡協議会、犬山市文化協会、

特定非営利活動法人犬山市音楽文化協会、犬山市小中学校ＰＴＡ連合会などがあります。各団体は、会
員相互の連携を深めながらそれぞれの団体の目的を達成するために活発な活動をしています。

また、本市としては団体の育成のため、財政的な支援や、必要に応じて社会教育指導員が活動の相談
や指導といったサポート活動をしています。こうした団体は、その活動そのものが生涯学習の充実に寄
与するものですが、一部団体では、会員の高齢化が問題になっており、将来にわたって活動内容を一定
の水準に保っていくことが困難な状況になっています。

そのため、各団体の活動が若い世代にとって、魅力的なものになるよう、積極的な事業展開が必要と
なっています。

●目指す姿と目標指標
市民が主体となった情報交換や交流が行われ、社会教育団体などが自主的な活動を通して活発に生涯

学習活動を行っています。また、各団体における若い世代の活動が増え、地域が活性化しています。

目標指標 現状値
目標値

単位 2016 年度 2022 年度
◆社会教育団体数 団体 14 2009 年度 16 18

社会教育の分野で活動する市民団体数。現状値から 4 団体増の 18 団体を目指します。

◆社会教育団体の活動事業日数 日 283 2009 年度 320 350

社会教育の分野で活動する市民団体が事業活動する年間の日数。現状値から約 70 日増の 350 日を目指します。

●施策の展開方向
①生涯学習情報の提供 社会教育団体の活動を支援するため、各世代のニーズに沿った有益な情報を

提供できる体系的な枠組みを確立し、情報提供に努めます。

②�団体相互のネット
ワーク化

ホームページで団体のイベント情報などを公開し、生涯学習活動を行う団体
が、情報交換できるようネットワーク化を図り、各団体間の相互の交流を促
進します。

③生涯学習施設の整備 公民館や学習等供用施設など老朽化の進む生涯学習施設については、一部廃
止や用途変更も含め地域の特性などを考慮した整備方策を検討し、施設の有
効利用や多機能化などを進めます。

花壇づくり
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３ 生涯学習活動の活性化 施策 343
＜社会教育課＞

●現状・課題
民間主体の生涯学習活動は、平成 13 年頃から活性化し、名古屋経済大学による公開講座、特定非営

利活動法人いぬやまｅ－コミュニティネットワークによるＩＣＴ※講習会などが積極的に行われるよう
になってきました。

市民の学習ニーズが多様化・高度化する中にあって、ニーズに合った学習内容を提供するためには、
行政だけでは限界があります。大学など各種機関との連携、協働を強化するとともに、地域の人材を有
効に活用することも重要になります。

今後は、名古屋経済大学だけでなく、他の大学との連携による講座の充実を図るとともに、特定非営
利活動法人いぬやまｅ－コミュニティネットワーク、特定非営利活動法人市民活動支援センターとの協
働により、地域と一体となった講座を開設するといった事業展開が求められます。

●目指す姿と目標指標
地域資源を活かした講座の講師となるリーダーや有資格者が育ち、大学や地域と団体が一体となった

講座などが開催されています。

目標指標 現状値
目標値

単位 2016 年度 2022 年度
◆連携した講座開催日数 日 391 2009 年度 400 450

大学、企業、ボランティア、地域などと連携した事業（名古屋経済大学公開講座、ＩＣＴ講習会など）の年間開催日数。
現状値から約 60 日増の 450 日を目指します。

◆人材バンクの登録者数 人 47 2009 年度 50 60

市民講師（人材バンク）の登録者数。現状値から 13 人増の 60 人を目指します。

●施策の展開方向
①�民間団体と連携した
講座の充実

名古屋経済大学や地域のＮＰＯなどとの連携を深めることにより、大学公開
講座やパソコン講座などを充実するとともに、市民の学習ニーズを的確に捉
え、多種多様な地域の資源や人材を有効に活用した講座を展開します。

②�人材の育成と市民�
講師の活用

ボランティア講師登録制度により、市民講師や地元企業の人材を積極的に活
用するとともに、市民サークル団体登録制度による市民の生涯学習活動を促
進することで、地域の人材の育成と生涯学習活動の活性化を図ります。

●重点事業
文化講座 市民講師登録者を講師にした講座を開設し、制度の活用と人材の育成を図ります。

ＩＣＴ　information and communication technology の略で情報通信技術のこと。用語
解説
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４ 青少年の健全育成 施策 344
＜社会教育課＞

●現状・課題
青少年を取り巻く環境は、情報化の進展などにより、インターネットでの有害サイトなど多くの危険

が潜むようになりました。
本市では、犬山市青少年の健全育成のため、平成 19 年 11 月に青少年健全育成市民会議を設置し、

明るい地域社会づくりを目指して、「おあしす運動（おはよう・ありがとう・しつれいします・すみま
せんの頭文字をとったあいさつ運動）」を展開しています。その他にもおあしす運動に関連した標語を
小学生から募集し、優秀作品を表彰したり、プラスワン活動として各団体の活動の中であいさつ運動を
実施しています。

しかし、現状では、犬山市青少年健全育成市民会議の会員数が増えず、新しい事業展開が十分になさ
れていないため、今後は、活動の輪をさらに広げて、子ども・若者育成支援推進法を視野に入れた青少
年の健全育成に向けた事業を一層展開していくことが求められています。また、地域の声を取り入れな
がら、青少年に関する団体と市が一体となった青少年健全育成施策を展開していくことも求められてい
ます。

●目指す姿と目標指標
学校、家庭、地域が一体となって「おあしす運動」を中心とした青少年健全育成事業が活発に行われ、

社会の中で次世代を担う青少年がいきいきと生活しています。

目標指標 現状値
目標値

単位 2016 年度 2022 年度
◆犬山市青少年健全育成市民会議会員数 団体 26 2009 年度 30 35

青少年健全育成市民会議に登録している団体会員数。現状値から９団体増の 35 団体を目指します。

◆犬山市青少年健全育成市民会議事業参
加者数 人 625 2009 年度 700 800

青少年健全育成市民会議が行う事業の年間の参加者数。現状値から 175 人増の 800 人を目指します。

●施策の展開方向
①�「おあしす運動」の
新たな展開

毎月１回、犬山、羽黒、楽田の市内３駅とスーパーで実施している「おあし
す運動」を子どもの登下校時に通学路でも行うなど、実施場所や回数を拡大し、
青少年の健全育成につながる明るい地域社会づくりを進めます。

②�市民会議全体事業の
実施

犬山市青少年健全育成市民会議の個人・団体会員全体を対象にした青少年健
全育成の推進のための講演会や情報交換を行い、個人・団体間の交流を促進
することで新たな事業を展開します。

③�市民会議会員数の�
増加

犬山市小中学校ＰＴＡ連合会や犬山市スポーツ少年団などの青少年対象事業
の実施を通して、青少年に関わる団体を掘り起こし、個人・団体会員を増やし、
青少年の健全育成運動の浸透を進めます。
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５ 図書館の充実 施策 345
＜社会教育課＞

●現状・課題
図書館は、生涯学習の場として学習活動の振興や文化の発展に大きな役割を果たしています。
本市図書館は、平成２年から供用を開始し、年々資料拡充に継続して取り組み、現在、約 22 万冊の

資料を所蔵し、年間延べ 11 万人以上に利用されています。
時代の進展に伴い、市民の学習目的や学習要求がますます多様化しており、図書館は、新たな社会の

要請に対応した情報提供施設としての役割を果たすことが求められており、施設の維持修繕も計画的に
検討し、実施していく必要があります。

また、近年は子どもの読書離れが指摘されており、読書の拠点施設として、地域、家庭、学校などと
連携し、子ども達が本に親しむことができる取組みや、成人に対する読書の定着を推進することが求め
られています。

●目指す姿と目標指標
図書館が地域の情報センター、読書センターとして、幼児から高齢者まで多様な市民に親しまれ、活

発に利用されています。

目標指標 現状値
目標値

単位 2016 年度 2022 年度
◆市民一人当たり貸出冊数 冊 6.4 2009 年度 6.6 6.8

図書貸出冊数／総人口。過去 10 か年の最高値を超えるよう現状値の上昇を目指します。

◆図書館の利用しやすさに対する市民満
足度 ％ 57.3 2010 年度 61.0 65.0

市民意識調査で『図書館は利用しやすいと思いますか。』の設問に対し、「はい」と回答した市民の割合。現状値から約
８ポイントの上昇を目指します。

●施策の展開方向
①図書館資料の充実 市民の多様なニーズに対応した新しい資料を充実させるとともに、郷土の歴

史や文化に関する資料についても充実を図ります。また、情報化の進展に対
応する電子媒体による情報提供についても検討を進めます。

②�図書館ネットワーク
の充実

名古屋経済大学や市内の学校図書館との連携を強化しネットワークの充実を
図るとともに、市内の公共施設などで、市民が気軽に図書館の資料の貸出・
返却ができるシステムなどサービスの充実を図ります。

③読書の普及啓発 読書の拠点施設として、市民の読書を推進・支援します。中でも、特に乳幼
児期から本に親しむことができるように読み聞かせなど子どもの読書活動の
推進に重点を置いて取り組みます。

平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年
0
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200,000
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487,754468,435

図書館利用実績

（資料　社会教育課）
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基本施策 35　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（宣言９）

スポーツ １　スポーツの振興
２　スポーツ指導者の育成
３　スポーツ施設の整備・充実

１ スポーツの振興 施策 351
＜社会教育課＞

●現状・課題
文部科学省は、スポーツ振興法に基づくスポーツ振興計画の中で、「子どもの体力について、スポー

ツ振興を通じ、その低下傾向に歯止めをかけ、上昇傾向に転ずることを目指す」また「生涯スポーツ社
会の実現のため、できる限り早期に、成人の週１回以上のスポーツ実施率が 50％となることを目指す」
としています。

本市においては、小学生を対象としたスポーツ少年団活動が、９つの種目で延べ 1,300 人が参加して
行われています。各中学校のスポーツ系の部活動に対しては、市民から 40 人を専門指導者として派遣
するなど積極的に子どもたちのスポーツ振興の充実を図ってきました。

また、成人については、21 団体 3,500 人が加入する特定非営利活動法人犬山市体育協会が中心となり、
年間を通して全団体が市民大会を実施しています。また各団体は、大会を自主的に開催するなど、スポー
ツを愛好する市民の活動を積極的にサポートしています。

平成 22 年度に実施した市民意識調査の結果では、本市における成人の週１回以上のスポーツ実施率
は 78％となっています。

今後は、新体育館の建設を契機として、特定非営利活動法人犬山市体育協会を中心に、市民へのスポー
ツ実技指導や助言を行う体育指導委員や、地域での健康づくりやスポーツ振興を担うスポーツ振興委員
などとも連携を図りながら、市民の誰もが、スポーツを気軽に楽しめる環境づくりが求められています。

●目指す姿と目標指標
子どもから高齢者まで、年齢や性別などに関係なく誰もが継続的、定期的にスポーツを楽しんでいま

す。

目標指標 現状値
目標値

単位 2016 年度 2022 年度
◆屋外・屋内体育施設利用者数 人 500,000 2009 年度 525,000 550,000

屋外体育施設（木曽川緑地、名証グラウンド、山ノ田公園、野外活動センター、市民プール、学校開放グラウンド）と
屋内体育施設（体育館、武道館、弓道場、体育センター）の利用者数。近年増加傾向にある利用実績と新体育館建設か
ら利用者数増加を見込み、13 年間で 50,000 人の増加を目指します。

◆市民大会参加者数 人 7,000 2009 年度 7,200 7,500

軟式野球をはじめとする 21 種目の市民大会の参加者数。近年増加傾向にある参加者実績より 13 年間で 500 人の増加
を目指します。

●施策の展開方向
①�体育指導委員による
軽スポーツの実施

小中学校やその他の団体に体育指導委員を派遣し、市民の誰もが気軽に楽し
めるスポーツ教室を実施します。

②�特定非営利活動法人
犬山市体育協会を
中心としたスポー�
ツの推進

特定非営利活動法人犬山市体育協会と連携を密にし自主事業としてスポーツ
教室を実施するほか、体育指導委員やスポーツ振興委員らと連携を図りなが
ら、子どもから大人まで年齢を問わず誰もがスポーツに親しめる環境づくり
を推進していきます。

③�スポーツ振興委員に
よる各地域での事�
業実施

スポーツ振興委員が中心となって、各地域のニーズに合ったスポーツ行事を
実施します。
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２ スポーツ指導者の育成 施策 352
＜社会教育課＞

●現状・課題
スポーツを振興させるためには、スポーツの素晴らしさや楽しさを伝え、適切な指導ができる人たち

の存在が必要不可欠です。そのためには、責任感と使命感を持ち講習などを通して常に新しい知識を習
得し、継続的に指導ができる人材を育成・確保していくことが必要です。

本市では、こうした人材を育成するために、市民総合大学スポーツ学部でスポーツ指導員養成講座を
開設しているほか、スポーツ少年団の指導者に対しては認定員講習会も実施しています。

今後は、特に子どもたちの育成に大きな影響を与えるスポーツ少年団指導者や体育指導委員のスキル
アップなどを図り、対象者に応じて適切な指導ができる人材を確保することが一層重要になります。

●目指す姿と目標指標
各地域において、適切なスポーツ指導資格を有したスポーツ少年団指導者や体育指導委員らが、子ど

もをはじめ市民のスポーツ指導を的確に行っています。

目標指標 現状値
目標値

単位 2016 年度 2022 年度

◆スポーツ少年団指導者数 ( 登録指導者
のうちの有資格者の割合 ) ％ 30.0 2009 年度 40.0 50.0

指導者全体に占める有資格者（日本スポーツ少年団認定員）の割合。指導者の半数が有資格者であることを目指します。

◆体育指導委員数 人 21 2009 年度 23 25

体育指導委員の数。犬山市体育指導委員設置規則にある定数 25 人を目指します。

●施策の展開方向
①指導者の資質向上 スポーツリーダー養成講習会をはじめ、専門知識の習得や資格の取得につな

がる研修や講習会などを実施し、スポーツ指導者の資質向上を促します。

②�体育指導委員の人員
確保

指導者資格取得のための援助を行うことで指導者を養成し、体育指導委員の
人数を段階的に増やします。

③�指導者間の交流の�
促進

指導者同士の交流を促進させ、スポーツ指導のレベルアップを図っていきま
す。

体育指導員によるスポーツ指導
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３ スポーツ施設の整備・充実 施策 353
＜社会教育課＞

●現状・課題
昭和 38 年に建設された市体育館は、築 50 年が経過し老朽化が進んでいます。また、競技スペース

もスポーツ人口の増加により手狭となっており、利用者が安全・安心・快適にスポーツに親しむことが
困難になっています。

このため、現在、新体育館建設のための基金を積み立てるとともに、平成 22 年度には、新体育館建
設に向けた建設検討委員会での調査、検討を経て、建設候補地を決定し、施設のコンセプト、規模、機
能を盛り込んだ基本計画を策定しました。今後は、都市公園内に建設する新体育館と既存施設との連携
を深めるなど、利用者が有意義に活用し、豊かな生活に資する運営管理手法を検討していかなければな
りません。

また、その他のスポーツ施設の充実に関しても多くの市民が望んでおり、平成 21 年度には、栗栖地
区にグラウンドゴルフ場を整備するとともに、山ノ田公園内のテニスコートも増設するなど、スポーツ
施設を計画的に整備してきました。今後も市民のニーズを的確につかみ、新たなグラウンドなどスポー
ツ施設の整備を積極的に進めていくことが必要となっています。

●目指す姿と目標指標
新体育館が建設され、新たなグラウンドも確保ができ、より多くの市民が安全・安心・快適にスポー

ツに取り組み、健康的でいきいきと生活しています。

目標指標 現状値
目標値

単位 2016 年度 2022 年度
◆屋内体育施設充足率 ％ 50.0 2009 年度 100.0 100.0

「体育・スポーツの普及振興に関する基本方策」の整備基準より算出した屋内体育施設の充足率。充足率 100％を目指
します。

◆屋外体育施設充足率 ％ 60.0 2009 年度 80.0 100.0

「体育・スポーツの普及振興に関する基本方策」の整備基準より算出した屋外体育施設の充足率。充足率 100％を目指
します。

●施策の展開方向
①新体育館の建設 スポーツ関係者や学識者により構成された新体育館建設検討委員会で、具体

的な機能や規模などの精査を行い、市民誰もが利用しやすい体育館の建設を
目指します。

②�新たなグラウンドの
確保

市民ニーズを把握し適地の選定を行い、計画的な整備を進めていきます。

●重点事業
犬山市スポーツ振興�
基金積立

本市が管理する体育施設の維持修繕及び新設（当面は新体育館建設）、スポーツ振興
や健康増進を目的に基金積立を行います。

新体育館建設検討委員
会

平成 22 年度に設立した新体育館建設検討委員会において、新体育館の機能や規模
を検討します。

新体育館建設事業 築 50 年経過した現体育館に代わって、多様なスポーツニーズに対応した新体育館
を、都市公園整備と併せて建設します。

グラウンド整備事業 市民が気軽にスポーツを楽しむことのできる新たなグラウンドを整備します。
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誰もが愛着のもてるまちをつくります

宣言 10

36

37 文化

歴史 ･ 文化財

宣言４

10 商業

12 観光

宣言３

６ 市民協働

７ 市民交流

宣言５

14 地域福祉

宣言９

34 社会教育

33 学校教育
宣言８

28 道路 ･ 橋りょう

30 住宅 ･ 宅地

29 公共交通

27 市街地 ･ 景観

宣言７

24 公園緑地 ･ 緑化

23 自然環境

宣言２

４ 情報共有
３ 行政運営

宣言 10

歴史や伝統文化、自然などの郷土の資源を大切に守り育て、後世に継承していくこ
とで、子どもからお年寄りまで、市民一人ひとりがまちへの誇りと愛着を持ちつづけ
るとともに、市外在住の方にも魅力を伝えることのできるまちを創造します。
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基本施策 36　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（宣言１０）

歴史・文化財
１　歴史・文化財の理解と意識の高揚
２　歴史・文化財の保存・活用
３　歴史・文化のネットワークづくり
４　城下町地区の整備

１ 歴史・文化財の理解と意識の高揚 施策 361
＜歴史まちづくり課＞

●現状・課題
本市では、全市博物館構想に基づき、市民が市内の歴史・文化を学ぶ市民総合大学「歴史文化学部」

を開催し、古代史学科、明治カルチャー史学科、中近世史学科の分野において、独自のテーマ設定によ
り歴史と文化財を学ぶ機会を提供しています。その結果、市民の歴史と文化財に対する意識は高まり、
地域に愛着を持つ市民も増えています。

しかし、地域の歴史・文化をテーマとする市民主体の活動については、犬山歴史研究会をはじめとし
た既存の団体に加えて、平成 21 年度に設立された特定非営利活動法人古代邇

に
波
わ

の里・文化遺産ネット
ワークのような新たな市民団体が育成されつつあるものの、まだまだ十分ではありません。

今後、犬山市歴史的風致維持向上計画（平成 20 年度～平成 29 年度（2017 年度））に基づき、文化
財の保存・活用を推進する中で市民意識を高揚していくことが求められています。

●目指す姿と目標指標
文化史料館を中心に市民に向けて犬山の歴史文化に関する情報が発信され、地域の歴史や文化財に興

味を持つ市民が増え、市内各地域において、市民総合大学の受講者を中心に歴史と文化財に対する意識
が高まり、地域に愛着をもつ市民が増えています。

目標指標 現状値
目標値

単位 2016 年度 2022 年度
◆市民総合大学「歴史文化学部」への応
募者数 人 478 2010 年度 600 600

市民総合大学「歴史文化学部」への応募者の総数。歴史に興味を持ち、市民総合大学に応募する市民が増え、１学科
150 人を早期に実現し、その水準の維持を目指します。

◆歴史・文化をテーマとした市民団体の
結成 件 １ 2009 年度 ３ ５

歴史・文化をテーマとした市民団体の年度発生件数。市民の歴史や文化財に対する意識を高めていくため、市民グルー
プの結成件数の増加を目指します。

●施策の展開方向
①�犬山の歴史と文化財
を知る・学ぶ機会�
の提供

市民総合大学における「歴史文化学部」の開催や市民団体とのまち歩きなど
を通して、犬山の歴史や文化を教材として地域の伝統や文化を学ぶ機会を設
け、地域に愛着と誇りを持つ市民を育みます。

②�文化財の保存・活用
に係る市民団体と�
の連携

市民団体に対する情報の提供や団体事務局への活動支援・研修などを通して、
行政と市民団体が連携して文化の担い手を育成できるネットワークづくりを
進めます。

③�文化財の保存・活用
に係る普及と啓発

市内各地域に点在する文化財などの地域資源について、保存の手法や活用の
アドバイスを行うとともに「犬山市の文化財」などの出版物を活用し、文化
財の普及と啓発に努めます。

●重点事業
市民総合大学専門学部 市民総合大学「歴史文化学部」として、①古代史学科、②明治カルチャー史学科、

③中近世史学科を開催します。
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２ 歴史・文化財の保存・活用 施策 362
＜歴史まちづくり課＞

●現状・課題
指定文化財や登録文化財の保存や伝承にあっては、その価値を維持することが求められています。現

在、国指定重要無形民俗文化財である「犬山祭の車山行事」の保存・修理、登録有形文化財建造物の修理、
史跡の調査や整備が、専門家などにより組織された委員会の技術指導、監修によって行われています。

一方、市内に点在し、法律等に基づく指定などを受けていない文化財については、平成９年の犬山市
史編さん終了後は継続した調査研究が進んでいないため、今後、犬山市歴史的風致維持向上計画（平成
20 年度～平成 29 年度（2017 年度））の推進に向けて、継続的な調査の実施が求められています。

●目指す姿と目標指標
犬山市歴史的風致維持向上計画に基づき、歴史的資産の保存や管理、史跡・天然記念物の管理、犬山

祭の伝承保存に対して補助を行うなど、市内文化財の保存と活用が進んでいます。また、犬山城におい
ては、犬山城の世界遺産登録に向けた活動を推進するとともに、調査研究に基づき復元整備計画が策定
され、門や櫓など一部の施設が復元されています。

目標指標 現状値
目標値

単位 2016 年度 2022 年度
◆文化財の調査実施件数 件 ２ 2009 年度 ３ ３

文化財保全のための調査実施件数。文化財を保全するため、民俗文化財、埋蔵文化財・記念物、建造物を中心に継続し
た調査の実施を目指します。

◆指定・登録文化財の保存・修理に対す
る補助件数 件 ２ 2009 年度 ４ ４

文化財保存修理に関する補助件数。民俗文化財、建造物の伝承保存を一層推進するため、年間補助件数の拡充を目指し
ます。

●施策の展開方向
①文化財の保護と調査 専門家や必要に応じて設置する専門委員会などの指導、調査などに基づき、

指定・登録文化財の保存や修理、羽黒城址をはじめとする史跡・埋蔵文化財
の整備、犬山城の城郭内の調査などを推進します。また、東之宮古墳につい
ては、整備基本計画に基づいて史跡整備を進め、未調査の文化財については、
調査、収集、研究を推進します。

②�歴史的風致※の維持・
向上

文化財の所有者・管理者、市民・事業者、行政が連携して歴史的風致の維持・
向上を図るとともに、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律

（歴史まちづくり法）に基づく計画の中で指定された建造物や城址、堀、常夜
灯などの歴史的風致の維持・向上に寄与する施設などの保全を図り、住民と
の協働により、施設の活用と整備を進めます。また、重点区域の追加や変更
などによる計画の見直しに努めます。

③文化財の活用 文化財の保存に影響が及ばない範囲で、教育や普及のために文化財の活用を
推進します。文化史料館のリニューアルを行い、犬山城と城下町地区を結び、
人と文化をつなぐ施設としての整備を進めます。

歴史的風致　歴史まちづくり法では「地域におけるその固有の歴史及び伝統を反映した人々の活動とその活動が行われる歴
史的価値の高い建造物及びその周辺の市街地とが一体となって形成されてきた良好な市街地環境」とされており、地域に
ある城、神社などの歴史的な建物や町屋などの町並みと、祭礼行事などの歴史や伝統を反映した活動といった地域の歴史
的な風情、情緒などが一体となったもの。

用語
解説
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●重点事業
犬山城城郭遺構調査�
事業

犬山城に関連した遺構の残存状況と城郭の範囲を確認し、犬山城城郭調査委員会の
指導及び遺構調査の実施成果を基に、堀や切岸などの遺構の年代を推定できる資料
を整理し、犬山城の歴史的価値を追究し、国の史跡指定を目指します。

犬山祭の車山行事の�
伝承保存事業

犬山祭の車山行事で用いられる用具の修理・新調を計画的かつ適切に実施するため
に車山所有町内に対して支援を行います。郷土の誇りである伝統行事を正しく継承
するための環境形成と意識醸成を進めます。

犬山が維持向上すべき歴史的風致

（資料　歴史まちづくり課「犬山市歴史的風致維持向上計画」）

④豊年祭と八ッ八祭などにみる歴史的風致

⑤石上祭の歴史的風致

⑥虫送りにみる歴史的風致

①犬山祭と犬山城・犬山城下町にみる歴史的風致

③犬山焼にみる歴史的風致

②木曽川周辺にみられる歴史的風致
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①犬山祭と犬山城・犬山城下町にみる歴史的風致 ②木曽川周辺にみられる歴史的風致

　寛永 12 年 (1635)
に始まったと伝えら
れる犬山祭の車山行
事が、毎年犬山城下
の針綱神社の例祭と
して行われている。
城下 13 町内から地
域に暮らす町衆らに
よって、車山の組立てから曳き回し、からくり奉納、
解体保管を始め、からくりとお囃子の練習や夏の懸
装幕の虫干しなど、一年を通じた祭りの運営が行わ
れる。
　町衆らによって 370 余年の守り伝えられてきた
犬山祭と、その舞台となっている国宝犬山城や城下
町の歴史的なまちなみが一体となって受け継がれ
ている。

　万治 2 年 (1659)、
犬山城主 3 代成瀬正
親の庇護のもと始め
られた御料鵜飼から
350 余年、腰蓑や足
半草履を身にまとっ
た鵜匠が行う「鵜飼」
は、国宝犬山城を背
景とした季節を彩る風物詩として、市民の心に刻ま
れている。
　水運の要所であって犬山城下付近では、川岸には
水にまつわる安全を祈願するために建てられた神
社や常夜灯が、周囲のまちなみと一体となって歴史
的な風情を醸し出している。また甘露煮などの食も
含め地域に息づいている。

③犬山焼にみる歴史的風致 ④豊年祭と八ッ八祭などにみる歴史的風致

　元禄あるいは宝暦
年間が始まりとされ
る犬山焼は、犬山城
主 7 代成瀬正壽によ
って「御庭焼」とし
て保護されたことに
より現在見ることが
できる特徴の「赤絵」
や「雲錦手」の意匠が定着した。
　城下町では、犬山祭の時などに犬山焼の器に盛り
付けた料理で人々をもてなすなど、町家建築物など
と共に城下町の文化の一つとして守ってきている。
　この伝統的技法を用いた犬山焼が現在も息づき、
赤絵や雲錦手に見られる彩り豊かな装飾が、歴史的
なまちなみの中で人々の目を楽しませている。

　江戸時代中期より
「尾張二之宮」として
親しまれている大縣
神社には、伝統行事
が多数ある。
神輿を担ぎ、男女の
厄除を祈願する豊年
祭では、「天馬」と呼
ばれる色とりどりの紙の飾りを付けた竹棒を、神
事を終えた直後に見物客が一斉に取り合う。また 8
月には、茅で作られた大きな輪を八の字にくぐる八
ツ八祭と呼ばれる神事などがある。
　大縣神社 ( 本殿などは重要文化財 ) を中心に祭り
の際、鳥居までの一本道には大勢の参拝者や見物人
が詰め掛け、往時の隆盛を垣間見ることができる。

⑤石上祭の歴史的風致 ⑥虫送りにみる歴史的風致

　尾張冨士 (277m)
は、尾張平野の本宮
山 (293m) に高さが
僅か十数メートル及
ばないという悲哀を
長年感じ続けてきた
という言い伝えが、
石上げ祭を産み出し
たと言われている。市指定無形民俗文化財の「石上
祭」は、江戸時代後期より連綿と続いている。真
夏の季節に人力で巨石を山に上げた先人の足跡は、
尾張冨士浅間神社本殿を起点とする参道一帯の林
立する献石により今日も見ることができる。
　尾張冨士信仰と人々が石に託した願いが、独特の
風情を醸し出している。

　農業用ため池や里
山が残る城東地区に
は、農家にとって大
切な行事が代々受け
継がれている。毎年 7
月中頃、水田の害虫を
追い払い、豊年を祈願
する「虫送り」と呼ば
れる行事は、住民らが祭文を唱えながら地区内を練り
歩き、各家を訪問しながら地区の境にある川端まで来
たら藁人形に短冊を付けた笹竹を立てて帰る。
　この地域には五穀豊穣と虫を封じ込める神社として
有名な虫鹿神社があり、虫送りの舞台ともなっている。
この他にも、天道宮神明社楼門など数多くの神社仏閣
が建立されており、虫送り行事とともに農村集落での
民間信仰に関わっている。
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３ 歴史・文化のネットワークづくり 施策 363
＜歴史まちづくり課＞

●現状・課題
平成 21 年度から着手した文化史料館のリニューアルに伴い、犬山城、文化史料館、旧磯部家住宅、

どんでん館、旧堀部家住宅をはじめとした各歴史・文化施設の役割を明確にし、相互のネットワーク化
が求められています。

また、市民総合大学「歴史文化学部」は、毎年多くの方々が受講しており、卒業後の自発的な活動を
一層推進させていくため、卒業者の人材の育成と活用が求められています。

●目指す姿と目標指標
犬山城、文化史料館などを拠点として歴史と文化のネットワークが構築されています。また、市民や

学生の参加のもと、市内各地域で歴史や文化をテーマにした市民グループが組織され相互交流が行われ
ています。

目標指標 現状値
目標値

単位 2016 年度 2022 年度
◆歴史・文化施設の自主活動事業 回 １ 2009 年度 ５ 10

歴史・文化施設を会場とした市民団体などの自主的な活動の実施回数。市民の歴史や文化財に対する意識を高めていく
ため、活動回数の増加を目指します。

◆歴史・文化をテーマとした市民グルー
プの結成 件 １ 2009 年度 ３ ５

歴史・文化をテーマとした市民グループの結成件数。市民の歴史や文化財に対する意識を高めていくため、市民グルー
プの結成件数の増加を目指します。

●施策の展開方向
①�歴史・文化のネット
ワークづくり

「犬山」固有の歴史的・文化的資源をネットワークすることにより、地域を愛し、
郷土に誇りを持てる人材を育成します。

②�文化史料館を拠点に
情報発信

文化史料館で、犬山城と城下町地区を中心とした歴史文化に関する情報発信
を行い、企画展示や案内機能の充実を図ります。

③�財団法人犬山城白帝
文庫との連携

犬山城と城下町地区の情報発信を行うため、旧犬山城主成瀬家にまつわる文
物の保存・管理や研究などを行っている財団法人犬山城白帝文庫と連携した
事業を実施します。

④�各種NPO・市民団体
との連携

祭りや古墳などの文化財の保存や普及啓発、町並み保存、歴史文化探訪など
の活動を行っている市民グループと連携した文化交流などの事業を実施し、
次世代への歴史文化の継承を図ります。
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４ 城下町地区の整備 施策 364
＜都市計画建築課・建設課・歴史まちづくり課＞

●現状・課題
城下町地区では、歴史的資産を活かしたにぎわいのある安全で暮らしやすい町の再生のため、犬山城

前広場の整備や電線類地中化・道路美装化などを行ってきました。このような取組みの結果、近年では、
多くの人たちが城下町地区を訪れるようになりました。

一方、歴史的建造物の保存については、維持管理に要する手間や費用の増大、跡継ぎの不在という理
由から、取り壊されて空地になり、その後建てられた建築物が城下町地区の景観にそぐわない、といっ
た事例も出てきています。加えて、今後については、歴史的風致※の観点から問題となっている区域内
の老朽化した公共施設の移転も課題となっています。

そのため、住民が安全・安心で、にぎわいと潤いを感じられる良好な住環境の形成を図りながら、城
下町地区の歴史的景観を保持した町並みを形成していく必要があります。

また、地区外からの車両や地区内における歩行者の動線を地域住民と協議しながら検討を行い、適切
な誘導を図っていくことが求められています。

●目指す姿と目標指標
歴史的建造物が保全され、歴史や文化などと人々の生活が調和する歴史的風致を維持し、住民は安全・

安心やにぎわいと潤いを実感でき、来訪者は利便性や快適性を実感できるまちとなっています。

目標指標 現状値
目標値

単位 2016 年度 2022 年度
◆伝統的建造物の修理・修景（累計） 件 － 2009 年度 12 24

伝統的建造物の修理・修景に関する助成件数。伝統的な建造物については、歴史的風致維持向上計画に基づく指定を行い、
長期的な視点で計画的に修理・修景を行うことを目指します。

◆市指定文化財（建造物）の件数（累計） 件 ０ 2009 年度 ３ ６

市指定文化財の指定件数。特に重要な建造物について、長期的な視点で計画的に調査を行い、文化財指定を行うことを
目指します。

●施策の展開方向
①�城下町地区の町並み
環境を整備

電線類地中化や道路美装化などにより良好な道路環境の整った城下町地区は
犬山の歴史文化を象徴する風格のある地区であるため、景観などに配慮した
住環境の整備を推進し、住民にも来訪者にも配慮した整備や車両・歩行者動
線の望ましい交通体系の確立を計画的に推進します。

②�伝統的建造物の保護・
保全

伝統的建造物群保存地区の指定を目指し、伝統的建造物などの保存計画を検
討していく中で、修理・修景などの基準を定め、城下町地区の伝統的な町並
みや文化遺産などを後世に伝えます。また、地域において歴史及び文化面か
ら価値の高い建造物を市の文化財として指定し、後世への継承を図ります。

③�歴史的風致形成建造
物の指定

景観や都市計画と調整を図り、歴史的風致形成建造物の指定などを通して、
城下町地区の歴史的風致の維持と向上を図ります。

歴史的風致　歴史まちづくり法では「地域におけるその固有の歴史及び伝統を反映した人々の活動とその活動が行われる歴
史的価値の高い建造物及びその周辺の市街地とが一体となって形成されてきた良好な市街地環境」とされており、地域に
ある城、神社などの歴史的な建物や町屋などの町並みと、祭礼行事などの歴史や伝統を反映した活動といった地域の歴史
的な風情、情緒などが一体となったもの。

用語
解説
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●重点事業
伝統的建造物整備活用
事業

国登録有形文化財の旧堀部家住宅の修理を行い、既存の旧磯部家住宅や中本町まち
づくり拠点施設などと連携を図り、伝統的建造物の活用を進めます。

伝統的建造物の保存・
修理・活用

「歴史都市犬山」の実現のため、伝統的建造物を修理・修景し、重要伝統的建造物群
保存地区の選定に向け協議を進めます。また、「犬山市伝統的建造物群保存地区条例
( 仮称）」や「犬山市歴史まちづくり条例 ( 仮称）」の制定を目指します。併せて、伝
統的建造物の保存計画の策定に向け、内容を検討し、国の補助制度を活用して、伝
統的建造物の修理・修景を進めます。
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基本施策 37　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（宣言１０）

文　化 １　文化活動の振興
２　新しい文化の創造と活動の支援

１ 文化活動の振興 施策 371
＜社会教育課＞

●現状・課題
文化芸術振興基本法の第１条には「文化芸術が人間に多くの恵沢をもたらす」と明記されています。

これは、文化芸術の振興が、心豊かな国民生活をつくり出し、活力ある社会の実現に寄与することを示
しています。

本市は、昭和 57 年に市民が芸術文化に親しむための拠点として市民文化会館を建設しました。開館
以来、市民に優れた舞台芸術を鑑賞してもらうため、自主事業として数多くのコンサートや演劇などの
公演を実施してきました。また、日頃から文化芸術に携わる市民らが、自らの創作活動の成果を発表す
る場としても広く利用しています。加えて、市民文化会館に併設する南部公民館では、市民の絵画や書
などの創作作品を展示するギャラリーとしての活用も進められています。

今後は、施設の老朽化が懸念されることから適切な点検・修理や保守・管理を計画的に行い、市民が
利用しやすい芸術文化の拠点施設として、維持管理していく必要があります。また、多くの市民が芸術
文化に親しみ、市民自らが文化芸術活動に積極的に取り組むことができるような環境づくりも求められ
ています。

●目指す姿と目標指標
市民文化会館を中心として、優れた舞台芸術が開催されるとともに、市民の自主的な文化芸術活動が

展開され、多くの市民が文化芸術に親しみ、心豊かに文化的な生活をしています。

目標指標 現状値
目標値

単位 2016 年度 2022 年度
◆自主事業の鑑賞・参加者数 人 4,822 2009 年度 5,500 6,000

自主事業を鑑賞及び参加した市民の年間延べ人数。現状値から約 1,200 人増を目指します。

◆市民文化会館の利用者数 人 40,545 2009 年度 42,500 45,000

市民文化会館の年間利用者数。現状値から約 4,500 人増を目指します。

●施策の展開方向
①自主事業の充実 市民参加型事業として既に実施している市民芸能祭や市民音楽祭、文協まつり、

第九演奏会などを充実するとともに、市内や近隣市町で活動する団体やサーク
ルとの共催事業を実施します。

②�市民文化会館施設の
充実

市民文化会館の施設の点検・修理や保守・管理を計画的に行い、芸術文化の
拠点として市民が利用しやすい施設として充実を図ります。

③文化活動の場の確保 多くの市民が文化活動に参加できるように、市の施設（公民館・市庁舎など）
を活用した市民ギャラリーや市民展などの充実に努めます。

●重点事業
文化活動の場の確保 多くの市民が参加できるような文化活動の場として、ギャラリーや展示スペースを

確保します。
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２ 新しい文化の創造と活動の支援 施策 372
＜社会教育課＞

●現状・課題
本市では、犬山市文化協会と特定非営利活動法人犬山市音楽文化協会を中心として様々な文化活動が

実践されています。犬山市文化協会は 65 団体、970 人で構成され、市民展、芸能祭、文協まつりなど数々
の事業を主体となって実施しています。

また、特定非営利活動法人音楽文化協会は８団体、280 人で構成され、市民音楽祭を毎年開催すると
ともに、定期演奏会や各種大会・行事を展開しています。

しかし、文化活動団体の会員は高齢化が進み、年々会員数も減少しているため、若い世代への会員拡
大を図り、犬山の新しい文化の創造と活動の活性化を促していくことが求められています。

●目指す姿と目標指標
犬山市文化協会や特定非営利活動法人犬山市音楽文化協会が若い世代の会員を増加させ、自主的な新

規事業を展開するなど、市民が主体となる新しい文化活動を展開しています。

目標指標 現状値
目標値

単位 2016 年度 2022 年度
◆自主的活動団体（団体数） 団体 73 2009 年度 78 83

犬山市文化協会、特定非営利活動法人犬山市音楽文化協会に所属する団体数。現状値から 10 団体増の 83 団体を目指
します。

◆自主的活動団体（会員数） 人 1,250 2009 年度 1,350 1,450

犬山市文化協会、特定非営利活動法人犬山市音楽文化協会に所属する会員数。現状値から 200 人増を目指します。

●施策の展開方向
①�自主的文化活動団体
の育成・支援

犬山市文化協会・特定非営利活動法人犬山市音楽文化協会など、既存の団体
の活動を充実させ、市民劇団・サークルなどに活動の場を提供します。

②�犬山らしさのある�
文化の創造

市民が参加する芸能祭や市民ギャラリーをはじめ、豊かな自然、歴史に根ざ
した犬山らしさのある文化を創造する機会や場を充実します。

文協まつり
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1 犬山市のすがた
（１）沿革 
私たちのまち犬山市は、昭和 29年４月に犬山町、城東村、羽黒村、楽田村、池野村が合併し、
人口約 35,000 人の市として誕生しました。
歴史的には、縄文・弥生時代から木曽川流域の地理的特性をいかして小集落が発達していたこ
とが遺跡から確認されています。
大和朝廷の時代には皇族領となり、奈良時代から室町時代にかけては荘園であったと伝えられ
ており、平安時代は稲置荘（いなぎのしょう）と称され、尾張と美濃・飛騨との文化・生活の交
流が行われてきた地域です。
また、「東之宮古墳」や「青塚古墳」をはじめとする多数の古墳が築造されたことや、尾張国
二宮「大縣神社」が建立されるなど、数多くの歴史・文化的資源が、古くから尾張の要衝の地
であったことを物語っています。
戦国時代には織田氏の所領となり、天文６年（1537 年）、犬山城が現在の地に築城されるこ
とにより形成された「総構え」と呼ばれる城下町によって大きく発展し、江戸時代には尾張藩御
付家老成瀬正成が入城し、以後、明治時代まで成瀬家の居城となりました。
昭和６年（1931 年）に国宝に指定された犬山城は、現存する日本最古の天守閣であり、往時
の町割が現在も残されています。
また、1300 年もの伝統を誇る鵜飼も、万治３年（1600 年）頃に本格化し、また、針綱神社
の祭礼として寛永 12年（1635 年）に始まったと伝えられる犬山祭の車山行事、江戸時代後期
から続く石上祭など、現代まで引き継がれている犬山市の歴史的な風致がこの時期に形成されま
した。
明治時代以降には、町村合併が繰り返し行われ、明治 39年（1906 年）に、犬山市の前身と
なる犬山町、城東村、羽黒村、楽田村、池野村の１町４村が誕生しました。
大正時代から昭和初期にかけて、名鉄犬山線と広見線、小牧線が順次開通すると、交通の要衝
として商業の発展が進み、昭和に入ると、木曽川流域には紡績・製紙工場が進出し、工業機能も
持つまちとなりました。
昭和４年に木曽川が国指定の名勝となったのをはじめ、昭和 29年の市制施行前後には、日本
ライン県立公園の指定や、木曽川周辺地域が国定公園指定されました。さらに、大規模遊園地や
博物館明治村など多くの観光施設が立地し、青塚古墳が国の史跡に指定されるなど、古代から近
世・近代の歴史を伝える観光都市として発展を遂げました。
昭和 30年代以降は、積極的な工業誘致を展開した後、昭和 41年度と平成 15年度には、県
が造成した大規模な工業団地の分譲を開始し、企業誘致による工業振興を図っています。
また、昭和 45年から平成 16年にかけて公営・民営の宅地造成が盛んに行われ、人口は市制
当時の２倍強に増加しています。
人口の増加に合わせて図書館や国際観光センターなどの各種文化施設や保健・医療・福祉の総
合的な拠点施設である市民健康館さら・さくらの建設をはじめとした保健福祉ゾーンの整備を進
めたほか、平成 21年には市役所の庁舎が完成しました。
そのほか、民間事業者との連携や城下町地区の整備などを進めてきた結果、平成 22年には犬
山城登閣者数が 18年ぶりに 36万人を突破し、39万人に達するなど、歴史・文化・自然・観光
など豊かで個性的な特性をもつ都市として成長を続けています。
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（２）概況 

【立　地】
●　�名古屋市の中心部から北へ約 25kmに位
置し、岐阜県との県境に位置しています。

●　�南は小牧市・春日井市、西は大口町・扶
桑町、東は岐阜県可児市・多治見市に接し、
北は木曽川を隔て岐阜県各務原市・坂祝
町にそれぞれ接しています。

【地　勢】
●　�市域は総面積 74.97 ｋ㎡で、北側を清流
木曽川が流れ、西部は木曽川扇状地の頂
上部にあたる標高 30 ～ 50 ｍの沖積低
地と台地からなり、市街地や農地として
の土地利用がなされ、東部は標高 130～
200ｍの丘陵地となっています。

【交　通】
●　�名鉄犬山線をはじめ、小牧線、広見線が運行し、犬山駅はその結節点となっています。
●　�主要幹線道路である国道 41号が東西に横断しているほか、名神・東名高速道路の小牧イ
ンターチェンジ、中央自動車道の小牧東インターチェンジからも近い位置にあります。

【自　然】
●　�木曽川や東部丘陵地の一帯は、飛騨木曽川国定公園に指定され、農業用ため池として国内
最大規模の入鹿池、国の天然記念物であるヒトツバタゴ自生地があるほか、ゲンジボタル
やウシモツゴ、オオタカなどの稀少動植物も生息し、豊かな自然が残されています。

【歴史・文化・観光資源】
●　�犬山城と茶室如庵の２つの国宝をはじめ、国指定史跡の東之宮古墳や青塚古墳、国指定重
要無形民俗文化財の犬山祭や 1300年の歴史を誇る木曽川うかい、明治時代の建築物を集
めた博物館明治村、世界の民族資料を集めた野外民族博物館リトルワールド、国の重要文
化財に指定されている大縣神社など豊富な歴史・文化資源があり、まちの中に豊かな歴史
や伝統文化が息づいていると同時に、近郊でも有数の観光地となっています。

【学術資源】
●　�世界屈指のサル動物園である財団法人日本モンキーセンターや、全国の研究者の共同利用
研究所であり、霊長類に関する総合的な研究を行う京都大学霊長類研究所をはじめ、森林
科学研究の実験・実習地である東京大学愛知演習林（犬山研究林（443ha））、４学部５学
科のほか短期大学部、大学院を置く名古屋経済大学など学術施設が集積しています。
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【人　口】
●　�国勢調査によると、平成 22年（速報値）は 75,151 人、世帯数は 27,339 世帯、一世帯
あたり人員は 2.75 人となっています。人口総数は、昭和 30年代後半から昭和 60年ごろ
にかけて増加傾向が続き、平成２年以降は微増の状態が続いています。

●　�観光地入込者数は 20年間で約半減しており、平成 22年には約 521 万人となっています。
観光施設別では、犬山城は 18年ぶりに 36万人を突破し、39万人に達したほか、日本モン
キーパークが約 61万人、リトルワールドが約 48万人、明治村が約 43万人となっています。

【土地利用】
●　�平成 21年時点で、森林が行政面積の 45.5％、宅地が 15.6％、農用地が 13.0％を占めてい
ます。それぞれの土地利用の面積については、宅地が増加傾向にあり、農用地や森林、水面・
河川・水路は減少傾向で推移しています。

昭和50年 昭和60年 平成10年 平成20年 平成21年 構成比
行政面積 7,416 7,461 7,497 7,497 7,497 100.0%
農用地 1,380 1,180 1,040 971 971 13.0%
森林 3,479 3,464 3,429 3,430 3,414 45.5%
水面・河川・水路 524 520 516 497 497 6.6%
道路 370 448 508 579 457 6.1%
宅地 875 993 1,082 1,170 1,170 15.6%
その他 788 856 922 850 988 13.2%
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5,4242,574
5,211,251

犬山城 日本モンキーパーク 明治村 リトルワールド その他

「犬山城」のみ

5,574,8045,574,804

■ 人口・世帯数の推移

■ 観光地入込者数の推移

地目別土地利用面積の推移

（資料　国勢調査）

（資料　観光課）

※年によって集計対象となる施設に一部変化があります

（単位：ha）

（資料　土地に関する統計年報（愛知県））
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【生活環境】
●　�可燃ごみの収集量は、年間約 1万 8千トンで、おおむね横ばいで推移しています。人口１
人当たりで見ると、平成 21年には 234.3 キログラムとなっています。

●　�火災発生件数は毎年 40件前後で推移し、窃盗犯の発生件数は、平成 15年から減少傾向
にあり、平成 21年には 1,295 件となっています。

【産　業】
●　�事業所数は、平成８年以降減少傾向で推移しており、平成 18年時点では 2,686 事業所（民
営の事業所）となっています。従業員数が４人以下の小規模な事業所が多くなっています。

【財　政】
●　�平成 21年度普通会計の決算額は、歳入が約 261億円、歳出が約 244億円となっており、
歳入、歳出ともに微増傾向となっています。

●　�市民１人あたりの税負担額は、平成 21年度では 151,444 円となっており、前年度に比
べて 1万円あまり減少しています。

■ 可燃ごみ処理量

■ 事業所数

■ 一般会計の歳出入決算額

■ 盗犯発生状況

■ 従業員数別事業所数

（資料　事業所・企業統計調査）

（資料　犬山市の統計（財政課））

（資料　事業所・企業統計調査）

（資料　犬山市の統計（犬山警察署））

■ 目的別歳出内訳

（資料　犬山市の統計（財政課））

（資料　犬山市の統計（ごみ減量推進課））



194

2 犬山市総合計画の推移と概要
犬山市では、昭和 48年度（1973 年）に第１次総合計画を策定し、その後、3度の改訂を重ね、
それぞれの時代において目指す姿を将来都市像として掲げ、市政の根幹をなしてきました。

第１次
総合計画

｢ 自然と調和した住みよい都市づくり ｣

昭和49年度（1974年）　〜　昭和60年度（1985年）

第 4次
総合計画

｢ 木曽の流れに古城が映え  ふれあい豊かな  もりのまち  犬山 ｣

平成11年度（1999年）　〜　平成22年度（2010年)

第 2次
総合計画

｢ 歴史と文化をはぐくむみどり豊かなまち ｣

昭和59年度（1984年）　〜　平成 2 年度（1990年）

第 3次
総合計画

｢ 学術と文化を育む緑豊かな国際交流のまち ｣

平成 3 年度（1991年）　〜　平成12年度（2000年）
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3 犬山市のこれまでの取り組みと社会の動向
（１）これまでの取り組み 

【市内全域に広がる歴史と文化資源の保存・継承】
地域の歴史文化や自然を理解することで新たな地域の良さを発見し、郷土に対する愛着を育み、
郷土に対する愛着が地域の文化を守り育て、個性ある地域をつくることを目的として平成 14年
に策定された全市博物館構想のもと、地域ごとに異なった特性を活かした個性豊かなまちづくり
を進めています。
中でも、犬山城の城郭建設を契機とし、江戸時代に犬山城下町が形成され、現在でも江戸時代
の町割りがそのまま残る「総構え」の城下町においては、これまで町家などの保存及び活用を行っ
てきたほか、都市計画道路（本町線・新町線）の見直し、道路の美装化、電線類の地中化などが
行われてきました。
平成 21年には犬山市歴史的風致維持向上計画が国の認定を受け、文化財などを歴史的な資産
として位置付け、それらを核にした歴史まちづくりの基本的な指針を示し、犬山固有の歴史的風
致の維持及び向上を図っています。
また、住民のまちづくり組織や犬山まちづくり株式会社、町中の商業者などを中心に各種のま
ちづくり活動も継続して展開されています。

【水と緑に抱かれた豊かな自然環境の保全・再生】
水と緑の豊かな自然環境を守り、次世代へより良いものを引き継ぐため、平成 14年に、犬山
市環境基本条例を制定するとともに、すべての市民が環境を軸に結び合い必要なことを共に実行
していくパートナーシップを築くことを誓う環境で輝くまち犬山を宣言し、環境をこれからのす
べての規範のキーワードとして、市民や事業者等とともに環境の保全・創出に向けた取り組みを
進めています。
犬山市環境基本条例に基づき平成 14年に策定された犬山市環境基本計画では、里山の自然と
市民の暮らしが調和し、市民や事業者等も協働して、すべての人が環境にやさしい生活スタイル
を確立することを目指して、長期的、総合的な観点から環境施策の推進にあたっています。
平成 18年には犬山里山学センターを開設し、環境保全ボランティアの育成に努め、自然とふ
れあう数多くの体験を通した環境保全活動を活発に行っています。

【歴史や自然など多彩な資源を活かした観光の推進】
名勝木曽川や飛騨木曽川国定公園など自然に親しむことができる環境のほか、犬山城や城下町、
犬山祭や木曽川うかいなどの伝統行事をはじめ、博物館明治村や野外民族博物館リトルワールド、
財団法人日本モンキーパークや日本モンキーセンター、お菓子の城など豊富な観光資源を活かし、
広域圏や事業者との連携のもとで犬山の魅力を反映した観光を推進しています。
広域圏では、岐阜県各務原市、可児市、美濃加茂市、坂祝町とともに愛知・岐阜木曽川流域観
光圏を形成し、県境を越えた広域的な観光振興に取り組んでいます。
また、鉄道事業者と連携して春と秋に観光キャンペーンに取り組むほか、犬山市観光協会と連
携し、きめ細かな観光情報の提供を行い、犬山らしい観光をＰＲするための情報発信や観光客の
誘致拡大に努めています。
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【国際交流・都市間交流の推進】
豊かな観光資源と国際交流を有機的に連携させる拠点として、平成 7年に開設された犬山国際
観光センター「フロイデ」を核に、市民のふれあい活動や世界に向けた情報発信、国際会議の誘
致などさまざまな国際交流活動を推進しています。
富山県立山町と宮崎県日南市の国内２都市のほか、アメリカ・デービス市、ドイツ・ザンクト
ゴアルスハウゼン市、中国・襄陽市と友好・姉妹都市提携を結び、国内外の都市との間で、行政
レベルから市民レベルに至るさまざまな相互交流を行っています。平成 17年に開催された日本
国際博覧会「愛・地球博」で行われた一市町村一国フレンドシップ事業を契機として、ドイツと
エリトリアとの交流にも取り組んでいます。
また、地理的特性を活かし、木曽川を交流軸とした県境を越えた交流や連携にも取り組んでい
ます。

【自然環境を活かした保健福祉ゾーンの整備・活用】
自然環境を保全した緑豊かな里山のある前原橋爪山に、平成 8年に知的障害者授産施設「ひび
き作業所」を設置したのを皮切りに保健福祉ゾーンの整備を進め、平成 10年に介護老人福祉施
設（特別養護老人ホーム）「ぬく森」、平成 13年に保健・医療・福祉の総合的な拠点施設である�
「市民健康館（さら・さくら）」、平成 15年に介護予防と健康維持増進を図るための「犬山さくら
工房」、平成 19年度に知的障害者更正施設「ひかり学園」を開設し、市民の健康づくり、介護予防、
障害者の活動支援や市民交流の推進に取り組んでいます。

【子どもの健全な成長と豊かな心を育む教育の実践】
犬山市の将来を担う子どもたちの心身の健全な成長と基礎学力の向上を目指して、平成 13年
に学びの学校づくりを目指す犬山プランを策定し、「学びの学校づくり」を推進しています。
学びの学校づくりでは、ティームティーチングや少人数授業の導入、命の学習、学校への地域
の人々の参加などを進め、子どもたちが、基礎的・基本的な学力を身に付けるとともに、それを
応用して自ら考える力、生きる力を養うことができるよう、特色ある独自の教育を実践していま
す。
また、「犬山の子は犬山で育てる」という視点に立ち、幼児教育の充実、就学前から中学校ま
での一貫した教育の実現、家庭の教育力・子育て力の再生・向上を図るため、幼保一体化構想を
推進しています。

【地域コミュニティやボランティアなど市民活動の促進】
住民主体の地域に根付いたコミュニティ活動やまちづくり、環境保護に取り組んでいる市民活
動団体、ＮＰＯ、ボランティア団体などの活動が活発に行われています。こうした市民活動がま
ちづくりにおいて果たす役割の重要性を認識し、平成 13年には、犬山市市民活動の支援に関す
る条例を制定しています。条例に基づき、さまざまな交流の促進や情報発信、人材育成などによ
り幅広い市民活動を支援するため、市民活動支援センター「しみんてい」を平成 13年に開設し
たほか、市民活動支援基金の設置や市民活動助成金の活用など、市民活動を促進するための環境
やしくみの整備に取り組み、市民と行政との協働によるまちづくりを進めています。
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（２）社会の動向

【人口減少と少子高齢化の進行】
わが国の総人口は、平成 16年の約１億 3千万人をピークに減少局面に入り、国立社会保障・
人口問題研究所の中位推計によると、今後も減少が続き、平成 67年（2055 年）には約 9千万
人になると見込まれています。加えて、少子高齢化が一層進行し、総人口に占める高齢者（65
歳以上）の割合は、平成 17年には 20％程度でしたが、平成 67年（2055 年）には 40.5％ま
で上昇すると見込まれています。
こうした人口減少や少子高齢化により、労働力の減少や地域活力の低下、年金や医療費などの
社会保障費の増加など社会の様々な面での影響が懸念されます。また、ひとり暮らしの高齢者や
高齢者のみの世帯の増加など、世帯構成にも変化が見られ、介護や子育てなどの生活不安を増大
させています。

【地方分権の進展】
平成 12年の地方分権一括法の施行以来、地方分権の推進に向けて、国における構造改革や三
位一体改革、地方における行財政改革などが進められてきました。近年は、市町村合併による自
治体の再編や道州制を見据えた議論が進むなど、地方分権は新たな段階に差し掛かっています。
地方分権の進展に伴い、地方自治体の自己責任、自己決定の重要性はますます高まり、住民に
最も身近な市町村にあっては、これまで以上に住民のニーズを的確に把握し、より効果的で効率
的な行政事務を行っていくことが求められ、健全な財政基盤を維持し、近隣市町や県との広域的
な連携も見据えて、地方分権時代に対応できる体制を整えていくことが求められます。

【地域経済を取り巻く環境の変化】
グローバル化が進み経済活動の機会が拡大する一方、東アジア各地域の急速な経済成長の影響
なども受け、経済活動における国際間・地域間の競争は激しさを増しています。経済情勢はバブ
ル崩壊以降回復基調にありましたが、平成 20年の世界同時不況によって大きな打撃を受け、景
気の先行きは引き続き楽観視できない状況になっています。
労働環境では、非正規雇用や外国人労働力の増加など雇用形態が多様化し、賃金格差の拡大な
ども社会問題になっています。また、団塊の世代の大量退職により労働力人口が減少する中、女
性や高齢者、外国人の雇用のあり方についても議論が深まっています。

【環境問題への意識の高まり】
地球温暖化をはじめ地球規模で環境問題が深刻化する中で、循環型社会・低炭素社会の構築、
自然環境の保全・再生など環境への意識、関心が高まっています。愛知県においても、平成 17
年に開催された日本国際博覧会「愛・地球博」を契機に環境意識の浸透が図られ、住民活動団体
等による環境保全活動が活発化しているとともに、平成 22年には、生物多様性条約第 10回締
約国会議（COP10）が開催され、環境への意識は一層高まりを見せています。
こうした環境意識の高まりを捉え、森林や水辺をはじめとする豊かで多様な自然環境や生態系
を保全・再生するとともに、省エネルギーやごみの発生抑制、再利用、資源化など、環境に配慮
した低炭素・資源循環型社会の形成に向け、国、自治体、事業者、住民がそれぞれの立場で責任
ある行動をしていくことが求められています。



198

【地域の歴史、文化を活かしたまちづくり】
21 世紀はこころの時代とも言われており、地域の風情や趣、独自の生活風景を大切にし、住
民が誇りを持って継承していくことがまちづくりに求められるようになりました。
平成 16年には景観法が制定され、法に基づく景観行政団体も多く誕生しています。また、平
成 20年には、歴史的風致の維持及び向上に関する法律が制定され、地域の固有な歴史文化を活
かしたまちづくりが求められています。

【価値観や生活様式の多様化】
住民の価値観や生活様式は多様化しており、物質的な豊かさや効率性の追求などの価値観に
代わって、ゆとりや安らぎ、癒しや健康といった心の豊かさを重視する傾向が強まっています。
個々の価値観や志向に応じて多様な生活様式の選択が可能になり、働き方や住まい方、学び方が
多様化しているとともに、仕事と生活の調和を重視するワークライフバランスの考え方も広まっ
ています。
また、男女共同参画やノーマライゼーション、多文化共生など、性別や年齢、国籍などにかか
わらず、多様な価値観や個性を尊重し、共生することの重要性も高まっています。

【市民参画・協働意識の高まり】
市民の価値観の多様化や社会貢献意識の高まりなどによりNPO活動やボランティア活動が一
層の広がりをみせており、行政への市民参画や市民と行政の協働によるまちづくりの意識が高
まっています。
そうした中で、個人でできることはまず自らで行い、個人ではできないことは家庭や隣近所、
地域で行い、それでもできないことは行政が行うという自助・互助・共助・公助による「補完性
の原則」が再認識されています。特に、近年は家庭や地域コミュニティの機能低下が指摘される
ことも多く、助け合いながら共に暮らしていく互助や共助の重要性が高まっています。
また、住民、団体、企業など多様な主体を地域づくりの担い手と位置づけ、協働によってより
良い社会サービスの提供を図る「新たな公」の考え方も広まっています。

【安全・安心意識の高まり】
阪神・淡路大震災や新潟県中越地震などの大規模震災や、東海豪雨をはじめとした局地的な集
中豪雨等の発生を契機として、人々の防災意識が急速に高まっています。また、高齢者や子ども
が被害者となる凶悪犯罪や振り込め詐欺なども多く発生しており、身近な地域における犯罪への
不安が増大しています。加えて、食品偽装や薬物混入など「食」の安全をゆるがす事件が多発し、
国では消費者庁が新たに設立されるなど、日常生活の様々な面で安全・安心の確保が強く求めら
れています。
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【情報通信技術の発展】
インターネットをはじめとする情報通信技術の発達は、働き方や余暇活動、消費行動など生活
の様々な面で大きな影響を及ぼしています。いつでも・どこでも・何でも・誰でもがネットワー
クを利用できるユビキタスネットワーク社会の実現に向けた取り組みも進みつつあり、平成 23
年のデジタル放送への完全移行なども経て、家庭や地域の情報通信環境はさらに高まることが見
込まれます。インターネットや携帯電話、ＧＩＳ（地図情報システム）などを活用した地域情報
化の取り組みが進められ、様々な分野で市民生活の向上や地域活性化に情報通信技術が活用され
ています。

【教育や子育てに対する関心の高まり】
近年、子どもの学力の低下や生活習慣の乱れなどが社会問題化しており、いじめや不登校など

の問題についても、急務の課題としてその対応が求められています。こうした背景を踏まえ、教
育基本法の改正や新教育指導要領の実施など教育改革の取組みが進められています。
核家族化や少子化、地域コミュニティの希薄化など、子どもを取り巻く家庭や地域環境の変化

が、家庭や地域の教育力の低下の大きな原因となっています。家庭や地域の教育力の再生に向け、
児童・生徒や地域の実態等を踏まえ、児童・生徒の個性を生かせる創造的で柔軟な「特色ある学
校づくり」が求められています。
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4 策定体制
（１）体制図 
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（２）総合計画審議会
①　犬山市総合計画審議会設置条例

　　　犬山市総合計画審議会設置条例
昭和41年９月24日条例第25号

（目的）
第�１条　この条例は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第138条の４第３項の規定に基づき、�
犬山市総合計画審議会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。

（設置）
第�２条　総合的計画に関し、市長の諮問に応じて必要な調査審議するため、犬山市総合計画審議会
（以下「審議会」という。）を置く。

（組織）
第３条　審議会は、委員15人以内で組織し、次の各号に掲げる者について市長が委嘱する。
⑴�市議会の議員
⑵�市の職員
⑶�公共的団体の役職員
⑷�学識経験のあるもの
（会長）
第４条　審議会に会長及び副会長を置き委員の互選によつてこれを定める。
２　会長は、会務を総理する。
３　会長に事故あるときは、副会長がこれに代つて会務を総理する。
（委員の任期）
第５条　委員の任期は、２年とし、再任することができる。
２　委員が委員の委嘱を受けたときの役職を退いたときは、委員の職を失う。
３　補欠の審議会の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
（会議）
第６条　審議会は、会長が招集する。
２　審議会は委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
３　審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
（補則）
第�７条　この条例に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長がこれを
定める。

　　　附　則
　この条例は、公布の日から施行する。
　　　附　則（昭和48年６月29日条例第25号）
　この条例は、公布の日から施行する。
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②　諮問書

③　答申書

２０犬企第１４９号
平成２０年９月２日

犬山市総合計画審議会
会　長　　末　岡　熙　章　�様

犬山市長　田　中　志　典　　　

第５次犬山市総合計画について（諮問）

犬山市総合計画審議会設置条例に基づき、第５次犬山市総合計画について、貴審議会の意見を求め
ます。

平成２２年１２月２１日
犬山市長　田�中�志�典　様

犬山市総合計画審議会　　　　
会長　末�岡�熙�章　　　

第５次犬山市総合計画について（答申）

平成２０年９月２日付け２０犬企第１４９号で諮問のありましたこのことについて、本審議会にお
いて慎重に審議しました結果、別冊のとおり答申します。
答申においては、市民をはじめ、審議会委員である各界各層からの意見を集約した結果、何よりも

将来の犬山市民を大切に考え、「暮らしの“ゆとり”」「地域の“つながり”」「郷土の“愛着”」
をはぐくむまちづくりを進めながら、目指すまちの姿を「人が輝き�地域と活きる“わ”のまち�
犬山」と掲げています。
今後の計画推進にあたっては、本審議会での思いを十分に踏まえ、この計画を市民と共有し、市民

と行政との協働により、目指すまちの姿の実現に向けた取り組みを要望します。
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④　委員名簿（平成 20年９月～平成 22年 12月）

氏　名 役職名・団体等

会　 長 末　岡　熙　章 名古屋経済大学学長

副 会 長 桑　原　正　則 犬山商工会議所会頭　※平成 22 年 11 月～　名誉会頭

委　 員 内　藤　和　彦 中部大学教授

髙　田　弘　子 犬山市市民活動促進委員会委員長

髙　柳　昌　平 犬山青年会議所理事長【平成 20 年度】　

板　津　元　成 犬山青年会議所理事長【平成 21 年度】

林　　　通　弘 犬山青年会議所理事長【平成 22 年度】

小　川　征　一 犬山市観光協会会長

石　田　祥　二 愛知北農業協同組合組合長

渡　邊　昭　美 犬山市社会福祉協議会会長

大　島　みさゑ 犬山市婦人会連絡協議会会長　【平成 20・21 年度】

仙　田　ふみ子 犬山市婦人会連絡協議会会長　【平成 22 年度】

丹　羽　美代子 犬山市子供会育成連絡協議会会長

柴　山　一　生 犬山市議会議員

大　沢　秀　教 犬山市議会議員

岡　　　　　覚 犬山市議会議員

上　村　良　一 犬山市議会議員

岩　田　敏　己 犬山市出納室長【平成 20 年度】
犬山市総合調整監【平成 21 年度】

大　西　正　則 犬山市総合調整監　【平成 22 年度】
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　答申にあたっての思い

会長　末岡　熙章（名古屋経済大学学長）

第５次犬山市総合計画審議会は、市長の諮問を受け、平成 20年９月に
発足いたしました。同時に私は、審議会委員の１人、また会長として新た
な総合計画策定に携わることで、まちを取り巻く時代を肌で感じ、今、ま
ちは転換期を迎えていることを実感いたしました。
この 10年、少子高齢化や人口減少は一層進行し、全国の自治体数も半

数近くに減少するなど、“まち”を取り巻く環境は大きく急速に変化して
います。
今回の総合計画策定にあたっては、こうした時代背景をいかに未来の犬山市につなげていくか、さら

には、まちの主人公である「市民」がこれまで以上に安心して暮らすことのできるまちをつくり上げて
いくのかを、わかりやすく明らかにすることが何よりも大切であったと思います。
だからこそ、市民の声を計画に反映させていきたいと思い、様々な多くの機会を捉えて市民の皆さん

のご意見をお伺いすることができました。
私は、市民の役割は、時代の変遷と共に変化していくものであると考えていますが、やはり将来の犬

山市の鍵を握っているのは市民の皆さん自身、すなわち「市民力」であると確信しました。
そして「市民力」の醸成こそが、理想とするこれからの犬山市のまちづくりには不可欠であろうと強

く感じています。
こうした私の思いを、３つのまちづくりの考え方である「暮らしの“ゆとり”をはぐくむまちづくり」、

「地域の“つながり”をはぐくむまちづくり」、「郷土への“愛着”をはぐくむまちづくり」と目指すべき
まちの姿「人が輝き　地域と活きる　“わ”のまち　犬山」に込めることができたのではないかと思って
います。
この第５次犬山市総合計画が、長きにわたり市民と行政をつなぎ、犬山市のさらなる発展に向けた道

標として活かされる計画であってほしいと切に願っています。
最後に、策定にあたっての市民の皆さまへの感謝の念を表し、答申にあたっての思いに代えさせてい

ただきます。　

副会長　桑原　正則（犬山商工会議所会頭）

総合計画審議会委員を仰せつかって以来、大変な重責を担ったものだと感じる毎日だった。ただ心強
かったのは委員の皆さんが良識に富んだ人間的にも素晴らしい人たちばかりで、楽しい議論ができたこ
とである。答申には多くの課題があった。
「まちづくり」「定住人口」「健康福祉」「行財政改革」等、日本の将来を左右する難しい問題ばかりで
ある。そんななか取られた方法で、市民アンケートを中学生を対象に行ったことは、現在ではなく未来
に繋げるという意味で大変有意義だったと思っている。特に強く感じたのは、市民の皆さんが興味を持っ
てくれて、わくわくするような楽しい発想が生まれ、目標に向かって行動したくなるような、そんな結
論が出せたらということである。はじめから「ダメ」ということでなく、目標を達成するにはどう努力
すれば良いかということ、そして先入観にとらわれず自由な発想こそが一番大切だということをあらた
めて感じさせられた委員会でした。
委員各位と事務局を務められた市職員の皆さんに感謝申し上げます。
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委員　内藤　和彦（中部大学教授）

「これから、我が国の人口は減少する。犬山市の人口が今後も引き続き右肩上がりでいくと想定するの
は難しい。今までの計画書と同じように景気のいいビジョンを描いても、実現不能は一目瞭然。役立た
ずのピカピカの絵本ができるだけだ。」と発言したことがあります。意図的に極端な見解を述べてみたの
ですが、委員会・事務局はそれを真剣に受け止めてくれました。その後も、市の想定人口をどの程度に
するかの議論は続きました。そして本計画書が出来上がりました。全国に先駆けて「人口減少を見据え
た計画書」のあり方を示したとも言える実質的で良い計画書が出来たと思っています。それから、この
委員会に参席して、市民の事を本気で考えている多くの人達とも巡り会えました。本計画書に基づいた
犬山市の今後のまちづくりに期待しています。

委員　高田　弘子（犬山市市民活動促進委員会委員長）

「small�is�beautiful」にたち戻る時代がやってきました。
もう一度、「小さなもの」と「身近なもの」の値打ちを考えましょう。
市民の皆さんが、お一人お一人の自由な創造性を独創性を発揮するための余地がたくさんあります。

それは、個人で、家族として、隣近所と、組・町内など身近なところからの活動。お友達と、趣味やスポー
ツでの仲間から、グループや同好会の会員で、学校の仲間や職場のお友だち、企業・事務所・お店でのグルー
プから、いろんな人と寄り集まって「まち」のこと、小学校地域、犬山市全体、もっと広い地域との関係、
日本全体も、世界や地球のことを考える。など、どんなことも私たちの命の問題や、財産に密接になっ
てきました。
生活者の実感が必要な時代が到来したのです。さぁ！小学校区地域の範囲くらいから始めましょう。

新しい風を求めて、元気な、爽やかな、楽しい「まち」づくりに取り組みましょう。この総合計画は、「ま
ち」づくりの手引き書です。市民の皆さんと具体的な活動に結びつけ、事業を推進したいものです。

委員　林　通弘（犬山青年会議所理事長）

第５次犬山市総合計画審議会の中で、委員の方達と犬山のまちをもっともっと素晴らしいまちに変え
るのだと言う強い思いを持って、様々な協議を重ねて来ましたが、その中で私自身も犬山の素晴らしさ
を今一度見つめ直す事が出来ました。住むのに適した環境、自然に囲まれ文化や伝統が脈々と受け継が
れる魅力あるまち犬山。そんな犬山のまちづくりに必要な事は、まちに住む人達や係わる人達がもっと
もっと犬山の事を話し合い、その言葉を市に対し発信していく事だと思います。終わりが無いと言われ
るまちづくり、この計画書がすべて実現できたとしても、さらにより良いまちを目指していくと思うし、
目指すべきだと思います。そんな終わりが無いまちづくりのほんの一部分ではありますが、第５次の計
画が実現する事を心から応援したいと思います。
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委員　小川　征一（犬山市観光協会会長）

17回の審議会では市民意識調査・地区別懇談会等、市民の皆様の意見を多く聞くとともに犬山ではの
良さを前面に押し出すことに終始いたしました。そして目指すまちの姿を「人が輝き　地域と活きる　
“わ”のまち　犬山」とし、特に市民参加による「まちづくり」に期待するものであります。観光全般に
おきましては、現在ホームページや観光宣伝キャンペーン等を通じて情報発信を行っております。今後
は広域観光圏における誘客活動を活発化させねばなりません。外国でのインバウンド誘致は現在、台湾・
韓国・タイ等で行っておりますが、中国を積極的に誘致しなければなりません。情報発信の為、協会のホー
ムページの多言語化を行うとともに「歩いてめぐるまち」をテーマにした新たなる観光資源の開発を積
極的に図ります。

委員　石田　祥二（愛知北農業協同組合組合長）

昨年 10月１日、首相の所信表明の中で、突如としてＴＰＰ（環太平洋戦略的経済連携協定）＝例外
なき関税撤廃が発表されました。そうした中にあって、ＴＰＰが締結されれば、農業者、農業界、日本
の食料にとって大変な問題となってまいります。もし、ＴＰＰに加盟するということになれば、食料自
給率は現在の 40％から 13％へ急低下するものと農水省は試算しており、日本農業は壊滅してしまいま
す。例えば、輸入米１俵（60kg）が３千～４千円であるなら、誰が作るものでしょうか。自国民の食料
は自国民で確保することは、今や世界の常識であります。
ＴＰＰ加盟は阻止しなければなりません。地域の皆様のご協力をお願い申し上げます。こうした中で、

この第５次犬山市総合計画の基本施策９「農業」をご覧頂ければ誠に幸いです。

委員　仙田　ふみ子（犬山市婦人会連絡協議会会長）

平成８年に「この地を、永住の地と決めました。」と転居の知らせを、故郷新潟の友人と約 25年暮ら
した東京下町の友人に発信しました。今、あらためて、“何故犬山”と思いおこすと、桜にひかれ、山あ
り、川あり、の自然にひかれ、50才を目前にした私には、残り 20年？～ 30年？の人生を、心も体も
健康に過ごせるのでは、と思ったことです。
以来、何人かの友人は犬山を訪れて「いいところね」と、二度、三度と訪ねて来てくれます。豊かな

自然を守り、地域とのつながりを大切にし、日常生活の中で誰もが不安を感じる事のない環境づくりに
力を注いで頂き、犬山市民の笑顔が溢れ、市民、皆が地域にかかわり、老いも若きも“和・�輪・環・わ”
が広がる犬山、それが私の思いです。

委員　渡邊　昭美（犬山市社会福祉協議会会長）

総合計画策定にあたって「暮らしの“ゆとり”」「地域の“つながり”」「郷土への“愛着”」をはぐくむ
まちづくりを基本構想の考え方の原点とした。少子高齢化がいっそう進み、経済が低迷し税収の増加が
期待できない今日、貧富格差の拡大、市民生活が危機的状況に陥っているとき、子育て・介護・医療な
ど弱者支援、雇用拡大、商工業者支援の施策を第一に、そして犬山の自然・歴史・文化を大切にするま
ちづくりを重視してほしい。
これこそが計画策定の原点であり、市民が「安心して住み続けられるまち・犬山に住みたくなるまち」

へと繋がります。多くの市民がまちづくりに参加されることを期待します。
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委員　丹羽　美代子（犬山市子供会育成連絡協議会会長）

『先代たちが築き上げた文化、自然の恵み、人のぬくもり、次世代へ伝え託したい・・・』
タッチパネルを操作するかのように加速度を増し社会の進化がめまぐるしく速くなった現在、平成 23

年度から平成34年度の犬山へ未来メガネをかけて見てみた。多くの人が好み、集い、定まってもらいたい。
まちの発展のために。願いは、皆、同じ方向を見ていた。しかし、未来メガネを取り今を見た。夢は希
望は何とでも語れ、大きいほうがいいに決まってる。審議会の中で実感したことは、偽りは駄目、正直
でありたい。現状を見、必ず実現し成し遂げられる第５次犬山市総合計画を築きあげたいという思いが
あった。目指すまちの元、『わ』がお互いを助け合い輝き合えることを期待しています。ここに縁あり、
愛しく懐かしさを感じ誇れるまち『犬山』が好きです。

委員　柴山　一生（犬山市議会議員）

総合計画は是非関わりたい仕事でした。何しろこれから 12年間の犬山の歩みを決めていく計画です
から。初めて顔を会わす審議会委員の皆さんが多い中でありながら、裃取って、虚心坦懐、思いの丈を
述べ合う審議会が当初から展開されたことに大変満足しています。
しかし一方では、行政の見解である、「総合計画が市長マニフェストに優先する」という考えを肯定す

るまでには行かず、逆にやはり「市長マニフェストが総合計画に優先する」が正しい見解であると思う
ようになりました。なぜなら市政に命を懸けるべき市長の魂が計画の根幹に無ければ、いくら審議会が
懸命に雑多な意見をまとめても結局総花的、一般的な計画にならざるをえないからです。

委員　大沢　秀教（犬山市議会議員）

私がいつも最も大切にしたいと考えていることは、「時代の変化に伴って変わっていくべきもの」と、「時
代に淘汰されない不変のもの」を見極め、時代に即したかたちをつくっていくことです。
総合計画を策定するということは、まちにとっての指針づくりですので、これから 12年間の社会状

況の変化にも対応できるような基本構想が最も重要であると考え、委員会に臨んできました。
中央集権の下に成長を続けてきた時代から生活様式や価値観が多様化した時代を迎えた現在、市民が

「住み続けたい」まちを目指していくには、地域特性を考えて問題を抽出し、不変の物差しを当ててみる
ことが必要だと思います。一人ひとりの市民が夢を持ち、地域が希望に溢れていけば、犬山市が明るく
住みよいまちとして地方分権の時代に輝けるのではないでしょうか。
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委員　岡　覚（犬山市議会議員）

議会からの総合計画審議会委員の選出は、これまでは「会派代表」でしたが、今回は「地域選出」と
なりました。
これまでの議員経験から、総合計画の重要性を痛感していましたので、最優先して毎回の委員会にの

ぞみました。残念なことに、国の政治も地方の政治も人々の暮らしに心を寄せていない中で、そこに光
を輝し、「笑顔をとりもどす」ことをテーマに盛り込みたいと発言し、それが「人が輝き　地域と活きる
　“わ”のまち　犬山」に繋がったとの思いがあります。
また、これまでの右肩上がりの計画には批判を持っていましたので、人口目標等の設定も適切になる

よう発言し、人々が生きつづけられる計画をめざしました。
最後に、委員の皆さんと発言・意見がかみ合って計画をまとめあげることができたのが、大きな喜び

です。

委員　上村　良一（犬山市議会議員）

第５次犬山市総合計画の審議会委員として参画させていただきまして、犬山市の将来のまちのビジョ
ンについて議論してまいりました。
近年地方分権一括法の推進により、地方の自立が求められています。つまり自分達のまちは自分達で

考え、安全で安心な、「住んでよかった」「住み続けたい」まちづくりを目指さなければいけません。
私は、特に支え合い・市民と協働のまちづくりに力点を置くべきだと主張いたしました。所謂自助、共助、

公助の役割を調和させることにより、市民と行政の信頼の輪が大きく広がるものと確信いたします。少
子高齢社会にあっては今からやらなければ手遅れになってしまう事もあります。ハード面だけでなく今
こそソフトパワーを発揮して、「人がまちをつくり、そのまちによって支えられる」コンセプトでまちづ
くりをしなければならないと考えています。
今回、委員の皆さんと練り上げた「人が輝き　地域と活きる　“わ”のまち　犬山」はその魂が入った、

すばらしい将来像ができたと思っております。これからも犬山市の発展のために全力で取り組んでまい
ります。

※役職名・団体等は、各委員委嘱時点の名称を記しています。
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（３）庁内組織

①　犬山市総合計画策定幹部会設置要綱
（設置）

第�１条　犬山市総合計画（以下「計画」という。）を策定するため、犬山市総合計画策定幹部会（以下

「幹部会」という。）を設置する。

（所掌事項）

第２条　幹部会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1)��計画原案の調整及び決定に関すること。

(2)��その他計画策定における重要事項の意思決定に関すること。

（会議）

第�３条　幹部会は、副市長、教育長及び各部等の長をもって構成し、会長には副市長、副会長には企画

財政部長をもって充てる。

２　幹部会は、前項に定める者のほか、必要と認める者を会議に参加させることができる。

３　幹部会は、必要に応じて会長が招集する。

（庶務）

第４条　幹部会の庶務は、企画財政部秘書企画課において処理する。

（委任）

第５条　この要綱に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。

　　　附　則

（施行期日）

　　この要綱は、平成２０年１２月１６日から施行する。

　　　附　則

（施行期日）

　　この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。

（要綱の失効）

　　この要綱は、平成２３年３月３１日限り、その効力を失う。

②　犬山市総合計画策定委員会設置要綱
（設置）

第�１条　犬山市総合計画（以下「計画」という。）策定のための基礎的な調査及び研究並びに素案の調

整等を行うため、犬山市総合計画策定委員会（以下「委員会」という。）を設置する。

（所掌事務）

第２条　委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1)��計画立案のための調査及び研究に関すること。

(2)��計画素案の調整、修正及び決定に関すること。

(3)��その他計画策定に必要な事項に関すること。

（組織）

第�３条　委員会は、委員長、副委員長及び委員で構成し、委員長には企画財政部長、副委員長には秘書

企画課長をもって充て、委員には各課等の長ならびに主幹をもって充てる。
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（会議）

第４条　委員会は、必要に応じて委員長が招集する。

２�　委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聞くこと

ができる。

　（調査会）

第�５条　第２条各号に掲げる所掌事務を遂行するため、委員会に犬山市総合計画策定調査会（以下「調

査会」という）を置く。

２�　調査会は、チーフ、サブチーフ及び調査員で構成し、チーフは秘書企画課長、サブチーフには秘書

企画課課長補佐をもって充て、調査員には各課等の課長補佐の職務を行う者をもって充てる。ただ

し、課長補佐の職務を行う者の置かれていない課においては、統括主査をもって充てる。

３　調査会は、必要に応じてチーフが招集する。

４�　調査会は、必要があると認めるときは、調査員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聞くこ

とができる。

　（調査会の所掌事務）

第�６条　調査会は、次の各号に掲げる事務を所掌する。

(1)��計画策定のための調査及び研究に関すること。

(2)��計画素案の作成に関すること。

(3)��その他計画策定に必要な事項に関すること。

　（調査会の部会）

第７条　調査会に部会を置くことができる。

２　部会は、専門的調査及び研究を行う。

３　部会は、調査会の調査員で構成し、部会長及び副部会長は、調査員の互選による。

４　２以上の部会にまたがる事項については、各部会長の調整により、調査及び研究を行う。

５　部会の構成は、チーフが別に定めることとする。

　　（庶務）

第８条　委員会及び調査会の庶務は、犬山市企画財政部秘書企画課において処理する。

�（委任）

第９条　この要綱に定めるもののほか必要な事項は、委員長及びチーフが別に定める。

　　　附　則

�（施行期日）

　　この要綱は、平成２０年１２月１６日から施行する。

　　　附　則

�（施行期日）

　　この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。

�（要綱の失効）

　　この要綱は、平成２３年３月３１日限り、その効力を失う。
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5 策定経過

年 月日

総
合
計
画
審
議
会

庁内組織
○：書面開催 市

民
参
画

内　容幹
部
会

委
員
会

調
査
会

平成
20年度

9月 ��2 日 ● 　 　 　 　 第１回総合計画審議会
11月 21日 ● 　 　 　 　 第２回総合計画審議会
12月 19日 ● 　 　 　 　 第３回総合計画審議会
1月 22日～ 　 　 　 　 ● 意識調査（市民・市民活動団体等・中学生・市職員）
2月 ��4 日 　 　 　 ● 　 策定調査会（全体会議）
3月 24日 ● 　 　 　 　 第４回総合計画審議会

平成
21年度

4月

20日 ● 　 　 　 　 第５回総合計画審議会
22日～ 　 　 　 　 ● 意識調査（町内会）
25日 　 　 　 　 ● 市民懇談会（南部公民館・楽田ふれあいセンター）
27日 　 　 　 　 ● 市民懇談会（福祉会館）
28日 　 　 　 　 ● 市民懇談会（城東地区学習等供用施設）

5月 22日～ 　 　 　 　 ● 意識調査（農事組合）

6月 �24 日 　 　 　 ● 　 策定調査会（各７部会）
30日 　 　 　 ● 　 策定調査会（各７部会）

7月

��2 日 　 　 　 ● 　 策定調査会（各７部会）
��6 日 　 　 ○ 　 　 策定委員会
13日 ● 　 　 　 　 第６回総合計画審議会
16日 　 　 　 ● 　 策定調査会（各７部会）
30日 　 　 　 ● 　 策定調査会（各７部会）

8月
��4 日 　 　 　 　 ● 第１回中学生まちづくり会議
21日 　 　 　 ● 　 策定調査会（代表者会議）→�まちづくりの主要課題・�

第５次総合計画の構成について
26日 　 　 　 　 ● 第２回中学生まちづくり会議

9月

��7 日 　 　 ○ 　 　 策定委員会
15日 　 　 　 ● 　 策定調査会（各７部会）
16日 　 　 　 ● 　 策定調査会（代表者会議）
28日 ● 　 　 　 　 第７回総合計画審議会

10月

14日 　 　 　 　 ● 校区別まちづくり部会（犬山南小学校区）

15日
　 　 　 　 ● 校区別まちづくり部会（羽黒小学校区）
　 　 　 ● 　 策定調査会（全体会議）→�基本構想（検討資料）・�

基本計画の構成等について
20日 　 　 　 　 ● 校区別まちづくり部会（東小学校区）
22日 　 　 　 　 ● 校区別まちづくり部会（今井小学校区）
27日 　 　 　 　 ● 校区別まちづくり部会（池野小学校区）
29日 　 　 　 　 ● 校区別まちづくり部会（楽田小学校区）

11月

��5 日 　 　 　 　 ● 校区別まちづくり部会（城東小学校区）
11日 　 　 　 　 ● 校区別まちづくり部会（犬山西小学校区）

17日 ● 　 　 　 　 第８回総合計画審議会
　 　 　 　 ● 校区別まちづくり部会（栗栖小学校区）

18日 　 　 　 　 ● 校区別まちづくり部会（犬山北小学校区）

12月 ��4 日
　 　 　 ● 　 策定調査会（全体会議）→�基本構想（検討資料）確認・�

基本計画（第１次素案）作成について
　 ○ ○ 　 　 策定幹部会・委員会→�基本構想（検討資料）確認・�

基本計画（第１次素案）作成について
14日 　 　 　 ● 　 策定調査会（１部会のみ）

1月
12日 ● 　 　 　 　 第９回総合計画審議会
29日 　 ● 　 　 　 策定幹部会→�基本計画に向けた市長ヒアリング、�

人口フレームについて

2月 10日 　 ● 　 　 　 策定幹部会→将来人口について
26日 ● 　 　 　 　 第10回総合計画審議会

3月 15日 　 ○ ○ 　 　 策定幹部会・委員会→基本構想（検討資料）
29日 ● 　 　 　 　 第11回総合計画審議会
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年 月日

総
合
計
画
審
議
会

庁内組織
○：書面開催 市

民
参
画

内　容幹
部
会

委
員
会

調
査
会

平成
22年度

4月 14日 　 ● 　 　 　 策定幹部会→将来人口について
27日 ● 　 　 　 　 第12回総合計画審議会

5月
25日 　 　 ● 　 　 策定委員会（土地利用構想関係課）
26･
27 日 　 　 　 ● 　 策定調査会（各課個別ヒアリング）→基本計画（第１次素案）

5月 31日 ● 　 　 　 　 第13回総合計画審議会

7月 ��5 日 ● 　 　 　 　 第14回総合計画審議会
��8 日～ 　 　 　 　 ● 意識調査（市民）

8月 10日 　 　 ○ ○ 　 策定委員会・調査会→基本計画（第２次素案）内容確認
24日 ● 　 　 　 　 第15回総合計画審議会

9月 13日 　 ○ ○ ○ 　 策定幹部会・委員会・調査会→基本計画（修正素案）内容確認
18日 　 　 　 　 ● 意識調査（来訪者）

10月 ��4 日 ● 　 　 　 　 第16回総合計画審議会
27日 　 ○ ○ ○ 　 策定幹部会・委員会・調査会→基本計画（素案）最終確認

11月 30日 ● 　 　 　 　 第17回総合計画審議会

12月

��7 日 　 　 ● ● 　 策定調査会・調査会→パブリックコメント案確認
21日 ● 　 　 　 　 総合計画審議会より答申
22日 　 ● 　 　 　 策定幹部会→パブリックコメント資料公表
27日～ 　 　 　 　 ● パブリックコメント（～H23.1.17）

2月 22日 　 　 　 　 　 基本構想議案提出、基本計画資料提出
3月 15日 　 　 　 　 　 基本構想議決
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6 市民参画
（１）市民意識調査 

1 市民アンケート

調査対象 犬山市内在住の 16歳以上 (平成 5年 4月１日以前出生 )の市民 4,000 人

調査期間 平成21年 1月 26日（配布）～ 2月 9日

回収状況 配布数4,000 票　／　有効回収数：1,898 票　有効回収率：47.4％

調査結果
【抜粋】

①犬山市のイメージ（複数回答）
「歴史と伝統文化の息づくまち（65.1％）」、「観光のまち（49.2%）」、「豊かな自然に恵まれ
たまち（29.2%）」の回答が 20％を超えて多い。

②望む将来のまちのイメージ（複数回答）
「城下町の町並みや伝統文化をいかしたまち (23.9%)」、「自然と共生した、環境にやさしい
まち (22.9%)」、「安全 ･安心の確保されたまち (22.1%)」、「子どもたちの健全な成長と豊か
な心を育むまち (21.3%)」、「安全で快適な都市基盤が整ったまち (20.3%)」の回答が 20%
を超えて多い。

2 市民活動団体等

調査対象 犬山市に主たる事務所を有する特定非営利活動（ＮＰＯ）法人、
市登録市民活動団体、社会福祉協議会登録ボランティア団体等

調査期間 平成21年 1月 26日（配布）～ 2月 9日

回収状況 配布数141票　／　有効回収数：74票　有効回収率：52.5％

調査結果
【抜粋】

望む将来のまちのイメージ（複数回答）
「子どもたちの健全な成長と豊かな心を育むまち (33.8%)」や「市民が支え合う、思いやり
と生きがいのある人にやさしいまち (25.7%)」、「木曽川や里山などの自然と共生した、環境
にやさしいまち (21.6%)」の回答が 20%を超えて多い。

3 職　員

調査対象 犬山市職員（正規職員）

調査期間 平成21年 2月 13日（配布）～ 2月 25日

回収状況 配布数540票　／　有効回収数：442票　有効回収率：81.9％

調査結果
【抜粋】

望む将来のまちのイメージ（複数回答）
「子どもたちの健全な成長と豊かな心を育むまち (27.5%)」や「木曽川や里山などの自然と
共生した、環境にやさしいまち�(24.2%)」の回答が 20%を超えて多い。

4 中学生

調査対象 犬山市内の中学校に通う中学生

調査期間 平成21年 1月 22日（配布）～ 2月

回収状況 配布数1,980 票　／　有効回収数：1,884 票　有効回収率：95.2％

調査結果
【抜粋】

10 年後の犬山市への期待（自由記述）
「買い物や娯楽施設などがある便利なまち (17.2%)」、「（観光・産業など）活気がある有名な
まち�(11.1%)」、「（道路・公園、交通など）都市環境が充実した便利なまち�(11.0%)」、「歴
史や伝統・文化を大切にするまち (10.8%)」の回答が 10%を超えて多い。
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5 町内会

調査対象 犬山市内の町内会

調査期間 平成21年 4月 22日（配布）～ 5月 7日

回収状況 配布数315票　／　有効回収数：227票　有効回収率：72.1％

調査結果
【抜粋】

今後、行政と協働して地域活動を行う意向・内容
「積極的に協力したい (8.5%)」、「要請があるなら協力したい (55.6%)」、「興味がある内容な
らば協力したい (30.5%)」の回答があった。
その内容は、「防犯に関する活動 (57.8%)」、「防災に関する活動 (51.2%)」、「高齢者福祉に
関する活動（50.7%）」との回答が 50%を超え、他の項目と比較して著しく多い。

7 企業

調査対象 市内の企業・事業所 2,000 社

調査期間 平成21年 1月 26日（配布）～ 2月 28日

回収状況 配布数2,000 票　　　有効回収数：220票　有効回収率：11.0％

調査結果
【抜粋】

犬山市における産業振興策について
「まちなかのにぎわい創出・環境整備(30.9%)」、「交通インフラなどの都市基盤整備(30.9%)」、
「経営安定化・強化に向けた支援�(25.0%)」、「新規の企業立地促進�(21.8%)」との回答が
20%を超えて多い。

6 農事組合

調査対象 犬山市内の農事組合　98組合

調査期間 平成21年 5月 22日（配布）～ 6月 5日

回収状況 配布数98票　／　有効回収数：71票　有効回収率：72.4％

調査結果
【抜粋】

今後の農業振興について
「地域でとれた農畜産物を地域住民が消費できるよう農産物直売所等を整備する�(42.3%)」、
「既存の遊休化した農地の活用を図る�(40.8%)」、「将来的に農業に携わる後継者を育てる
(36.6%)」、「集落営農や法人化を促進する�(31.0%)」との回答が 30%を超えて多い。

市内遊休農地の活用について
「営農意欲の高い担い手への農地集積を促進し、農地の再生を図る (46.4%)」、「既存の農業
者への支援を充実し、農地の再生を図る�(34.8%)」、「市民農園や体験農園、教育ファームな
どとしての利用を促進する�(33.3%)」、「農地転用により、農業利用以外の有効活用を図る
(30.4%)」との回答が 30%を超えて多い。
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（２）市民懇談会

開催目的 第５次総合計画の策定にあたり、犬山市の現状や今後のまちづくりについて、市民からの意見や
提案を把握し、計画策定に反映することを目的として市民懇談会を開催しました。

開 催 日
開催場所
参加者数

平成 21 年 4 月 25 日 ( 土 )　／　南部公民館（展示室２・３）　　　　　　／　120 名
平成 21 年 4 月 25 日 ( 土 )　／　楽田ふれあいセンター（多目的ホール）　／　  80 名
平成 21 年 4 月 27 日 ( 月 )　／　福祉会館（中ホール）　　　　　　　　　／　160 名
平成 21 年 4 月 28 日 ( 火 )　／　城東地区学習等供用施設（集会室）　　　／　  90 名

主な意見　※会場での発言、参加者アンケートで意見の多かった上位５種

高齢者福祉の充実【13 件】
●�老人のために集いの場を設けてほしい。
●�将来的な医療行政に不安がある。

地域資源を活かした観光振興の充実【10 件】
●�他の町にない犬山市の財産資源をいかに活用するかであると思う。
●�犬山は観光客が頼りになります。古い街は新しい街づくり。

市内各地域のバランスを考えたまちづくり【10 件】
●�東部丘陵地は置き去りにされている感じがする。
●�古い町に新しい世代が住める工夫が必要である。

道路（都市計画道路・生活道路）整備【8 件】
●�犬山市は大変道路網が悪いので、早く整備してほしい。
●�生活道路を整備して動きの取れるものにする。

安心安全なまちづくり〔防犯・防災〕【8 件】
●�防犯灯など安全面には予算をつけたいと言っているので、ぜひ実行してほしい。
●�災害に強いまちづくりをすべき。避難所の計画が無理なものではないかと思う。
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（３）校区別まちづくり部会

開催目的
第５次総合計画の策定にあたり、実際にその小学校区で“住む”、“働く”、“活動する”方の視点から、
将来のまち（小学校区）に対する具体的な提案をしてもらい、計画策定に反映することを目的と
して校区別まちづくり部会を開催しました。

開 催 日
開催場所
参加者数

平成 21 年 10 月 14 日 ( 水 )　／　犬山南地区学習等供用施設（集会室） ／　45 名
平成 21 年 10 月 15 日（木）　／　南部公民館（展示室 2・3） ／　30 名
平成 21 年 10 月 20 日（火）　／　東小学校（体育館） ／　35 名
平成 21 年 10 月 22 日（木）　／　今井老人福祉センター ／　50 名
平成 21 年 10 月 27 日（火）　／　池野老人憩いの家 ／　28 名
平成 21 年 10 月 29 日（木）　／　楽田ふれあいセンター（多目的ホール） ／　41 名
平成 21 年 11 月  ５日（木）　／　城東地区学習等供用施設（集会室） ／　33 名
平成 21 年 11 月 11 日（水）　／　上野地区学習等供用施設（集会室） ／　51 名
平成 21 年 11 月 17 日（火）　／　栗栖小学校（体育館） ／　43 名
平成 21 年 11 月 18 日（水）　／　福祉会館（303・304 会議室） ／　37 名

主な意見　※会場での発言、参加者アンケートで意見の多かった上位５テーマ

道路・橋梁【21 件】
●�アクセス道路を広くしてほしい。
●�幹線道路から一本はずれた道路を舗装してほしい。

公共交通【15 件】
●�交通対策、コミュニティバスを充実してほしい。
●�コミュニティバスとスクールバスを一体的に運用する方策を検討してほしい。

市民協働【14 件】
●�コミュニティ活動を支援する体制づくりをしてほしい。
●�行政は率先して地域活動に参加し、市民の声を聞いてほしい。

市街地・景観【14 件】
●�小学校区の特色を活かした町づくりをしてほしい。
●�市街化調整区域でも家が建てられるようにできないか。

学校教育【８件】
●�見て、感じて、体験することで子どもを育てる場が必要である。
●�校舎の耐震化、建替えを総合計画に位置づけてほしい。
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（４）中学生まちづくり会議

開催目的
第５次総合計画の策定にあたり、中学生のみなさんが、犬山のまちについて、日頃から感じてい
ること、考えていることなどを把握し、計画策定に反映することを目的として中学生まちづくり
会議を開催しました。

開 催 日
検討内容

第１回　平成 21 年 8 月 4 日 ( 火 )
テーマ「犬山の“お宝”と “問題点”をみつけよう！」
犬山のまちの“お宝（良いところ）”や“問題点（悪いところ）”を見つけ出し、これか
らの犬山市をもっと良くしていくための“重要ポイント”を整理しました。

第２回　8 月 26 日 ( 水 )
テーマ「こうしたらもっといいよね !!　僕たち・私たちのまち“犬山”」

『“お宝（良いところ）”を伸ばす』、『“問題点（悪いところ）”を改善する』という視点か
ら、重要ポイントに対する具体的な取り組みについて提案・アイデアを整理しました。

開催場所：南部公民館（展示室２・３）

A グループ

B グループ

実施結果の概要

犬山中 若山�優希さん
犬山中 前田�圭吾くん
東部中 平岡�杏梨さん
南部中 山口�翔太郎くん
南部中 吉野�伊世里さん
城東中 安藤�真夏さん
城東中 對馬�豊くん

犬山中 稲垣�里穂さん
犬山中 石田�義康くん
東部中 佐伯�あすみさん
東部中 中村�圭佑くん
南部中 大藪�由希帆さん
南部中 加藤�大輝くん
城東中 籠橋�花観さん

■  お年寄りから小さな子供まで
愛される町

■ 町と市民の心がきれいな町
■ 便利で住みやすい町

■ 目指せ !!
　　活気のあるまち !!
■  目指せ !!
　　　関わりのあるまち !!

目指すまちの姿

目指すまちの姿

取り組みの提案（名称・内容）

取り組みの提案（名称・内容）
・何かを通じて犬山市をアピールする
・まずは犬山のことをよく知る　など

犬山お知らせ
プロジェクト

・性別・年齢問わず誰でも楽しめる行事を作る
・中学生も企画、運営側で参加してみる　など

あらゆる面で行事に
参加しようプロジェクト

・歩道や公園などにゴミ箱を設置する
・地域等のクリーン活動に積極的に参加　など

自然を守ろう
プロジェクト

・中学生や市民が参加して新しいイベント作る
・伝統文化を守る／行事に参加する　などアゲアゲプロジェクト

・犬山を一気にきれいにする
・ポイ捨てしない／ゴミを拾う　など

70,000 人参加
ゴミ拾いプロジェクト

・バリアフリー中心で誰でも暮らしやすい町
・娯楽施設やお店を増やす　など

住みやすい町
プロジェクト
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C グループ
犬山中 伊藤�駿くん
東部中 松本�優奈さん
東部中 桑原�功迪くん
南部中 武内�洸樹くん
南部中 板津�加奈さん
城東中 今井�美穂さん
城東中 金松�友哉くん
城東中 松野�雄大くん

■ 目指せ　楽しいまち
■ 目座せ　スポーティーなまち
■ 目指せ 便利なまち

目指すまちの姿 取り組みの提案（名称・内容）
・商店街を活気づける／色んな所に公園を作る
・ワン丸君グッズ考える／中学生の店を開く など

みんなが集まる
ショッピングプロジェクト

・全中学校でダンス大会的なものを催す
・積極的にスポーツ行事に参加する　など

みんあがつながる
スポーツプロジェクト

・電車駅を増やし運賃値下げ／バス路線増加
・公共交通機関を積極的に利用する　など

みんながらくらく
交通プロジェクト

（５）パブリックコメント

◆�募集案内　�「第５次犬山市総合計画（素案）」を公開し、市民から意見を募集
◆�募集期間　�平成 22年 12月 27日～平成 23年１月 17日
◆�公表方法　市役所 4階秘書企画課・各出張所で閲覧、市ホームページに掲載
◆�募集方法　電子メール、ファックス、郵送、秘書企画課及び各出張所へ直接提出
◆�募集結果　意見０件
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7 関連計画一覧

基本施策 計画名称 計画期間
（策定年度）

健康

みんなで進めるいぬやま健康プラン 21 平成 15～ 24年度

犬山市次世代育成支援行動計画（後期計画） 平成 22～ 26年度

特定健康診査等実施計画 平成 20～ 24年度

愛知県がん対策推進計画【県計画】 平成 20～ 24年度

行政運営
第５次犬山市行政改革大綱 平成 21～ 23年度

第５次犬山市行政改革大綱に基づく実施計画（集中改革プラン）平成 21～ 23年度

財政運営
第５次犬山市行政改革大綱 平成 21～ 23年度

第５次犬山市行政改革大綱に基づく実施計画（集中改革プラン）平成 21～ 23年度

市民協働
第５次犬山市行政改革大綱 平成 21～ 23年度

第５次犬山市行政改革大綱に基づく実施計画（集中改革プラン）平成 21～ 23年度

平和・共生 犬山市男女共同参画プラン 平成 18～ 27年度

農業

みんなで進めるいぬやま健康プラン 21 平成 15～ 24年度

犬山市農業振興地域整備計画 平成 18年度策定
（見直し）

犬山市ため池保全計画 平成 21年度～

地域福祉

第５次犬山市高齢者福祉計画・第４次犬山市介護保険事業計画 平成 21～ 23年度

犬山市障害者基本計画 平成 19～ 23年度

第２期犬山市障害福祉計画 平成 21～ 23年度

犬山市災害時要援護者支援計画 平成 22年度～

高齢者福祉 第５次犬山市高齢者福祉計画・第４次犬山市介護保険事業計画 平成 21～ 23年度

子育て支援 犬山市次世代育成支援行動計画（後期計画） 平成 22～ 26年度

障害者（児）福祉

犬山市次世代育成支援行動計画（後期計画） 平成 22～ 26年度

犬山市障害者基本計画 平成 19～ 23年度

第２期犬山市障害福祉計画 平成 21～ 23年度

社会保障
犬山市次世代育成支援行動計画（後期計画） 平成 22～ 26年度

特定健康診査等実施計画 平成 20～ 24年度

治山・治水

犬山市農業振興地域整備計画 平成 18年度策定
（見直し）

郷瀬川圏域の河川整備計画 平成 20年度～

犬山市ため池保全計画 平成 21年度～
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基本施策 計画名称 計画期間
（策定年度）

防災

犬山市災害時要援護者支援計画 平成 22年度～

郷瀬川圏域の河川整備計画 平成 20年度～

犬山市下水道地震対策基本計画 平成 23～ 35年度

犬山市地域防災計画 毎年度更新

犬山市水道ビジョン 平成 21～ 30年度

自然環境 犬山市環境基本計画 平成 14年度～

公園緑地・緑化
犬山市歩行者ネットワーク構想 平成 19年度～

犬山市都市計画マスタープラン 平成 23～ 34年度

環境衛生

犬山市環境基本計画 平成 14年度～

犬山市地球温暖化対策実行計画 平成 21～ 25年度

一般廃棄物処理基本計画 平成 21～ 29年度

循環型社会

犬山市環境基本計画 平成 14年度～

一般廃棄物処理基本計画 平成 21～ 29年度

ごみ焼却処理広域化計画【県計画】 平成 20～ 29年度

市街地・景観

犬山市都市計画マスタープラン 平成 23～ 34年度

犬山市景観計画 平成 20年度～

犬山市歴史的風致維持向上計画 平成 20～ 29年度

道路・橋りょう
犬山市歩行者ネットワーク構想 平成 19年度～

犬山市都市計画マスタープラン 平成 23～ 34年度

住宅・宅地 犬山市耐震改修促進計画 平成 20～ 27年度

上水道 犬山市水道ビジョン 平成 21～ 30年度

下水道 犬山市公共下水道事業基本計画 平成 22～ 37年度

社会教育
犬山市子ども読書活動推進計画 平成 22～ 27年度

全市博物館構想 平成 13年度～

歴史・文化財
犬山市歴史的風致維持向上計画 平成 20～ 29年度

史跡東之宮古墳整備基本計画 平成 23～ 30年度
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